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研究要旨 
がん対策推進基本計画に個別目標として明記されている「全ての市町村で精度管理を行

う」「50％の受診率達成」に資する体制を構築するための検討を行った。 
精度管理指標についての検討では、過去のコンセンサスパネルに基づいて集団検診チェッ

クリスト（CL）の改訂案を作成し、新たに個別検診CLを作成するための検討を開始した。ま
ずH24年度の全国調査により、地域医師会が殆ど精度管理に関与していない実態が明らかと
なり、個別検診CLに地域医師会の役割を精度管理要件として位置づける必要性が示された。
そこで、翌年度は個別検診の優良自治体にヒアリングを行い、都道府県医師会や地域医師会
と自治体との連携体制について好事例を収集した。またプロセス指標については、H17～22
の指標値の都道府県毎ベンチマーキングにより数値目標(基準値)改訂案作成のための検討
を開始した。精検受診率については全体的に水準が向上しており基準値の引き上げが妥当だ
と判断されたが、要精検率や発見率の推移については、がん種別に更なる分析（変動の要因
の検証：検診体制の変化、子宮頸がんの指針の改訂等）が必要なことが示された。 
精度管理手法についての検討では、昨年度に引き続き都道府県が管轄下各市区町村や検診

機関に対して行うべき精度管理手法を標準化し、それらを都道府県の精度管理の要である生
活習慣病検診等管理指導協議会（協議会）関係者に周知する為の全国講習会を開催した。講
習会ではH24年度：44県（86名）H25年度：40県（74名）の参加を得た。さらに、講習会の効
果と都道府県の精度管理水準を評価するための手法を確立した。 
全国の精度管理状況を把握するために、市区町村の検診実施体制（CL実施率）、及び協議

会（がん部会）の活動状況を調査した。前者はH21年度から調査を開始し、これで5回目の調
査を終了した。実施率は初年度より約10ポイント上昇しており、全体では改善しているもの
の、調査開始時より一貫して実施率が低い項目（個別受診勧奨の実施、受診歴別等の詳細な
データ収集、適切な基準による委託検診機関の選定）も明らかになった。協議会の活動状況
については、平成20年の厚労省健康局長通達において求められた内容について、その遵守状
況を調査した。その結果、がん種によって若干の差はあるが、32～33県が協議会を開催して
おり、管轄下市町村の精度管理状況を公表しているのは14～16県、検診機関の精度管理状況
を公表しているのは10県だった。各県につき協議会の活動状況を5段階評価し、研究班のホ
ームページにて公表した。 
精度管理を向上させる体制については、市町村担当者を支援するツールとして「自治体

担当者のための精度管理向上指導マニュアル」を作成した。マニュアルでは、精度管理の
基本、チェックリスト改善のための具体策、先進自治体の取り組み事例等を紹介した。ま
た、都道府県担当者を支援するツールとして「自治体のためのがん検診精度管理支援のペ
ージ」を開設した。このホームページでは研究班が開発した精度管理ツールや、精度管理
についての最新情報、常設の相談窓口の提供が可能になった。 
受診率を向上させる体制については、既に海外で受診率向上のエビデンスがある

call-recall(網羅的な対象者名簿の作成、対象者全員への個別受診勧奨、再勧奨)の普及率
を調査し、約6%であることが分かった。 
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Ａ．研究目的 
2007 年にがん対策基本法が施行され、が

んによる死亡率を 20％減少させることを目
標にしたがん対策推進基本計画が制定され
た。平成 24 年 6月のいわゆる第 2期基本計
画の中では、その個別目標として、全ての
市区町村で有効性の認められたがん検診を
適切な精度管理の下で提供し、かつ受診率
をあげることが求められている。がん検診
は常に一定水準の質が担保されていなけれ
ば、十分な死亡率減少効果を発揮すること
ができない。既に欧米では組織型検診とし
て十分な精度管理体の下で検診が行われて
おり、実際に英国で乳がん・子宮がんの死
亡率減少を実現している。一方、わが国で
はがん検診精度管理の手法が確立されてお
らず、質の高いがん検診が普及していない。 
本研究の最終目的は、わが国の対策型検

診における精度管理手法を構築することで
あり、その中で今期（H24-25 年度）は、精
度管理水準の評価指標・手法の開発、精度
管理状況の実態把握、精度管理を向上させ
る対策、について各々課題を設定し検討を
行った。 
 
 
 
Ｂ．研究の背景・方法 
以下、項目別に背景・方法を記述する。 
 
1.精度管理の評価指標・手法の開発 
（1）検診実施体制指標の作成 
①集団検診の評価指標の改訂案作成 
健康増進事業として行われる対策型検

診には集団検診と個別検診がある。この
うち集団検診の検診体制を測る指標とし
て、本研究班の前身研究班が「事業評価
のためのチェックリスト（CL）」を作成
し、厚労省の検討会を経て H20 年に公表
された。この CL は 5がん（胃がん、大腸
がん、肺がん、乳がん、子宮頸がん）に
ついて各々都道府県版、市町村版、検診
機関版で構成され、検診体制として最低
限整備すべき項目がリスト化されている。
これら CL の達成状況をモニタリングす
ることで全国の検診実施体制が初めて把
握可能になり、がん対策推進基本計画中
間報告書（H22）でも、同基本計画「全て

の市町村で精度管理を行うこと」の進捗
指標として用いられた。 
この CL 項目の内容について、本研究班

がこれまでに実施してきたコンセンサス
パネル（CL 項目内容の妥当性を検証する
会議）や、毎年行っている CL の達成度を
測る調査（後述）の中で指摘された問題
点について検証し、改訂案を作成した。 

 
②個別検診チェックリストの作成 
個別検診の受診者数は年々増加してお

り、近年では健康増進事業の受診者のほ
ぼ半分を占めている。しかしながら、そ
の精度管理体制については殆ど整備され
ていない。実際に個別検診の精度管理水
準は集団検診と比較すると極めて低く
（例えば精検受診率が個別検診の方が約
20％低い）、早急な改善が必要とされてい
る。従ってまずは個別検診 CL の作成が急
務である。 
そこで個別検診 CL を作成する前段階

として、CL 項目に盛り込むべき項目の特
定のため、ヒアリング調査及びアンケー
ト調査により個別検診の実施実態を把握
した。H24 年度の調査では、集団検診と
乖離が予想される項目（精検受診勧奨、
精検結果の把握方法、検診機関の指定要
件、医師会との連携体制等について）に
ついて把握した。調査対象は、過去の別
の調査より精度管理体制が特に優れてい
ると判明した 114 市町村とした。この調
査結果により、特に個別検診精度管理が
優れていると判明した 10 自治体（2医師
会含む）に対し、H25 年に詳細なヒアリ
ング調査（特に医師会と行政の連携体制
について）を行った。次いで、各事例か
ら個別検診で整備すべき要件を抽出し、
それが他自治体でも適用可能かどうかに
ついて、全国調査によって検証した。全
国調査の対象は H23 年度の地域保健・健
康増進事業報告で、1 種類のがんでも個
別検診を行っていた 1531 市区町村、及び
47 都道府県とした。 

 
（2）プロセス指標の数値目標改訂の検討 

精度管理のもう一方の指標であるプロ
セス指標（精検受診率、発見率等）につ
いて、前身研究班では、都道府県別のベ



ンチマーキングにより基準値（許容値、
目標値）を設定し、厚労省検討会を経て
H20 年に公表された。公表時の方針とし
ては、基準値設定の目的はボトムアップ
であること、また今後の状況の変化に応
じて基準値自体を見直す可能性があるこ
と、とされていた。そこで今回、基準値
の運用開始から 5 年間が経過したのを機
に、その間のプロセス指標値の推移を検
証し、基準値改訂の是非について検討を
行った。 

 
（3）チェックリストとプロセス指標による
評価法の開発 
がん検診の精度管理水準を測る指標に

は、前述した「がん検診 CL（集団検診の
実施体制を測るための指標）」と、プロセ
ス指標（その体制下で行った検診の達成
度の指標：精検受診率や発見率など）が
ある。これらの 2 指標を組み合わせた評
価手法を構築するために、自治体毎に同
年度の集団検診の２指標値（CL とプロセ
ス指標：地域保健・健康増進事業報告値）
を比較し、プロセス指標と精度管理実施
体制の水準との関連性を検討した。 

 
 
2.全国の精度管理状況の実態把握 
（1）市区町村の精度管理状況について 

全国の市区町村のがん検診実施体制（
集団検診のみ）を把握するために、市町
村用 CL の実施状況を調査した。この調査
は前身の研究班にて H21 年度に開始し、
H25 年時点で 5 回目を終了した。調査票
は基本的には初回時に作成したものを用
い（全項目の回答基準を統一）、必要に応
じて更新した。回答対象は全 1704 市区町
村（H25 年当時）のがん検診担当者で、
回答方法は各 CL 項目への 2 択（はい/い
いえ）とした。事前に都道府県に調査協
力（管轄下市区町村への周知等）を依頼
し、協力を了承した 46 都道府県の市区町
村を調査対象とした。 

 
（2）都道府県（生活習慣病検診等管理指導
協議会、がん部会）の精度管理状況につ
いて 

都道府県の精度管理状況を把握する

ために協議会（がん部会）の活動状況を
調査した。都道府県には予め、結果の公
表について承諾を得ておこなった。回答
対象は各都道府県のがん検診担当者で、
肺がん部会の活動状況（H23 年度分、H24
年度分）、胃がん部会及び大腸がん部会の
活動状況（H23 年度分）について聞いた。
この調査は全国の都道府県の精度管理状
況の把握とともに、前年度に行った全国
講習会の効果をみることも目的にしてい
る。 

 
 
3.精度管理向上体制に関する検討 
（1）市区町村の精度管理向上に対する支援 

精度管理を向上させる上で、まずは CL
の達成度を上げることが重要である。過
去の調査により、CL の項目によっては自
治体の自助努力のみでは達成できない項
目があること、今後達成するための具体
策として他県の成功例を必要としている
こと等を把握していた。そこで H24 年度
には、それらの項目について先進自治体
の取り組みについてヒアリングを行い、
自治体の規模に応じた具体的な解決策を
検証した。H25 年度はこれらに解説を添
えて、自治体担当者向けの参考書：「自治
体担当者のためのがん検診精度管理マニ
ュアル」としてまとめた（国立がん研究
センター事業への協力として実施した）
。 

 
（2）都道府県の精度管理向上に対する支援 
①生活習慣病検診等管理指導協議会（協
議会）の行うべき精度管理の検討及び全
国がん検診指導者講習会のコンテンツ作
成 
都道府県の精度管理の中枢である生活習

慣病検診等管理指導協議会（以下、協議会）
の活性化は、がん検診が老人保健事業とし
て行われた時代から重要な懸案であった。
協議会はがん種ごとにがん部会を設け、都
道府県内の全市区町村及び全検診機関の検
診精度管理を担うべき組織とされている。
具体的には、各自治体、各検診機関の精度
管理状況を個別に把握し、評価・分析した
上で、各組織にフィードバックし、具体的
な改善策を指導・助言し、かつその内容を



住民に公表するべきとされている（平成 20
年厚労省健康局長通達)。しかしながら、現
状では一部の都道府県（がん検診に詳しい
専門家がいる都道府県）を除いてほとんど
形骸化していた。その主な要因は標準化さ
れた精度管理手法がなかったことである。
そこで本研究班は協議会が行うべき精度管
理の内容を検討した。その中で、その具体
的手法（CL・プロセス指標の分析に基づく
手法や自治体の評価方法）、及び協議会が精
度管理を行う際に必要なツール（文書雛形
等）を作成し、それらを普及するための全
国講習会を開催した（本研究班が作成した
コンテンツを用いて国立がん研究センター
が講習会を開催）。H24 年度は乳がん、子宮
頸がんについてコンテンツを作成し、講習
会を開催した。H25 年度は胃がん、大腸が
ん、肺がんについて同様に行った。 
 
②都道府県行政担当者への情報提供、及び
がん検診精度管理対策への支援 
CL 調査等の機会を通じて、都道府県の行
政担当より「市町村からの質問にどう回答
すべきか知りたい」「他県の取り組みを聞
きたい」「精度管理について専門家の意見
を聞きたい」等、精度管理についての情報
提供を頻繁に求められてきた。また、都道
府県の行政担当者の異動により、精度管理
に関する知識が定着しにくい現状も指摘さ
れてきた。そこで、行政担当者への技術的
支援、情報提供および相互コミュニケーシ
ョンを図る目的で「自治体の為のがん検診
精度管理支援のページ」を開設した。行政
担当者からの質問対応（がん検診精度管理
全般）や、過去の CL 調査結果やプロセス指
標数値（全国平均値との比較つき）を都道
府県毎にフィードバックするとともに、地
域の精度管理上の問題点把握にも活用しつ
つある（ホームページは国立がん研究セン
ター事業の下で開設し、本研究班はそのコ
ンテンツを開発した）。 
 
③標準化受診率の算出 
地域の受診率を比較するためには、受診

率の算定方法（特に推計対象者数の算定方
法）を自治体間で統一する必要がある。前
身の「標準的検診法と精度管理や医療経済
効果に関する研究」班では、検診の推計対

象者数の考え方について検討し、その算定
方法を確立した。すなわち、全人口-40 歳（
子宮頸がんは 20 歳）以上の就業者数+農林
水産業従事者-要介護 4・5 の認定者を標準
の推計対象数とした。今年度はこの算定法
による推定対象者数を用い、H21～23 年度
の全市区町村の推定対象者数およびがん検
診受診率を算出した。またそれらの情報を
国立がん研究センターホームページ上で公
開した（標準化受診率の算定、公表は国立
がん研究センター事業において行い、本研
究班は知見の提供及び集計作業を担当した
）。 
推計対象者数および受診率の算出に用い

た各係数の出典は以下の通りである。 
 
推計対象者数の算出に必要なデータの出典 
H21 年度（H17 年国勢調査使用） 
・ 全人口（市町村人口）：第 1次基本集計

第 6表、第 7表 
・ 就業者数：第 2 次基本集計、第 5 表、

第 8表 
・ 農林水産業従事者数：第 2 次基本集計

第 5表、第 8表 
H22-23 年度（H22 年国勢調査使用） 
・ 全人口（市町村人口）：第 1次基本集計

第 3-2 表 
・ 就業者数：第 2次基本集計、第 6-2 表 
・ 農林水産業従事者数：第 2 次基本集計

、第 6-2 表 
 
なお、要介護 4・5の認定者数は市町村単
位では公開されていないため、今回の係
数に含めないこととした。 
 

検診受診者数の出典 
H21 年度（H21 年度地域保健・健康増進事業
報告使用） 
・ 胃がん：第 16-2 表、第 16-3 表 
・ 大腸がん：第 18-2 表、第 18-3 表 
・ 肺がん：第 17-2 表、第 17-3 表 
・ 乳がん：第 20-1 表、第 20-2 表、第 34-1

表、第 34-4 表、第 20-3 表、第 20-4 表
、第 35-1 表、第 35-4 表 

・ 子宮頸がん：第 21-2 表 
 
H22 年度（H22 年度地域保健・健康増進事業
報告使用） 



・ 胃がん：第 16-2 表、第 16-3 表 
・ 大腸がん：第 18-2 表、第 18-3 表 
・ 肺がん：第 17-2 表、第 17-3 表 
・ 乳がん：第 20-1 表、第 20-2 表、第 34-1

表、 
第 20-3 表、第 20-4 表、第 35-1 表 

・ 子宮頸がん：第 19-1 表、第 19-2 表、
第 32-1 表 

 
H23 年度（H23 年度地域保健・健康増進事業
報告使用） 
・ 胃がん：第 16-1、第 16-2 表、第 16-3

表 
・ 大腸がん：第 18-１表、18-2 表、第 18-3

表 
・ 肺がん：第 17-1 表、第 17-2 表、第 17-3

表 
・ 乳がん：第 20-1 表、第 20-2 表、第 34-1

表、第 20-3 表、第 20-4 表、第 35-1 表 
・ 子宮頸がん：第 19-1 表、第 19-2 表、

第 32-1 表 
 
 
 4.受診率向上に関する検討 
（1）自治体での Call-recall システム整備
状況の把握 
全国の個別受診勧奨及び再勧奨の実施

体制、いわゆる Call-recall システム
（CRS）の普及率を把握する為にアンケー
ト調査を行った。回答対象は全市区町村
のがん検診担当者で、調査項目は「対象
者の網羅的な名簿を作成しているか」「対
象者全員に個別に受診勧奨を行っている
か」「未受診者全員に個別に再勧奨を行
っているか」とした。 

 
（2）個別受診勧奨およびその Informed 
decision making に関する効果の評価 
検診受診に際して、検診の意義や欠点

も含めた適切な情報提供を行うなど、正
しい理解に基づく意思決定(informed 
decision making：IDM)の促進が求められ
ている。そこで先行研究に習ってIDMを定
義し、検診に関する情報提供の内容によ
って、IDMの割合や受診率に影響がみられ
るかどうかを大腸がん検診において検討
した。40代～60代の4500人の男女を対象
に、ランダムに3群に割り付け介入を実施

した（対照群：アンケート調査のみ、介
入群1（利益のみ群）：アンケート調査＋
検診に関する利益のみを記載した受診勧
奨ハガキ、介入群2（利益＋不利益群）：
アンケート調査＋検診に関する利益＋不
利益を記載した受診勧奨ハガキ）。 

 
 
（倫理面への配慮） 
上記のうち、4（2）については、国立が

ん研究センターの倫理審査委員会において
審査を受け何れも承認されている。その他
については倫理審査の対象となる案件はな
い。官庁統計等は所定の申請・許可を得て
用いている。 
 
 
 
Ｃ．研究結果 
以下、項目別に研究結果を記述する。 
1.精度管理の評価指標・手法の開発 
（1）検診実施体制指標の作成 
①集団検診の評価指標の改訂案作成 
今回の研究期間（2 年間）においては

検診機関版 CL の改訂案（別添資料 1）を
作成した。主な改訂点としては、CL 公表
時（H20 年）以降 5 年間に生じた変化の
反映（例として学会規定の更新：読影医
や技師の認定制度の変更、撮影機器や技
術の進歩、各種検診マニュアルの更新等）、
CL項目について誤った解釈を避けるため
の解説の追記、を行った。改訂は 5 がん
全てについて行い、厚生労働省「がん検
診のあり方に関する検討会（H25 年 7月 3
日）」に提案した。 

 
②個別検診チェックリストの作成 
H24 年度に実施した個別検診優良自治

体への調査について、回答率は 81％
（82/114 市区町村）だった。以下主要項
目の結果を示す。個別検診での精検受診
勧奨実施率、精検機関からの結果返却率、
厚労省が定めた「仕様書に明記すべき必
要最低限の精度管理項目」に沿って検診
機関を選択している割合は、いずれも集
団検診より約 20％低かった。また、検診
機関毎に精度管理指標値を把握している
割合については約 70％と低かった。さら



に、医師会と精度管理改善について調整
をしている自治体は約半数であり、特に、
医師会に精検結果回収の協力を要請した
り、共に回収ルートを整備している自治
体は約 20％しかなかった。結果一覧は別
添資料 2参照。 
H25 年度に実施した 10自治体へのヒア

リングの結果、個別検診の精度管理の要
件として、「精度管理項目を明記した検
診実施要項の作成」、「検診実施要項が遵
守可能な医療機関とのみ委託契約」「委
託後の、各医療機関における要綱の遵守
状況の調査」「医療機関別の精度管理状
況の確認・分析」「各医療機関への分析結
果の還元・指導・助言」が重要なことが
示された。またこれらには行政（県、市
町村）と県医師会・地域医師会等が各々
関与していたが、どの組織がどの程度関
与するかについては 10 自治体の中でも
かなりの多様性があった。従って、これ
らの要件を CL 項目化する際には、どの組
織に何を義務付けるかについて、他自治
体の実態を十分検証することが必要なこ
とが判明した。そこで H26 年 2 月より、
上記の要件についてどの組織が、どの程
度関与しているかについて具体的に把握
するための全国調査を開始した（調査票
は別添資料 3）。H26 年 5 月時点での回収
率は 57.4％（880/1531 市区町村）で、今
後詳細を分析予定である。 

 
（2）プロセス指標の数値目標改訂の検討 

直近 5 年間（H17 年～H22 年）のプロセ
ス指標値について、H20 年当時の基準値の
設定方法で、都道府県毎のベンチマーキン
グにより（別添資料 4）、新たな基準値を
検討した。その結果、要精検率の許容値は、
胃がん検診で 10％（現行 11％）、乳がん検
診で 9％（現行 11％）と、各々現行の基準
値より 1～2％低かった。また精検受診率
の許容値は、胃がん検診で 80％（現行
70％）、肺がん検診で 75％（現行 70％）、
乳がん検診で 85％（現行 80％）と、各々
現行の基準値に比べ、5～10％高かった。
それ以外の指標については変動がみられ
ず、現行の基準値の据え置きが妥当と判断
された。今後、これまでの 5年間の変動の
要因も踏まえて分析した上で、新しい基準

値案を決定し、最終的に厚労省「がん検診
のあり方検討会」に提案する予定である。 

 
（3）チェックリストとプロセス指標による
評価法の開発 
H21 年度のプロセス指標値と CLとの関

連分析を行った。その結果、比較可能な
約 1200 市区町村において、CL の受診率
関連項目（網羅的な対象者名簿の作成、
受診勧奨実施）の合計スコアは有意に受
診率と相関し（P<0.01）、精検受診率関連
項目（精検結果の把握、精検未受診者へ
の受診勧奨等）の合計スコアは精検受診
率と有意に相関していた（P<0.01）。これ
らは 5がんで共通だった。 

 
 
2.全国の精度管理状況の実態把握 
（1）市区町村の精度管理状況について 

H24 年度、H25 年度の両調査とも、調査
の回答率は 80％を超えていた。本報告書
では直近の H25 年度の結果を示す（別添
資料 5）。主要な CL 項目では、がん種に
より実施率に若干の差はあるが、「対象
者の網羅的な名簿を住民台帳に基づいて
作成している」が 88～89％、「対象者に
均等に受診勧奨を実施している」が 50～
51％、「仕様書によって委託検診機関を
選定している」が 57～59％、「仕様書が
精度管理上適切である」が 42～44％であ
った。 

 
（2）都道府県（生活習慣病検診等管理指導
協議会、がん部会）の精度管理状況につ
いて 
H24 年度は 46 県、H25 年度では 47 都道

府県より回答を得た。本報告書では H25
年に行った 2 回目の調査結果（H24 年度
のがん部会の活動状況）について示す。
肺がんに関する活動状況については 2 回
目、他のがんについては初回の調査とな
る。がん部会を開催した県は 32 県（胃が
ん、大腸がん）、33 県（肺がん）だった。
また、管轄下全市区町村の CL 遵守状況を
公表した県は 15 県（胃がん）、14 県（大
腸がん）、16 県（肺がん）、全検診機関の
CL 遵守状況を公表した県は 10 県（3がん
共通）だった。肺がん部会の活動状況に



ついて前年度と比較すると、がん部会の
開催については 1県、市区町村 CL 遵守状
況の公表については 3県増加していた。 
以上の調査結果は、各都道府県を A～Eの
ランクで評価を行った後、全て下記の研
究班ホームページ※で公表した（別添資料
6）。 
※
http://canscreen.ncc.go.jp/managemen
t/index.html 

 
 
3.精度管理向上体制に関する検討 
（1）市区町村の精度管理向上に対する支援 

H24 年度に実施した自治体に対するヒ
アリングの結果、主な CL 項目（対象者名
簿の作成、受診勧奨、精検受診勧奨、精
検結果の把握、委託先検診機関の選定方
法）を実施する上での課題と、その解決
策を把握した（別添資料 7）。H25 年度に
はそれらの解決策を踏まえ、「自治体担当
者のための精度管理マニュアル」を作成
した（H26 年 6月に全自治体に送付予定）。 

 
（2）都道府県の精度管理向上に対する支援 
①生活習慣病検診等管理指導協議会（協
議会）の行うべき精度管理の検討及び全
国がん検診指導者講習会のコンテンツ作
成 
協議会が行うべき精度管理手法を次の

ように決定した。 
・協議会は毎年管区内の全市区町村と全
検診機関の検診体制（市区町村 CL と検
診機関 CL）、および、精度指標数値（受
診率、要精検率、精検受診率、発見率、
陽性反応適中度）を調査する。 

・これらについて、CL については当研究
班が設定した 5～7段階評価、精度指標
数値については国の許容値との比較に
より評価する。 

・さらに評価結果をホームページ上で、
名前つき（市区町村名、検診機関名）
で公表し、基準を大きく外れた市区町
村や検診機関には個別に指導を行う。 

以上の手法で行う際に必要なツール（調
査票や各種依頼文書の雛形）は全関係者
に提供し、下記の研究班ホームページ※

でも公開した。 

また、上記の手法を普及させるための
全国講習会を実施した。講習会には H24、
25 年度共に 40 県（約 80 名）の協議会関
係者の出席を得た。 
※
http://canscreen.ncc.go.jp/managemen
t/index.html 

 
②都道府県行政担当者への情報提供、及
びがん検診精度管理対策への支援 
国立がん研究センター「自治体のため

のがん検診精度管理支援のページ」では、
精度管理対策の基礎資料として利用でき
るよう、今年の市町村用 CL の結果やプロ
セス指標結果を都道府県毎に還元した。
還元した資料はH26年 2月現在で34県に
利用された。 

 
③標準化受診率の算出 
H21～H23年度の全国市区町村の推計対

象者数と受診率を算出した。今後国立が
ん研究センターがん対策情報センターの
情報提供サイト「がん情報サービス※」
に掲載される予定である。 
※
http://ganjoho.jp/professional/stat
istics/statistics.html 

 
4.受診率向上に関する検討 

（1）自治体での Call-recall システムの整
備状況の把握 
CL 調査に有効回答した市区町村のうち、

網羅的な対象者名簿がある市町村は約 88％、
対象者全員に個別受診勧奨を行っている市
町村は約 50％、上記の 2項目に加え未受診
者への再勧奨を行っている市区町村は、
6.4%（胃がん）、6.6%（大腸がん）、7.2%（肺
がん）、6.1%（乳がん）、6.1％（子宮頸がん）
であった。 
 

（2）個別受診勧奨およびその Informed 
decision making に関する効果の評価 
IDMの割合は、対照群では20.7%であった

のに対して、介入群1（利益のみ群）では
26.4%(p=0.060)、介入群2（利益＋不利益群）
では29.6%(p=0.006)であった。また、大腸
がん検診受診率をみると、対照群が4.9%で
あったのに対して、介入群1（利益のみ群）



は5.1%（p=0.867）、介入群2（利益＋不利
益群）は6.6%（p=0.060）であった。 
 
 
 
Ｄ．考察 
最近までわが国のがん検診は自治体での

精度管理の手法を欠き、検診実施体制の実
態も不明だった。そこで本研究班は、前身
の研究班（H18～20 年度）においてがん検
診の構造指標(がん検診 CL)を作成し、一連
の成果が厚労省「がん予防重点教育及び検
診実施のための指針」に盛り込まれた。以
来、初めてわが国のがん検診体制の実態把
握や精度管理改善の為の対策が可能となっ
た。本研究では上記の基礎的検討に基づい
て、より実効性の高い精度管理体制の構築
について検討したものである。 
 
1.精度管理の評価指標・手法の開発 
・集団検診 CL の改訂 
集団検診の体制指標としては、H20 年に

集団検診 CL（検診体制を測る構造指標）が
厚労省より公表されている。これにより、
全国の検診体制の把握や、自治体や検診機
関による自己点検が可能となり、その水準
の向上も図れるようになった。しかしなが
ら一部の項目について、記述の曖昧さによ
り誤った解釈がなされていることや、最近
の検診機器や技術の進歩が反映されていな
い等の問題点が明らかになったため、当該
の項目について改訂案を作成した。改訂案
は厚労省の「がん検診のあり方に関する検
討会」に提出され、これを踏まえた議論が
なされ、改訂される予定で、今後 CL の有用
性がさらに向上することが期待できる。 
 
・個別検診 CL の開発 
個別検診についてはこれまで全く精度管

理が行われておらず、体制指標も作成され
ていなかった。そこで、まずは個別検診 CL
の作成に着手した。集団検診との最大の違
いは、個別検診においては地域医師会が検
診とその後の診療へ関与する比重が大きい
ことである。このため、検診精度管理にお
いて地域医師会の協力が不可欠である。し
かし現状では殆どの自治体で医師会との間
に連携体制が無く、医師会が精度管理に関

与していないことが明らかになった。そこ
で、先進自治体へのヒアリング調査や全国
調査を通じて、医師会と行政の連携体制の
実態を調査したところ、個別検診の精度管
理水準が高い先進自治体では両者が連携し
て、「検診要綱の作成」、「要綱に沿った医
療機関の選定」、「医療機関別の精度管理水
準の分析、改善指導」を実施していること
が分かった。今後これらの要件を盛り込ん
だ CL を作成し、妥当性・有用性評価を行っ
た後運用することで、全国の個別検診の水
準の向上が期待できる。 
 
・プロセス指標基準値の改訂 
プロセス指標値の基準値については、が

ん種により若干の差はあるが、精検受診率
については全体水準が改善傾向にあり、許
容値の引き上げが妥当だと判断された。要
精検率や発見率については臓器特異的な要
素が加わる為、今後各臓器の専門家や関連
学会の協力者と共に詳細に分析を行う必要
がある。以上の 2 種類の精度管理指標、す
なわち、がん検診実施体制（CL）及び、そ
の体制の下で実施した結果（プロセス指標）
には関連性が認められており、今後両指標
を組み合わせた評価法（市町村のとるべき
対策が具体的に判断できる評価法）を開発
することでより実効性の高い精度管理が期
待できる。 
 
2.全国の精度管理状況の実態把握 
・市区町村の実態把握 
健康増進事業に基づく集団検診の精度管

理状況について、市区町村における CL 項目
の達成率を調査初年度（H21 年度）と比較
すると、がん種によって異なるものの H25
年度では 3～7ポイント改善している。しか
しながら本来 CL は全項目遵守すべきもの
であることを考えると、現状の精度管理水
準はまだ不十分である。 
 
・都道府県の実態把握 
都道府県の精度管理状況については、が

ん部会を開催している都道府県は 30 県以
上あるものの、市町村や検診機関の精度管
理水準を公表している県は 10～16 県にと
どまり、厚労省から求められた本来の活動
が行われていない実態が明らかになった。



なお、肺がん部会の活動状況調査は他がん
に先駆けて開始しており、H25 年度で 2 回
目の調査を終了した。初年度の調査時より
部会開催や市町村 CL 公表を行った県が若
干増加しており、前年度に研究班が評価結
果を公表したことにより改善を促したこと
が予想される。今後各都道府県の評価結果
を毎年継続して公表することにより、さら
に精度管理改善を促進することが期待でき
る。 
 
3.精度管理向上体制に関する検討 
・市区町村の精度管理水準 
市町村の精度管理に対する支援として、

精度管理の基本となる市町村 CL 項目実施
のための具体的な改善策を纏めた（自治体
担当者のためのがん検診精度管理マニュア
ル）。理論のみならず、実際に水準の高い自
治体における有効な取り組みを反映し、か
つ自治体の規模別に具体策を提示したもの
である。マニュアルでは精度管理の基礎知
識や CL 項目の正しい解釈についても解説
しており、市町村担当者への教育効果も期
待できる。 
 
・都道府県の精度管理水準 
都道府県の標準的精度管理手法が開発さ

れたことにより、協議会の活性化が初めて
可能となった。全国研修会を通じてこの手
法を普及させることで、全国の協議会が活
性化し、検診の質の均てん化につながる大
きな効果が期待できる。実際、全国研修会
や研修会後の都道府県の活動度の評価はま
だ始まったばかりであるが、部会開催や、
自治体の精度管理を新たに開始した県が認
められている。継続的に都道府県の活動度
の評価を行う予定である。 
さらに、都道府県担当者向けのホームペ

ージを開設したことにより、新しい精精度
管理ツールの提供や常設の相談窓口を通じ
た支援体制が整備された。今後はこのホー
ムページを利用して、e-ランニング講座の
実施等を検討している。 
 
4.受診率向上に関する検討 
・Call-recall システムの実態把握 
受 診 率 向 上 の エ ビ デ ン ス の あ る

call-recall（対象者名簿の作成、対象者全

員への個別受診勧奨、再勧奨）が日本では
わずか 6～7％の市区町村でしか行われてお
らず、昨年度とほぼ横ばいであった。なお、
約 88％の市区町村が網羅的な対象者名簿が
あると回答したが、これは過大評価の可能
性が指摘されている。網羅的な対象者とは
本来「住民基本台帳に基づく全住民」を指
しているが、実際には自治体によって対象
者の定義が多様である（例えばクーポン事
業の対象者のみ名簿化しているなど）。今後
は本来作成すべき名簿の周知をはじめ、実
際に機能する call-recall システム整備の
ための啓発が必要である。 
 

・受診率に対する、Informed decision 
making の効果の検証 
第 2 期基本計画では、その取り組むべき

施策として、受診者に対し検診の意義や欠
点も含めた適切な説明をするように求めて
いる。介入試験により、受診勧奨の際に検
診の利益だけでなく不利益まで含めた情報
提供を行うことによって、受診率を向上さ
せる可能性が示された。 
 
以上のように、本研究の成果はがん対策

推進基本計画の個別目標の具体的な推進の
ために重要な知見を提示する。 
 
 
 

Ｅ．結論 
死亡率減少が実現できるがん検診精度管

理体制の構築のために、1.精度管理の評価
指標・手法の開発 2.全国の精度管理状況の
把握 3.精度管理向上体制に関する検討、4.
受診率向上体制についてそれぞれの検討課
題を設定し検討を行った。これらの検討結
果を今後国の支援の下に全国都道府県・市
区町村においてがん検診精度管理に活用す
ることにより、全国のがん検診の質の向上
と標準化に寄与し、最終目的であるがん死
亡率減少に資することが期待できる。 
 

 
 
Ｆ．健康危険情報 
なし  
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検 診 機 関 チェ ッ クリス ト /仕 様書 に 明 記すべ き必 要 最低 限 の精 度 管理 項 目  
＜変更案＞ 

 
 
 
 
 
 

○子宮頸がん検診 
検 診 機関 チ ェックリ スト -------------------------------1～ 2 頁  
仕 様 書 に明 記 すべ き必 要 最 低 限 の 精 度 管 理 項 目--------3～4 頁  

 
○乳がん検診 

検 診 機関 チ ェックリ スト -------------------------------5～ 6 頁  
仕 様 書 に明 記 すべ き必 要 最 低 限 の 精 度 管 理 項 目--------7～8 頁  

 
○大腸がん検診 
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仕 様 書 に明 記 すべ き必 要 最 低 限 の 精 度 管 理 項 目--------11～12 頁  
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現 行  変 更 案  
子 宮 頸 が ん 検 診 の ため の チェ ッ ク リ ス ト 子 宮 頸 が ん 検 診 の た め の チェ ッ ク リ ス ト 
【 検 診 実 施 機 関 用 】  【 検 診 実 施 機 関 用 】  

解 説 ： 医 師 会 な どが 、 診 療 所 ・ 病 院 等 に 検 体 採 取 を委 託 して 管 理 する 場  
合 に は 、 その 医 師 会 全 体 を ひとつの 検 診 機 関 とみ な して よ い  

１ ． 受 診 者 へ の 説 明  １ ． 受 診 者 へ の 説 明  

解 説 ： ① こ の 項 目(1)-(5)は い ず れ も、 チラ シな どで 受 診 前 に 全 員 に 知 らせ 
て い れ ば ○、 全 員 で な け れ ば ×、 ポス ターや 問 診 票 な ど持 ち 帰 れ な い も  
の な ら× 
② 受 診 者 へ の 説 明 は 市 区 町 村 との 共 同 責 任 で あ り 、 市 区 町 村 が 担 う こ と  
も可 とする  

（ 1）                        要 精 密 検 査 とな っ た 場 合 に は 、 必 ず 精 密 検 査 を 受 け る 必 要 が あ
る 
こ とを事 前 に 明 確 に 知 らせ て い る か 

変 更 な し 

（ 2）         精密 検査の 方法 や内容 について 説明 して いるか 変 更 な し 
（ 3）               精 密検査 の結 果の市 町村へ の報 告な どの個人 情報 の取り 扱いに （ 3） 検 診 結 果 （ 精 検 結 果 を含 む ） の 検診 機 関 、 市 町 村 等 への 報 告 ・ 照 会 の 
つい て 、 受 診 者 に 対 し十 分 な 説 明 を行 って い る か  必 要 性 と、 個 人 情 報 の 取 り 扱 い 、 守 秘 義 務 な どに つい て 、 受 診 者 に 知 ら  

せ て い る か  

 （ 4） 検 診 の 有 効 性 ・ 限 界 に つい て 事 前 に 説明 して い る か 

 （ 5） 他 の 医 療 機 関 に 精 検 を紹 介 した場 合 に は 、 その 結 果 を紹 介 元 で 把 握 
して い る か 

２ ． 問 診 ・ 視 診 の 精 度 管 理  ２ ． 問 診 ・ 視 診 の 精 度 管 理  

（ 1）                     検 診 項 目 は 、 子 宮 頚 部 の 細 胞 診 の ほ か 、 問 診 、 視 診 、 及 び 内 診 と
し 

（ 1） 検 診 項 目 として は 、 子 宮 頸 部 の 、 医 師の 検 体 採 取 に よる 細 胞 診を行 っ 
て い る か て い る か 

（ 2）              問 診は、 妊娠 及び分 娩歴、 月経 の状況 、不正 性器 出血等 の症状
の 

（ 2）              問 診は、 妊娠 及び分 娩歴、 月経 の状況 、不正 性器 出血等 の症状 の 
有 無 、 過 去 の 検 診 受 診 状 況 等 を 聴 取 して い る か  有 無 、 喫 煙 の 有 無 、 過 去 の 検 診 受 診 状 況 等 を 聴 取 して い る か  
（ 3）                   問 診 の 上 、 症 状 （ 体 が ん の 症 状 を 含 む ） の あ る 者 に は 、 適 切 な 医 療
機 関 へ の 受 診 勧 奨 を行 って い る か  

変 更 な し 

（ 4）             問 診 記 録 は 少 な くとも 5 年 間 は 保 存 して い る か 変 更 な し 

（ 5）                  視 診 は 膣 鏡 を 挿 入 し、 子 宮 頚 部 の 状 況 を 観 察 して い る か 変 更 な し 
３ ． 細 胞 診 の 精 度 管 理  ３ ． 細 胞 診 の 精 度 管 理  

解 説 ： 細 胞 診 の 判 定 業 務 を検 査 施 設 に 委 託 して い る 場 合 は 、 その 検 査 施  
設 全 体 で の(4)～ （ 8） お よ び(11)～(13)の 状況 を確 認 して 回 答 する 

（ 1）                   細 胞 診 は 、 直 視 下 に （ 必 要 に 応 じて 双 合 診 を 併 用 し） 子 宮 頚 管 及
び 

（ 1） 細 胞 診 は 直 視 下 に 子 宮 頸 管 及 び 膣 部 表 面 の 全 面 擦 過 に よ り 細 胞 を  
膣 部 表 面 の 全 面 擦 過 に よ り 細 胞 を採 取 し、 迅 速 に 処 理 (固 定)した後 、 パ  採 取 し、 迅 速 に 処 理 （ 固 定 な ど） して い る か 
パ ニコ ロ ウ 染 色 を行 い 観 察 して い る か  

 （ 2） 各 検 診 機 関 、 医 療 機 関で 採 取 され た細 胞 診 検 体 が 適 切な 細 胞 診 標 本 
に 作 製 され て い る か どう か 確 認 して い る か 

（ 2）                   細 胞 診 の 業 務 を 委 託 す る 場 合 は 、 そ の 委 託 機 関 （ 施 設 名 ） を 明 記 し （ 3） 委 託 機 関 （ 施 設 名） を仕 様 書 に 明 記 して い る か 
て い る か  

解 説 ： 委 託 先 で 適 正 に 検 査 が 行 わ れ て い る か ど う か 、 精 度 管 理 状 況 等 を  
把 握 す る 。 具 体 的 に は （ 4） ～ （ 8） 、 （ 11） ～ （ 13） に つい て 確 認 で き れ ば ○） 

（ 3）                日本臨 床細 胞学会 の認定 を受 けた細 胞診専 門医 と細 胞 検査士 が （ 4） 公 益 社 団 法 人日 本 臨 床 細 胞 学 会 の 認 定 を 受 け た細 胞 診 専 門 医 と細  
連 携 して 検 査 を行 って い る か注 1） 胞 検 査 士 が連 携 して 検 査 を行 って い る か   注 1） 

（ 4）                    細 胞 診 陰 性 と判 断 され た 検 体 は 、 そ の 10％ 以 上 に つい て 、 再 ス ク （ 5）                    細 胞 診 陰 性 と判 断 され た 検 体 は 、 そ の 10％ 以 上 に つい て 、 再 ス ク リ
ー リーニン グを行っている か注 1） 。 または 再ス クリーニング 施行 率を報 告し ニン グ を行 って い る か 注 1） 。  ま たは 再 ス クリ ーニン グ 施 行 率 を報 告 して 

て い る か い る か  

解 説 ： 10％ 以 上 で あ れ ば ○、 10% 未 満 は ×、 ま た公 益 社 団 法 人 日 本 臨 床  
細 胞 学 会 の 認 定 施 設 に お い て は 、 再 ス クリ ーニン グ 率 を学 会 に 報 告 して  
いれば○ 

（ 5）                     細 胞 診 の 結 果 は 、 速 や か に 検 査 を 依 頼 した 者 に 通 知 し て い る か （ 6） 細 胞 診 の 結 果 は 、 速 やか に 検 査 を依 頼 したものに 通 知 して い る か 

解 説 ： 依 頼 した もの とは 、 市 町 村 、 細 胞 診委 託 元 検 診 機 関、 受 診 者 の い ず 
れも可 。 
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（ 6）        細 胞 診 結 果 の 分類 に は 、 日 本 母性 保 護 産 婦 人 科医 会 の 分 類 及 び 
Bethesda      system に よ る 分 類 の どち らを用 い たか を明 記 して い る か 注 
2） 。 日本 母 性 保 護 産 婦 人 科医 会 の 分 類 を用 い た場 合 は 、 検体 の 状 態 に お
いて「 判定可 能」 もしくは「 判定不 可能」 （ Bethesda     system によ る分類 
の 「 適正 ・ 不 適 正 」 に相 当 ） を明 記 して い る か 

（ 7） 細 胞 診 結 果 の 報 告 に は、 ベ セ ス ダシステ ム 注 2） を用 い て い る か 。 
 
 
 
 
 
(8) 細 胞 診結 果 に は 、 検 体 の状 態 に 応 じて 「 適 正 ・ 不 適正 」 （ ベ セ ス ダシ
ス テ ムに 基 づ く） を明 記 して い る か 。 

 
（ 7）        検体 が 適正で な く、判 定 できな い と判 断された場 合に は、 再 検査
を 行ってい るか 

（ 9）      検 体 が 適 正 で な く～ （ 以 下 略 ） 

（ 8）        検 体 が 適 正 で な い 場 合 は そ の 原 因 等 を 検 討 し対 策 を 構 じて い る か                       （ 10）        検 体 が 適 正 で な い 場 合 ～ （ 以 下 略 ） 
 

（ 9）   が ん 発 見 例 は 、 過 去 の 細 胞 所 見 の 見 直 しを 行 っ て い る か  （ 11）       が ん 発 見 例 は ～ （ 以 下 略 ） 

（ 10）  標 本 は 少 な くとも 3 年 間 は 保 存 して い る か  （ 12） 標 本 は ～ (以 下 略 ） 

（ 11）   検診 結 果は少 な くとも 5 年間は 保存 して い るか  (13） 検診結 果は ～（以 下略 ） 
４ ． シス テ ムと し て の 精 度 管 理  ４ ．    シス テ ム と し て の 精 度 管 理 

 
（ 1）              精 密検査 結果 及び治 療注 3） 結 果の 報 告を、 精密 検査 実 施機関
か ら受 けて いる か 

 
（ 1）                精 密検査 結果 及び治 療結果 の報 告を、 精密検 査実 施機関 から受
け て いる か。 

 
解 説 ： 精 密 検 査 結 果 とは 、 組 織 型 、 臨 床 進行 期 を指 す。 治 療 機 関 か らの 
報 告 も含 む 。 

 

（ 2） 受 診 者 へ の 通 知 ・ 説 明、 ま たは その ため の 市 町 村 へ の結 果 報 告 は 、 
検 診 受 診 後 4 週 間 以 内 に な され て い る か  

（ 2）     診断 の ため の 検 討 会 や 委 員 会     (第 三 者 の 子 宮 頸が ん 専 門 家 を交 え      （ 3） 診 断 の ため の 検 討 会や 委 員 会     (第 三 者 の 子 宮 頸 が ん専 門 家 を交 え

た 
た会)を設 置 して い る か 会)を設 置 して い る か  

 
解 説 ： 診 断 ・ 判 定 の 精 度 向 上 の ため の 症 例 検 討 会 が 定 期 的 に 開 催 され て  
い れ ば ○ 

 
（ 3） 都 道 府 県 が プロ セ ス 指標(受 診 率 、 要 精検 率 、 精 検 受 診率 、 が ん発 見
率 、 陽 性 反応 適 中 度)   に 基づ く検 討 が で きる よ う データを提 出 して い る  
か  
（ 4）                       実 施 主 体 へ の が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告 は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事
業 
報 告 に 必 要 な 項 目 で 集 計 して い る か  

（ 4） 都道 府県が ～（以 下略 ） 
 
（ 5） 市 町 村 へ のが ん検 診 の 集 計 ・ 報 告は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報 告 
に 必 要 な 項 目 で 集 計 して い る か  

 
 

注 1）  日 本 臨 床 細胞 学 会    細 胞 診 精 度 管 理 ガイ ド ラ イ ン 参 照  注 1）    公 益 社 団 法 人日 本 臨 床 細 胞 学 会       細 胞 診 精 度 管理 ガ イ ド ラ イ ン参 
照 

注 2）  日 本 母 性 保 護 産 婦 人 科 医 会 の 分 類 ： 日 本 母 性 保 護 産 婦 人 科 
医 会 編 集 、子 宮 が ん検 診 の 手 引 き参 照   Bethesda   Sｙstem に よ る 分
類 ：  The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology second 
edition お よ びベ セ ス ダシステ ム 2001 アト ラ ス 参 照 

注 2） Bethesda Sｙstem に よ る 分 類 ： The Bethesda System for 
Reporting Cervical  Cytology  second edition お よ びベ セ ス ダシス テ ム 2001
アト ラ ス  参 照 

 

注 3）  組 織 や 病 期把 握 の ため の 治 療 な ど  （ 削除 ）    4（ 1） の解 説に含 まれ ている ため 
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仕 様 書 に 明 記 す べ き必 要 最 低 限 の 精 度 管 理 項 目 【 子 宮 頸 が ん 検 診 】  

現 行  変 更 案  

1.  検 査 の 精 度 管 理  1.  検 査 の 精 度 管 理  

検 診 項 目  検 診 項 目  
□       検 診 項 目 は 、 子 宮 頸部 の 細 胞 診 の ほか 、 問 診 、 視 診、 及 び内 診 とす 
る 。 □ 検 診 項 目 は 、 子 宮 頸 部 の 医 師 の 検 体 採 取 に よ る 細 胞 診 とする 。  

問 診  問 診  
□   問 診 は 、 妊 娠 及 び 分 娩 歴 、 月 経 の 状 況 、 不 正 性 器 出 血 等 の 症 状 の 有
無 、 過 去 の 検 診 受 診 状 況 等 を 聴 取 する 。  

□   問 診 は 、 妊 娠 及 び 分 娩 歴 、 月 経 の 状 況 、 不 正 性 器 出 血 等 の 症 状 の 有 
無 、 喫 煙 の 有 無 、 過 去 の 検 診 受 診 状 況 等 を聴 取 する 。  

視 診  視 診  

□     視 診 は 膣 鏡 を挿 入 し、 子 宮 頸 部 の 状 況 を観 察 する 。 変 更 な し 

細 胞 診  細 胞 診  
 
□ 細胞 診 は 、 直 視 下 に （ 必 要 に 応 じて 双 合 診 を 併 用 し） 子 宮 頸 管 及 び 膣
部 表 面 の 全 面 擦 過 に よ り 細 胞 を 採 取 し 、 迅 速 に 処 理  (固 定 )し た 後 、  
パ パ ニ コ ロ ウ 染 色 を行 い 観 察 す る 。  

 
□   細 胞 診 は 、 直 視 下 に 子 宮 頸 管 及 び 膣 部 表 面 の 全 面 擦 過 に よ り 細 胞 を 
採 取 し、 迅 速 に 処 理 （ 固 定 な ど） する 。  

 
□      細 胞診 の 業 務 を委 託 する 場 合 は 、 その 委 託 機 関 （ 施 設 名 ） を明 記 す  
る 。 

 
□               細胞診 の業務 を委 託する 場合は 、仕 様書に その委 託機 関（ 施 設名） を 
明記する（ 委託先 で適正 に検 査が行 われて いる かどう か把握 する ）             。 

 
□採 取 され た細 胞 診 検 体 が 適切 な 細 胞 診 標 本に 作 製 され て い る か どう か  確 認
する 。 

□     日 本 臨 床 細 胞 学 会 の 認 定 を 受 け た細 胞 診 専 門 医 と細 胞 検 査 士 が 連 
携 して 検 査 を行 う 注 1）。  

□  公 益 社 団 法 人日 本 臨 床 細 胞 学 会    の 認 定 を受 け た細 胞 診 専 門 医 と細 
胞 検 査 士 が 連 携 して 検 査 を 行 う 注 1）。  

 
□      細 胞 診 陰 性 と判 断 され た検 体 は 、 その 10％ 以 上 に つい て 、 再 ス ク  
リ ーニン グ を行 う 注 1）。 ま たは 再 ス クリ ーニン グ 施 行 率 を報 告 する 。 

 
□ 細 胞 診 陰性 と判 断 され た検 体 は 、 その 10％ 以 上 に つい て 再 ス クリ ーニ ン
グ を 行 う 注 1 ） 。 ま た 公 益 社 団 法 人 日 本 臨 床 細 胞 学 会 の 認 定 施 設 に お い  
て は 、 再 ス クリ ーニン グ 施 行 率 を学 会 に 報 告 す る 。  

 

□ 細 胞 診 の 結 果 は 、 速 や か に 検 査 を依 頼 した者 に 通 知 する 。  
 
□       細 胞 診 の 結 果 は 、 速や か に 検 査 を依 頼 したもの （ 市 町 村 、 細 胞 診 委託 
元 検 診 機 関、 受 診 者 な ど） に 通 知 する  。 

 
□     細 胞 診 結 果 の 分 類 に は 、 日 本 母 性 保 護 産 婦 人 科 医 会 の 分 類 及 び 
Bethesda    system に よ る 分 類 の どち らを用 い たか を明 記 する 注 2） 。 日
本 母 性 保 護 産 婦 人 科 医 会 の 分 類 を用 い た場 合 は 、 検 体 の 状 態 に お い
て  
「 判定 可能」 もしくは「 判定 不可 能 」 

（ Bethesda      system に よる 分類 の「適 正・ 不 適正 」に相 当） を明記 する。 

 
 
（ 削 除 ） 

□細 胞 診 結果 に は 、 ベセ ス ダシ ス テ ム 注 2）を用 い る 。 
 

 
□細 胞 診 結果 に は 、 検 体 の状 態 に 応 じて 「 適 正 ・ 不 適正 」 （ ベ セ ス ダシス テ 
ムに 基 づ く） を明 記 する 。 

□    検 体 が 適 正 で な い と判 断 され る 場 合 には 、 再 検 査 を行 う 。 変 更 な し 

□     が ん発 見 例 は 、 過 去 の細 胞 所 見 の 見 直 しを行 う 。 変 更 な し 

記 録 ・ 標 本 の 保 存  記 録 ・ 標 本 の 保 存  

□  標 本 は 少な くとも 3 年 間 は 保 存 する 。 変 更 な し 

□   問 診 記 録・ 検 診 結 果 は 少な くとも 5 年 間 は 保 存 する 。 変 更 な し 

受 診 者 へ の 説 明  受 診 者 へ の 説 明  
（ 説明 は受診 前に 行う。 また、チラ シな ど全 員が持 ち 帰れる 方法 で行う 。） 
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□     問 診の 上 、 症 状 （ 体 が んの 症 状 を含 む） の あ る 者 に は、 適 切 な 医 療 
□検 診 の 有 効 性 ・ 限 界 に つい て 事 前 に 説 明 す る 。   

機 関 へ の 受診 勧 奨 を行 う 。  変 更 な し 
 □       要 精 密 検 査 とな った場 合 に は 、 必 ず精 密 検 査 を受 け る 必 要 が あ る こ  とを事 前

に 明 確 に 知 らせ る 。  変 更 な し 

□ 精 密 検 査 の 方 法 や 内 容 に つい て 説 明 する 。  変 更 な し  
 

□他 の 医 療機 関 に 精 検 を紹 介 した場 合 に は 、 その 結 果 を紹 介 元 で 把 握 する
こ とを説 明 する 。 

 
 

□    精 密 検 査 の 結 果 の 市 町 村 へ の 報 告 な どの 個 人 情 報 の 取 り 扱 い に つ  
い て 、 受 診 者 に 対 し十 分 な 説 明 を行 う 。  

□検 診 結 果 （ 精 検 結 果 を 含 む ） の 検 診 機 関 、 市 町 村 等 へ の 報 告 ・ 照 会 の 必
要 性 と、 個 人 情 報 の 取 り 扱い 、 守 秘 義 務 な どに つい て 、 受 診 者 に 説 明 する 。 

 

2.  シ ス テ ム と し て の 精 度 管 理  2. シ ス テ ム と し て の 精 度 管 理  

□  精 密 検 査 結 果 及 び 治 療 注 3）結 果 の 報 告 を 、 精 密 検 査 実 施 機 関 か ら 受   □  精 密 検 査 結 果 及 び治 療 注 3）結 果 の 報 告 を、 精 密 検 査 実 施 機 関 か ら受  
け る 。 け る 。 

□  受 診 者 へ の 通 知 ・ 説 明 、 ま たは その ため の 市 町 村 へ の 結 果 報 告 は 、  
検診受 診後 4 週 間以内に行 う         。 

 
□   診 断 の ため の 検 討 会 や 委 員 会   (第 三 者 の 子 宮 頸 が ん専 門 家 を交 え  

た会)を設 置 す る 。  □ 診 断 ・ 判 定 の 精 度 向 上の ため の 症 例 検 討 会 を 定 期 的 に 開 催 す る 。  
 

3.  事 業 評 価 に 関 す る 検 討 3. 事 業 評 価 に 関 す る 検 討  

□ チェ ックリ ス ト に 基 づ く検 討 を実 施 する 。  変 更 な し 
 □ 都 道 府 県 が プ ロ セ ス 指 標(受 診 率 、 要 精 検 率 、 精 検 受 診 率 、 が ん発 見 率 、 陽 性

反 応 適 中 度) に 基 づ く検 討 が で きる よ う デー タを提 出 する  変 更 な し 
4.   が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告  4.  が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告  

 
□   実 施 主 体 へ の が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告 は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 
報 告 に 必 要 な 項 目 で 集 計 する 。  

□   市 町 村 へ の が ん検 診 の 集 計 ・ 報 告 は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報 告 
に 必 要 な 項 目 で 集 計 す る 。  

 

注 1) 日本臨床 細胞学会  細胞診精度管理ガイドライン参照 注 1)  公 益 社 団 法 人日 本 臨 床 細 胞 学 会     細 胞 診 精 度 管 理 ガイ ド ラ イ ン 参  
照 

 

注 2)     日 本 母 性 保 護 産 婦 人 科 医 会 の 分 類 ： 日 本 母 性 保 護 産 婦 人 科 医
会 編 集 、 子 宮 が ん検 診 の 手 引 き参 照  

Bethesda Sｙstem に よ る 分 類 ： The Bethesda System for 
Reporting Cervical Cytology second edition 参 照  

 
注 2)Bethesda  Sｙstem に よ る 分 類 ： The  Bethesda  System  for  
Reporting Cervical Cytology second edition 、 お よ びベ セ ス ダシス テ ム
2001 アト ラ ス 参 照 

 
 

注 3) 組 織 や 病 期 把 握 の ため の 治 療 な ど  注 3) 精 密 検 査 結 果 とは 、 組 織 型 、 臨 床 進 行 期 を指 す 。 治 療 機 関 か ら の
報 告 も含 む 。  
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現 行  変 更 案  
乳 が ん 検 診 の た め の チ ェ ッ ク リ ス ト 【 検 診 機 関 用 】  乳 が ん 検 診 の た め の チ ェ ッ ク リ ス ト 【 検 診 機 関 用 】  

１ ． 受 診 者 へ の 説 明  １ .      受 診 者 へ の 説 明  

解説： 
① こ の 項 目(1)-(5)は い ず れ も、 チラ シな どで 受 診 前 に 全 員 に 知 らせ て い  
れ ば ○、 全員 で な け れ ば×、 ポス ターや 問 診 票 な ど持 ち 帰 れ な い もの な ら 
× 
② 受 診 者 へ の 説 明 は 市 区 町 村 との 共 同 責 任 で あ り 、 市 区 町 村 が 担 う こ と  
も可 とする。 

 （ 1）                検 診 の 有 効 性 ・ 限 界 に つい て 事 前 に 説 明 して い る か 。 

（ 1）                      要 精 密 検 査 とな っ た 場 合 に は 、 必 ず 精 密 検 査 を 受 け る 必 要 が あ る
こ 

（ 2） 要 精 密 検 査 とな った場 合 に は 、 必 ず 精密 検 査 を受 け る 必 要 が あ る こ と 
とを事 前 に 明 確 に 知 らせ て い る か  を事 前 に 明 確 に 知 らせ て い る か 。  

解 説 ： 例 ） マ ン モグ ラ フィ に よ る 乳 が ん検 診 の 手 引 き第 5 版 105 頁 参照 

（ 2）         精密 検査の 方法 や内容 について 説明 して いるか （ 3） 精 密 検 査 の 方 法 や 内 容に つい て 説 明 して い る か 
解 説 ： 例 ） マ ン モグ ラ フィ に よ る 乳 が ん検 診 の 手 引 き第 5 版 105 頁 参照 

 (4)他 の 医 療 機 関 に 精 検 を紹 介 した場 合 に は 、 その 結 果 を 紹 介 元 で 把 握  
する こ とを説 明 して い る か 

（ 3）               精 密検査 の結 果の市 町村へ の報 告な どの個人 情報 の取り 扱いに (5)検 診 結 果 （ 精 検 結 果 を含 む ） の 検 診 機 関 、 市 町 村 等 へ の 報 告 ・ 照 会 の  
つい て 、 受 診 者 に 対 し十 分 な 説 明 を行 って い る か  必 要 性 と、 個 人 情 報 の 取 り 扱 い 、 守 秘 義 務 な どに つい て 、 受 診 者 に 知 ら  

せ て い る か。 

２ ． 問 診 お よ び 撮 影 の 精 度 管 理  ２ ． 問 診 お よ び 撮 影 の 精 度 管 理  

（ 1）            検 診 項 目 は 、 問 診 、 視 ・ 触 診 、 マ ン モ グ ラ フ ィ 検 査 として い る か （ 1） 検診 項目 は 、問診 、マ ンモグ ラフィ検 査な らびに視触 診として い るか。 
解 説 ： 但 し視 触 診 は 必 須 としな い 。 

（ 2）             問 診 記 録 は 少 な くとも 5 年 間 は 保 存 して い る か （ 削 除： 読 影 の 精 度 管 理 へ移 動 ） 

（ 3）               乳 房エックス線 撮影 装置が 日本 医学放 射線学 会の 定める 仕様基
準 
注 1)を満 たして い る か 

（ 2）        乳 房 エ ック ス 線 撮 影 装 置 ～ （ 以 下 略 ） 

 （ 3） 40 歳 以 上 50 歳 未満 の 受 診 者 に 対 して は 、 内 外 斜 位 方向 ・ 頭 尾 方 向 の 
2 方 向 を撮 影 して い る か  

（ 4）                      乳 房 エ ック ス 線 撮 影 に お け る 線 量 お よ び 写 真 の 画 質 に つい て 、 第
三 

（ 4）                      乳 房 エ ック ス 線 撮 影 に お け る 線 量 お よ び 写 真 の 画 質 に つい て 、 第 三 
者 に よ る 外部 評 価 をう け て い る か 者 に よ る 外部 評 価 をう け て い る か 。 

解 説 ： マ ン モグ ラ フィ 検 診 精 度 管 理 中 央 委員 会 の 行 う 施 設画 像 評 価 にて A 
ま たは B を収 得 して い れ ば 〇 。  評 価 C ま たは D、 施 設 画 像 評 価 を受 け
て い  な け れ ば × 

（ 5）                   撮 影 技 師 は マ ン モ グ ラ フ ィ の 撮 影 に 関 す る 適 切 な 研 修 注 2） を 修 了
し 

（ 5）                     撮 影 技 師 は マ ン モ グ ラ ム の 撮 影 に 関 す る 適 切 な 研 修 注 2） を 修 了 し
て て い る か い る か  
解 説 ： 注 2） の 講 習 会 を受 講 し、 A ま たは B の 評 価 を得 て い れ ば 〇 。C ま た 
は D 評 価 、 講 習 会 未 受 講 で あ れ ば × 

３ ． 読 影 の 精 度 管 理  ３ ． 読 影 の 精 度 管 理  

（ 1）                  マ ン モ グ ラ フ ィ 読 影 講 習 会 注 2） を 修 了 し、 そ の 評 価 試 験 の 結 果 が
A 

（ 1） 読 影 は 二 重 読 影 を行 い 、 読 影 に 従 事 する 医 師 の う ち 少な くとも一 人 は 
ま たは B で あ る 者 が 、 読 影 に 従 事 して い る か  マ ン モグ ラ ムの 読 影 に 関 する 適 切 な 研 修 注 2)を修 了 し、 A ま たは B の

評  価 を得 て い る か 。 
解 説 ： 注 2） の 講 習 会 を受 講 し、 A ま たは B の 評 価 を得 て い れ ば 〇 。C ま た 
は D 評 価 、 講 習 会 未 受 講 で あ れ ば × 

（ 2）             読 影 は ダ ブ ル チ ェ ック を 行 っ て い る か （ う ち 1 人 は マ ン モ グ ラ フ ィ の
読 

（ 削 除 ） 
影 に 関 する 適 切 な 研 修 注 2)を修 了 しその 評 価 試 験 の 結 果 が Ａ ま たは Ｂ  
で あ る ） 
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 （ 2） 二 重 読 影 の 所 見 に 応 じて 、 過 去 に 撮 影 した乳 房 X 線 写 真 と比 較 読 影 し 

て い る か 

（ 3）               マ ン モ グ ラ フ ィ 写 真 は 少 な くとも 3 年 間 は 保 存 して い る か 変 更 な し 

（ 4）             検 診 結 果 は 少 な くとも 5 年 間 は 保 存 して い る か （ 4）                問 診 記 録 ・ 検 診 結 果 は 少 な くとも 5 年 間 は 保 存 して い る か 

４ ． シ ス テ ム と し て の 精 度 管 理   
（ 1）              精 密検査 結果 及び治 療注 3） 結 果の 報 告を、 精密 検査 実 施機関 か （ 1） 精 密 検 査 結 果 及 び組 織 型・ 病 期 の報 告 を、 精 密 検 査 実施 機 関 か ら受 
ら受 け て い る か け て い る か  

解 説 ： 組 織 型 （ 特 に 非 浸 潤癌 か 否 か ） 、 病期 を 含 む 報 告 を受 け て い れ ば 
〇 。 単 な る 癌 か 否 か の 報 告 で は × 

 （ 2） 受 診 者 へ の 通 知 ・ 説 明、 ま たは その ため の 市 町 村 へ の結 果 報 告 は 、 
検 診 受 診 後 4 週 間 以 内 に な され て い る か  

（ 2）         診断 のため の検 討会 や 委員会          (第三 者の乳 がん専門 家 を交え た （ 3）         診断 のため の検 討会 や 委員会          (第 三 者の乳 がん専門 家 を交え た
会) 会)を設 置 して い る か  を設 置 して い る か 
解 説 ： 施 設 内 で の 症 例 検 討 会 、 精 度 管 理 委 員 会 な どを意 味 する 。 施 設 内  
で の 設 置 が 困 難 な 施 設 で は 、 市 町 村 等 が 行 う 検 診 発 見 癌 の 検 討 会 へ の  
参 加 な どで もよ い 

 （ 4） チェ ックリ ストに 基づ く検 討 を実施 してい るか 。 

（ 3）                       都 道 府 県 が プ ロ セ ス 指 標 (受 診 率 、 要 精 検 率 、 精 検 受 診 率 、 が ん
発 

（ 5） 都道 府県が ～（以 下略 ） 
見 率 、 陽 性反 応 適 中 度)   に基 づ く検 討 が で きる よ う データを提 出 して い る 
か 

（ 4）                       実 施 主 体 へ の が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告 は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 （ 6）                        市 町 村 へ の が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告 は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報
告 報 告 に 必 要 な 項 目 で 集 計 して い る か  に 必 要 な 項 目 で 集 計 して い る か  

  
注 1） 乳 が ん検 診 に 用 い る エックス 線 装 置 の 仕 様 基 準 ： マン モ グ ラ フィ に 注 1）           乳 がん検 診に 用い る エックス線装 置の 仕様基 準： マン モグラ フィ に 
よ る 乳 が ん検 診 の 手 引 き-精 度 管 理 マ ニュ アル 第 3 版 参 照  よ る 乳 が ん検 診 の 手 引 き第 5 版 、 マ ン モグ ラ フィ ガイ ド ラ イ ン 第 3 版 参 照 

注 2） マ ン モグ ラ フィ 撮 影 、 読 影 及 び精 度 管 理 に 関 する 基 本 講 習 プロ グ ラ 変 更 な し 
ムに 準 じた講 習 会  
基 本 講 習 プロ グ ラ ムに 準 じた講 習 会 とは 、 検 診 関 連 ６ 学 会(日 本 乳 癌 検  
診 学 会 、 日 本 乳 癌 学 会 、 日 本 医 学 放 射 線 学 会 、 日 本 産 科 婦 人 科 学 会 、  
日 本 放 射 線 技 術 学 会 、 日 本 医 学 物 理 学 会)か ら構 成 され る マ ン モグ ラ  
フィ 検 診 精 度 管 理 中 央 委 員 会 の 教 育 ・ 研 修 委 員 会 の 行 う 講 習 会 等 をい  
う 。 な お 、こ れ ま で 実 施 され た「 マ ン モグラ フィ 検 診 の 実施 と精 度 向 上 に 
関 する 調 査 研 究 」 班 、「 マ ン モグ ラ フィ に よ る 乳 が ん検 診 の 推 進 と精 度 向 
上 に 関 する 調 査 研 究 」 班 お よ び 日 本 放 射 線 技 術 学 会 乳 房 撮 影 ガ イ ド ラ  
イ ン ・ 精 度 管 理 普 及 班 に よ る 講 習 会 等 を含 む  
注 3） 組 織 や 病 期 把 握 の ため の 治 療 な ど  （ 削除： 解説 に含 まれて いる ため ） 
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仕 様 書 に 明 記 す べ き必 要 最 低 限 の 精 度 管 理 項 目 【 乳 が ん検 診 】  
現 行  変 更 案  

1.検 査 の 精 度 管 理  1.検 査 の 精 度 管 理  

受 診 者 へ の 説 明  
（ 説明 は受診 前に 行う。 また、チラ シな ど全 員が持 ち 帰れる 方法 で行う 。） 

□検 診 の 有 効 性 ・ 限 界 に つい て 事 前 に 説 明 す る 。  
□ 要 精 密 検 査 とな った 場 合 に は 、 必 ず 精 密 検 査 を 受 け る 必 要 が あ る こ と  を
事 前 に 明 確に 知 らせ る 。(例： マ ン モグ ラ フィ に よ る 乳 が ん検 診 の 手 引 き 第
5 版 105 頁 参 照 ) 

 
□     精 密 検 査 の 方 法 や 内 容に つい て 説 明 する(例 ： マ ン モグラ フィ に よ る 乳 
が ん検 診 の 手 引 き第 5 版 105 頁 参 照 )。  

 
□他 の 医 療機 関 に 精 検 を紹 介 した場 合 に は 、 その 結 果 を紹 介 元 で 把 握 する
こ とを説 明 する 。 

 
□検 診 結 果 （ 精 検 結 果 を 含 む ） の 検 診 機 関 、 市 町 村 等 へ の 報 告 ・ 照 会 の 必
要 性 と 、 個 人 情 報 の 取 り 扱 い 、 守 秘 義 務 な ど に つ い て 、 受 診 者 に 説 明  す
る 。 

検 診 項 目  検 診 項 目  

□     検診 項目 は、 問診、 マン モグ ラ フィ 検査 、視・ 触 診とする 。 □        検 診項 目は 、問診 、マ ンモグ ラフィ検 査な らびに視触 診注 1） とする。 

撮 影 （ 撮 影 機 器 、 撮 影 技 師 ）  撮 影 （ 撮 影 機 器 、 撮 影 技 師 ）  
□   乳 房 エ ックス 線 撮 影 装 置 が 日 本 医 学 放 射 線 学 会 の 定 め る 仕 様 基 準 
注 1） を満 たす 。  

□   乳 房 エ ックス 線 撮 影 装 置 が 日 本 医 学 放 射 線 学 会 の 定 め る 仕 様 基 準 注 
2） を満 たす 。  

□   40 歳 以 上 50 歳 未 満 の 受 診 者 に 対 して は 、 内 外 斜 位 方 向 ・ 頭 尾 方 向
の 2 方 向 を 撮 影 する 。  

 
□       乳 房 エックス 線 撮 影 に お け る 線 量 およ び 写 真 の 画 質に つい て 、 第 三 
者 に よ る 外 部 評 価 を受 け る 。  

 
□ 乳 房 エ ックス 線 撮 影 に お け る 線 量 お よ び 写 真 の 画 質 に つ い て 、 第 三 者  
に よ る 外 部 評 価 を 受 け る 。 （ マ ン モ グ ラ フ ィ 検 診 精 度 管 理 中 央 委 員 会 の 行 
う 施 設 画 像 評 価 に て A ま たは B を取 得 する ）  

 
□       撮 影 技 師 は マ ン モグ ラ フィ の 撮 影 に関 す る 適 切 な 研修 注 2)を修 了 す  
る 。 

 
□       撮 影 技 師 は マ ン モグ ラ ムの 撮 影 に 関 する 適 切 な 研 修注 3)を修 了 し、 A 
ま たは B の 評 価 を得 る 。  

読 影  読 影  
 
□  マ ン モグラ フィ 読 影 講 習会 注 ２） を修 了 し、 その 評 価 試 験 の 結 果が A ま  
たは B で あ る 者 が 、 読 影 に 従 事 する 。  
 

 
□        読影 はダブルチェ ックを行う 。(う ち一 人はマ ンモグ ラ フィ の読 影に関 
する 適 切 な 研 修 注 2)を修 了 しその 評 価 試 験の 結 果 が A ま たは B で あ る ） 

 
 
□      読 影 は 二 重 読 影 を行 い 、 読 影 に 従 事 する 医 師 の う ち 少な くとも一 人 は 
マ ン モグ ラ ムの 読 影 に 関 する 適 切 な 研 修注 3)を修 了 し、 A ま た は B の 評 価 

 
を得る 。 



別 添 資 料 1  
□二 重 読 影の 所 見 に 応 じて 、 過 去 に 撮 影 した乳 房 X 線 写 真 との 比 較 読 影 を
行 う 。 

記 録 の 保 存  記 録 の 保 存  

□ マン モグ ラ フィ 写 真 は 少な くとも 3 年 間 は 保 存 する 。 変 更 な し 

□   問 診 記 録・ 検 診 結 果 は 少な くとも 5 年 間 は 保 存 する 。 変 更 な し 

受 診 者 へ の 説 明  
□       要 精 密 検 査 とな った場 合 に は 、 必 ず精 密 検 査 を受 け る 必 要 が あ る こ  
とを事 前 に 明 確 に 知 らせ る 。  
□  精 密 検 査 の 方 法 や 内 容 に つい て 説 明 する 。  

（ 受 診 者 へ の 説 明 は 冒 頭 へ 移 動 ）  
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□    精 密 検 査 の 結 果 の 市 町 村 へ の 報 告 な どの 個 人 情 報 の 取 り 扱 い に つ  
い て 、 受 診者 に 対 し十 分 な 説 明 を行 う 。 

 

2. シ ス テ ム と し て の 精 度 管 理  2. シ ス テ ム と し て の 精 度 管 理  
□  精 密 検 査 結 果 及 び 治 療 注 3） 結 果 の 報 告 を 、 精 密 検 査 実 施 機 関 か ら  □  精 密 検 査 結 果 及 び 組 織 型 ・ 病 期 の 報 告(特 に 浸 潤 が んか 否 か)を、 精  
受ける 。 密 検 査 実 施 機 関 か ら受 け る 。  

 □  受 診 者 へ の 通 知 ・ 説 明 、 ま たは その ため の 市 町 村 へ の 結 果 報 告 は 、  
 検 診 受 診 後 4 週 間 以 内 に 行 う 。  

□   診 断 の た め の 検 討 会 や 委 員 会   (第 三 者 の 乳 が ん 専 門 家 を 交 え た会) □   診 断 の ため の 検 討 会 や 委 員 会   (第 三 者 の 乳 が ん 専 門 家 を 交 え た会)を  
を設 置 する 。 設 置 する 。（ 施 設 内 で の 症例 検 討 会 、 精 度管 理 委 員 会 な どを意 味 する 。 施 

設 内 で の 設 置 が 困 難 な 施 設 で は 、 市 町 村 等 が 行 う 検 診 発 見 癌 の 検 討 会  
へ の 参 加 な どで もよ い ） 

3. 事 業 評 価 に 関 す る 検 討  3. 事 業 評 価 に 関 す る 検 討  

□  チェ ックリス トに基 づ く検討 を実施する。 変 更 な し 

□ 都 道 府 県 が プ ロ セ ス 指 標(受 診 率 、 要 精 検 率 、 精 検 受 診 率 、 が ん発  変 更 な し 
見 率 、 陽 性反 応 適 中 度)   に基 づ く検 討 が で きる よ う データを提 出 する 。 

4.  が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告  4.  が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告  

□   実 施 主 体 へ の が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告 は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業  □   市 町 村 へ の が ん検 診 の 集 計 ・ 報 告 は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報 告  
報 告 に 必 要 な 項 目 で 集 計 する 。  に 必 要 な 項 目 で 集 計 す る 。  

 
 

注 1）           乳が ん検診 に用 いる エックス線 装置 の仕 様基準 ：マ ンモグ ラフィ 

注 1） 但 し視 触 診 は 必 須 としな い 。 

注 2)     乳 が ん検 診 に 用 いる エ ックス 線 装 置 の 仕 様 基 準 ：マ ン モグ ラ フィ に 
に よ る 乳 が ん 検 診 の 手 引 き―精 度 管 理 マ ニュ アル 第 3 版 参 照  よ る 乳 が ん検 診 の 手 引 き―精 度 管 理 マ ニュ アル 第 5 版参 照  

注 2)       マ ン モグ ラ フィ 撮 影 、 読 影 及 び精 度 管 理 に 関 する 基 本 講 習 プロ グ 注 3） マ ン モグ ラ フィ 撮 影 、 読 影 及 び精 度 管 理 に 関 する 基 本 講 習 プロ グ ラ 
ラ ムに 準 じた講 習 会  ムに 準 じた講 習 会  

基 本 講 習 プロ グ ラ ムに 準 じた講 習 会 とは 、 検 診 関 連 6 学 会 （ 日 本 乳 癌 基 本 講 習 プロ グ ラ ムに 準 じた講 習 会 とは 、 検 診 関 連 6 学 会 （ 日 本 乳 癌 検 診 
診 学 会 、 日 本 乳 癌 学 会 、 日 本 医 学 放 射 線 学 会 、 日 本 産 科 婦 人 科 学 会 、  学 会 、 日 本 乳 癌 学 会 、 日 本 医 学 放 射 線 学 会 、 日 本 産 科 婦 人 科 学 会 、 日 本  
日 本 放 射 線 技 術 学 会 、 日 本 医 学 物 理 学 会 ） か ら構 成 され る マ ン モグ ラ  放 射 線 技 術学 会 、 日 本 医 学物 理 学 会 ） か ら構 成 され る マ ン モグ ラ フィ 検 診 
フィ 検 診 精 度 管 理 中 央 委 員 会 の 教 育 ・ 研 修 委 員 会 の 行 う 講 習 会 等 をい  精 度 管 理 中央 委 員 会 の 教 育・ 研 修 委 員 会 の行 う 講 習 会 等 をい う 。 な お 、 こ 
う 。 な お 、こ れ ま で 実 施 され た「 マ ン モグラ フィ 検 診 の 実施 と精 度 向 上 に れ ま で 実 施 され た「 マ ン モグ ラ フィ 検 診 の 実 施 と精 度 向 上 に 関 する 調 査 研 
関 する 調 査 研 究 」 班 、「 マ ン モグ ラ フィ に よ る 乳 が ん検 診 の 推 進 と精 度 向 究 」 班、 「 マ ン モグ ラ フィ に よ る 乳 が ん検 診 の 推 進 と精 度 向 上 に 関 する 調 
上 に 関 する 調 査 研 究 」 班 お よ び 日 本 放 射 線 技 術 学 会 乳 房 撮 影 ガ イ ド ラ  査 研 究」 班 お よ び日 本 放 射 線 技 術 学 会 乳 房撮 影 ガイ ド ラ イ ン・ 精 度 管 理 
イ ン ・ 精 度 管 理 普 及 班 に よ る 講 習 会 等 を含 む  普 及 班 に よ る 講 習 会 等 を含 む  

注 3） 組 織 や 病 期 把 握 の た め の 治 療 な ど  （ 削 除 ） 
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現 行  変 更 案  
大 腸 が ん 検 診 の ため の チ ェ ッ ク リ ス ト 
【 検 診 実 施 機 関 用 】  

大 腸 が ん 検 診 の た め の チェ ッ ク リ ス ト 
【 検 診 実 施 機 関 用 】  

１ ． 受 診 者 へ の 説 明  １ ． 受 診 者 へ の 説 明  

解説： 
① こ の 項 目(1)-(4)は い ず れ も、 チラ シな どで 受 診 前 に 全 員 に 知 らせ て い  
れ ば ○、 全員 で な け れ ば×、 ポス ターや 問 診 票 な ど持 ち 帰 れ な い もの な ら 
× 
② 受 診 者 へ の 説 明 は 市 区 町 村 との 共 同 責 任 で あ り 、 市 区 町 村 が 担 う こ と  
も可 とする  

（ 1）                     便 潜 血 陽 性 で 要 精 密 検 査 とな っ た 場 合 に は 、 原 則 として 内 視 鏡 検 （ 1）                       便 潜 血 陽 性 で 要 精 密 検 査 とな っ た 場 合 に は 、 原 則 として 内 視 鏡 検
査 査 に よ り 必ず 精 検 を受 け る 必 要 が あ る こ とを事 前 に 明 確 に知 ら せ て い る 等 に よ り 必 ず 精 検 を受 け る 必 要 が あ る こ とを事 前 に 明 確 に 知 らせ て い る  

か か 
（ 2）               精 密検査 の方 法(大 腸内視 鏡検 査ま たは注腸 エックス線 検査)の方 
法 や 内 容 に つい て 説 明 して い る か  

変 更 な し 

（ 3）                精密検 査の 結果の 市町村 への 報告等 の個人 情報 の取り 扱いに つ （ 3） 検 診 結 果 （ 精 検 結 果 を含 む ） の 検診 機 関 、 市 町 村 等 への 報 告 ・ 照 会 の 
い て 、 受 診者 に 対 し十 分 な 説 明 を行 って い る か 必 要 性 と、 個 人 情 報 の 取 り 扱 い 、 守 秘 義 務 な どに つい て 、 受 診 者 に 知 ら  

せ て い る か  

 （ 4） 検 診 の 有 効 性 ・ 限 界 に つい て 事 前 に 説明 して い る か 

例 ： 「 大 腸 が んが あ って も便 潜 血 検 査 が 陰性 とな って しま う こ とが あ り ま 
す 。 
結 果 が 異 常な しで あ って も、 翌 年 ま た検 診 を受 け ま しょう 。 ま た、 検 診 受 診 
後 に こ れ ま で に な い 自 覚 症 状 が 現 れ た 場 合 に は 、 医 療 機 関 で 診 察 お よ び  
検査を受け て下 さい。」 

２ ． 検 査 の 精 度 管 理  ２ ． 検 査 の 精 度 管 理  

（ 1）                臨床検 査技 師の ために技 術講 習会や 研修会 などを定 期 的に開 催
し 

（ 1）                臨床検 査技 師の ために技 術講 習会や 研修会 などを定 期 的に開 催し 
て い る か て い る か 

解 説 ： 臨 床 検 査 技 師 を 便 潜 血 検 査 や 大 腸 が ん 検 診 に 関 連 した学 会 や 研  
究 会 に 、 定 期 的 に 参 加 させ て い れ ば よ い  

（ 2）              検 査 は 、 便 潜 血 検 査 2 日 法 を 行 っ て い る か 変 更 な し 

（ 3）                便 潜 血 キ ット が 定 量 法 の 場 合 は カ ット オ フ 値 を 把 握 して い る か （ 3） 便潜 血検 査 キットの 測定 法（ キット名 ） と、定 量の場 合に はカ ットオフ値 
を把 握 して い る か 

（ 4）                      大 腸 が ん 検 診 マ ニ ュ ア ル (1992)に 記 載 され た 方 法 に 準 拠 して 行 な
っ 

（ 4） 大 腸 が ん検 診 マ ニュ アル （ 2013 年 日本 消 化 器 が ん検 診 学 会 刊 行 ） に 
て い る か 記 載 され た方 法 に 準 拠 して 行 って い る か  

解 説 ： 具 体 的 に は 測 定 原 理に よ り 様 々 な キット が あ り 、 判定 は 機 械 に よ る 
比 色 定 量 の他 に 目 視 判 定 があ る 。 キット の 使 用 期 限 を守 る と共 に 、 日 々 、 
機 器 お よ び測 定 系 の 精 度 管 理 に 務 め な け れ ば な らな い 。  

３ ． 検 体 の 取 り 扱 い  ３ ． 検 体 の 取 り 扱 い  

（ 1）                 採 便 方 法 に つい て チ ラ シ や リ ー フ レ ッ ト を 用 い て 受 診 者 に 説 明 して 
い る か  

変 更 な し 

（ 2）                 検 便 採 取 後 即 日 (2 日 目 )回 収 を 原 則 として い る か 変 更 な し 

（ 3）                        採 便 後 は 検 体 を 冷 蔵 庫 あ る い は 冷 所 に 保 存 す る よ う 受 診 者 に 指
導 
して い る か 

変 更 な し 

（ 4）                     受 診 者 か ら 検 体 を 回 収 して か ら 自 施 設 で 検 査 を 行 う ま で の 間 あ る
い 
は 検 査 施 設 へ 引 き渡 す ま で の 間 、 冷 蔵 保 存 して い る か  

変 更 な し 

（ 5）          検診 機関で は検 体を受 領後冷 蔵保 存して いるか （ 5）          検査 施設で は検 体を受 領後冷 蔵保 存して いるか 

（ 6）                   検 体 受 領 後 原 則 として 24 時 間 以 内 に 測 定 して い る か （ 6）                   検 体 受 領 後 原 則 として 24 時 間 以 内 に 測 定 して い る か 
解 説 ： 離 島 や 遠 隔 地 、 検 査 機 器 の 不 調 、 検 査 提 出 数 が 想 定 以 上 に 多 か っ  
た場 合 を除 い て 24 時 間 以 内 に 測 定 され て い る か 。  

（ 7）                 受診者 への 通知の ための 市町 村へ の 結果報 告は 、検体 回収後 2
週 
間 以 内 に な され て い る か  

（ 削除 ：      4 システムとしての 精 度管理 へ移 動） 
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（ 8）             検 診 結 果 は 少 な くとも 5 年 間 は 保 存 して い る か （ 7）                 検 診 結 果 は 少 な くとも 3 年 間 か ら 5 年 間 は 保 存 して い る か 

 （ 8） 定 量 法 で 便 潜 血 検 査 をした場 合 は 定 量値 を 記 録 し、 都 道 府 県 ・ 市町 
村 の 要 請 に 応 じて 報 告 で きる か  

４ ． シ ス テ ム と し て の 精 度 管 理  ４ ． シ ス テ ム と し て の 精 度 管 理  

 (1)受 診 者 へ の 通 知 ・ 説 明 、 ま たは そ  
診 受 診 後 4 週 間 以 内に な され て い る
か  

ため の 市 町 村 へ の 結 果 報 告 は 、 検  

 
（ 1）                        精 密 検 査 結 果 及 び 治 療 注 ） 結 果 の 報 告 を 、 精 密 検 査 実 施 機 関 か
ら 

（ 2）     精密 検 査結果 及び治療            注） 結果 の 報告を、精 密検 査 実施機 関か ら 
受 け て い る か  受 け て い る か  
（ 2）                       都 道 府 県 が プ ロ セ ス 指 標 (受 診 率 、 要 精 検 率 、 精 検 受 診 率 、 が ん
発 

(3)市 町 村 へ の が ん検 診 の 集 計 ・ 報 告 は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報 告 に  
見 率 、 陽 性反 応 適 中 度)   に基 づ く検 討 が で きる よ う データを提 出 して い る 必 要 な 項 目 で 集 計 して い る か  
か 
（ 3）                       実 施 主 体 へ の が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告 は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 (4) 都 道 府 県 が プロ セ ス 指 標 (受 診 率 、 要 精 検 率 、 精 検 受 診 率 、 が ん 発 見  
報 告 に 必 要 な 項 目 で 集 計 して い る か  率 、 陽 性 反応 適 中 度)   に 基 づ く検 討 が で きる よ う データを提 出 して い る か 

  
注 ） 組 織 や 病 期 把 握 の ため の 内 視 鏡 治 療 な ど  注 ） 内 視 鏡 診 断 や 生 検 結 果 、 内 視 鏡 治 療 ま たは 外 科 手 術 所 見 と病 理 組  

織 検 査 結 果 な ど  
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仕 様 書 に 明 記 す べ き必 要 最 低 限 の 精 度 管 理 項 目 【 大 腸 が ん検 診 】  
現 行  変 更 案  

1.  検 査 の 精 度 管 理  1.  検 査 の 精 度 管 理  

便 潜 血 検 査  便 潜 血 検 査  

□   検 査 は 、 便 潜 血 検査 2 日 法 を行 う 。 変 更 な し 

□  便 潜 血 キット が 定 量 法 の場 合 は カ ット オフ値 を把 握 する 。 □便潜 血検 査キット の測 定法（ キット名） と定量法 の 場合に はカ ット オフ値 を
把 握 する 。 

□      大 腸 が ん検 診 マ ニュ アル(1992)に 記 載 され た方 法 に 準 拠 して 行 う 。 □    大 腸 が ん検 診 マ ニュ アル(2013 年 日 本 消 化 器 が ん 検 診 学 会 刊 行)に 記 
載 され た 方 法 に 準 拠 して 行 う 。  

□ 検 体 受 領 後 原 則 として 24 時 間 以 内 に 測 定 す る 。  □      検 体受 領 後 原 則 として 24 時 間 以 内 に 測定 す る 。 （ 離 島 や 遠 隔 地 、 検
査 機 器 の 不 調 、 検 査 提 出 数 が 想 定 以 上 に 多 か った場 合 を除 く）  

検 体 の 取 り 扱 い  検 体 の 取 り 扱 い  

□  採 便 方 法 に つい て チラ シや リ ーフレ ット を用 い て 受 診 者に 説 明 する 。 変 更 な し 

□ 検 便 採 取 後 即 日(2 日 目)回 収 を原 則 とする 。  変 更 な し 
 
□  採 便 後 は 検 体 を冷 蔵 庫 あ る い は 冷 所 に 保 存 する よ う 受 診 者 に 指 導 
する 。  変 更 な し 

□       受 診 者 か ら検 体 を回 収 して か ら自 施 設 で 検 査 を行 う ま で の 間 あ る い 
は 検 査 施 設 へ 引 き渡 す ま で の 間 、 冷 蔵 保 存 す る 。  変 更 な し 

□  検 診 機 関 で は 検 体 を受 領 後 冷 蔵 保 存 する 。  □  検 査 施 設で は 検 体 を受 領 後 冷 蔵 保 存 する 。  

記 録 の 保 存  記 録 の 保 存  

□   検 診 結 果は 少 な くとも 5 年 間 は 保 存 する 。 □    検 診 結 果 は 少 な くとも 3 年 間 から 5 年 間は 保 存 する 。 
 

□定 量 法 で便 潜 血 検 査 をした場 合 は 定 量 値 を記 録 し、 都 道 府 県 ・ 市 町村 の
要 請 に 応 じて 報 告 する 。  

受 診 者 へ の 説 明  受 診 者 へ の 説 明  
（ 説明 は受診 前に 行う。 また、チラ シな ど全 員が持 ち 帰れる 方法 で行う 。） 

 
□検 診 の 有効 性 ・ 限 界 に つい て 事 前 に 説 明 する 。  例 ： 「 大 腸が んが あ って
も便 潜 血 検 査 が 陰 性 とな って しま う こ とが あ り ま す。結 果が 異 常な しで あっ
ても、翌 年ま た検 診を受 けま しょう 。また、検 診 受 診 後 に こ れま で に な い 自
覚 症 状 が 現れ た 場 合 に は 、医 療 機 関 で 診 察 お よ び検 査 を受 け て 下 さい 。 」 

 
□  便 潜 血 陽 性 で 要 精 密 検 査 とな った場 合 に は 、 必 ず 内 視 鏡 検 査 等 で  
精 検 を 受 け る 必 要 が あ る こ とを事 前 に 明 確 に 知 らせ る 。  変 更 な し 

 
□    精 密 検 査 の 方 法(大 腸 内 視 鏡 検 査 ま たは 注 腸 エ ックス 線 検 査)の 方 法 
や 内 容 に つい て 説 明 す る 。  変 更 な し 

 
□    精 密 検 査 の 結 果 の 市 町 村 へ の 報 告 等 の 個 人 情 報 の 取 り 扱 い に つい 
て 、 受 診 者 に 対 し十 分 な 説 明 を 行 う 。  

 
□        検 診結 果 （ 精 検結 果 を含 む ） の検 診 機 関 、 市 町 村 等へ の 報 告 ・ 照 会の 
必 要 性 と、 個 人 情 報 の 取 り 扱 い 、 守 秘 義 務 な どに つい て 、 受 診 者 に 説 明 
する 。  

2. シ ス テ ム と し て の 精 度 管 理  2. シ ス テ ム と し て の 精 度 管 理  
 
□  精 密 検 査 結 果 及 び 治 療 注 ） 結 果 の 報 告 を 、 精 密 検 査 実 施 機 関 か ら 受 
け る 。  変 更 な し 

□  受 診 者 へ の 通 知 ・ 説 明 、 ま たは その ため の 市 町 村 へ の 結 果 報 告 は 、 
検 診 受 診 後 4 週 間 以 内 に 行 う 。  

3. 事 業 評 価 に 関 す る 検 討  3. 事 業 評 価 に 関 す る 検 討  

□  チェ ックリス トに基 づ く検討 を実施する。 変 更 な し 
□ 都 道 府 県 が プ ロ セ ス 指 標(受 診 率 、 要 精 検 率 、 精 検 受 診 率 、 が ん発 
見 率 、 陽 性反 応 適 中 度)   に基 づ く検 討 が で きる よ う データを提 出 する 。 変 更 な し 
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4.  が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告  
 
□   実 施 主 体 へ の が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告 は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報
告 に 必 要 な 項 目 で 集 計 する 。  

4.  が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告  
 
□市 町 村 へ の が ん検 診 の 集 計 ・ 報 告 は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報 告 に 
必 要 な 項 目 で 集 計 する 。  

注 ）         組 織 や 病 期 把 握 の ため の 内 視 鏡 治療 な ど 注 ）            内 視 鏡 診 断 や 生検 結 果 、 内 視 鏡治 療 ま たは 外 科 手 術 所 見 と病 理 組 
織 検 査 結 果 な ど  
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現 行  変 更 案  
肺 が ん 検 診 の た め の チ ェ ッ ク リ ス ト 
【 検 診 実 施 機 関 用 】  

肺 が ん 検 診 の た め の チ ェ ッ ク リ ス ト 
【 検 診 実 施 機 関 用 】  

１ ． 受 診 者 へ の 説 明  １ ． 受 診 者 へ の 説 明  

解 説 ：     ① こ の 項 目(1)-(5)は い ず れ も、 チラ シな どで 受 診 前 に 全 員 に 知ら 
せ て い れ ば ○、 全 員 で な け れ ば ×、 ポス ターや 問 診 票 な ど持 ち 帰 れ な い  
もの な ら× 
② 受 診 者 へ の 説 明 は 市 区 町 村 との 共 同 責 任 で あ り 、 市 区 町 村 が 担 う こ と  
も可 とする  

(1)       要 精 密 検 査 とな った場 合 に は 、 必 ず精 密 検 査 を受 け る 必 要 が あ る こ 
とを事 前 に 明 確 に 知 らせ て い る か  

変 更 な し 

(2)  精 密 検 査 の 方 法 や 内 容 に つい て 説 明 して い る か  変 更 な し 

(3)    精 密 検 査 の 結 果 の 市 町 村 へ の 報 告 な どの 個 人 情 報 の 取 り 扱 い に つ  （ 3） 検 診 結 果 （ 精 検 結 果 を含 む ） の 検診 機 関 、 市 町 村 等 への 報 告 ・ 照 会 の 
い て 、 受 診者 に 対 し十 分 な 説 明 を行 って い る か 必 要 性 と、 個 人 情 報 の 取 り 扱 い 、 守 秘 義 務 な どに つい て 、 受 診 者 に 知 ら  

せ て い る か  

(4)  禁 煙 及 び防 煙 指 導 等 、 肺 が んに 関 する 正 しい 知 識 の 啓 発 普 及 を  
行 って い る か 

変 更 な し 

 （ 5） 検 診 の 有 効 性 ・ 限 界 に つい て 事 前 に 説明 して い る か 

２ ． 問 診 お よ び 撮 影 の 精 度 管 理  ２ ． 問 診 お よ び 撮 影 の 精 度 管 理  

(1)      検 診 項 目 は 、 問 診 、胸 部 X 線検 査 、 お よ び喀 痰 細 胞 診 を行 って い る (1) 検 診 項 目 は 、 問 診 、 胸 部 X 線 検 査 、 お よ び 問 診 の 結 果 、 喫 煙 指 数 が  
か 600 以 上 だ った者 へ の 喀 痰 細 胞 診 を行 って い る か  

(2)  問 診 は 喫 煙 歴 お よ び血 痰 の 有 無 を 聴 取 して い る か  （ 2） 問 診 で は 喫 煙 歴 を必 ず 聴 取 し、 か つ、 過 去 の 検 診 の 受診 状 況 等 を聴 
取 して い る か 。 ま た血 痰 な ど自 覚 症 状 の あ る 場 合 に は 検 診 で は な くすみ  
や か に 専 門機 関 を受 診 し、 精 査 を行 う よ うに 勧 め て い る か 

(3)    問 診 記 録 は 少 な くとも 5 年 間 は 保 存 して い る か 変 更 な し 

(4) 肺 が ん診 断 に 適 格 な 胸 部 X 線 撮 影 を行 って い る か 注 1）  変 更 な し 

(5)      撮 影機 器の 種類（ 直接・ 間接 撮影、 ミラー・ I.I.方式 等） 、フィ ルムサ イ (5)        撮影 機器 の種類 （直 接・ 間 接撮影 、デジタル 方式） 、フィル ムサイズを 
ズを明 らか に して い る か注 2） 明 らか に して い る か  注 2） 

(6)     1 日 あ たり の 実 施 可 能人 数 を明 らか に して い る か (6) 1 日 あ たり の 実 施 可 能 人 数 を仕 様 書 で 明 らか に して い る か  

３ ． X 線 読 影 の 精 度 管 理  ３ ． X 線 読 影 の 精 度 管 理  

(1)      2 名 以 上 の 医 師 に よ って 読 影 し、 う ち 一 人 は 十 分 な経 験 を要 した呼
吸 

(1)     2 名 以 上 の 医 師 に よ って 読 影 し、 う ち 一 人 は 十 分 な経 験 を要 した熟 練
し 器 ま たは 放 射 線 の 専 門 医 を含 め て い る か  た呼 吸 器 科 ま たは 放 射 線 科 の 医 師 を含 め て い る か  

(2) 2 名 の うち ど ち らか が 「 要 比 較 読 影」 とした もの は 、 過 去 に 撮 影 した胸 
部 X 線 写 真 と比 較 読 影 して い る か  

変 更 な し 

(3) 比 較 読 影 した症 例 数 を 報 告 して い る か  変 更 な し 

(4)    X 線 写 真 は 少 な くとも 3 年 間 は 保 存 して い る か 変 更 な し 

(5)     X 線 検 査 結 果 は 少 な くとも 5 年 間は 保 存 して い る か 変 更 な し 

４ ． 喀 痰 細 胞 診 の 精 度 管 理  ４ ． 喀 痰 細 胞 診 の 精 度 管 理  

(1)      喀 痰 細 胞 診 は 、 年齢 50 才 以 上 喫 煙指 数 400 もしくは 600 以 上、 あ
る い 

(1)     喀 痰 細 胞 診 は 、 問 診の 結 果 、 喫 煙 指数 ６ ００以 上 の 者 に 対 し行 って い 
は 年 齢 40 才 以 上 6 ヶ月 以 内 に 血 痰 を 有 したもの 、 その 他 職 業 性 な ど高
危  

る か  
険 群 と考 え られ る もの に 行 って い る か 

(2)     細 胞 診 の 業 務 を委 託 する 場 合 は 、 その 委 託 機 関（ 施 設 名 ） を明 記 し (2)      細 胞診 の 業 務 を委 託 する 場 合 は 、 その 委 託 機 関（ 施 設 名 ） を仕 様 書 に 
て い る か 明 記 して い る か 

（ 解 説） 委 託 先 で 適 正 に 検査 が 行 わ れ て いる か どう か 把 握 する 
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(3)  採取 した喀 痰 は 、2 枚 の ス ラ イ ドに 塗 沫 し、 湿 固 定 の上 、 パ パ ニコ ロ
ウ 
染 色 を 行 って い る か  

変 更 な し 

(4)    固 定 標 本 の 顕 微 鏡 検 査 は 、 日 本 臨 床 細 胞 学 会 の 認 定 を 受 け た細 胞  
診 専 門 医 と細 胞 検 査 士 が 連 携 して 行 って い る か 注 3）  

変 更 な し 

(5) が ん発 見 例 は 、 過 去 の 細 胞 所 見 の 見 直 しを行 って い る か  変 更 な し 

(6)   標 本 は 少 な くとも 3 年 間 は 保 存 して い る か 変 更 な し 

(7)      喀 痰 細 胞 診 検 査 結 果は 少 な くとも 5 年 間 は 保 存 して い る か 変 更 な し 

５ ． シ ス テ ム と し て の 精 度 管 理  ５ ． シ ス テ ム と し て の 精 度 管 理  

(1)  精 密 検 査 結 果 及 び 治 療 注 4） 結 果 の 報 告 を 、 精 密 検 査 実 施 機 関 か ら  
受 け て い る か  

変 更 な し 

 （ 2） 受 診 者 へ の 通 知 ・ 説 明、 ま たは その ため の 市 町 村 へ の結 果 報 告 は 、 
検 診 受 診 後 4 週 間 以 内 に な され て い る か  

(2)   診 断 の た め の 検 討 会 や 委 員 会   (第 三 者 の 肺 が ん専 門 家 を交 え た
会) 

（ 3） 読 影 向 上 の ため の 検 討 会 や 委 員 会 (外 部 の 肺 が ん専 門 家 を交 え た  
を設 置 して い る か 会)を設 置 して い る か  

解 説 ： 外 部 の 肺 が ん専 門 家 とは 、 当 該 市 町 村 で 行 わ れ る 肺 が ん 検 診 の 読  
影 に 直 接 従 事 して い な い 医 師 を 指 す  

(3)      都 道 府 県 が プロ セ ス指 標 （ 受 診率 、 要 精 検 率 、 精 検受 診 率 、 が ん発 （ 4） 都 道 府 県 が プロ セ ス 指標 （ 受 診 率 、 要精 検 率 、 精 検 受診 率 、 が ん発 見 
見 率 、 陽 性反 応 適 中 度 ） に基 づ く検 討 が で きる よ う データを提 出 して い る 率 、 陽 性 反応 適 中 度 ） に 基づ く検 討 が で きる よ う データを提 出 して い る か 
か 
(4) 実 施 主 体 へ の が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告 は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報  (5)市 町 村へ の が ん検 診 の 集 計 ・ 報 告 は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報 告 に  
告 に 必 要 な 項 目 で 集 計 して い る か  必 要 な 項 目 で 集 計 して い る か  

  注 1） 肺 が ん診 断 に 適 格 な 胸 部 X 線 撮 影 ： 日 本 肺 癌 学 会 編 集 、 肺 癌 取
り  

注 1） 肺 が ん診 断 に 適 格 な 胸 部 X 線 撮 影 ： 日 本 肺 癌 学 会 編 集 、 肺 癌 取 り
扱  扱 い 規 約   改 訂 第 6 版 よ り  い 規 約   改 訂 第 7 版よ り  

背 腹 一 方 向 撮 影 1 枚 に よ る 場 合 、 適 格 な 胸 部 X 線 写 真 とは 、 肺 尖 、 肺 変 更 な し 
外 側 縁 、 横隔 膜 、 肋 骨 横 隔膜 角 な どを含 む よ う に 正 しく位 置 づ け され 、 
適 度 な 濃 度 とコ ン ト ラ ス トお よ び良 好 な 鮮 鋭 度 をもち 、 中 心 陰 影 に 重 な っ 
た気 管 、 主 気 管 支 の 透 亮 像 な らびに 心 陰 影 及 び 横 隔 膜 に 重 な った肺 血  
管 が 観 察 で きる もの  
注 2） 撮 影 法 ： 日 本 肺 癌 学会 編 集 、 肺 癌 取り 扱 い 規 約       改 訂 第 6 版 よ り 注 2） 撮 影 法 ： 日 本 肺 癌 学会 編 集 、 肺 癌 取り 扱 い 規 約       改 訂 第 7 版よ り 

1： 間 接撮 影 の 場 合 は 、 100mm ミラ ーカ メ ラ と、 定 格 出力 150kV 以 上 の 撮 変 更 な し 
影 装 置 を用 い て 120kV 以 上 の 管 電 圧 に よ り 撮 影 す る 。 や む を得 ず 定 格  
出 力 125kV の 撮 影 装 置 を用 い る 場 合 は 、 110kV 以 上 の 管 電 圧 に よ る 撮  
影 を行 い 縦 隔 部 の 感 度 を肺 野 部 に 対 して 高 め る ため 、 希 土 類（ グ ラ デー 
ション 型 ） 蛍 光 板 を用 い る 。 定 格 出力 125kV 未 満 の 撮 影 装置 は 用 い な い 
2： 直 接撮 影 の 場 合 は 、 被 検者 ー 管 球 間 距 離を 1.5m 以 上 とし、 定 格 出 力 
150kV 以 上 の 撮 影 装 置 を用 い 、 120kV 以 上 の 管 電 圧 及 び希 土 類 シス テ  
ム（ 希 土 類増 感 紙 ＋ オル ソタイ プフィ ル ム） に よ る 撮 影 がよ い 。 や む を得 
ず 100～ 120kV の 管 電 圧 で 撮 影 する 場 合 も 、 被 曝 軽 減 の ため に 希 土 類
シ  ス テ ム（ 希 土 類 増 感 紙 ＋ オル ソタイ プフィ ル ム ） を用 い る 
3： CR の 場 合 は 、 120kV 以 上 の 管 電 圧 及 び 散 乱 線 除 去 用 格 子 比 12:1 以  
上 を使 用 して 撮 影 し、 適 切 な 階 調 処 理 、 周波 数 処 理 、 ダイ ナ ミックレ ン ジ 
圧 縮 処 理 な どを施 した画 像 として 出 力 する 事 が 望 ま しい 

注 3） 日 本 臨 床 細 胞 学 会 細 胞 診 精 度 管 理 ガ イ ド ラ イ ン 参 照  変 更 な し 
注 4） 組 織 や 病 期 把 握 の ため の 治 療 な ど  変 更 な し 
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仕 様 書 に 明 記 す べ き必 要 最 低 限 の 精 度 管 理 項 目 【 肺 が ん検 診 】  
現 行  変 更 案  

1.  検 査 の 精 度 管 理  1.  検 査 の 精 度 管 理  

検 診 項 目  検 診 項 目  

□     検 診 項 目 は 、 問 診 、 胸部 X 線 検 査 、 およ び 喀 痰 細 胞 診 とする 。 □ 検 診 項 目 は 、 問 診 、 胸 部 X 線 検 査 、 お よ び 、 問 診 の 結 果 喫 煙 指 数 が 
600 以 上 だ った者 へ の 喀 痰 細 胞 診 とする 。  

問 診  問 診  

□  問 診 は 喫 煙 歴 及 び 血 痰 の 有 無 を必 ず 聴 取 す る 。  □ 問 診 は 喫 煙 歴 を 必 ず 聴 取 し 、 か つ 、 過 去 の 検 診 の 受 診 状 況 等 を 聴 取  
する 。 ま た血 痰 な ど自 覚 症 状 の あ る 場 合 には 検 診 で は な くすみ や か に 専 門
機 関 を 受 診 し、 精 査 を 行 う よ う に 勧 め る 。  

撮 影  撮 影  

□    肺 が ん診 断 に 適 格 な 胸部 X 線 撮 影 を行 う 。 注 1） 変 更 な し 
□   撮 影 機 器 の 種 類(直 接・ 間 接 撮 影 、 ミラ ー   I.I.方 式 等)、 フィ ル ムサ イ
ズ を明 らか に する 。 注 2) 

□     撮 影 機 器の 種 類(直 接・ 間 接 撮 影 、 デジタル 方 式 等)、 フィ ル ムサ イ ズを 
明 らか に す る 。 注 2) 

□    1 日 あ たり の 実 施 可 能人 数 を明 らか に する 。 変 更 な し 

読 影  読 影  
□      2 名 以 上 の 医 師 に よ って 読 影 し、 う ち 一 人 は 十 分 な 経験 を 要 した呼 吸 
器 ま たは 放 射 線 の 専 門 医 を含 め る こ と。  

□     2 名 以 上 の 医 師 に よ って 読 影 し、 う ち 一 人 は 十 分 な 経験 を 要 した熟 練 し 
た呼 吸 器 科 ま たは 放 射 線 科 の 医 師 を含 め る こ と。  

 
□ 2 名 の う ち どち らか が 「 要 比 較 読 影 」 としたもの は 、 過 去に 撮 影 した胸 
部 X 線 写 真 と比 較 読 影 する 。 変 更 な し 

□    比 較読 影 した症 例 数 を報 告 する 。 変 更 な し 

喀 痰 細 胞 診  喀 痰 細 胞 診  
 
□ 喀 痰 細 胞 診 は 、 年 齢 50 才 以 上 喫 煙 指数 400 もしくは 600 以 上 、 あ る い  
は 年齢 40 才 以 上 6 ヶ月 以 内 に 血 痰 を有 したもの 、 その 他 職 業 性 な ど高 危 
険 群 と考 え られ る もの に 行 う 。  

□   喀 痰 細 胞 診 は 、 問 診 の結 果 、 喫 煙 指 数 ６００以 上 の 者 に 行 う 。 

 
□      細 胞診 の 業 務 を委 託 する 場 合 は 、 その 委 託 機 関 （ 施 設 名 ） を明 記 す  
る 。 

 
□               細胞 診 の業務 を委 託する 場合は 、その委 託 機関（ 施設 名） を仕様書 に 
明記する（ 委託先 で適正 に検 査が行 われて いる かどう か把握 する ）             。 

 
□  採 取 した喀 痰 は 、 2 枚 の ス ラ イ ド に 塗 沫 し、 湿 固 定 の 上、 パ パ ニコ ロ ウ 
染 色 を行 う 。 変 更 な し 

□    固 定 標 本 の 顕 微 鏡 検 査 は 、 日 本 臨 床 細 胞 学 会 の 認 定 を受 け た細 胞 
診 専 門 医 と細 胞 検 査 士 が 連 携 して 行 う 注 3)。  変 更 な し 

□     が ん発 見 例 は 、 過 去 の細 胞 所 見 の 見 直 しを行 う 。 変 更 な し 

記 録 ・ 標 本 の 保 存  記 録 ・ 標 本 の 保 存  

□   標 本 、 X 線写 真 は 少 な くとも 3 年 間は 保 存 する 。 変 更 な し 

□   問 診 記 録・ 検 診 結 果 は 少な くとも 5 年 間 は 保 存 する 。 変 更 な し 

受 診 者 へ の 説 明  受 診 者 へ の 説 明  
（ 説 明は 受 診 前 に 行 う 。 ま た、 チラ シな ど全 員 が 持 ち 帰 れる 方 法 で 行 

う 。 ） 
□検 診 の 有 効 性 ・ 限 界 に つい て 事 前 に 説 明 す る 。  

 
□       要 精 密 検 査 とな った場 合 に は 、 必 ず精 密 検 査 を受 け る 必 要 が あ る こ  
とを事 前 に 明 確 に 知 らせ る 。  変 更 な し 

□  精 密 検 査 の 方 法 や 内 容 に つい て 説 明 する 。  変 更 な し 
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□    精 密 検 査 の 結 果 の 市 町 村 へ の 報 告 な どの 個 人 情 報 の 取 り 扱 い に つ  □検 診 結 果 （ 精 検 結 果 を含 む ） の 検 診 機 関 、 市 町 村 等 へ の 報 告 ・ 照 会 の  
い て 、 受 診者 に 対 し十 分 な 説 明 を行 う 。 必 要 性 と、 個 人 情 報 の 取 り 扱 い 、 守 秘 義 務 な どに つい て 、 受 診 者 に 説 明  
 する。 
□  禁 煙 及 び防 煙 指 導 等 、 肺 が んに 関 する 正 しい 知 識 の 啓 発 普 及 を行  変 更 な し 
う 。 
2. シ ス テ ム と し て の 精 度 管 理  2. シ ス テ ム と し て の 精 度 管 理  

□  精 密 検 査 結 果 及 び 治 療 注 4） 結 果 の 報 告 を 、 精 密 検 査 実 施 機 関 か ら  変 更 な し 
受ける 。  
 □受 診 者 へ の 通 知 ・ 説 明 、 ま たは その ため の 市 町 村 へ の 結 果 報 告 は 、 検  
 診 受 診 後 4 週 間 以 内 に 行 う 。  

□   診 断 の た め の 検 討 会 や 委 員 会   (第 三 者 の 肺 が ん 専 門 家 を 交 え た会) □   読 影 向 上の ため の 検 討 会 や 委 員 会    (外 部 の 肺 が ん専 門 家 を交 え た  
を設 置 する 。 会)を設 置 する 。 （ 外 部の 肺 が ん専 門 家 とは 、 当 該 市 町 村 で行 わ れ る 肺 が 

ん検 診 の 読 影 に 直 接 従 事 して い な い 医 師 を指 す ）  

3. 事 業 評 価 に 関 す る 検 討  3. 事 業 評 価 に 関 す る 検 討  

□  チェ ックリス トに基 づ く検討 を実施する。 変 更 な し 

□ 都 道 府 県 が プ ロ セ ス 指 標(受 診 率 、 要 精 検 率 、 精 検 受 診 率 、 が ん発  変 更 な し 
見 率 、 陽 性反 応 適 中 度)   に基 づ く検 討 が で きる よ う データを提 出 する 。 

4.  が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告  4.  が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告  

□   実 施 主 体 へ の が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告 は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業  □   市 町 村 へ の が ん検 診 の 集 計 ・ 報 告 は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報 告  
報 告 に 必 要 な 項 目 で 集 計 する 。  に 必 要 な 項 目 で 集 計 す る 。  

注 1）         肺 が ん診 断 に 適 格 な 胸 部 X 線 撮 影 ： 日 本 肺 癌 学会 編 集 、 肺 癌 取 注 1）         肺 が ん診 断 に 適 格 な 胸 部 X 線 撮 影 ： 日 本 肺 癌 学会 編 集 、 肺 癌 取
扱 い 規 約   改 訂 第 6 版 よ り  扱 い 規 約   改 訂 第 7 版よ り  

背 腹 一 方 向 撮 影 1 枚 に よ る 場 合 、 適 格 な 胸 部 X 線 写 真 とは 、 肺 尖 、 肺 変 更 な し 
外 側 縁 、 横隔 膜 、 肋 骨 横 隔膜 角 な どを含 む よ う に 正 しく位 置 づ け され 、  
適 度 な 濃 度 とコ ン ト ラ ス トお よ び良 好 な 鮮 鋭 度 をもち 、 中 心 陰 影 に 重 な っ  
た気 管 、 主 気 管 支 の 透 亮 像 な らびに 心 陰 影 及 び 横 隔 膜 に 重 な った肺 血   
管 が 観 察 で きる もの   
注 2)  撮 影 法 ： 日 本 肺 癌 学 会 編 集 、 肺 癌 取 り 扱 い 規 約   改 訂 第 6 版 よ り  注 2)  撮 影 法 ： 日 本 肺 癌 学 会 編 集 、 肺 癌 取 り 扱 い 規 約   改 訂 第 7 版よ り  

1：            間 接 撮影の 場合 は、100mm ミラ ーカ メ ラと、定 格出力 150kV 以上 変 更 な し 
撮 影 装 置 を用 い て 120kV 以 上 の 管 電 圧 に よ り 撮 影 す る 。 や む を得 ず 定   
格 出 力 125kV の 撮 影 装 置 を 用 い る 場 合 は 、 110kV 以 上 の 管 電 圧 に よ る   
撮 影 を行 い 縦 隔 部 の 感 度 を肺 野 部 に 対 して 高 め る ため 、 希 土 類        (グ ラ  
デー ション 型 ) 蛍 光 板 を用 い る 。 定 格 出 力 125kV 未 満 の 撮 影 装 置 は 用
い  

 
な い  
2：                 直 接撮影 の場 合は、 被検者 ー管 球間 距 離を 1.5m 以 上 とし、 定格
出 

 
力 150kV 以 上 の 撮 影 装 置 を 用 い 、 120kV 以 上 の 管 電 圧 及 び 希 土 類 シ ス   
テ ム(希 土類 増 感 紙 ＋ オル ソタイ プフィ ル ム)    に よ る 撮 影 がよ い 。 や む を  
得 ず 100〜120kV の 管 電 圧 で 撮 影 する 場 合 も、 被 曝 軽 減 の た め に 希 土   
類 シス テ ム  (希 土 類 増 感 紙＋ オ ル ソタイ プフィ ル ム)  を用 い る  
3：                     CR の場合 は、120kV 以上 の管 電圧 及び散 乱線 除去 用 格子比
12:1 

 
以 上 を使 用 して 撮 影 し、 適 切 な 階 調 処 理 、周 波 数 処 理 、 ダイ ナ ミックレ ン   
ジ圧 縮 処 理 な どを施 した画 像 として 出 力 する 事 が 望 ま しい  
注 3）     日 本 臨 床 細 胞 学 会     細 胞 診 精 度 管理 ガ イ ド ラ イ ン参 照 変 更 な し 
注 4）   組 織 や 病 期 把 握 の た め の 治 療 な ど  変 更 な し 
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現 行  変 更 案  
胃 が ん 検 診 の た め の チ ェ ッ ク リ ス ト 
【 検 診 実 施 機 関 用 】  

胃 が ん 検 診 の た め の チ ェ ッ ク リ ス ト 
【 検 診 実 施 機 関 用 】  

１ ． 受 診 者 へ の 説 明  １ ． 受 診 者 へ の 説 明  

解説： 
① こ の 項 目(1)-(4)は い ず れ も、 チラ シな どで 受 診 前 に 全 員 に 知 らせ て い  
れ ば ○、 全員 で な け れ ば×、 ポス ターや 問 診 票 な ど持 ち 帰 れ な い もの な ら 
× 
② 受 診 者 へ の 説 明 は 市 区 町 村 との 共 同 責 任 で あ り 、 市 区 町 村 が 担 う こ と  
も可 とする。 

（ 1）                      要 精 密 検 査 とな っ た 場 合 に は 、 必 ず 精 密 検 査 を 受 け る 必 要 が あ る
こ 
とを事 前 に 明 確 に 知 らせ て い る か  

変 更 な し 

（ 2）         精密 検査の 方法 や内容 について 説明 して いるか 変 更 な し 

（ 3）               精 密検査 の結 果の市 町村へ の報 告な どの個人 情報 の取り 扱いに （ 3） 検 診 結 果 （ 精 検 結 果 を含 む ） の 検診 機 関 、 市 町 村 等 への 報 告 ・ 照 会 の 
つい て 、 受 診 者 に 対 し十 分 な 説 明 を行 って い る か  必 要 性 と、 個 人 情 報 の 取 り 扱 い 、 守 秘 義 務 な どに つい て 、 受 診 者 に 知 ら  

せ て い る か  

 （ 4） 検 診 の 有 効 性 ・ 限 界 に つい て 事 前 に 説明 して い る か 

２ ． 問 診 お よ び 撮 影 の 精 度 管 理  ２ ． 問 診 お よ び 撮 影 の 精 度 管 理  

（ 1）                検 診 項 目 は 、 問 診 及 び 胃 部 X 線 検 査 として い る か 変 更 な し 

（ 2）                        問 診 は 現 在 の 病 状 、 既 往 歴 、 家 族 歴 、 過 去 の 検 診 の 受 診 状 況 等
を 
聴 取 して い る か 

変 更 な し 

（ 3）             問 診 記 録 は 少 な くとも 5 年 間 は 保 存 して い る か 変 更 な し 

（ 4）                   撮 影 機 器 の 種 類 （ 直 接 ・ 間 接 ・ Ｄ Ｒ 撮 影 、 イ メ ージ ・ イ ン テ ン シフ ァ イ
ア 

（ 4） 撮影 機器 の 種類（ 直接・ 間接 ・ ＤＲ 撮影、 イメ ージ・ イン テン シファ イア 
(I..I..)方 式 等 ） を明 らか に して い る か 。 原 則 として 間 接 撮 影で 、 10×10cm (I..I..)方 式 等 ） を仕 様 書 で 明 らか に して い る か 。     原 則 として 、 間 接 撮 影 で 
以 上 の フィ ル ム で I..I..方 式 とす る  10×10cm 以 上 の フィ ル ムで I..I..方 式 か DR 撮 影 とする 。  

（ 5）          撮 影 枚 数 は 最 低 7 枚 として い る か （ 5）           撮 影 枚 数 は 最 低 8 枚 として い る か 

（ 6）               撮 影の体 位及 び方 法 は日本 消化 器が ん検診学 会の 方式に よるも （ 6）               撮 影の体 位及 び方 法 は日本 消化 器が ん検診学 会の 方式（ 変法も含 
のとしている か 注 2） む） に よる もの として いる か注 2） 

（ 7）                    造 影 剤 の 使 用 に 当 た っ て は 、 そ の 濃 度 を 適 切 に （ 180～ 220W/V%
の 

変 更 な し 
高 濃 度 バ リウ ム 、 120～ 150ml とする ） 保 つとともに 、 副 作 用 等 の 事 故 に 
注 意 して い る か 

（ 8）                       撮 影 技 師 は 撮 影 に 関 して 、 日 本 消 化 器 が ん 検 診 学 会 に よ る 研 修
を 

（ 8） 撮 影 技 師 は 撮 影 に 関 して 、 日 本 消 化 器が ん 検 診 学 会 もしくは 、NPO 日 
修 了 して い る か 。 本 消 化 器 が ん 検 診 精 度 管 理 評 価 機 構 に よ る 研 修 を修 了 して い る か  

（ 9） 撮 影 技 師 の 全 数 と、 日 本 消 化 器 が ん検 診 学 会 認 定 技 師数 を 報 告 し （ 9） 撮 影 技 師 の 全 数 と、 日 本 消 化 器 が ん検 診 学 会 認 定 技 師 数 を都 道 府  
て い る か 県 等 の 求 め に 応 じて 報 告 で きる か  

３ ． 読 影 の 精 度 管 理  ３ ． 読 影 の 精 度 管 理  

（ 1）               読 影に従 事する医 師 は、読 影医 全数 と日本消 化器 がん検 診学会
認 

（ 1） 読 影 医 全 数 と日 本 消 化 器 が ん検 診 学 会 認 定 医 数 を、 都 道 府 県 等 の  
定 医 数 を報 告 して い る か  求 め に 応 じて 報 告 で きる か  

（ 2）                 読 影 は 、 原 則 として 2 名 以 上 の 医 師 に よ っ て 行 っ て い る か （ う ち 一
人 

（ 2）                      読 影 は 二 重 読 影 とし、 原 則 として 判 定 医 の １ 名 は 日 本 消 化 器 が ん 検 
は 日 本 消 化 器 が ん検 診 学 会 認 定 医 とする ） その 結 果 に 応 じて 過 去 に 撮  診 学 会 認 定 医 で あ る か 。 必 要 に 応 じて 過 去 に 撮 影 した X 線 写 真 と比 較 読  
影 した X 線 写 真 と比 較 読 影 して い る か  影 して い る か 

（ 3）             X 線 写 真 は 少 な くとも 3 年 間 は 保 存 して い る か 変 更 な し 
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（ 4）             検 診 結 果 は 少 な くとも 5 年 間 は 保 存 して い る か 変 更 な し 

４ ． シ ス テ ム と し て の 精 度 管 理  ４ ． シ ス テ ム と し て の 精 度 管 理  

（ 1）              精 密検査 結果 及び治 療注 3） 結 果の 報 告を、 精密 検査 実 施機関 か 
ら受 け て い る か 

変 更 な し 

 （ 2） 受 診 者 へ の 通 知 ・ 説 明、 ま たは その ため の 市 町 村 へ の結 果 報 告 は 、 
検 診 受 診 後 4 週 間 以 内 に な され て い る か  

（ 2）         診断 のため の検 討会 や 委員会          (第三 者の胃 がん専門 家 を交え た （ 3） 読 影 向 上 の ため の 検 討 会 や 委 員 会 （ 外 部 の 胃 が ん専 門 家 を交 え た  
会)を設 置 して い る か  会 ） を設 置 して い る か 

（ 3）                       都 道 府 県 が プ ロ セ ス 指 標 (受 診 率 、 要 精 検 率 、 精 検 受 診 率 、 が ん
発 

（ 4） 都道 府県が ～（以 下略 ） 
見 率 、 陽 性反 応 適 中 度)   に基 づ く検 討 が で きる よ う データを提 出 して い る 
か 
（ 4）                       実 施 主 体 へ の が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告 は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 （ 5） 市 町 村 へ のが ん検 診 の 集 計 ・ 報 告は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報 告 
報 告 に 必 要 な 項 目 で 集 計 して い る か  に 必 要 な 項 目 で 集 計 して い る か  

  注 1） 本 チェ ックリ ス ト は 「 が ん予 防 重 点 健 康 教 育 及 びが ん検 診 実 施 の た 
め の 指 針」 一 部 改 正 （ 平 成 18 年 3 月 通 達 ） に 基 づ き作 成 した 

変 更 な し 

注 2） 新 ・ 撮 影 法 ・ 変法 、 直 接 撮 影 法 、DR(Digital Radiography)及 び 
FPD(Flat  Panel  Detector)に よ る 撮 影 法 は 、 日 本 消 化 器 が ん 検 診 学 会
発  
行、新 ・ 胃 X 線 撮影法 （間 接・ 直 接） ガイド ライン (2005)を参 照 

注 2） 新 ・ 撮 影 法 ・ 変法 、 直 接 撮 影 法 、DR(Digital Radiography)及 び 
FPD(Flat  Panel  Detector)に よ る 撮 影 法 は 、 日 本 消 化 器 が ん 検 診 学 会 発  
行 、 新・ 胃 X 線 撮 影 法 ガイ ド ラ イ ン 改 訂 版(2011)を参 照 

注 3） 組 織 や 病 期 把 握 の ため の 内 視 鏡 治 療 な ど  注 3） 内 視 鏡 診 断 や 生 検 結 果 、 内 視 鏡 治 療 ま たは 外 科 手 術 所 見 と病 理 組  
織 検 査 結 果 な ど  
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仕 様 書 に 明 記 す べ き必 要 最 低 限 の 精 度 管 理 項 目 【 胃 が ん検 診 】  
現 行  変 更 案  

1. 検 査 の 精 度 管 理  1. 検 査 の 精 度 管 理  

検 診 項 目  検 診 項 目  

□ 検 診 項 目 は 、 問 診 及 び胃 部 X 線 検 査 とす る 。  変 更 な し 

問 診  問 診  

□ 問 診 は 現 在 の 病 状 、 既 往 歴 、 過 去 の 検 診 の 受 診 状 況 等 を聴 取 する 。  変 更 な し 

撮 影  撮 影  
□   撮 影 機 器 の 種 類(直 接・ 間 接 ・ Ｄ Ｒ撮 影 、 I.I.方 式 等)を明 らか に する 。 原 
則 として 間 接 撮 影 で 、 10×10cm 以 上 の フィ ル ムで I.I.方 式 とする 。  

□   撮 影 機 器 の 種 類(直 接・ 間 接 ・ Ｄ Ｒ撮 影 、 I.I.方 式 等)を明 らか に する 。 原 
則 として 間 接 撮 影 で 、 10×10cm 以 上 の フィ ル ムで I.I.方式 か DR 撮 影 とす 
る 。 

□ 撮 影 枚 数 は 最 低 7 枚 とする 。  □ 撮 影 枚 数 は 最 低 8 枚とする 。  
 
□    撮 影 の 体 位 及 び方 法 は 日 本 消 化 器 が ん検 診 学 会 の 方 式 に よ る もの 
とす る 。 注 1）  

 
□    撮 影 の 体 位 及 び方 法 は 日 本 消 化 器 が ん検 診 学 会 の 方 式 （ 変 法 も含 
む ） に よ る もの とす る 。 注 1）  

 
□ 造 影 剤 の 使 用 に 当 た っ て は 、 そ の 濃 度 を 適 切 に (180～ 220W/V% の 高  濃
度 バ リ ウ ム、 120～ 150ml とする )保 つとともに 、 副 作 用 等 の事 故 に 注 意 す
る 。 

変 更 な し 

□  撮 影 技 師 は 撮 影 に 関 して 、 日 本 消 化 器 が ん 検 診 学 会 に よ る 研 修 を 修 
了 する こ と。  

□      撮 影技 師 は 撮 影 に 関 して 、 日 本 消 化 器が ん 検 診 学 会 、 もしくは NPO 日 
本 消 化 器 が ん 検 診 精 度 管 理 評 価 機 構 に よ る 研 修 を修 了 する 。  

 
□           撮 影 技 師 の 全 数 と、 日 本 消 化 器 が ん検 診 学 会 認 定技 師 数 を報 告 す 
る 。 

 
□   撮 影 技 師 の 全 数 と、 日 本 消 化 器 が ん検 診 学 会 認 定 技 師 数 を 、 都 道 府 
県 な どの 求 め に 応 じて 報 告 する 。  

読 影  読 影  
□    読 影 に 従 事 する 医 師 は 、 読 影 医 全 数 と日 本 消 化 器 が ん検 診 学 会 認 
定 医 数 を報 告 す る 。  

□読 影 医 全 数 と日 本 消 化 器 が ん 検 診 学 会 認 定 医 数 を、 都 道 府 県 な どの 求
め に 応 じて 報 告 する 。  

 
□ 読 影 は 原 則 として 2 名 以 上 の 医 師 に よ って 行 う （ う ち 一 人 は 日 本 消 化 
器 が ん 検 診 学 会 認 定 医 とす る ） 。 そ の 結 果 に 応 じて 過 去 に 撮 影 した X 線 
写 真 と比 較 読 影 する 。  

 
□    読 影 は 二 重 読 影 とし、 判 定 医 の 一 人 は 日 本 消 化 器 が ん検 診 学 会 認 定 
医 とする 。 必 要 に 応 じて 過 去 に 撮 影 した X 線 写 真 と比 較 読 影 す る 。  

記 録 の 保 存  記 録 の 保 存  

□   X 線 写 真 は 少 な くとも 3 年 間 は 保 存 する 。 変 更 な し 

□   問 診 記 録・ 検 診 結 果 は 少な くとも 5 年 間 は 保 存 する 。 変 更 な し 

受 診 者 へ の 説 明  受 診 者 へ の 説 明  
説 明 は 受 診前 に 行 う 。 ま た、 チラ シな ど全 員 が 持 ち 帰 れ る方 法 で 行 う 。 
□検 診 の 有 効 性 ・ 限 界 に つい て 事 前 に 説 明 す る 。  

 
□       要 精 密 検 査 とな った場 合 に は 、 必 ず精 密 検 査 を受 け る 必 要 が あ る こ  
とを事 前 に 明 確 に 知 らせ る 。  変 更 な し 

□  精 密 検 査 の 方 法 や 内 容 に つい て 説 明 する 。  変 更 な し 
 
□    精 密 検 査 の 結 果 の 市 町 村 へ の 報 告 な どの 個 人 情 報 の 取 り 扱 い に つ  
い て 、 受 診 者 に 対 し十 分 な 説 明 を行 う 。  

 
□検 診 結 果 （ 精 検 結 果 を 含 む ） の 検 診 機 関 、 市 町 村 等 へ の 報 告 ・ 照 会 の 必
要 性 と 、 個 人 情 報 の 取 り 扱 い 、 守 秘 義 務 な ど に つ い て 、 受 診 者 に 説 明  す
る 。 

2. シ ス テ ム と し て の 精 度 管 理  2. シ ス テ ム と し て の 精 度 管 理  
 
□  精 密 検 査 結 果 及 び 治 療 注 2） 結 果 の 報 告 を 、 精 密 検 査 実 施 機 関 か ら 
受 け る 。  変 更 な し 

□   診 断 の た め の 検 討 会 や 委 員 会   (第 三 者 の 胃 が ん 専 門 家 を 交 え た会) 
を設 置 する 。  

□読 影 向 上の た め の 検 討 会や 委 員 会 （ 外 部の 胃 が ん専 門 家 を交 え た会 ）  を設
置 する 。 
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3. 事 業 評 価 に 関 す る 検 討  3. 事 業 評 価 に 関 す る 検 討  

□  チェ ックリス トに基 づ く検討 を実施する。 変 更 な し 

 □受 診 者 へ の 通 知 ・ 説 明 、 ま たは その ため の 市 町 村 へ の 結 果 報 告 は 、 検  
 診 受 診 後 4 週 間 以 内 に 行 う 。  

□ 都 道 府 県 が プ ロ セ ス 指 標(受 診 率 、 要 精 検 率 、 精 検 受 診 率 、 が ん発  変 更 な し 
見 率 、 陽 性反 応 適 中 度)   に基 づ く検 討 が で きる よ う データを提 出 する 。 

4.  が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告  4.  が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告  

□   実 施 主 体 へ の が ん 検 診 の 集 計 ・ 報 告 は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業  □   市 町 村 へ の が ん検 診 の 集 計 ・ 報 告 は 、 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報 告  
報 告 に 必 要 な 項 目 で 集 計 する 。  に 必 要 な 項 目 で 集 計 す る 。  

注 １ ）    新・ 撮 影法・ 変法 、直接 撮影法 、DR（ Digital  Radiography） 及び 注 １ ）     新・ 撮 影法・ 変法 、直接 撮影法 、DR（ Digital  Radiography） 及び
FDP（ Flat    Panel    Detector） に よ る 撮 影法 は 、 日 本 消 化器 が ん検 診 学 会 （ Flat   Panel   Detector） に よ る 撮 影 法 は、 日 本 消 化 器 が ん検 診 学 会 発 行、 
発行、 新・ 胃 X 線撮影 法     (間 接 ・ 直接 )ガイドラ イン（ 2005） を参照 新 ・ 胃 X 線 撮 影 法 ガイ ド ラ イ ン 改 訂 版（ 2011） を参 照 

注 2）   組 織 や 病 期 把 握 の た め の 内 視 鏡 治 療 な ど  注 2） 内 視 鏡 診 断 や 生 検 結 果 、 内 視 鏡 治 療 ま たは 外 科 手 術 所 見 と病 理 組  
織 検 査 結 果 な ど  
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 ｎ （ ％ ） 
行っている※ 37 40.2 
行っていない 50 54.3 

 
 
 

が ん 検 診 事 業 評 価 に 関 す る 追 加 調 査      ―     集 計 結 果 一 覧      （ H24.9） 
問 1 郵送で個人毎に受診勧奨を行っているか 

 ｎ （ ％ ） 
行っている※ 72 78.3 
行っていない 18 19.6 
無回答 2 2.2  

92 100.0 
※ 5 が ん、も し くは 一 部 の が ん検 診 で 実 施 

問 2 個人毎に再勧奨を行っているか   
 
 
 

無回答 5 5.4  
92 100.0 

※ 5 が ん、も し くは 一 部 の が ん検 診 で 実 施 

問 3 精検未受診者に対し、個人毎に精検受診勧奨を行っているか   
集団検診 個別検診 

ｎ  （ ％ ）  ｎ  （ ％ ） 
行っている※ 91 98.9 66 71.7 
行ってい ない 1 1.1 12 13.0 
無回答 0 0.0 14 15.2  

92 100.0 92 100.0 
※ 5 が ん、も し くは 一 部 の が ん検 診 で 実 施 

問 4 精検機関からの精検結果の返却率   
集団検診 個別検診 

ｎ  （ ％ ）  ｎ  （ ％ ） 
ほぼ返ってくる 80 87.0 58 63.0 
返却率はよくない 9 9.8 17 18.5 
無回答 3 3.3 17 18.5  

92 100.0 92 100.0 

問 5 精検受診率改善のための体制（複数回答） 
集団検診 個別検診 

ｎ  （ ％ ）  ｎ  （ ％ ） 

精検受診の有無を先に把 

握できる仕組みがある 13 14.1 7 7.6 
 

精検依頼書や報告書の様 
式 を 統 一 し 、 全 て の 検 診 ・ 
精 検 機 関 共 通 で 報 告 す る 
仕組みがある 

 
53 57.6 44 47.8 

 
委 託 先 検 診 機 関 に 精 検 結 
果 を 漏 れ な く 把 握 す る よ う  
協力を求める 

 

52 56.5 37 40.2 

 
医師会に、精検結果を漏れ 
なく報告するよう協力を求 
める 

 

14 15.2 20 21.7 

 
医 師 会 や 委 託 先 検 診 機 関 
と 、 精 検 結 果 回 収 の 取 り 組 
み につい て具体 的 に協 議 し 
ている 

 
 

18 19.6 22 23.9 
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 集団検診  個別検診  
ｎ （ ％ ） ｎ （ ％ ） 

定期的に活用している 18 19.6 8 8.7 
定期的ではないが活用して 
いる 40 43.5 30 32.6 

活用できていない 
無回答  

26 
8  

28.3 
8.7  

25 
29  

27.2 
31.5 

 92 100.0 92 100.0 

検診機関別の「要精検率」「 精検受診率」 の活用方法（ 複数回答） 
集団検診  個別検診  

ｎ （ ％ ） ｎ （ ％ ） 

 

 
 
 

問 6 委託先の検診機関を、国が推奨する仕様書内容※に沿って選定しているか  
集団検診 個別検診 

ｎ  （ ％ ）  ｎ  （ ％ ） 
5 がんあるいは一部のがん 

検診で厳密に選定してい る 70 76.1 47 51.1 

場合によっては仕様書の条 

件を緩和して選定してい る 18 19.6 25 27.2 

無回答 4 4.3 20 21.7  
92 100.0 92 100.0 

※厚労省「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」 
問 7 精度管理指標数値（ 要精検率、精検受診率等） を検診機関別に把握しているか。 

集団検診 個別検診 
ｎ  （ ％ ）  ｎ  （ ％ ） 

5 がんあるいは一部のがん 

検診で把握している 83 90.2 20 21.7 

全てのがん検診で把握して 

い ない 7 7.6 72 78.3 

無回答 2 2.2 0 0.0  
92 100.0 92 100.0 

※厚労省「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」 
問 8-1 検診機関別の「要精検率」「 精検受診率」を精度管理に活用しているか   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問 8-2 
 
 
 
 

値が他の検診機関と極端 
に乖離している施設に改善 
を要求する 

 

14 15.2 11 12.0 

 
 
 

検診機関と具体的な改善 

策を協議する 16 17.4 11 12.0 
 
 

検 診 機 関 に加 え 、 医 師 会 や 
保 健 所 も 交 えて具 体 的 な 改 
善策を協議する 

 

3 3.3 4 4.3 

 

自 ら は 分 析 を し な い が 、 都  
道 府 県 （ が ん 部 会 ） の 求 め 
に 応 じ て デ ー タ を 提 供 し て 
いる 

 
28 30.4 18 19.6 
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 集団検診  個別検診  
ｎ （ ％ ） ｎ （ ％ ） 

作 成 してい る （ 全 が ん） 84 91.3 71 77.2 

作成している （ 一 部の が ん） 4 4.3 2 2.2 

作成していない 
無回答  

3 
1  

3.3 
1.1  

3 
16  

3.3 
17.4 

 92 100.0 92 100.0 

 
 
 
 

問 9 個人毎の受診台帳（ データベース等） を作成してい るか   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問 10 がん検診精度管理向上の為、各関連機関と定期的な検討を実施しているか（ 複数回答）   
実施（ 定期的 ）  実施（ 不定期 ） 未実施 

 

 ｎ （ ％ ） ｎ （ ％ ） ｎ （ ％ ） 
都道府県との検討 9 9.8 20 21.7 55 59.8 
群市医師会との検討 7 7.6 34 37.0 47 51.1 
検診機関との検討 20 21.7 53 57.6 15 16.3 
保健所との検討 4 4.3 23 25.0 50 54.3  
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 集団検診  

（以下の３つより１つ）  

個別検診  

（以下の３つより１つ）  
 
実施しているがん種について 

は全て示している  
  

一部のがんについて 
示している  

 

示していない  

 集団検診  個別検診  

実施している  実施していない  実施している  実施していない  

胃がん検診    

肺がん検診    

大腸がん検診    

乳がん検診    

子宮頸がん検診    

 集団検診  
（以下の 6 つより１つ）  

個別検診  
（以下の 6 つより１つ）  

 

貴自治体    

 

都道府県  

 

郡市医師会  

 

都道府県医師会  

関係機関で構成された 
協議会等  

 
（ 

その他   
） 
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3 
がん検診精度管理（個別検診）に関する実態調査  

記入方法：黒色のペンまたは鉛筆で      の中を正確に塗りつぶして下さい。  
※特に断らない場合、胃がん検診はバリウムによる胃Ⅹ線検査、肺がん検診は胸部Ⅹ 
線検査及び高危険群への喀痰検査、大腸がん検診は便潜血検査、乳がん検診はマンモ  

 グラフィのみ /  マンモグラフィ視触診併用法、子宮頸がん検診は細胞診を指します。   
 

問  0-1  貴自治体では、集団検診  /  個別検診を実施していますか。 集団検診、個別検診それぞれにつ
いて、当てはまるものを各がん検診につき、1             つずつ選び、  

を塗りつぶして下さい。  

1 検診実施要綱 / 要領、仕様書の作成 ※ 

※仕様書は本来検診機関側が作成するものですが、自治体が雛形を作成する場合もあります。  

A. 実施要綱 / 要領等  
 
問  1-1      検診を委託する際、検診実施上の遵守事項（実施要綱  /  要領）を示していますか。 集団検診、

個別検診それぞれについて、当てはまるものを    1    つずつ選び、        を塗りつぶして下さい。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問  0-2   集団検診、個別検診のそれぞれについて、がん検診を実施している検診機関数・医療機関

数を ご記入下さい。  

問 1-2    問 1-1 で「実施しているがん種については全て示している」又は「一部のがんについて示してい
る」 と答えた方にお伺いいたします。  

実施要綱     /     要領等は、次のうち、どの機関が作成していますか。 集団検診、個別検診それぞれについ

て、当てはまるものを    1    つずつ選び、         を塗りつぶしてください。  
 

 集団検診  個別検診 ※ 

胃がん検診  （ ） （ ） 

肺がん検診  （ ） （ ） 

大腸がん検診  （ ） （ ） 

乳がん検診  （ ） （ ） 

子宮頸がん検診  （ ） （ ） 
※個別検診を医師会等を介して委託している場合、恐れ入りますが、検診機関数・医療機関数を医師会等にご確認ください。  

 

問 0-

3  

個別検診において、医療機関への委託形態は、次の  4  つのうちどれに当たりますか。 

当てはまるものを 1 つだけ選び、   を塗りつぶして下さい。  

 
市区町村と郡市医師会の 

一括契約   都道府県による 
集合契約※   

市区町村と各医療機関の 
個別契約  その他  

（ ） 
※「都道府県と郡市医師会   」、「都道府県と各医療機関   」、「都道府県と都道府県医師会」の契約  



注）このページの設問は 、全て「個別検診」についてお答え下さ 注）このページの設問は 、全て「個別検診」についてお答え下さ
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 胃がん検診  肺がん検診  大腸がん検診  乳がん検診  子宮頸がん検診  

検査としての精度管理  （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

システムとしての精度管理  （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

事業評価に関する検討  （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

がん検診の集計・報告  （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

 胃がん  肺がん  大腸がん  乳がん  子宮頸がん  

 

検診参加への意思表示       

 

事業説明会への参加  

自治体が定める精度管理上の 
要件に沿った検診の実施  

 

必要な資格の保持  

 

研修会への参加  

その他  

（ ）
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B.（仕様書または要綱 / 要領への）精度管理項目の記載状

況  

2 適切な委託医療機関の選定  

 
問 1-3 国では、検診機関が遵守すべき必要最低限の精度管理項目を設定しています（添付資料    ）。 添付

資料のうち、貴自治体の仕様書もしくは実施要綱   /   要領等で、記載されている項目数をご記入 
下さい。  

問 2-
1  

個別検診を委託する際、委託先の医療機関（一次検診を行う施設）の検診体制・精度管理体制を  

事前に点検していますか。当てはまるものを選び、     を塗りつぶして下さい。  

※医師会等の外部機関に点検を依頼している場合は、恐れ入りますが医師会等にご確認下さい。  
実施しているがん種に  
ついては全て点検する  

一部のがん種について  
点検する  

点検しない  

 
 
 

問 2-2  問  2-1  で 、「実施しているがん種については全て点検する」又は「一部のがん種について点検する」 

と答えた方にお伺いします。  

点検の際の判断基準に、仕様書、検診実施要綱  /  要領等の内容を根拠にしていますか。 

当てはまるものを選び、    を塗りつぶして下さい。  

 
 

C. 検診結果（一次・精検両方）の把握様
式  

 

全てのがん種で 

根拠にしている  

 

一部のがん種で 

根拠にしている  

 
根拠にしていない  

 

問   1-4      貴自治体の仕様書もしくは実施要綱   /   要領等では、検診結果（一次・精検両方）の把握

のための  

様式例は提示されていますか。当てはまるものを選び、      を塗りつぶして下さい。  

 
 

「根拠にしていない」と答えた方は、点検の際の判断基準について、根拠にしている内容を お

答え下さい。  
実施している全てのがん種で  

提示されている  
実施している一部のがん種で  

提示されている  
提示されていない （ ） 

 

問 2-3  委託に際して、実施医療機関に求める必須条件は、次のうちどれですか。 各がん検診につい

て、当てはまるものを全て選び、     を塗りつぶして下さい 。（複数回答）  
 
 

＜様式例＞胃がんの場合   
1 次検診 精密検査  
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 把握している  把握していない  検診を実施していない  

胃がん検診  

（ 右 の 3 つ よ り 1 つ ） 

 

肺がん検診  

（ 右 の 3 つ よ り 1 

つ ） 

 

大腸がん検診  

（ 右 の 3 つ よ り 1 

つ ） 

 

乳がん検診  

（ 右 の 3 つ よ り 1 

つ ） 

 

子宮頸がん検診  

（ 右 の 3 つ よ り 1 

つ ） 

 

 委託時の点検  委託後の遵守状況確認  
 

貴自治体    

 

都道府県  

 

郡市医師会  

 

都道府県医師会  

 
（ 

その他   
） 
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問 2-

4  

個別検診の委託契約後、委託先の医療機関が、仕様書、検診実施要綱       /       要領等を厳格に遵守
したか  

（ほぼ 100% 実施したか）を定期的に（年に 1 回程度）確認していますか。 

当てはまるものを選び、    を塗りつぶしてください。  

3 各医療機関の検診実施体制の把握と集計  
A. 各医療機関の検診実施体制の把握  

※医師会等の外部機関に点検を依頼している場合は、恐れ入りますが医師会等にご確認下さい。  問 3-
1  

個別検診において、実施医療機関ごとの検診実施体制を把握していますか。  

※医師会等の外部機関を通じて把握している場合・医師会等から医療機関別のデータを入手できる場合  

全てのがん種について  

確認する  

一部のがん種について  

確認する  

確認しない  は「把握している 」、医師会単位のデータしか入手できない場合は「把握していない」の        を塗りつ  

ぶして下さい。  

 
 
 
 
問 2-

5  

委託時の点検（問２－１）と委託後の遵守状況確認（問２－４）は、どの機関が行っていますか。 点

検および遵守状況確認をする機関として当てはまるものを全て選び、      を塗りつぶして下さい。  

（複数回答）  

※がん種により状況が異なる場合は、主要なものについてお答えください。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問 3-2 【 問 3 － 1 で 1 つのがん検診でも把握していないと答えた方のみ】  

把握できない理由を次の選択肢の中から、当てはまるものを全て選び、      を塗りつぶして下さい。  

（複数回答）  
 

医療機関の 

数が多すぎる  

把握する手段が 

ない  

必要性を 

感じない  

医師会にまかせたの 
だから自治体は細部 

に関与できない  

 
 
 
 
 

問 3-3 【 問 3 － 1 で 1 つのがん検診でも把握していると答えた方のみ】  

どのような手段で検診実施体制を把握していますか。  

次の選択肢の中から、当てはまるものを全て選び、     を塗りつぶして下さい 。（複数回答）  
 

現在公開されている、 
国のチェックリスト  

（集団検診用）を活用 
して把握  

 
独自に作成した アンケ
ートを実施して 把握  

会議の場や医師会への 
ヒアリングを通じて把握  
※医師会から報告を受ける 

場合も含む  

その他  

（ ） 
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都道府県   

 

医療機関  

 

郡市医師会  

 

都道府県医師会  

 

保健所  

検診機関  

（対がん協会等）  

 
（ 

その他   
） 

別
添

資
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B. 把握した結果の集計 / 分析  

問 3-4 【 問 3 － 1 で 1 つのがん検診でも把握していると答えた方のみ】 実施医療機
関ごとの、一次検診および精密検査結果を集計  /  分析していますか。 各がん検
診について、当てはまるものを選び、     を塗りつぶして下さい。  

問 3-6  【 問 3 － 5 で 1 つのがん検診でも共有していると答えた方の
み】 どの機関と共有していますか  。（複数回答）  

当てはまるものを以下の 7 つから全て選び、   を塗りつぶして下さい。  

 

 実施している  実施していない  
 

胃がん検診   

 

肺がん検診   

 

大腸がん検診   

 

乳がん検診   

 

子宮頸がん検診   

 
 

C. 集計 / 分析結果の共有  

問 3-5 【 問 3 － 4 で 1 つのがん検診でも実施していると答えた方のみ】  

集計      /      分析した結果を、都道府県、医師会、保健所等の関係機関と共有していますか。  

当てはまるものを選び、    を塗りつぶして下さい。  

 
 共有している  共有していない  
 

胃がん検診   

 

肺がん検診   

 

大腸がん検診   

 

乳がん検診   

 

子宮頸がん検診   



注）このページの設問は 、全て「個別検診」についてお答え下さ 注）このページの設問は 、全て「個別検診」についてお答え下さ
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 集計  /  分析している  集計  /  分析していない  
 

胃がん検診   

 

肺がん検診   

 

大腸がん検診   

 

乳がん検診   

 

子宮頸がん検診   

 把握している  把握していない  検診を実施していない  

胃がん検診  

（ 右 の 3 つ よ り 1 

つ ） 

 

肺がん検診  

（ 右 の 3 つ よ り 1 

つ ） 

 

大腸がん検診  

（ 右 の 3 つ よ り 1 

つ ） 

 

乳がん検診  

（ 右 の 3 つ よ り 1 

つ ） 

 

子宮頸がん検診  

（ 右 の 3 つ よ り 1 

つ ） 

 

 要精検率  精検受診率  精検未受診率  精検未把握率  陽性反応適中度  がん発見率  

胃がん検診   
右の 6 つより  

当てはまるもの全て  

肺がん検診   
右の 6 つより  

当てはまるもの全て  

大腸がん検診   
右の 6 つより  

当てはまるもの全て  

乳がん検診   
右の 6 つより  

当てはまるもの全て  

子宮頸がん検診   
右の 6 つより  

当てはまるもの全て  

別
添
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3 
4 各医療機関のプロセス指標値の把握と集計  

A. 各医療機関のプロセス指標値の把握  

B. 把握した結果の集計 / 分析  

問 4-4 【 問 4 － 1 で 1 つのがん検診でも把握していると答えた方の
み】 プロセス指標値を、医療機関別に集計  /  分析しています
か。  

問 4-

1  

各実施医療機関のプロセス指標値を把握していますか。  
※医師会等の外部機関を通じて把握している場合・医師会等から医療機関別のデータを入手できる場合 は

「把握している 」、医師会単位のデータしか入手できない場合は「把握していない」の を塗りつ ぶし
て下さい。  

当てはまるものを選び、    を塗りつぶして下さい。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問 4-2 【 問 4 － 1 で 1 つのがん検診でも把握していないと答えた方のみ】 把握できない理由として、

当てはまるものを全て選び、      を塗りつぶして下さい 。（複数回答）  

問  4-5  【問４－４で  1  つのがん検診でも集計  /  分析していると答えた方のみ】  

医療機関別に集計     /     分析を行っているのは、どの指標ですか。  

当てはまるものを全て選び、     を塗りつぶして下さい 。（複数回答）  
 

医療機関の 

数が多すぎる  

把握する手段が 

ない  

必要性を 

感じない  

医師会にまかせたの 
だから自治体は細部 

に関与できない  

 
 
 
 
 

問 4-3 【 問 4 － 1 で 1 つのがん検診でも把握していると答えた方のみ】  

どのような手段でプロセス指標値を把握していますか。  

次の選択肢の中から、当てはまるものを 1 つ選び、    を塗りつぶして下さい。  

※がん種により状況が異なる場合は、主要なものについてお答えください。  
 

各医療機関からの 

個別の報告  

 
医師会からの 

一括の報告  

受診者からの報告  
※精検受診の有無、 

検診結果等  

その他  

（ ） 



注）このページの設問は 、全て「個別検診」についてお答え下さ 注）このページの設問は 、全て「個別検診」についてお答え下さ
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 共有している  共有していない  
 

胃がん検診   

 

肺がん検診   

 

大腸がん検診   

 

乳がん検診   

 

子宮頸がん検診    

検診の受診勧奨   

 

精検の受診勧奨  

精検受診の有無の網羅的な把握  

（および把握体制）  

精検結果の網羅的な把握  

（および把握体制）  

委託先医療機関の精度管理水準  

（検診方法等が適切かどうか）の確認  

 

上記項目への医師会の協力  

その他  

（ ） 

別
添

資
料

3 

C. 集計 / 分析結果の共有  

問 4-6 【 問 4 － 4 で 1 つのがん検診でも集計 / 分析していると答えた方のみ】  

集計      /      分析した結果を、都道府県、医師会、保健所等の関係機関と共有しています

か。  

当てはまるものを選び、    を塗りつぶして下さい。  

5 

問 5-

1  

個別検診精度管理上の課題の解決策の検討  

個別検診について、精度管理上の課題や解決策を、医師会等関係機関と会議の場を持ち、検討してい ま

すか。  

当てはまるものを選び、    を塗りつぶして下さい。  

一部のがんについて  
5  がんとも検討している  検討している  検討していない  

 
 
 
 
 

問 5-2  【 問 5 － 1 で 「 5 がんとも検討している」又は「一部のがんについて検討している」と答えた方の

み】  

どのような内容について検討していますか  。（複数回答）  

当てはまるものを全て選び、    を塗りつぶして下さい。  

 
 
 
 
 
 
 
問 4-7 【 問 4 － 6 で 1 つのがん検診でも共有していると答えた方のみ】  

どの機関と共有していますか  。（複数回答）  

当てはまるものを全て選び、    を塗りつぶして下さい。  
 

 

都道府県   

 

医療機関  

 

郡市医師会  

 

都道府県医師会  

 

保健所  

検診機関  

（対がん協会等）  

 
（ 

その他   
） 
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都道府県   

 

医療機関  

 

郡市医師会  

 

都道府県医師会  

 

保健所  

検診機関  

（対がん協会等）  

 
（ 

その他   
） 

別
添

資
料

3 
 
問 5-3  【 問 5 － 1 で 「 5 がんとも検討している」又は「一部のがんについて検討している」と答えた方の

み】 どの機関と検討していますか  。（複数回答）  

当てはまるものを全て選び、    を塗りつぶしてください。  

注）このページの設問は 、全て「個別検診」についてお答え下さい。  

6 精度管理上の課題解決のための取り組み  
（各医療機関へのフィードバック・指導等）  

A. 医療機関別集計結果の開示について  
 
 

問 6-1  個別検診において、個々の医療機関の検診実施体制やプロセス指標値から特定した課題を当該の 医

療機関に開示していますか。当てはまるものを選び、      を塗りつぶして下さい。  

※医師会など貴自治体から委託を受けた機関が開示している場合は 、「開示している」の        を

塗り つぶして下さい。  

また、都道府県が開示している場合は 、「開示していない」の       を塗りつぶして下さい。  

 
5 がんとも 

開示している  
一部のがんで 
開示している  開示していない  

 
 
 
 
 
 

問  6-2  【問６－１で「5  がんとも開示している」又は「一部のがんで開示している」と答えた方のみ】  

どのような手段で開示していますか  。（複数回答）  

当てはまるものを全て選び、    を塗りつぶして下さい。  

 
 

 
 
問 5-4  【 問 5 － 1 で 「 5 がんとも検討している」又は「一部のがんについて検討している」と答えた方の

み】 検討の頻度はどの程度ですか。  

対面  
（検討会等の会議 
の場での開示）  

 
書面 ホームページ 電話  

その他  

（ ） 

年（ ）回  

 
 
 

問  6-3  【問６－１で「5  がんとも開示している」又は「一部のがんで開示している」と答えた方のみ】  

個々の医療機関に対する開示は、他の医療機関とのプロセス指標値や実施体制の差が分かる形で実施  

していますか。  

当てはまるものを選び、    を塗りつぶして下さい。  
 

他の実施医療機関との差が 
分かる形で開示  

自医療機関の状況のみ 
分かる形で開示  



注）このページの設問は 、全て「個別検診」についてお答え下さ注）このページの設問は 、全て「個別検診」についてお答え下さ
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① 
 

一次検診を行う医療機関⇒貴自治体   

 

② 
 

一次検診を行う医療機関⇒郡市医師会⇒貴自治体  

 

③ 
 

一次検診を行う医療機関⇒精検医療機関⇒貴自治体  

 

④ 
 

一次検診を行う医療機関⇒精検医療機関⇒郡市医師会⇒貴自治体  

 

⑤ 
 

その他（ ） 

 

貴自治体   

 

郡市医師会  

 

都道府県医師会  

関係機関で構成された 
協議会等  

 
（ 

その他   
） 

別
添

資
料

3 
B. 各医療機関への指導 / フィードバックについ
て  

7 その他  
A. 検診結果把握の詳細（個別検診について）  

問 6-
4  

個別検診において、課題のある医療機関に対して個々に改善指導を行っていますか。  

当てはまるものを選び、    を塗りつぶして下さい。  

※医師会など貴自治体から委託を受けた機関が指導している場合は 、「指導している」の        を

塗り つぶして下さい。  

また、都道府県が指導している場合は 、「指導していない」の       を塗りつぶして下さい。  

問 7-
1  

 
貴自治体の個別検診において、一次検診結果の報告経路は、次のうちどれに該当しますか。 当

てはまるものを選び、    を塗りつぶして下さい。  

複数の経路がある場合は、主要な経路の       を塗りつぶして下さい。  

 
 

5  がんとも指導してい
る  

一部のがんで 

指導している  

 
指導していない  

 
 
 
 
 

問 6-5  【問６－４で「5  がんとも指導している」又は「一部のがんで指導している」と答えた方のみ】  

どのような手段で指導していますか。当てはまるものを選び、      を塗りつぶして下さい。  
 

対面  
（検討会等の会議 
の場での指導）  

 
書面 ホームページ 電話  

その他  

（ ） 

 
 
 
 
 

問 6-6  【問６－４で「5 がんとも指導している」又は「一部のがんで指導している」と答えた方のみ】 
どの機関が指導を行っていますか。当てはまるものを選び、      を塗りつぶして下さい。  

問 7-

2  

【問７－１で「②一次検診を行う医療機関⇒郡市医師会⇒貴自治体」または「④一次検診を行う医療 機関
⇒精検医療機関⇒郡市医師会⇒貴自治体」と答えた方のみ】 郡市医師会が検診結果を取りまとめる際、結
果が返却されない場合の対応（医療機関への問い合わせ、 または受診者本人への問い合わせ）についても
医師会が実施しますか。  

当てはまるものを選び、    を塗りつぶして下さい。  
 

医師会との契約に 
含まれており、 
医師会が実施  

医師会との契約に 含
まれていないが、 医

師会が実施  

 
貴自治体が実施  

その他  

（ ） 

 
 
 
 
 

問 7-3  精検未受診者に対する精検の受診勧奨はどのように行われていますか。 当

てはまるものを選び、    を塗りつぶして下さい。 複数の勧奨方法がある

場合は、主要なもののみ       を塗りつぶして下さい。  
 

貴自治体が 精検
未受診者を 特定

して勧奨  

郡市医師会が 精
検未受診者を 特

定して勧奨  

一次検診機関が 
精検未受診者を 
特定して勧奨  

精検未受診者を 特
定しての勧奨は 行

っていない  
その他  

（ ） 



注）このページの設問は 、全て「個別検診」についてお答え下さ注）このページの設問は 、全て「個別検診」についてお答え下さ
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① 
 

一次検診を行う医療機関⇒貴自治体   

 

② 
 

一次検診を行う医療機関⇒郡市医師会⇒貴自治体  

 

③ 
 

一次検診を行う医療機関⇒精検医療機関⇒貴自治体  

 

④ 
 

一次検診を行う医療機関⇒精検医療機関⇒郡市医師会⇒貴自治体  

 

⑤ 
 

その他（ ） 

自治体名   
所属課名  氏名  

  
TEL  FAX  e-

   

別
添

資
料

3 

問 7-

4  

 

個別検診において、精密検査結果の報告経路はどれに該当しますか。 

当てはまるものを選び、    を塗りつぶして下さい。 複数の経路があ

る場合、主要な経路の       を塗りつぶして下さい。  

問 7-
7  

 
個別検診において、貴自治体以外で精密検査が行われた場合、精検結果の報告経路は整備されて い

ますか。当てはまるものを選び、     を塗りつぶして下さい。  

整備されている 整備されていない  

 
 
 
 
 

問 7-8  貴自治体で、精度管理上の課題として感じていることはありますか。以下に自由にご記入ください。  

 

 
 

問 7-

5  

 

【問７－４で「②一次検診を行う医療機関⇒郡市医師会⇒貴自治体」または「④一次検診を行う医療 機

関⇒精検医療機関⇒郡市医師会⇒貴自治体」と答えた方のみ】 郡市医師会が精検結果を取りまとめる

際、精検結果が返却されない場合の対応（精検機関への問い 合わせなど）についても医師会が実施し

ますか。  

当てはまるものを選び、    を塗りつぶして下さい。  

あなたの自治体名・所属課・御名前等についてお伺いします。  

 
医師会との契約に 
含まれており、 
医師会が実施  

医師会との契約に 含
まれていないが、 医

師会が実施  

 
貴自治体が実施  

その他  

（ ） 

 
 
 

調査は以上です。ご協力誠にありがとうございました。  

 
 
 
 
問 7-

6  

我が国の精検結果未把握率は非常に高いことが問題です。特に個別検診では顕著です。  

（例えば、直近の大腸がん検診の精検結果未把握率は、集団検診で  9.3%、個別検診で  26.3％です 。） 

貴自治体において、精検結果回収の際に最大の問題点は何でしょうか。以下にご記入下さい。  

 



H17 要 精 検 率  H18 要 精 検 率  H19 要 精 検 率  H20 要 精 検 率  H21 要 精 検 率  H22 要 精 検 率  

栃 木 県  6.32 岡 山 県  7.03 栃 木 県  6.65 奈 良 県  6.17 一 重 県  5.65 奈 良 県  5.96 
岡 山 県  6.80 新 潟 県  7.23 徳 島 県  6.81 栃 木 県  6.42 奈 良 県  6.17 高 知 県  6.09 
新 潟 県  7.21 福 岡 県  7.29 福 岡 県  7.22 一 重 県  6.78 徳 島 県  6.25 熊 本 県  6.30 
福 岡 県  7.58 栃 木 県  7.41 岡 山 県  7.31 徳 島 県  6.84 高 知 県  6.31 新 潟 県  6.73 
奈 良 県  8.09 沖 縄 県  7.48 新 潟 県  7.33 岡 山 県  6.89 滋 賀 県  6.42 栃 木 県  6.79 
山 梨 県  8.20 山 梨 県  7.60 沖 縄 県  7.40 新 潟 県  7.05 新 潟 県  6.50 香 川 県  6.90 
滋 賀 県  8.24 長 崎 県  7.65 奈 良 県  7.42 鳥 取 県  7.26 栃 木 県  6.52 岡 山 県  6.99 

長 崎 県  8.53 奈 良 県  7.82 滋 賀 県  7.63 島 根 県  7.33 岡 山 県  6.62 徳 島 県  7.06 
一 重 県  8.59 宮 城 県  8.51 山 梨 県  7.82 福 岡 県  7.49 大 分 県  7.01 鳥 取 県  7.26 
宮 城 県  8.69 滋 賀 県  8.93 愛 媛 県  8.11 熊 本 県  7.72 島 根 県  7.05 一 重 県  7.37 
鹿 児 島 県  9.02 徳 島 県  9.29 長 崎 県  8.31 香 川 県  7.89 広 島 県  7.08 埼 玉 県  7.40 
沖 縄 県  9.20 富 山 県  9.31 熊 本 県  8.31 沖 縄 県  8.00 福 岡 県  7.12 島 根 県  7.41 
和 歌 山 県  9.27 鹿 児 島 県  9.31 宮 城 県  8.36 岩 手 県  8.06 熊 本 県  7.56 大 分 県  7.46 
静 岡 県  9.29 熊 本 県  9.33 香 川 県  8.37 宮 城 県  8.18 鳥 取 県  7.58 愛 媛 県  7.49 
熊 本 県  9.46 一 重 県  9.34 鹿 児 島 県  8.56 広 島 県  8.31 北 海 道  7.81 山 口 県  7.56 
青 森 県  9.50 愛 媛 県  9.36 島 根 県  8.62 山 口 県  8.35 宮 城 県  7.87 岩 手 県  7.60 
岩 手 県  9.52 静 岡 県  9.46 岩 手 県  8.64 北 海 道  8.46 香 川 県  7.89 北 海 道  7.70 
香 川 県  9.63 山 口 県  9.59 北 海 道  8.75 山 梨 県  8.56 山 口 県  8.09 宮 城 県  7.80 
徳 島 県  9.65 広 島 県  9.61 高 知 県  8.85 高 知 県  8.84 岩 手 県  8.16 山 梨 県  7.93 
北 海 道  9.75 香 川 県  9.63 山 口 県  8.91 長 崎 県  9.02 長 崎 県  8.28 滋 賀 県  8.33 

大 阪 府  9.90 岩 手 県  9.68 大 阪 府  9.30 静 岡 県  9.19 山 梨 県  8.35 大 阪 府  8.38 

富 山 県  9.91 北 海 道  9.70 広 島 県  9.30 大 分 県  9.20 埼 玉 県  8.40 広 島 県  8.41 
山 口 県  9.94 青 森 県  9.73 神 奈 川 県  9.35 埼 玉 県  9.24 兵 庫 県  8.75 兵 庫 県  8.49 
兵 庫 県  9.99 大 阪 府  10.01 鳥 取 県  9.41 滋 賀 県  9.34 沖 縄 県  8.86 長 崎 県  8.55 

広 島 県  10.01 大 分 県  10.03 青 森 県  9.50 兵 庫 県  9.35 静 岡 県  8.95 福 岡 県  8.56 

愛 媛 県  10.24 神 奈 川 県  10.37 一 重 県  9.53 鹿 児 島 県  9.36 大 阪 府  9.07 富 山 県  8.62 

島 根 県  10.42 埼 玉 県  10.44 静 岡 県  9.57 大 阪 府  9.46 愛 媛 県  9.09 沖 縄 県  8.73 
岐 阜 県  10.47 愛 知 県  10.52 埼 玉 県  9.64 愛 知 県  9.49 福 井 県  9.22 宮 崎 県  8.78 
愛 知 県  10.52 高 知 県  10.54 兵 庫 県  9.67 富 山 県  9.77 富 山 県  9.26 福 井 県  9.06 
大 分 県  10.52 宮 崎 県  10.55 大 分 県  9.77 青 森 県  9.87 宮 崎 県  9.26 静 岡 県  9.15 

茨 城 県  10.90 和 歌 山 県  10.58 富 山 県  9.89 宮 崎 県  9.91 鹿 児 島 県  9.26 東 京 都  9.49 
石 川 県  10.90 兵 庫 県  10.60 千 葉 県  9.90 千 葉 県  10.12 千 葉 県  9.49 福 島 県  9.50 
宮 崎 県  10.92 福 井 県  10.70 宮 崎 県  9.97 秋 田 県  10.14 愛 知 県  9.51 岐 阜 県  9.71 
神 奈 川 県  10.95 島 根 県  10.77 愛 知 県  10.01 福 井 県  10.20 石 川 県  10.10 鹿 児 島 県  9.75 
埼 玉 県  10.99 石 川 県  10.84 石 川 県  10.25 福 島 県  10.38 福 島 県  10.19 千 葉 県  9.79 
千 葉 県  11.02 千 葉 県  10.85 福 井 県  10.39 石 川 県  10.56 山 形 県  10.33 愛 知 県  9.82 

群 馬 県  11.15 鳥 取 県  10.92 岐 阜 県  10.42 愛 媛 県  10.67 青 森 県  10.36 和 歌 山 県  9.91 

福 島 県  11.49 岐 阜 県  10.96 福 島 県  10.53 山 形 県  10.81 岐 阜 県  10.37 群 馬 県  10.22 
高 知 県  11.71 福 島 県  11.14 山 形 県  11.35 岐 阜 県  10.94 東 京 都  10.86 山 形 県  10.34 
福 井 県  11.90 山 形 県  11.47 群 馬 県  11.73 神 奈 川 県  11.43 群 馬 県  11.07 石 川 県  10.94 
山 形 県  12.38 群 馬 県  12.23 和 歌 山 県  11.77 長 野 県  11.54 秋 田 県  11.37 青 森 県  11.04 
長 野 県  12.96 長 野 県  12.43 佐 賀 県  12.02 和 歌 山 県  11.75 和 歌 山 県  11.66 神 奈 川 県  11.22 

秋 田 県  13.23 秋 田 県  12.79 長 野 県  12.13 東 京 都  12.36 神 奈 川 県  11.79 長 野 県  11.29 

佐 賀 県  13.42 佐 賀 県  12.81 秋 田 県  12.26 佐 賀 県  12.61 長 野 県  11.84 秋 田 県  11.61 

京 都 府  13.60 茨 城 県  13.02 東 京 都  13.57 群 馬 県  12.78 佐 賀 県  13.50 佐 賀 県  13.02 
東 京 都  14.05 東 京 都  14.08 茨 城 県  13.69 茨 城 県  14.00 茨 城 県  13.67 茨 城 県  13.05 
鳥 取 県  43.70 京 都 府  14.80 京 都 府  15.66 京 都 府  15.06 京 都 府  15.03 京 都 府  14.95 
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胃 が ん検 診 精 度 管 理 指 標 値 (40""74 歳 )    赤字:許 容 値を クリアし て いな い
県  

胃がん：要精検率 
 

 
胃 が ん検 診 精 度 管 理 指 標 値 (40""74 歳 )    赤字:許 容 値を クリアし て いな い
県  

胃がん：発⾒率 

H17 発 見 率  H18 発 見 率  H19 発 見 率  H20 発 見 率  H21 発 見 率  H22 発 見 率  

鳥 取 県  0.266 鳥 取 県  0.253 鳥 取 県  0.263 長 崎 県  0.237 群 馬 県  0.215 長 崎 県  0.251 
奈 良 県  0.183 山 口 県  0.225 富 山 県  0.237 宮 城 県  0.200 福 井 県  0.210 和 歌 山 県  0.247 
石 川 県  0.183 新 潟 県  0.198 新 潟 県  0.205 和 歌 山 県  0.198 佐 賀 県  0.201 滋 賀 県  0.214 
富 山 県  0.178 滋 賀 県  0.190 山 口 県  0.186 新 潟 県  0.189 石 川 県  0.200 福 岡 県  0.200 
滋 賀 県  0.172 富 山 県  0.189 和 歌 山 県  0.185 群 馬 県  0.187 大 阪 府  0.191 群 馬 県  0.191 
山 口 県  0.169 群 馬 県  0.183 石 川 県  0.177 滋 賀 県  0.186 福 岡 県  0.190 京 都 府  0.187 
愛 知 県  0.167 和 歌 山 県  0.182 京 都 府  0.168 山 口 県  0.185 和 歌 山 県  0.188 福 井 県  0.186 
宮 崎 県  0.165 長 崎 県  0.181 広 島 県  0.167 香 川 県  0.182 新 潟 県  0.181 佐 賀 県  0.184 
福 島 県  0.164 愛 知 県  0.175 岩 手 県  0.167 大 阪 府  0.182 福 島 県  0.179 福 島 県  0.183 
山 形 県  0.162 香 川 県  0.167 福 島 県  0.162 福 岡 県  0.178 宮 城 県  0.173 大 阪 府  0.181 
兵 庫 県  0.161 福 岡 県  0.166 福 岡 県  0.160 富 山 県  0.174 長 崎 県  0.170 香 川 県  0.180 
群 馬 県  0.154 福 島 県  0.164 愛 知 県  0.158 福 島 県  0.170 岩 手 県  0.169 秋 田 県  0.179 
高 知 県  0.146 岩 手 県  0.163 一 重 県  0.149 京 都 府  0.163 秋 田 県  0.167 島 根 県  0.177 
徳 島 県  0.143 佐 賀 県  0.162 佐 賀 県  0.147 神 奈 川 県  0.157 富 山 県  0.165 新 潟 県  0.175 
広 島 県  0.140 福 井 県  0.156 群 馬 県  0.141 石 川 県  0.156 山 口 県  0.161 茨 城 県  0.173 
福 岡 県  0.140 石 川 県  0.150 山 形 県  0.141 広 島 県  0.154 兵 庫 県  0.152 宮 城 県  0.169 
岩 手 県  0.137 高 知 県  0.150 高 知 県  0.136 鳥 取 県  0.150 奈 良 県  0.147 広 島 県  0.158 
秋 田 県  0.136 岐 阜 県  0.147 奈 良 県  0.135 茨 城 県  0.148 愛 知 県  0.143 富 山 県  0.157 
新 潟 県  0.134 奈 良 県  0.147 長 崎 県  0.131 兵 庫 県  0.147 茨 城 県  0.141 石 川 県  0.157 
北 海 道  0.133 秋 田 県  0.144 岡 山 県  0.128 山 形 県  0.139 香 川 県  0.139 神 奈 川 県  0.157 
香 川 県  0.132 山 形 県  0.140 茨 城 県  0.126 愛 知 県  0.134 青 森 県  0.135 千 葉 県  0.151 
岐 阜 県  0.130 島 根 県  0.140 埼 玉 県  0.126 高 知 県  0.133 北 海 道  0.134 岩 手 県  0.147 
長 崎 県  0.129 京 都 府  0.137 秋 田 県  0.125 北 海 道  0.133 鳥 取 県  0.134 山 口 県  0.147 
京 都 府  0.126 広 島 県  0.136 島 根 県  0.124 岩 手 県  0.132 山 形 県  0.132 愛 知 県  0.145 

神 奈 川 県  0.126 宮 崎 県  0.135 宮 城 県  0.123 奈 良 県  0.131 千 葉 県  0.131 宮 崎 県  0.142 
島 根 県  0.121 長 野 県  0.134 兵 庫 県  0.123 愛 媛 県  0.129 岐 阜 県  0.130 兵 庫 県  0.139 

和 歌 山 県  0.121 茨 城 県  0.123 福 井 県  0.119 千 葉 県  0.124 広 島 県  0.129 山 形 県  0.130 
大 阪 府  0.119 千 葉 県  0.122 栃 木 県  0.117 岐 阜 県  0.123 愛 媛 県  0.127 北 海 道  0.127 
愛 媛 県  0.119 愛 媛 県  0.122 滋 賀 県  0.115 鹿 児 島 県  0.122 神 奈 川 県  0.125 奈 良 県  0.125 
埼 玉 県  0.110 兵 庫 県  0.121 岐 阜 県  0.114 埼 玉 県  0.121 島 根 県  0.122 徳 島 県  0.124 
青 森 県  0.109 北 海 道  0.118 長 野 県  0.113 山 梨 県  0.114 京 都 府  0.119 愛 媛 県  0.123 
茨 城 県  0.109 埼 玉 県  0.118 山 梨 県  0.112 福 井 県  0.111 埼 玉 県  0.114 岐 阜 県  0.120 
佐 賀 県  0.109 大 阪 府  0.110 徳 島 県  0.112 秋 田 県  0.110 大 分 県  0.114 山 梨 県  0.118 

千 葉 県  0.105 一 重 県  0.107 大 阪 府  0.112 宮 崎 県  0.109 滋 賀 県  0.113 青 森 県  0.111 
宮 城 県  0.103 徳 島 県  0.106 香 川 県  0.107 徳 島 県  0.107 長 野 県  0.111 埼 玉 県  0.110 
福 井 県  0.101 岡 山 県  0.103 大 分 県  0.102 東 京 都  0.103 徳 島 県  0.108 大 分 県  0.109 
一 重 県  0.100 青 森 県  0.099 青 森 県  0.100 一 重 県  0.098 山 梨 県  0.106 静 岡 県  0.108 
山 梨 県  0.099 東 京 都  0.098 熊 本 県  0.099 長 野 県  0.098 静 岡 県  0.104 一 重 県  0.105 
大 分 県  0.097 栃 木 県  0.097 北 海 道  0.096 熊 本 県  0.097 東 京 都  0.102 栃 木 県  0.103 
東 京 都  0.097 沖 縄 県  0.096 千 葉 県  0.094 佐 賀 県  0.095 岡 山 県  0.099 岡 山 県  0.102 
熊 本 県  0.097 神 奈 川 県  0.096 東 京 都  0.093 岡 山 県  0.094 宮 崎 県  0.097 高 知 県  0.099 
岡 山 県  0.097 大 分 県  0.093 神 奈 川 県  0.089 栃 木 県  0.093 高 知 県  0.088 東 京 都  0.094 
栃 木 県  0.094 熊 本 県  0.087 愛 媛 県  0.086 青 森 県  0.092 栃 木 県  0.082 鳥 取 県  0.094 
静 岡 県  0.082 宮 城 県  0.087 静 岡 県  0.084 島 根 県  0.090 一 重 県  0.076 鹿 児 島 県  0.092 

鹿 児 島 県  0.082 静 岡 県  0.085 宮 崎 県  0.082 静 岡 県  0.087 鹿 児 島 県  0.074 熊 本 県  0.076 
長 野 県  0.080 鹿 児 島 県  0.082 鹿 児 島 県  0.075 大 分 県  0.076 熊 本 県  0.068 長 野 県  0.076 
沖 縄 県  0.072 山 梨 県  0.076 沖 縄 県  0.049 沖 縄 県  0.041 沖 縄 県  0.048 沖 縄 県  0.073 

下 線 以 下 は 精 度 管 理 不 良 県 30% 
許容 値 11%以下  

下線 以 下は 精度 管 理不 良 県 30%  
許容値 0.11%以上  



H17 精 検 受 診 率  H18 精 検 受 診 率  H19 精 検 受 診 率  H20 精 検 受 診 率  H21 精 検 受 診 率  H22 精 検 受 診 率  

鳥 取 県  97.0 高 知 県  91.0 新 潟 県  89.4 宮 城 県  94.4 宮 城 県  96.3 宮 城 県  93.4 
高 知 県  90.0 新 潟 県  90.3 宮 城 県  89.1 山 口 県  92.1 高 知 県  93.3 群 馬 県  91.2 

群 馬 県  88.7 鳥 取 県  89.7 群 馬 県  89.1 高 知 県  91.3 山 口 県  91.4 長 崎 県  90.2 
山 口 県  86.7 宮 城 県  88.7 鳥 取 県  88.9 滋 賀 県  89.2 群 馬 県  90.9 山 口 県  90.1 
宮 城 県  86.0 群 馬 県  86.9 滋 賀 県  87.2 群 馬 県  89.0 香 川 県  90.6 滋 賀 県  90.1 

香 川 県  84.9 滋 賀 県  86.4 高 知 県  87.2 香 川 県  88.7 新 潟 県  88.5 新 潟 県  90.0 
石 川 県  84.6 山 口 県  86.1 富 山 県  87.2 長 崎 県  88.4 岩 手 県  88.0 高 知 県  89.9 

岩 手 県  83.3 富 山 県  85.8 山 口 県  87.1 鹿 児 島 県  88.2 石 川 県  87.9 香 川 県  89.7 
宮 崎 県  82.0 長 崎 県  84.4 石 川 県  84.9 新 潟 県  87.9 富 山 県  87.9 鹿 児 島 県  88.6 

大 分 県  81.8 石 川 県  83.9 岩 手 県  83.5 岩 手 県  87.7 鹿 児 島 県  87.5 富 山 県  87.5 
滋 賀 県  81.7 宮 崎 県  82.9 岐 阜 県  82.6 宮 崎 県  87.6 滋 賀 県  87.2 宮 崎 県  86.9 

福 岡 県  81.6 香 川 県  81.8 長 崎 県  82.3 福 岡 県  86.9 長 崎 県  87.0 福 岡 県  86.8 

富 山 県  81.2 大 分 県  81.8 佐 賀 県  82.2 富 山 県  86.0 宮 崎 県  86.8 岩 手 県  86.8 

佐 賀 県  79.8 佐 賀 県  81.2 福 岡 県  81.2 大 分 県  85.9 徳 島 県  85.8 徳 島 県  85.6 

徳 島 県  79.5 岩 手 県  80.8 愛 知 県  81.2 佐 賀 県  85.3 鳥 取 県  84.8 愛 媛 県  85.3 

岐 阜 県  79.5 徳 島 県  80.5 宮 崎 県  80.7 石 川 県  85.0 福 岡 県  84.3 佐 賀 県  85.0 
山 形 県  78.8 岐 阜 県  80.5 徳 島 県  80.5 徳 島 県  85.0 佐 賀 県  84.3 石 川 県  84.8 
長 野 県  78.5 福 岡 県  80.0 京 都 府  80.0 愛 媛 県  84.1 千 葉 県  84.2 大 分 県  84.1 
京 都 府  78.3 愛 媛 県  80.0 大 分 県  79.8 奈 良 県  83.1 山 形 県  83.2 大 阪 府  83.8 

福 島 県  77.9 愛 知 県  78.8 愛 媛 県  79.8 茨 城 県  83.0 福 島 県  82.3 鳥 取 県  83.4 
岡 山 県  77.4 兵 庫 県  78.2 兵 庫 県  79.0 福 島 県  82.7 大 分 県  82.1 山 形 県  83.1 

福 井 県  77.4 長 野 県  78.1 鹿 児 島 県  79.0 千 葉 県  82.3 熊 本 県  81.7 長 野 県  83.0 
熊 本 県  77.2 広 島 県  77.3 香 川 県  78.1 鳥 取 県  82.0 福 井 県  81.0 茨 城 県  82.7 
広 島 県  77.0 岡 山 県  76.9 岡 山 県  78.1 山 形 県  81.8 大 阪 府  80.9 兵 庫 県  82.1 

愛 知 県  77.0 山 形 県  76.5 長 野 県  77.8 長 野 県  81.3 茨 城 県  80.7 熊 本 県  81.7 
沖 縄 県  77.0 福 井 県  76.4 島 根 県  77.2 兵 庫 県  81.1 長 野 県  80.6 福 井 県  81.7 
兵 庫 県  76.7 熊 本 県  76.3 福 井 県  77.0 岐 阜 県  81.0 愛 媛 県  80.4 岐 阜 県  81.3 

愛 媛 県  76.6 沖 縄 県  75.7 広 島 県  76.8 大 阪 府  80.3 奈 良 県  80.2 島 根 県  81.2 

長 崎 県  76.2 京 都 府  75.6 山 梨 県  75.1 広 島 県  80.2 京 都 府  79.9 千 葉 県  81.2 

山 梨 県  73.0 福 島 県  75.2 山 形 県  75.1 京 都 府  80.1 埼 玉 県  79.6 奈 良 県  81.0 
北 海 道  72.9 千 葉 県  73.8 茨 城 県  74.1 愛 知 県  79.9 兵 庫 県  79.5 岡 山 県  79.9 

鹿 児 島 県  72.8 鹿 児 島 県  73.4 奈 良 県  73.8 北 海 道  79.7 岐 阜 県  79.4 愛 知 県  79.5 
静 岡 県  71.6 秋 田 県  73.1 福 島 県  73.3 熊 本 県  79.5 青 森 県  78.0 福 島 県  79.3 

青 森 県  71.4 北 海 道  72.9 熊 本 県  73.2 福 井 県  79.4 岡 山 県  78.0 青 森 県  78.7 
奈 良 県  70.4 茨 城 県  72.7 千 葉 県  72.0 島 根 県  78.6 愛 知 県  77.9 広 島 県  77.3 
秋 田 県  69.9 奈 良 県  72.2 埼 玉 県  72.0 岡 山 県  78.2 島 根 県  77.6 京 都 府  77.1 
千 葉 県  69.0 和 歌 山 県  72.2 青 森 県  71.8 山 梨 県  78.2 北 海 道  77.0 埼 玉 県  76.6 

和 歌 山 県  69.0 埼 玉 県  71.6 沖 縄 県  71.5 青 森 県  76.6 山 梨 県  77.0 山 梨 県  76.1 
埼 玉 県  68.8 山 梨 県  71.3 北 海 道  70.4 静 岡 県  75.2 広 島 県  76.7 北 海 道  75.9 
茨 城 県  68.8 青 森 県  70.8 栃 木 県  69.8 神 奈 川 県  74.8 栃 木 県  75.8 和 歌 山 県  75.8 
島 根 県  67.0 静 岡 県  70.7 和 歌 山 県  69.0 和 歌 山 県  72.5 神 奈 川 県  75.3 栃 木 県  74.7 
大 阪 府  66.0 大 阪 府  68.5 静 岡 県  67.1 秋 田 県  72.1 秋 田 県  75.1 静 岡 県  74.5 
栃 木 県  63.6 栃 木 県  68.4 一 重 県  66.8 埼 玉 県  71.3 静 岡 県  74.8 秋 田 県  74.1 

神 奈 川 県  61.6 一 重 県  64.8 秋 田 県  66.6 栃 木 県  67.3 一 重 県  70.5 神 奈 川 県  74.0 
新 潟 県  60.6 島 根 県  64.4 大 阪 府  65.5 一 重 県  66.9 和 歌 山 県  69.4 一 重 県  71.2 
一 重 県  59.3 神 奈 川 県  62.7 東 京 都  57.7 東 京 都  57.2 沖 縄 県  64.0 東 京 都  71.1 
東 京 都  53.1 東 京 都  50.9 神 奈 川 県  56.3 沖 縄 県  48.1 東 京 都  57.4 沖 縄 県  61.6 

別
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料
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胃 が ん検 診 精 度 管 理 指 標 値 (40""74 歳 )    赤字:許 容 値を クリアし て いな い
県  

胃がん：PPV  
胃 が ん検 診 精 度 管 理 指 標 値 (40""74 歳 )  青 字:目標 値を クリアし た県   赤字:許容 値を クリアし て いな い
県  

胃がん：精検受診率 

H17
P 

PV H18P PV H19P PV H20
P 

PV H21P PV H22P PV 

奈 良 県  2.27 新 潟 県  2.74 新 潟 県  2.80 新 潟 県  2.68 新 潟 県  2.79 長 崎 県  2.93 
滋 賀 県  2.09 長 崎 県  2.36 鳥 取 県  2.79 長 崎 県  2.63 福 岡 県  2.67 新 潟 県  2.61 

新 潟 県  1.85 山 口 県  2.34 富 山 県  2.40 宮 城 県  2.44 奈 良 県  2.38 香 川 県  2.60 
福 岡 県  1.84 鳥 取 県  2.31 福 岡 県  2.22 福 岡 県  2.37 福 井 県  2.28 滋 賀 県  2.57 
富 山 県  1.80 福 岡 県  2.28 山 口 県  2.09 香 川 県  2.30 宮 城 県  2.20 和 歌 山 県  2.49 
山 口 県  1.69 滋 賀 県  2.13 岩 手 県  1.93 山 口 県  2.21 大 阪 府  2.10 島 根 県  2.38 

石 川 県  1.68 富 山 県  2.03 奈 良 県  1.81 奈 良 県  2.11 岩 手 県  2.07 福 岡 県  2.34 
兵 庫 県  1.61 奈 良 県  1.88 広 島 県  1.80 鳥 取 県  2.07 長 崎 県  2.05 宮 城 県  2.17 
愛 知 県  1.59 香 川 県  1.73 栃 木 県  1.76 滋 賀 県  1.99 山 口 県  1.99 大 阪 府  2.16 

長 崎 県  1.51 和 歌 山 県  1.72 岡 山 県  1.75 大 阪 府  1.92 石 川 県  1.98 奈 良 県  2.10 
宮 崎 県  1.51 岩 手 県  1.68 石 川 県  1.73 広 島 県  1.85 群 馬 県  1.94 福 井 県  2.05 
栃 木 県  1.49 愛 知 県  1.67 徳 島 県  1.64 富 山 県  1.78 広 島 県  1.82 山 口 県  1.95 

徳 島 県  1.48 群 馬 県  1.49 愛 知 県  1.58 和 歌 山 県  1.69 富 山 県  1.78 岩 手 県  1.94 
岩 手 県  1.44 福 島 県  1.48 長 崎 県  1.57 岩 手 県  1.64 鳥 取 県  1.77 福 島 県  1.92 

福 島 県  1.42 福 井 県  1.46 和 歌 山 県  1.57 福 島 県  1.64 香 川 県  1.77 広 島 県  1.87 
岡 山 県  1.42 岡 山 県  1.46 一 重 県  1.56 北 海 道  1.57 滋 賀 県  1.76 群 馬 県  1.86 

広 島 県  1.40 高 知 県  1.42 福 島 県  1.54 兵 庫 県  1.57 福 島 県  1.75 富 山 県  1.82 

群 馬 県  1.38 広 島 県  1.42 高 知 県  1.54 徳 島 県  1.57 島 根 県  1.73 徳 島 県  1.75 
香 川 県  1.37 石 川 県  1.38 滋 賀 県  1.50 高 知 県  1.51 兵 庫 県  1.73 北 海 道  1.65 

北 海 道  1.36 岐 阜 県  1.34 宮 城 県  1.47 石 川 県  1.47 徳 島 県  1.73 愛 媛 県  1.64 
山 形 県  1.31 栃 木 県  1.31 山 梨 県  1.44 群 馬 県  1.47 北 海 道  1.72 兵 庫 県  1.64 

和 歌 山 県  1.31 愛 媛 県  1.31 島 根 県  1.44 栃 木 県  1.45 大 分 県  1.62 宮 崎 県  1.62 

岐 阜 県  1.24 島 根 県  1.30 埼 玉 県  1.31 一 重 県  1.45 和 歌 山 県  1.61 高 知 県  1.62 

高 知 県  1.24 沖 縄 県  1.29 香 川 県  1.28 愛 知 県  1.42 愛 知 県  1.51 秋 田 県  1.54 
山 梨 県  1.21 宮 崎 県  1.28 兵 庫 県  1.27 神 奈 川 県  1.37 岡 山 県  1.49 千 葉 県  1.54 
大 阪 府  1.21 佐 賀 県  1.26 山 形 県  1.24 岡 山 県  1.37 佐 賀 県  1.49 栃 木 県  1.52 

宮 城 県  1.19 山 形 県  1.22 佐 賀 県  1.23 山 梨 県  1.34 秋 田 県  1.47 山 梨 県  1.49 
一 重 県  1.17 北 海 道  1.22 群 馬 県  1.20 埼 玉 県  1.31 愛 媛 県  1.40 埼 玉 県  1.48 
島 根 県  1.16 一 重 県  1.15 大 阪 府  1.20 鹿 児 島 県  1.31 高 知 県  1.39 愛 知 県  1.48 
愛 媛 県  1.16 徳 島 県  1.15 熊 本 県  1.20 山 形 県  1.29 千 葉 県  1.38 岡 山 県  1.46 

神 奈 川 県  1.15 兵 庫 県  1.14 福 井 県  1.14 熊 本 県  1.25 埼 玉 県  1.36 大 分 県  1.45 
青 森 県  1.15 千 葉 県  1.13 北 海 道  1.09 島 根 県  1.23 一 重 県  1.34 石 川 県  1.43 
秋 田 県  1.03 秋 田 県  1.13 岐 阜 県  1.09 千 葉 県  1.22 青 森 県  1.30 一 重 県  1.42 

熊 本 県  1.02 埼 玉 県  1.13 京 都 府  1.07 愛 媛 県  1.21 山 形 県  1.28 佐 賀 県  1.41 
埼 玉 県  1.00 大 阪 府  1.10 愛 媛 県  1.07 岐 阜 県  1.13 山 梨 県  1.27 神 奈 川 県  1.40 
茨 城 県  1.00 長 野 県  1.08 青 森 県  1.06 宮 崎 県  1.10 栃 木 県  1.26 茨 城 県  1.33 

千 葉 県  0.96 宮 城 県  1.02 大 分 県  1.05 福 井 県  1.09 岐 阜 県  1.25 鳥 取 県  1.29 

京 都 府  0.93 青 森 県  1.02 秋 田 県  1.02 秋 田 県  1.09 静 岡 県  1.16 山 形 県  1.26 

大 分 県  0.92 山 梨 県  1.00 千 葉 県  0.95 京 都 府  1.08 神 奈 川 県  1.06 京 都 府  1.25 

鹿 児 島 県  0.91 茨 城 県  0.95 神 奈 川 県  0.95 茨 城 県  1.05 宮 崎 県  1.05 岐 阜 県  1.23 

静 岡 県  0.89 熊 本 県  0.93 長 野 県  0.93 静 岡 県  0.95 茨 城 県  1.03 熊 本 県  1.21 

福 井 県  0.85 大 分 県  0.93 茨 城 県  0.92 青 森 県  0.93 長 野 県  0.94 静 岡 県  1.18 

佐 賀 県  0.81 神 奈 川 県  0.92 鹿 児 島 県  0.88 長 野 県  0.85 東 京 都  0.94 青 森 県  1.01 
沖 縄 県  0.79 京 都 府  0.92 静 岡 県  0.87 東 京 都  0.83 熊 本 県  0.90 東 京 都  1.00 
東 京 都  0.69 静 岡 県  0.90 宮 崎 県  0.82 大 分 県  0.83 鹿 児 島 県  0.80 鹿 児 島 県  0.94 
長 野 県  0.61 鹿 児 島 県  0.88 東 京 都  0.68 佐 賀 県  0.75 京 都 府  0.79 沖 縄 県  0.83 
鳥 取 県  0.61 東 京 都  0.70 沖 縄 県  0.66 沖 縄 県  0.51 沖 縄 県  0.55 長 野 県  0.67 

下 線 以 下 は 精 度 管 理 不 良 県 30%  
許容値 1.0%以上  

下 線 は 精 度 管 理 優 良 県 10%、 及 び、精 度 管 理 不 良 県 30%の 境 界 を 示 す  
目標 値 90%以上、許容値 70%以 上  



H17 未 把 握 率  H18 未 把 握 率  H19 未 把 握 率  H20 未 把 握 率  H21 未 把 握 率  H22 未 把 握 率  

石 川 県  0.1 佐 賀 県  0.0 石 川 県  0.0 宮 城 県  0.2 宮 城 県  0.1 宮 城 県  0.2 
鳥 取 県  0.2 徳 島 県  0.1 佐 賀 県  0.0 鹿 児 島 県  0.5 石 川 県  0.3 富 山 県  0.4 
佐 賀 県  1.0 和 歌 山 県  0.3 富 山 県  0.1 富 山 県  0.8 鹿 児 島 県  0.7 茨 城 県  1.5 

高 知 県  1.1 富 山 県  0.4 鳥 取 県  0.1 宮 崎 県  0.9 新 潟 県  0.8 佐 賀 県  1.8 
徳 島 県  1.3 新 潟 県  0.9 鹿 児 島 県  0.2 石 川 県  1.4 茨 城 県  1.5 石 川 県  1.9 

北 海 道  1.7 北 海 道  1.5 和 歌 山 県  0.5 岩 手 県  1.5 富 山 県  1.5 香 川 県  2.0 
和 歌 山 県  1.7 鹿 児 島 県  1.5 新 潟 県  0.7 群 馬 県  1.5 北 海 道  1.8 鹿 児 島 県  2.0 

富 山 県  2.2 滋 賀 県  1.8 徳 島 県  0.9 徳 島 県  1.7 佐 賀 県  2.0 新 潟 県  2.0 
岩 手 県  2.4 石 川 県  1.9 北 海 道  1.3 奈 良 県  1.8 岩 手 県  2.0 滋 賀 県  2.1 

山 梨 県  2.6 高 知 県  2.0 群 馬 県  1.5 山 口 県  2.1 徳 島 県  2.1 山 口 県  2.1 

群 馬 県  2.7 群 馬 県  2.1 岩 手 県  1.6 長 野 県  2.2 鳥 取 県  2.8 長 野 県  2.4 
長 野 県  2.9 山 梨 県  2.4 滋 賀 県  2.3 滋 賀 県  2.4 山 口 県  3.0 岩 手 県  2.8 

京 都 府  3.1 鳥 取 県  2.8 京 都 府  2.4 茨 城 県  2.4 香 川 県  3.8 大 阪 府  2.9 

熊 本 県  3.1 熊 本 県  2.8 高 知 県  2.8 佐 賀 県  2.6 高 知 県  4.0 福 井 県  3.2 

栃 木 県  3.6 長 野 県  3.0 山 梨 県  3.0 香 川 県  5.2 京 都 府  4.3 徳 島 県  3.3 

山 口 県  4.4 愛 媛 県  3.1 宮 崎 県  3.5 千 葉 県  5.3 秋 田 県  4.3 愛 媛 県  3.8 

福 島 県  4.6 栃 木 県  3.6 栃 木 県  3.8 山 梨 県  5.6 滋 賀 県  4.3 山 梨 県  4.1 
沖 縄 県  5.5 京 都 府  3.6 山 口 県  3.9 鳥 取 県  5.6 長 野 県  4.5 北 海 道  4.2 
山 形 県  5.9 岩 手 県  3.7 熊 本 県  4.6 和 歌 山 県  5.6 和 歌 山 県  4.8 秋 田 県  4.5 
岐 阜 県  6.0 山 口 県  4.5 長 野 県  5.0 福 岡 県  5.6 群 馬 県  4.9 京 都 府  5.3 

鹿 児 島 県  6.0 沖 縄 県  4.9 岐 阜 県  5.0 大 分 県  6.0 大 阪 府  5.1 千 葉 県  5.4 
愛 媛 県  6.1 宮 崎 県  6.0 島 根 県  6.2 愛 媛 県  6.3 栃 木 県  5.1 山 形 県  5.5 

滋 賀 県  6.2 山 形 県  6.1 埼 玉 県  6.7 山 形 県  6.7 岐 阜 県  5.6 群 馬 県  5.7 
宮 崎 県  6.3 岐 阜 県  6.6 秋 田 県  7.1 高 知 県  6.7 千 葉 県  5.9 鳥 取 県  6.1 

大 分 県  7.1 埼 玉 県  6.6 静 岡 県  7.5 秋 田 県  6.8 福 井 県  5.9 大 分 県  6.3 

香 川 県  8.3 大 分 県  7.0 宮 城 県  7.5 京 都 府  6.9 宮 崎 県  6.3 高 知 県  6.8 

秋 田 県  8.6 福 島 県  7.3 山 形 県  7.6 新 潟 県  6.9 愛 媛 県  6.4 岐 阜 県  6.9 

奈 良 県  9.8 秋 田 県  7.5 愛 知 県  8.0 栃 木 県  7.0 大 分 県  7.8 長 崎 県  7.0 
愛 知 県  10.5 宮 城 県  8.3 福 岡 県  9.1 福 井 県  7.0 山 梨 県  8.4 福 岡 県  7.4 
埼 玉 県  10.6 福 井 県  8.4 大 分 県  9.8 大 阪 府  7.1 山 形 県  8.5 熊 本 県  7.8 
静 岡 県  10.9 福 岡 県  8.4 愛 媛 県  9.8 北 海 道  7.7 熊 本 県  9.0 和 歌 山 県  8.1 

兵 庫 県  11.1 愛 知 県  9.2 福 井 県  10.3 長 崎 県  8.6 福 岡 県  9.3 栃 木 県  8.4 
岡 山 県  11.7 広 島 県  10.4 千 葉 県  10.7 岐 阜 県  9.6 長 崎 県  9.4 宮 崎 県  9.4 

宮 城 県  11.7 長 崎 県  10.7 広 島 県  10.9 熊 本 県  10.0 神 奈 川 県  10.8 島 根 県  12.2 
福 岡 県  11.9 千 葉 県  11.5 香 川 県  11.0 神 奈 川 県  11.1 奈 良 県  11.3 岡 山 県  12.2 

福 井 県  12.2 香 川 県  12.9 茨 城 県  11.3 兵 庫 県  11.5 島 根 県  11.9 奈 良 県  12.3 

広 島 県  12.2 静 岡 県  12.9 沖 縄 県  12.0 島 根 県  11.5 岡 山 県  12.5 一 重 県  12.6 

神 奈 川 県  13.5 兵 庫 県  13.6 長 崎 県  12.8 岡 山 県  13.0 埼 玉 県  13.1 神 奈 川 県  12.7 
千 葉 県  13.9 岡 山 県  13.7 兵 庫 県  13.0 福 島 県  13.2 福 島 県  14.1 兵 庫 県  13.2 

茨 城 県  14.5 神 奈 川 県  13.9 岡 山 県  13.6 広 島 県  13.2 一 重 県  14.7 埼 玉 県  13.7 
青 森 県  14.7 茨 城 県  14.0 奈 良 県  15.2 愛 知 県  14.3 兵 庫 県  15.3 青 森 県  15.2 

大 阪 府  16.4 奈 良 県  14.3 大 阪 府  17.9 青 森 県  15.9 青 森 県  15.8 愛 知 県  15.4 
長 崎 県  18.7 青 森 県  15.5 福 島 県  18.4 埼 玉 県  16.6 愛 知 県  16.0 広 島 県  16.1 

島 根 県  19.0 大 阪 府  16.4 神 奈 川 県  20.6 一 重 県  18.6 広 島 県  16.6 福 島 県  18.2 

一 重 県  28.8 島 根 県  18.5 青 森 県  20.7 静 岡 県  22.3 静 岡 県  20.3 静 岡 県  18.4 
新 潟 県  31.2 一 重 県  22.4 一 重 県  23.2 沖 縄 県  29.2 沖 縄 県  25.3 東 京 都  22.6 

東 京 都  40.4 東 京 都  42.1 東 京 都  37.4 東 京 都  38.9 東 京 都  38.4 沖 縄 県  29.1 
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胃 が ん検 診 精 度 管 理 指 標 値 (40""74 歳 )  青字:目 標 値を クリアし た県   赤 字:許容 値を クリアし て いな い
県  

胃がん：未受診率  
胃 が ん検 診 精 度 管 理 指 標 値 (40""74 歳 )  青 字:目標 値を クリアし た県   赤字:許容 値を クリアし て いな い
県  

胃がん：未把握率 

H17 未 受 診 率  H18 未 受 診 率  H19 未 受 診 率  H20 未 受 診 率  H21 未 受 診 率  H22 未 受 診 率  

宮 城 県  2.3 宮 城 県  3.1 宮 城 県  3.4 高 知 県  2.0 高 知 県  2.6 福 島 県  2.5 
鳥 取 県  2.8 長 崎 県  4.9 東 京 都  4.9 静 岡 県  2.5 長 崎 県  3.6 長 崎 県  2.8 

長 崎 県  5.1 香 川 県  5.3 長 崎 県  4.9 長 崎 県  3.0 宮 城 県  3.6 群 馬 県  3.0 
福 岡 県  6.5 高 知 県  6.9 青 森 県  7.6 東 京 都  4.0 福 島 県  3.6 高 知 県  3.2 
東 京 都  6.6 東 京 都  7.0 兵 庫 県  8.0 福 島 県  4.2 東 京 都  4.2 宮 崎 県  3.8 

香 川 県  6.8 鳥 取 県  7.5 岡 山 県  8.3 新 潟 県  5.2 群 馬 県  4.3 兵 庫 県  4.7 
新 潟 県  8.2 兵 庫 県  8.2 福 島 県  8.3 宮 城 県  5.4 静 岡 県  4.9 愛 知 県  5.1 

群 馬 県  8.6 新 潟 県  8.8 山 口 県  9.0 愛 知 県  5.8 兵 庫 県  5.2 福 岡 県  5.8 

山 口 県  8.9 山 口 県  9.3 群 馬 県  9.5 山 口 県  5.8 山 口 県  5.6 青 森 県  6.0 
高 知 県  8.9 岡 山 県  9.4 福 岡 県  9.7 香 川 県  6.1 香 川 県  5.6 東 京 都  6.2 

福 井 県  10.4 群 馬 県  11.0 新 潟 県  9.8 広 島 県  6.6 愛 知 県  6.1 宮 城 県  6.5 

広 島 県  10.7 宮 崎 県  11.1 一 重 県  10.0 兵 庫 県  7.4 青 森 県  6.2 広 島 県  6.5 

岡 山 県  10.9 大 分 県  11.3 高 知 県  10.0 福 岡 県  7.5 福 岡 県  6.3 島 根 県  6.7 
大 分 県  11.1 福 岡 県  11.6 大 分 県  10.4 青 森 県  7.5 広 島 県  6.6 奈 良 県  6.7 
宮 崎 県  11.7 滋 賀 県  11.9 愛 媛 県  10.4 大 分 県  8.1 宮 崎 県  6.9 静 岡 県  7.1 
一 重 県  11.9 愛 知 県  12.0 滋 賀 県  10.5 滋 賀 県  8.4 埼 玉 県  7.4 山 口 県  7.8 
滋 賀 県  12.2 広 島 県  12.3 愛 知 県  10.8 岡 山 県  8.8 山 形 県  8.2 岡 山 県  7.9 
兵 庫 県  12.2 一 重 県  12.8 香 川 県  10.9 岐 阜 県  9.4 滋 賀 県  8.5 滋 賀 県  7.9 
愛 知 県  12.5 岐 阜 県  12.9 奈 良 県  11.0 群 馬 県  9.5 奈 良 県  8.5 新 潟 県  8.0 
青 森 県  13.9 茨 城 県  13.2 鳥 取 県  11.0 愛 媛 県  9.6 熊 本 県  9.3 香 川 県  8.4 
島 根 県  14.0 奈 良 県  13.4 広 島 県  12.3 島 根 県  9.8 岡 山 県  9.5 沖 縄 県  9.3 

岩 手 県  14.4 青 森 県  13.7 岐 阜 県  12.4 熊 本 県  10.6 千 葉 県  10.0 鹿 児 島 県  9.4 
岐 阜 県  14.5 富 山 県  13.9 福 井 県  12.6 岩 手 県  10.8 岩 手 県  10.1 大 分 県  9.6 

石 川 県  15.3 石 川 県  14.3 富 山 県  12.8 鹿 児 島 県  11.3 大 分 県  10.2 埼 玉 県  9.7 
山 形 県  15.3 千 葉 県  14.7 茨 城 県  14.6 山 形 県  11.5 島 根 県  10.5 岩 手 県  10.4 
富 山 県  16.6 大 阪 府  15.0 岩 手 県  14.8 宮 崎 県  11.5 富 山 県  10.6 鳥 取 県  10.4 
茨 城 県  16.8 福 井 県  15.2 石 川 県  15.1 埼 玉 県  12.1 新 潟 県  10.6 熊 本 県  10.4 
千 葉 県  17.1 岩 手 県  15.4 宮 崎 県  15.8 佐 賀 県  12.2 沖 縄 県  10.7 愛 媛 県  10.9 
愛 媛 県  17.3 静 岡 県  16.3 沖 縄 県  16.6 千 葉 県  12.4 鹿 児 島 県  11.8 徳 島 県  11.0 
静 岡 県  17.4 愛 媛 県  16.9 島 根 県  16.6 鳥 取 県  12.4 石 川 県  11.8 山 形 県  11.4 
沖 縄 県  17.5 島 根 県  17.1 大 阪 府  16.6 大 阪 府  12.5 徳 島 県  12.1 岐 阜 県  11.7 
福 島 県  17.5 山 形 県  17.4 千 葉 県  17.2 北 海 道  12.6 鳥 取 県  12.5 富 山 県  12.1 
大 阪 府  17.6 福 島 県  17.5 長 野 県  17.3 京 都 府  13.0 福 井 県  13.0 佐 賀 県  13.1 

京 都 府  18.6 佐 賀 県  18.8 山 形 県  17.3 富 山 県  13.3 愛 媛 県  13.3 石 川 県  13.2 
長 野 県  18.6 長 野 県  18.9 京 都 府  17.6 徳 島 県  13.3 佐 賀 県  13.8 大 阪 府  13.3 

徳 島 県  19.1 徳 島 県  19.4 佐 賀 県  17.8 福 井 県  13.6 神 奈 川 県  13.8 神 奈 川 県  13.3 

佐 賀 県  19.2 秋 田 県  19.4 徳 島 県  18.6 石 川 県  13.7 大 阪 府  14.0 千 葉 県  13.5 

熊 本 県  19.7 沖 縄 県  19.4 鹿 児 島 県  20.8 神 奈 川 県  14.0 山 梨 県  14.6 長 野 県  14.6 
奈 良 県  19.7 京 都 府  20.8 埼 玉 県  21.4 一 重 県  14.5 一 重 県  14.8 福 井 県  15.0 
埼 玉 県  20.6 熊 本 県  20.9 山 梨 県  21.9 茨 城 県  14.5 長 野 県  14.9 茨 城 県  15.9 

鹿 児 島 県  21.2 埼 玉 県  21.8 熊 本 県  22.2 奈 良 県  15.1 岐 阜 県  15.0 和 歌 山 県  16.1 

秋 田 県  21.5 神 奈 川 県  23.4 神 奈 川 県  23.1 山 梨 県  16.2 京 都 府  15.8 一 重 県  16.3 

山 梨 県  24.4 鹿 児 島 県  25.0 静 岡 県  25.4 長 野 県  16.5 茨 城 県  17.8 栃 木 県  17.0 
神 奈 川 県  24.9 北 海 道  25.6 秋 田 県  26.3 秋 田 県  21.1 栃 木 県  19.0 京 都 府  17.6 

北 海 道  25.4 山 梨 県  26.3 栃 木 県  26.5 和 歌 山 県  21.9 秋 田 県  20.5 山 梨 県  19.8 

和 歌 山 県  29.3 和 歌 山 県  27.5 北 海 道  28.3 沖 縄 県  22.7 北 海 道  21.2 北 海 道  20.0 
栃 木 県  32.7 栃 木 県  28.0 和 歌 山 県  30.5 栃 木 県  25.7 和 歌 山 県  25.9 秋 田 県  21.4 

下 線 は 精 度 管 理 優 良 県 10%、 及 び、精 度 管 理 不 良 県 30%の 境 界 を 示
す  
許容 値 20%以下 、目 標値 5%以下  

下 線 は 精 度 管 理 優 良 県 10%、 及 び、精 度 管 理 不 良 県 30%の 境 界 を 示 す  
許容 値 10%以下 、許 容値 5%以下  



H17 要 精 検 率  H18 要 精 検 率  H19 要 精 検 率  H20 要 精 検 率  H21 要 精 検 率  H22 要 精 検 率  

高 知 県  3.44 高 知 県  3.53 高 知 県  3.44 宮 城 県  4.59 高 知 県  3.69 高 知 県  3.84 
青 森 県  3.51 青 森 県  4.15 青 森 県  4.01 青 森 県  4.71 栃 木 県  5.01 福 井 県  4.21 
宮 城 県  4.64 宮 城 県  4.81 宮 城 県  4.84 高 知 県  4.77 福 井 県  5.18 栃 木 県  4.98 
福 井 県  4.86 福 井 県  4.91 福 井 県  5.20 栃 木 県  5.16 宮 城 県  5.52 群 馬 県  5.31 

島 根 県  5.28 山 梨 県  5.49 栃 木 県  5.35 福 井 県  5.19 群 馬 県  5.76 宮 城 県  5.36 

栃 木 県  5.43 栃 木 県  5.54 山 梨 県  5.47 山 梨 県  5.49 岩 手 県  5.85 岩 手 県  5.45 
熊 本 県  5.54 秋 田 県  5.58 神 奈 川 県  5.66 秋 田 県  5.66 山 梨 県  5.89 秋 田 県  5.46 
秋 田 県  5.59 島 根 県  5.62 埼 玉 県  5.73 富 山 県  5.94 青 森 県  5.92 新 潟 県  5.74 
新 潟 県  5.60 神 奈 川 県  5.71 熊 本 県  5.76 兵 庫 県  5.94 島 根 県  5.96 石 川 県  5.76 
神 奈 川 県  5.75 新 潟 県  5.85 新 潟 県  5.77 石 川 県  6.04 兵 庫 県  5.98 青 森 県  5.87 
静 岡 県  5.87 兵 庫 県  5.90 静 岡 県  5.80 新 潟 県  6.05 新 潟 県  5.98 兵 庫 県  5.87 
山 梨 県  5.90 熊 本 県  5.99 秋 田 県  5.85 熊 本 県  6.05 秋 田 県  6.00 山 梨 県  5.88 

兵 庫 県  5.91 静 岡 県  6.03 富 山 県  5.95 岩 手 県  6.10 長 野 県  6.07 長 野 県  5.93 
愛 媛 県  6.06 愛 媛 県  6.11 兵 庫 県  6.00 群 馬 県  6.13 石 川 県  6.13 山 口 県  5.95 
群 馬 県  6.17 千 葉 県  6.15 島 根 県  6.12 奈 良 県  6.32 奈 良 県  6.24 山 形 県  6.06 
岐 阜 県  6.18 岩 手 県  6.19 岩 手 県  6.19 山 形 県  6.34 山 形 県  6.28 奈 良 県  6.07 
京 都 府  6.28 埼 玉 県  6.24 山 形 県  6.25 神 奈 川 県  6.36 東 京 都  6.30 滋 賀 県  6.18 

岩 手 県  6.29 東 京 都  6.43 群 馬 県  6.26 東 京 都  6.37 神 奈 川 県  6.30 東 京 都  6.23 
奈 良 県  6.31 鹿 児 島 県  6.44 岡 山 県  6.32 静 岡 県  6.42 広 島 県  6.41 沖 縄 県  6.34 
沖 縄 県  6.39 富 山 県  6.45 岐 阜 県  6.46 沖 縄 県  6.55 熊 本 県  6.44 茨 城 県  6.37 
石 川 県  6.42 群 馬 県  6.46 石 川 県  6.49 愛 知 県  6.56 愛 媛 県  6.60 神 奈 川 県  6.37 
千 葉 県  6.45 岡 山 県  6.58 奈 良 県  6.59 広 島 県  6.62 滋 賀 県  6.64 広 島 県  6.38 

徳 島 県  6.55 山 形 県  6.64 愛 媛 県  6.62 岐 阜 県  6.66 富 山 県  6.69 一 重 県  6.42 
滋 賀 県  6.64 沖 縄 県  6.68 徳 島 県  6.64 島 根 県  6.70 沖 縄 県  6.69 埼 玉 県  6.44 
鹿 児 島 県  6.74 石 川 県  6.68 広 島 県  6.69 長 野 県  6.71 埼 玉 県  6.73 愛 媛 県  6.53 

愛 知 県  6.76 香 川 県  6.79 滋 賀 県  6.70 岡 山 県  6.73 茨 城 県  6.85 熊 本 県  6.61 

岡 山 県  6.83 徳 島 県  6.81 沖 縄 県  6.71 愛 媛 県  6.79 山 口 県  6.85 富 山 県  6.62 
和 歌 山 県  6.89 滋 賀 県  6.82 茨 城 県  6.75 埼 玉 県  6.82 一 重 県  6.86 静 岡 県  6.63 

埼 玉 県  6.89 奈 良 県  6.91 東 京 都  6.79 茨 城 県  6.83 宮 崎 県  6.86 鳥 取 県  6.71 
東 京 都  6.93 愛 知 県  6.92 愛 知 県  6.86 滋 賀 県  6.91 岡 山 県  6.91 岡 山 県  6.73 
茨 城 県  6.94 長 野 県  6.95 大 分 県  6.90 一 重 県  6.92 静 岡 県  6.92 福 島 県  6.88 

山 形 県  6.94 宮 崎 県  6.96 一 重 県  7.13 大 分 県  6.95 福 島 県  7.17 宮 崎 県  6.93 
香 川 県  6.95 茨 城 県  7.04 宮 崎 県  7.20 千 葉 県  7.03 京 都 府  7.22 京 都 府  6.95 
長 野 県  7.02 和 歌 山 県  7.12 山 口 県  7.25 宮 崎 県  7.09 鹿 児 島 県  7.24 香 川 県  6.96 
宮 崎 県  7.13 岐 阜 県  7.13 香 川 県  7.29 香 川 県  7.12 福 岡 県  7.39 鹿 児 島 県  6.98 
富 山 県  7.17 広 島 県  7.31 長 野 県  7.38 京 都 府  7.17 香 川 県  7.39 福 岡 県  6.99 
一 重 県  7.24 鳥 取 県  7.33 大 阪 府  7.45 鳥 取 県  7.21 大 分 県  7.45 愛 知 県  7.00 
広 島 県  7.25 大 阪 府  7.38 鳥 取 県  7.49 福 島 県  7.24 岐 阜 県  7.49 大 阪 府  7.13 
大 阪 府  7.62 一 重 県  7.48 和 歌 山 県  7.52 鹿 児 島 県  7.29 鳥 取 県  7.62 島 根 県  7.22 
大 分 県  7.77 大 分 県  7.62 千 葉 県  7.59 山 口 県  7.30 大 阪 府  7.67 北 海 道  7.30 
山 口 県  7.81 山 口 県  7.64 福 島 県  7.71 大 阪 府  7.72 北 海 道  7.72 大 分 県  7.75 
鳥 取 県  7.96 福 岡 県  7.88 鹿 児 島 県  7.80 北 海 道  7.80 愛 知 県  7.75 岐 阜 県  7.77 
福 島 県  8.15 京 都 府  7.89 京 都 府  7.84 和 歌 山 県  8.10 千 葉 県  7.77 和 歌 山 県  7.93 
福 岡 県  8.16 福 島 県  7.96 福 岡 県  7.95 福 岡 県  8.16 佐 賀 県  8.01 千 葉 県  8.02 
北 海 道  8.37 北 海 道  8.57 北 海 道  8.45 長 崎 県  8.77 和 歌 山 県  8.08 長 崎 県  8.23 
長 崎 県  8.48 長 崎 県  8.61 佐 賀 県  8.71 佐 賀 県  8.94 徳 島 県  8.39 徳 島 県  8.36 

佐 賀 県  9.93 佐 賀 県  9.31 長 崎 県  8.75 徳 島 県  9.24 長 崎 県  8.96 佐 賀 県  8.63 
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大 腸 が ん 検 診 精 度 管 理 指 標 値 (40""74 歳)    赤 字:許 容値 を クリアし て いな い
県  

⼤腸がん：要精検率  
大 腸 が ん 検 診 精 度 管 理 指 標 値 (40""74 歳)    赤 字:許 容値 を クリアし て いな い
県  

⼤腸がん：発⾒率 

H17 発 見 率  H18 発 見 率  H19 発 見 率  H20 発 見 率  H21 発 見 率  H22 発 見 率  

富 山 県  0.284 新 潟 県  0.260 新 潟 県  0.265 新 潟 県  0.340 大 阪 府  0.330 山 口 県  0.359 
新 潟 県  0.272 富 山 県  0.246 山 口 県  0.251 山 口 県  0.314 奈 良 県  0.321 大 阪 府  0.331 
岩 手 県  0.267 鳥 取 県  0.232 京 都 府  0.250 大 阪 府  0.296 長 崎 県  0.303 奈 良 県  0.299 
鳥 取 県  0.216 島 根 県  0.220 岩 手 県  0.248 鳥 取 県  0.268 新 潟 県  0.293 島 根 県  0.297 
山 口 県  0.211 長 崎 県  0.219 香 川 県  0.246 島 根 県  0.267 山 口 県  0.287 新 潟 県  0.291 
滋 賀 県  0.210 京 都 府  0.215 富 山 県  0.236 福 井 県  0.257 島 根 県  0.279 長 崎 県  0.289 
石 川 県  0.205 岐 阜 県  0.205 福 岡 県  0.217 福 岡 県  0.256 富 山 県  0.249 富 山 県  0.261 
島 根 県  0.201 滋 賀 県  0.203 鳥 取 県  0.210 奈 良 県  0.255 岩 手 県  0.248 岩 手 県  0.245 
香 川 県  0.192 山 口 県  0.196 岐 阜 県  0.207 長 崎 県  0.253 神 奈 川 県  0.242 福 岡 県  0.241 

和 歌 山 県  0.190 石 川 県  0.193 島 根 県  0.207 富 山 県  0.249 和 歌 山 県  0.241 京 都 府  0.238 
福 岡 県  0.189 岩 手 県  0.192 石 川 県  0.204 岩 手 県  0.247 愛 知 県  0.240 神 奈 川 県  0.235 
群 馬 県  0.189 佐 賀 県  0.185 奈 良 県  0.203 神 奈 川 県  0.234 石 川 県  0.232 和 歌 山 県  0.233 
長 崎 県  0.181 福 岡 県  0.183 長 崎 県  0.193 岐 阜 県  0.231 鳥 取 県  0.227 滋 賀 県  0.231 
熊 本 県  0.171 福 井 県  0.181 滋 賀 県  0.190 京 都 府  0.231 福 岡 県  0.226 愛 知 県  0.226 
岐 阜 県  0.171 群 馬 県  0.180 鹿 児 島 県  0.188 広 島 県  0.228 滋 賀 県  0.225 鳥 取 県  0.220 
愛 知 県  0.169 福 島 県  0.179 和 歌 山 県  0.184 佐 賀 県  0.219 岐 阜 県  0.216 石 川 県  0.218 
宮 城 県  0.166 奈 良 県  0.176 愛 知 県  0.181 群 馬 県  0.214 高 知 県  0.206 青 森 県  0.214 
広 島 県  0.166 和 歌 山 県  0.171 佐 賀 県  0.178 滋 賀 県  0.210 兵 庫 県  0.199 北 海 道  0.211 
大 阪 府  0.164 愛 知 県  0.171 愛 媛 県  0.177 徳 島 県  0.210 一 重 県  0.197 埼 玉 県  0.199 
沖 縄 県  0.164 大 阪 府  0.169 群 馬 県  0.173 石 川 県  0.203 茨 城 県  0.196 一 重 県  0.196 
京 都 府  0.162 宮 城 県  0.167 福 井 県  0.170 香 川 県  0.194 群 馬 県  0.195 岐 阜 県  0.194 
福 島 県  0.159 高 知 県  0.166 北 海 道  0.166 和 歌 山 県  0.190 京 都 府  0.192 宮 城 県  0.194 
北 海 道  0.150 香 川 県  0.165 大 阪 府  0.163 北 海 道  0.190 佐 賀 県  0.191 佐 賀 県  0.191 
佐 賀 県  0.150 北 海 道  0.164 福 島 県  0.159 埼 玉 県  0.188 青 森 県  0.190 群 馬 県  0.190 
一 重 県  0.144 愛 媛 県  0.160 一 重 県  0.154 茨 城 県  0.185 香 川 県  0.190 広 島 県  0.189 
茨 城 県  0.142 長 野 県  0.160 徳 島 県  0.150 兵 庫 県  0.182 静 岡 県  0.187 茨 城 県  0.188 
宮 崎 県  0.137 栃 木 県  0.157 宮 崎 県  0.148 山 形 県  0.176 沖 縄 県  0.187 徳 島 県  0.186 

鹿 児 島 県  0.136 広 島 県  0.153 長 野 県  0.145 宮 城 県  0.175 北 海 道  0.186 兵 庫 県  0.186 
兵 庫 県  0.132 一 重 県  0.152 宮 城 県  0.144 高 知 県  0.172 秋 田 県  0.178 静 岡 県  0.181 
福 井 県  0.131 沖 縄 県  0.149 茨 城 県  0.143 福 島 県  0.171 徳 島 県  0.172 香 川 県  0.173 
秋 田 県  0.129 大 分 県  0.146 神 奈 川 県  0.142 静 岡 県  0.168 山 形 県  0.169 長 野 県  0.173 
栃 木 県  0.129 兵 庫 県  0.143 沖 縄 県  0.139 宮 崎 県  0.165 鹿 児 島 県  0.165 秋 田 県  0.168 
長 野 県  0.126 埼 玉 県  0.139 秋 田 県  0.137 青 森 県  0.161 福 島 県  0.164 東 京 都  0.166 

埼 玉 県  0.125 秋 田 県  0.138 広 島 県  0.135 千 葉 県  0.158 埼 玉 県  0.160 宮 崎 県  0.165 
岡 山 県  0.124 宮 崎 県  0.132 兵 庫 県  0.135 秋 田 県  0.156 宮 崎 県  0.157 福 島 県  0.164 
奈 良 県  0.122 静 岡 県  0.127 熊 本 県  0.134 愛 知 県  0.156 長 野 県  0.155 福 井 県  0.162 
静 岡 県  0.122 鹿 児 島 県  0.126 山 形 県  0.132 愛 媛 県  0.155 千 葉 県  0.153 栃 木 県  0.162 
大 分 県  0.120 岡 山 県  0.122 埼 玉 県  0.128 長 野 県  0.155 岡 山 県  0.152 千 葉 県  0.158 
徳 島 県  0.120 茨 城 県  0.121 高 知 県  0.128 一 重 県  0.151 東 京 都  0.150 高 知 県  0.157 
高 知 県  0.119 神 奈 川 県  0.119 静 岡 県  0.123 大 分 県  0.149 宮 城 県  0.148 愛 媛 県  0.155 
千 葉 県  0.118 青 森 県  0.114 大 分 県  0.120 鹿 児 島 県  0.149 大 分 県  0.147 熊 本 県  0.151 

神 奈 川 県  0.116 山 形 県  0.111 岡 山 県  0.120 東 京 都  0.140 広 島 県  0.143 山 梨 県  0.150 
山 形 県  0.113 徳 島 県  0.108 栃 木 県  0.115 熊 本 県  0.134 福 井 県  0.140 鹿 児 島 県  0.148 
東 京 都  0.107 熊 本 県  0.107 千 葉 県  0.107 岡 山 県  0.125 山 梨 県  0.124 山 形 県  0.148 
愛 媛 県  0.105 山 梨 県  0.106 青 森 県  0.106 山 梨 県  0.117 栃 木 県  0.123 大 分 県  0.147 
青 森 県  0.096 東 京 都  0.097 東 京 都  0.097 栃 木 県  0.102 愛 媛 県  0.122 岡 山 県  0.146 
山 梨 県  0.082 千 葉 県  0.095 山 梨 県  0.084 沖 縄 県  0.100 熊 本 県  0.121 沖 縄 県  0.137 

下 線 以 下 は 精 度 管 理 不 良 県 30% 
許容 値 7%以下  

下線 以 下は 精度 管 理不 良 県 30%  
許容値 0.13%以上  



H17 精 検 受 診 率  H18 精 検 受 診 率  H19 精 検 受 診 率  H20 精 検 受 診 率  H21 精 検 受 診 率  H22 精 検 受 診 率  

宮 城 県  78.9 宮 城 県  81.9 宮 城 県  79.9 宮 城 県  84.2 岩 手 県  83.3 宮 城 県  84.9 
岩 手 県  78.7 高 知 県  77.9 岩 手 県  79.0 岩 手 県  83.1 宮 城 県  83.2 岩 手 県  81.4 
高 知 県  75.5 岩 手 県  77.7 高 知 県  77.6 高 知 県  79.9 高 知 県  82.6 高 知 県  80.2 
石 川 県  75.2 富 山 県  77.4 富 山 県  76.7 山 口 県  79.6 富 山 県  81.6 福 井 県  79.0 
山 口 県  72.7 石 川 県  76.9 石 川 県  75.1 佐 賀 県  77.5 鳥 取 県  78.6 滋 賀 県  78.7 

新 潟 県  71.9 山 形 県  73.8 山 口 県  74.1 富 山 県  77.5 新 潟 県  78.1 鳥 取 県  78.4 
山 形 県  71.7 新 潟 県  72.3 新 潟 県  72.3 新 潟 県  77.4 宮 崎 県  77.6 新 潟 県  78.3 
滋 賀 県  69.7 山 口 県  71.8 山 形 県  71.6 鹿 児 島 県  77.2 滋 賀 県  77.3 富 山 県  78.3 
佐 賀 県  69.3 滋 賀 県  71.6 愛 媛 県  71.6 宮 崎 県  76.7 山 形 県  76.8 鹿 児 島 県  78.1 
香 川 県  69.3 佐 賀 県  70.8 滋 賀 県  71.6 福 井 県  76.7 鹿 児 島 県  76.6 熊 本 県  77.8 
熊 本 県  68.4 鳥 取 県  69.1 佐 賀 県  71.3 滋 賀 県  75.9 山 口 県  76.5 山 形 県  76.6 
沖 縄 県  67.7 香 川 県  69.0 鹿 児 島 県  71.0 石 川 県  75.9 福 島 県  76.1 石 川 県  76.2 
長 野 県  67.6 宮 崎 県  68.8 徳 島 県  70.9 鳥 取 県  75.5 佐 賀 県  75.9 宮 崎 県  75.8 
宮 崎 県  67.3 大 分 県  68.5 福 島 県  70.6 熊 本 県  75.4 石 川 県  75.7 青 森 県  74.7 
大 分 県  67.3 愛 知 県  68.5 京 都 府  69.7 山 形 県  74.4 熊 本 県  75.1 愛 媛 県  74.6 
福 島 県  67.3 愛 媛 県  68.4 熊 本 県  69.7 福 島 県  73.7 長 崎 県  74.1 長 崎 県  74.3 
鳥 取 県  67.2 福 岡 県  67.5 愛 知 県  68.6 茨 城 県  73.2 青 森 県  74.0 山 口 県  74.1 
愛 媛 県  66.6 徳 島 県  66.9 長 野 県  67.9 青 森 県  73.0 福 井 県  73.7 福 島 県  74.0 
徳 島 県  66.4 岐 阜 県  66.8 岐 阜 県  67.6 大 分 県  72.9 徳 島 県  73.2 福 岡 県  73.9 
富 山 県  66.4 長 野 県  66.5 大 分 県  67.3 福 岡 県  72.6 愛 媛 県  73.0 長 野 県  73.1 

鹿 児 島 県  65.8 北 海 道  65.2 鳥 取 県  67.0 愛 媛 県  72.1 大 分 県  72.8 徳 島 県  72.5 
愛 知 県  65.6 熊 本 県  64.9 福 井 県  66.9 徳 島 県  72.1 岐 阜 県  72.1 茨 城 県  71.3 
岐 阜 県  65.1 沖 縄 県  64.8 長 崎 県  66.4 長 崎 県  71.6 茨 城 県  71.6 愛 知 県  70.5 
京 都 府  64.7 福 島 県  64.8 福 岡 県  66.0 北 海 道  71.6 長 野 県  71.1 大 分 県  69.8 
群 馬 県  63.2 京 都 府  64.0 宮 崎 県  64.9 長 野 県  70.4 福 岡 県  70.9 京 都 府  69.0 
福 岡 県  63.0 群 馬 県  63.1 群 馬 県  64.5 京 都 府  69.9 愛 知 県  69.7 佐 賀 県  69.0 
長 崎 県  62.8 鹿 児 島 県  62.5 茨 城 県  64.0 岐 阜 県  69.3 京 都 府  68.5 群 馬 県  68.7 
岡 山 県  62.4 青 森 県  62.5 北 海 道  63.6 愛 知 県  68.5 岡 山 県  68.0 岡 山 県  68.4 
北 海 道  61.8 長 崎 県  62.3 沖 縄 県  62.6 奈 良 県  67.5 群 馬 県  68.0 岐 阜 県  68.2 
青 森 県  60.3 福 井 県  61.5 岡 山 県  62.3 広 島 県  67.5 北 海 道  67.5 北 海 道  68.0 
茨 城 県  59.4 広 島 県  60.7 青 森 県  61.0 群 馬 県  67.0 香 川 県  66.7 秋 田 県  67.8 
福 井 県  58.8 岡 山 県  60.7 香 川 県  60.8 岡 山 県  66.1 奈 良 県  66.6 奈 良 県  67.7 
広 島 県  58.4 秋 田 県  60.6 広 島 県  60.5 香 川 県  65.4 広 島 県  66.3 香 川 県  65.8 

秋 田 県  58.3 茨 城 県  59.1 秋 田 県  59.9 兵 庫 県  65.0 秋 田 県  65.2 広 島 県  65.6 
山 梨 県  57.9 兵 庫 県  56.3 山 梨 県  58.7 島 根 県  64.2 一 重 県  64.4 山 梨 県  64.7 
島 根 県  57.8 山 梨 県  55.0 兵 庫 県  57.3 山 梨 県  63.7 山 梨 県  64.3 一 重 県  64.6 
兵 庫 県  57.3 栃 木 県  54.0 奈 良 県  55.8 秋 田 県  63.5 島 根 県  64.2 栃 木 県  64.5 
栃 木 県  50.8 静 岡 県  52.9 栃 木 県  53.3 栃 木 県  59.3 兵 庫 県  63.4 大 阪 府  63.5 

一 重 県  50.4 一 重 県  48.8 島 根 県  52.4 静 岡 県  59.1 大 阪 府  62.1 兵 庫 県  63.2 
静 岡 県  49.6 和 歌 山 県  47.2 静 岡 県  50.2 大 阪 府  58.9 栃 木 県  61.9 島 根 県  62.7 

和 歌 山 県  47.6 千 葉 県  46.9 埼 玉 県  48.7 神 奈 川 県  57.3 神 奈 川 県  58.7 神 奈 川 県  59.7 
千 葉 県  46.4 島 根 県  46.8 和 歌 山 県  48.4 千 葉 県  57.2 和 歌 山 県  58.6 埼 玉 県  56.5 

大 阪 府  45.0 埼 玉 県  46.4 一 重 県  48.1 埼 玉 県  54.8 埼 玉 県  57.9 和 歌 山 県  54.7 
埼 玉 県  44.6 大 阪 府  44.8 大 阪 府  43.1 一 重 県  53.4 静 岡 県  57.7 沖 縄 県  52.9 

神 奈 川 県  37.3 奈 良 県  40.2 千 葉 県  42.5 和 歌 山 県  53.0 沖 縄 県  53.7 千 葉 県  52.6 
奈 良 県  37.1 神 奈 川 県  35.7 神 奈 川 県  36.5 沖 縄 県  50.9 千 葉 県  52.6 静 岡 県  51.4 
東 京 都  29.7 東 京 都  32.1 東 京 都  29.9 東 京 都  42.9 東 京 都  40.7 東 京 都  46.7 
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大 腸 が ん 検 診 精 度 管 理 指 標 値 (40""74 歳)    赤 字:許 容値 を クリアし て いな い
県  

大腸がん：PPV  
大 腸 が ん 検 診 精 度 管 理 指 標 値 (40""74 歳)  青字:目 標値 を クリアし た 県   赤 字 :許容値 を クリアし て いな い
県  

⼤腸がん：精検受診率 

H17
P 

PV H18
P 

PV H19
P 

PV H20
P 

PV H21
P 

PV H22
P 

PV 

新 潟 県  4.87 高 知 県  4.70 新 潟 県  4.60 新 潟 県  5.62 高 知 県  5.58 山 口 県  6.03 
岩 手 県  4.24 新 潟 県  4.44 岩 手 県  4.01 福 井 県  4.95 奈 良 県  5.15 新 潟 県  5.07 
富 山 県  3.96 島 根 県  3.91 富 山 県  3.97 山 口 県  4.30 新 潟 県  4.90 奈 良 県  4.92 
島 根 県  3.81 富 山 県  3.81 高 知 県  3.71 富 山 県  4.19 島 根 県  4.69 大 阪 府  4.64 
宮 城 県  3.58 福 井 県  3.69 山 口 県  3.46 岩 手 県  4.05 大 阪 府  4.30 岩 手 県  4.49 
高 知 県  3.45 宮 城 県  3.46 島 根 県  3.39 奈 良 県  4.03 岩 手 県  4.23 島 根 県  4.11 
石 川 県  3.19 鳥 取 県  3.16 香 川 県  3.37 島 根 県  3.99 山 口 県  4.19 高 知 県  4.08 
滋 賀 県  3.16 岩 手 県  3.11 福 井 県  3.27 大 阪 府  3.83 神 奈 川 県  3.84 富 山 県  3.95 
熊 本 県  3.09 滋 賀 県  2.98 岐 阜 県  3.21 宮 城 県  3.80 石 川 県  3.78 福 井 県  3.86 

群 馬 県  3.06 石 川 県  2.89 京 都 府  3.19 鳥 取 県  3.72 富 山 県  3.73 石 川 県  3.78 
香 川 県  2.77 岐 阜 県  2.87 石 川 県  3.15 神 奈 川 県  3.67 長 崎 県  3.39 滋 賀 県  3.74 
岐 阜 県  2.77 栃 木 県  2.82 奈 良 県  3.08 高 知 県  3.61 滋 賀 県  3.38 神 奈 川 県  3.68 

和 歌 山 県  2.76 群 馬 県  2.78 宮 城 県  2.96 群 馬 県  3.50 群 馬 県  3.38 青 森 県  3.65 

青 森 県  2.72 青 森 県  2.75 滋 賀 県  2.84 岐 阜 県  3.46 兵 庫 県  3.33 宮 城 県  3.61 

鳥 取 県  2.71 京 都 府  2.72 鳥 取 県  2.81 広 島 県  3.45 青 森 県  3.21 群 馬 県  3.57 
山 口 県  2.70 愛 媛 県  2.62 群 馬 県  2.77 青 森 県  3.42 愛 知 県  3.09 長 崎 県  3.52 
福 井 県  2.69 山 口 県  2.56 福 岡 県  2.73 石 川 県  3.36 福 岡 県  3.06 福 岡 県  3.44 
京 都 府  2.58 長 崎 県  2.55 愛 媛 県  2.68 京 都 府  3.21 和 歌 山 県  2.98 京 都 府  3.43 
沖 縄 県  2.57 奈 良 県  2.54 青 森 県  2.64 福 岡 県  3.14 鳥 取 県  2.98 鳥 取 県  3.28 
愛 知 県  2.49 秋 田 県  2.48 愛 知 県  2.63 兵 庫 県  3.07 秋 田 県  2.97 栃 木 県  3.26 
栃 木 県  2.37 愛 知 県  2.47 神 奈 川 県  2.51 滋 賀 県  3.04 岐 阜 県  2.89 愛 知 県  3.22 
福 岡 県  2.32 香 川 県  2.44 和 歌 山 県  2.45 長 崎 県  2.88 一 重 県  2.87 兵 庫 県  3.17 
秋 田 県  2.31 兵 庫 県  2.43 鹿 児 島 県  2.42 山 形 県  2.78 茨 城 県  2.86 埼 玉 県  3.09 
広 島 県  2.29 和 歌 山 県  2.41 秋 田 県  2.34 埼 玉 県  2.76 沖 縄 県  2.79 秋 田 県  3.07 
兵 庫 県  2.24 福 岡 県  2.32 熊 本 県  2.33 秋 田 県  2.76 静 岡 県  2.71 一 重 県  3.05 
大 阪 府  2.16 長 野 県  2.29 徳 島 県  2.25 香 川 県  2.73 福 井 県  2.70 広 島 県  2.97 
長 崎 県  2.13 大 阪 府  2.28 兵 庫 県  2.24 茨 城 県  2.71 山 形 県  2.69 茨 城 県  2.95 
静 岡 県  2.07 福 島 県  2.24 埼 玉 県  2.23 静 岡 県  2.62 宮 城 県  2.67 和 歌 山 県  2.93 
茨 城 県  2.04 埼 玉 県  2.23 長 崎 県  2.21 佐 賀 県  2.45 京 都 府  2.66 長 野 県  2.91 

鹿 児 島 県  2.02 沖 縄 県  2.23 大 阪 府  2.19 北 海 道  2.43 香 川 県  2.57 北 海 道  2.89 
神 奈 川 県  2.02 静 岡 県  2.11 一 重 県  2.16 愛 知 県  2.37 長 野 県  2.56 静 岡 県  2.73 

一 重 県  1.99 広 島 県  2.10 栃 木 県  2.14 福 島 県  2.37 栃 木 県  2.46 東 京 都  2.67 
福 島 県  1.95 神 奈 川 県  2.09 茨 城 県  2.12 和 歌 山 県  2.34 北 海 道  2.40 山 梨 県  2.55 

奈 良 県  1.94 一 重 県  2.03 静 岡 県  2.11 宮 崎 県  2.32 佐 賀 県  2.38 岐 阜 県  2.50 
宮 崎 県  1.92 佐 賀 県  1.99 山 形 県  2.11 長 野 県  2.31 埼 玉 県  2.38 香 川 県  2.49 
徳 島 県  1.83 鹿 児 島 県  1.95 沖 縄 県  2.07 愛 媛 県  2.28 東 京 都  2.38 山 形 県  2.45 
千 葉 県  1.82 山 梨 県  1.93 福 島 県  2.07 徳 島 県  2.27 福 島 県  2.28 福 島 県  2.39 
埼 玉 県  1.82 大 分 県  1.92 宮 崎 県  2.06 千 葉 県  2.24 宮 崎 県  2.28 愛 媛 県  2.38 
岡 山 県  1.81 北 海 道  1.91 佐 賀 県  2.04 熊 本 県  2.22 鹿 児 島 県  2.27 宮 崎 県  2.38 
北 海 道  1.79 宮 崎 県  1.90 広 島 県  2.02 東 京 都  2.19 広 島 県  2.23 熊 本 県  2.28 
長 野 県  1.79 岡 山 県  1.85 長 野 県  1.97 一 重 県  2.18 岡 山 県  2.20 徳 島 県  2.23 
愛 媛 県  1.74 熊 本 県  1.78 北 海 道  1.97 大 分 県  2.15 山 梨 県  2.11 佐 賀 県  2.21 
山 形 県  1.62 茨 城 県  1.72 岡 山 県  1.89 山 梨 県  2.13 徳 島 県  2.05 岡 山 県  2.17 
大 分 県  1.55 山 形 県  1.68 大 分 県  1.73 鹿 児 島 県  2.04 大 分 県  1.98 沖 縄 県  2.17 
東 京 都  1.55 徳 島 県  1.58 山 梨 県  1.53 栃 木 県  1.97 千 葉 県  1.96 鹿 児 島 県  2.13 
佐 賀 県  1.51 千 葉 県  1.55 東 京 都  1.43 岡 山 県  1.86 熊 本 県  1.88 千 葉 県  1.98 
山 梨 県  1.39 東 京 都  1.50 千 葉 県  1.40 沖 縄 県  1.53 愛 媛 県  1.85 大 分 県  1.90 

下 線 以 下 は 精 度 管 理 不 良 県 30%  
許容値 1.9%以上  

下 線 は 精 度 管 理 優 良 県 10%、 及 び、精 度 管 理 不 良 県 30%の 境 界 を 示 す  
目標 値 90%以上、許容値 70%以 上  



H17 未 把 握 率  H18 未 把 握 率  H19 未 把 握 率  H20 未 把 握 率  H21 未 把 握 率  H22 未 把 握 率  

石 川 県  0.2 佐 賀 県  0.0 石 川 県  0.0 宮 崎 県  0.7 宮 城 県  0.0 富 山 県  1.3 
佐 賀 県  1.1 和 歌 山 県  0.4 佐 賀 県  0.1 鹿 児 島 県  0.8 石 川 県  0.1 北 海 道  2.0 

和 歌 山 県  1.3 鹿 児 島 県  1.0 鳥 取 県  0.5 石 川 県  1.2 新 潟 県  1.0 徳 島 県  2.2 
徳 島 県  1.4 滋 賀 県  1.0 鹿 児 島 県  0.6 岩 手 県  1.8 北 海 道  1.9 石 川 県  2.2 
京 都 府  1.8 徳 島 県  1.2 富 山 県  0.9 徳 島 県  2.8 富 山 県  1.9 鹿 児 島 県  3.0 

鳥 取 県  1.8 北 海 道  1.6 新 潟 県  1.0 茨 城 県  3.0 鹿 児 島 県  2.2 岩 手 県  3.0 
北 海 道  1.9 山 形 県  1.6 北 海 道  1.0 佐 賀 県  3.2 岩 手 県  2.7 佐 賀 県  3.8 

高 知 県  2.6 石 川 県  1.7 徳 島 県  1.4 富 山 県  3.8 徳 島 県  4.3 宮 城 県  4.3 
富 山 県  2.8 富 山 県  2.0 和 歌 山 県  1.8 群 馬 県  4.2 茨 城 県  4.3 長 野 県  4.5 
山 形 県  3.0 岩 手 県  3.6 滋 賀 県  1.9 宮 城 県  5.0 佐 賀 県  4.6 茨 城 県  4.8 

鹿 児 島 県  3.3 山 梨 県  4.2 山 形 県  2.1 滋 賀 県  5.5 秋 田 県  5.7 秋 田 県  4.9 
岩 手 県  3.4 京 都 府  4.5 岩 手 県  2.8 長 野 県  5.7 栃 木 県  6.9 滋 賀 県  5.0 
滋 賀 県  3.5 栃 木 県  4.6 京 都 府  3.7 山 口 県  5.9 大 分 県  7.5 福 井 県  5.5 

群 馬 県  5.0 群 馬 県  5.2 群 馬 県  3.7 栃 木 県  6.3 愛 媛 県  7.7 愛 媛 県  5.9 
山 梨 県  5.1 鳥 取 県  5.7 栃 木 県  4.2 奈 良 県  6.8 岐 阜 県  7.9 大 分 県  6.0 
栃 木 県  5.2 大 分 県  5.7 山 梨 県  4.7 福 井 県  7.3 鳥 取 県  8.3 岐 阜 県  6.3 

長 野 県  5.3 高 知 県  5.9 宮 城 県  5.7 秋 田 県  8.2 長 野 県  8.5 高 知 県  6.5 

大 分 県  6.1 愛 媛 県  6.4 長 野 県  6.5 京 都 府  8.5 群 馬 県  8.7 奈 良 県  7.0 
熊 本 県  6.2 沖 縄 県  6.8 高 知 県  6.9 大 分 県  8.8 山 口 県  8.8 熊 本 県  7.1 
沖 縄 県  6.6 長 野 県  7.1 島 根 県  7.5 山 梨 県  8.8 滋 賀 県  9.1 山 梨 県  8.1 

愛 媛 県  8.1 宮 城 県  7.8 秋 田 県  7.6 熊 本 県  9.5 和 歌 山 県  9.2 京 都 府  8.6 

福 島 県  8.4 福 島 県  9.6 大 分 県  7.9 千 葉 県  10.6 熊 本 県  9.2 山 口 県  10.0 
秋 田 県  10.2 岐 阜 県  10.0 山 口 県  8.0 鳥 取 県  11.1 京 都 府  9.6 和 歌 山 県  10.0 
山 口 県  10.6 秋 田 県  10.1 熊 本 県  9.3 愛 媛 県  11.2 福 井 県  10.1 鳥 取 県  10.4 
宮 城 県  10.7 山 口 県  10.6 福 井 県  10.3 新 潟 県  11.6 宮 崎 県  11.7 新 潟 県  10.5 
埼 玉 県  10.9 福 井 県  11.7 愛 知 県  10.4 岐 阜 県  12.5 山 梨 県  11.8 山 形 県  10.9 
岐 阜 県  11.1 愛 知 県  12.1 岐 阜 県  11.5 北 海 道  13.3 山 形 県  12.7 宮 崎 県  12.4 
島 根 県  12.6 熊 本 県  12.2 静 岡 県  12.1 山 形 県  13.6 高 知 県  12.9 大 阪 府  12.4 
愛 知 県  13.8 埼 玉 県  12.6 宮 崎 県  12.1 福 岡 県  14.3 千 葉 県  13.4 福 岡 県  12.4 
宮 崎 県  14.6 宮 崎 県  13.1 福 岡 県  13.5 和 歌 山 県  14.8 奈 良 県  13.5 栃 木 県  13.1 

香 川 県  14.9 福 岡 県  13.4 愛 媛 県  13.5 長 崎 県  16.4 一 重 県  14.5 群 馬 県  15.5 

新 潟 県  18.5 広 島 県  13.7 沖 縄 県  13.6 大 阪 府  17.1 島 根 県  14.5 青 森 県  15.7 
茨 城 県  19.5 島 根 県  16.0 茨 城 県  15.1 青 森 県  17.6 福 岡 県  14.7 長 崎 県  16.0 

広 島 県  20.1 新 潟 県  18.2 福 島 県  17.4 高 知 県  18.7 長 崎 県  15.5 一 重 県  16.6 
岡 山 県  21.0 香 川 県  19.0 広 島 県  19.5 岡 山 県  20.0 大 阪 府  15.9 岡 山 県  17.1 
大 阪 府  21.6 青 森 県  21.3 長 崎 県  19.9 兵 庫 県  20.7 青 森 県  17.0 千 葉 県  19.7 
青 森 県  22.9 静 岡 県  21.4 埼 玉 県  22.2 広 島 県  20.9 岡 山 県  18.2 神 奈 川 県  20.4 
福 岡 県  23.2 茨 城 県  21.6 千 葉 県  22.4 福 島 県  21.0 神 奈 川 県  20.6 愛 知 県  21.9 
長 崎 県  24.2 大 阪 府  22.7 兵 庫 県  23.1 愛 知 県  21.1 福 島 県  21.3 広 島 県  22.1 
静 岡 県  25.7 長 崎 県  24.4 大 阪 府  24.3 神 奈 川 県  22.1 愛 知 県  21.3 福 島 県  23.0 
福 井 県  26.8 岡 山 県  24.5 岡 山 県  26.1 埼 玉 県  24.1 広 島 県  21.9 島 根 県  23.3 
兵 庫 県  28.0 兵 庫 県  29.3 青 森 県  26.4 島 根 県  24.1 兵 庫 県  23.3 兵 庫 県  23.8 
一 重 県  28.8 千 葉 県  29.8 香 川 県  28.7 香 川 県  26.8 埼 玉 県  23.6 埼 玉 県  25.2 

神 奈 川 県  31.1 一 重 県  33.9 奈 良 県  34.8 沖 縄 県  31.4 香 川 県  26.7 香 川 県  26.7 
千 葉 県  34.1 神 奈 川 県  37.1 一 重 県  36.2 一 重 県  34.1 沖 縄 県  31.6 静 岡 県  33.1 

奈 良 県  45.8 奈 良 県  45.0 神 奈 川 県  36.8 静 岡 県  36.8 静 岡 県  32.2 沖 縄 県  34.8 
東 京 都  56.0 東 京 都  56.7 東 京 都  62.8 東 京 都  46.1 東 京 都  49.4 東 京 都  45.1 
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大 腸 が ん 検 診 精 度 管 理 指 標 値 (40""74 歳)  青字:目 標値 を クリアし た 県   赤 字 :許容値 を クリアし て いな い
県  

⼤腸がん：未受診率  
大 腸 が ん 検 診 精 度 管 理 指 標 値 (40""74 歳)  青字:目 標値 を クリアし た 県   赤 字 :許容値 を クリアし て いな い
県  

⼤腸がん：未把握率 

H17 未 受 診 率  H18 未 受 診 率  H19 未 受 診 率  H20 未 受 診 率  H21 未 受 診 率  H22 未 受 診 率  

新 潟 県  9.6 新 潟 県  9.5 東 京 都  7.2 高 知 県  1.4 福 島 県  2.6 福 島 県  3.0 
宮 城 県  10.4 宮 城 県  10.2 奈 良 県  9.4 静 岡 県  4.2 高 知 県  4.4 香 川 県  7.5 
長 崎 県  13.0 東 京 都  11.2 香 川 県  10.6 福 島 県  5.3 香 川 県  6.6 愛 知 県  7.6 
福 岡 県  13.8 香 川 県  12.0 岡 山 県  11.6 香 川 県  7.9 青 森 県  9.0 東 京 都  8.2 
東 京 都  14.4 長 崎 県  13.3 福 島 県  12.1 青 森 県  9.4 愛 知 県  9.0 青 森 県  9.6 

福 井 県  14.4 兵 庫 県  14.4 青 森 県  12.6 愛 知 県  10.4 東 京 都  9.9 長 崎 県  9.7 
兵 庫 県  14.7 岡 山 県  14.8 長 崎 県  13.7 宮 城 県  10.8 静 岡 県  10.1 宮 城 県  10.8 
香 川 県  15.8 奈 良 県  14.9 宮 城 県  14.4 新 潟 県  10.9 長 崎 県  10.4 鳥 取 県  11.2 
岡 山 県  16.6 高 知 県  16.2 愛 媛 県  14.9 東 京 都  11.0 山 形 県  10.5 新 潟 県  11.2 
山 口 県  16.8 青 森 県  16.2 高 知 県  15.5 広 島 県  11.6 宮 崎 県  10.8 宮 崎 県  11.8 

青 森 県  16.8 一 重 県  17.3 一 重 県  15.7 島 根 県  11.7 広 島 県  11.8 沖 縄 県  12.3 
奈 良 県  17.1 山 口 県  17.6 山 口 県  17.9 山 形 県  12.0 鳥 取 県  13.1 広 島 県  12.3 
岩 手 県  17.9 宮 崎 県  18.0 岩 手 県  18.2 長 崎 県  12.1 兵 庫 県  13.3 山 形 県  12.5 
宮 崎 県  18.1 岩 手 県  18.7 兵 庫 県  19.6 一 重 県  12.5 滋 賀 県  13.6 兵 庫 県  13.1 

千 葉 県  19.5 福 岡 県  19.1 広 島 県  20.0 福 岡 県  13.1 岡 山 県  13.8 高 知 県  13.3 

愛 知 県  20.6 茨 城 県  19.3 福 岡 県  20.5 鳥 取 県  13.4 岩 手 県  14.0 福 岡 県  13.7 
一 重 県  20.8 愛 知 県  19.3 岐 阜 県  20.9 岡 山 県  13.9 福 岡 県  14.4 島 根 県  14.0 
茨 城 県  21.1 富 山 県  20.5 茨 城 県  20.9 兵 庫 県  14.3 沖 縄 県  14.7 岡 山 県  14.5 
広 島 県  21.5 石 川 県  21.4 熊 本 県  21.0 山 口 県  14.4 山 口 県  14.7 熊 本 県  15.1 

高 知 県  21.9 熊 本 県  22.8 愛 知 県  21.0 岩 手 県  15.1 熊 本 県  15.7 静 岡 県  15.4 
岐 阜 県  23.8 岐 阜 県  23.2 富 山 県  22.3 熊 本 県  15.1 福 井 県  16.2 福 井 県  15.5 

福 島 県  24.3 千 葉 県  23.3 福 井 県  22.7 北 海 道  15.1 富 山 県  16.5 岩 手 県  15.6 

石 川 県  24.6 山 形 県  24.6 宮 崎 県  23.0 福 井 県  16.1 宮 城 県  16.8 群 馬 県  15.8 

静 岡 県  24.7 鳥 取 県  25.2 沖 縄 県  23.8 愛 媛 県  16.6 埼 玉 県  18.5 山 口 県  15.9 
愛 媛 県  25.3 愛 媛 県  25.3 大 分 県  24.7 沖 縄 県  17.8 愛 媛 県  19.3 滋 賀 県  16.3 

山 形 県  25.4 広 島 県  25.6 石 川 県  24.9 岐 阜 県  18.2 佐 賀 県  19.4 埼 玉 県  18.3 

熊 本 県  25.4 福 島 県  25.6 長 野 県  25.6 大 分 県  18.2 大 分 県  19.6 一 重 県  18.8 

沖 縄 県  25.7 大 分 県  25.7 山 形 県  26.3 滋 賀 県  18.5 奈 良 県  19.9 鹿 児 島 県  19.0 
大 分 県  26.6 静 岡 県  25.8 滋 賀 県  26.5 富 山 県  18.7 岐 阜 県  20.0 愛 媛 県  19.5 
滋 賀 県  26.7 長 野 県  26.4 京 都 府  26.5 佐 賀 県  19.3 長 野 県  20.4 神 奈 川 県  19.9 
長 野 県  27.1 福 井 県  26.7 神 奈 川 県  26.7 神 奈 川 県  20.6 神 奈 川 県  20.7 富 山 県  20.5 
島 根 県  29.6 神 奈 川 県  27.2 新 潟 県  26.8 埼 玉 県  21.2 新 潟 県  20.9 石 川 県  21.6 
佐 賀 県  29.6 滋 賀 県  27.4 徳 島 県  27.7 京 都 府  21.6 一 重 県  21.0 京 都 府  22.3 

富 山 県  30.8 沖 縄 県  28.4 鹿 児 島 県  28.3 鹿 児 島 県  21.9 鹿 児 島 県  21.1 栃 木 県  22.4 
鹿 児 島 県  30.9 佐 賀 県  29.2 佐 賀 県  28.6 宮 崎 県  22.6 島 根 県  21.3 長 野 県  22.4 

鳥 取 県  31.0 秋 田 県  29.4 埼 玉 県  29.1 石 川 県  22.9 京 都 府  21.9 茨 城 県  23.9 
秋 田 県  31.5 京 都 府  31.5 群 馬 県  31.8 茨 城 県  23.7 大 阪 府  22.0 大 阪 府  24.1 

神 奈 川 県  31.7 群 馬 県  31.7 鳥 取 県  32.5 長 野 県  23.9 徳 島 県  22.6 大 分 県  24.3 
群 馬 県  31.8 徳 島 県  31.9 秋 田 県  32.5 大 阪 府  24.0 群 馬 県  23.3 奈 良 県  25.3 
徳 島 県  32.2 大 阪 府  32.4 大 阪 府  32.5 徳 島 県  25.1 山 梨 県  23.9 徳 島 県  25.3 
大 阪 府  33.4 北 海 道  33.2 千 葉 県  35.1 奈 良 県  25.7 茨 城 県  24.1 岐 阜 県  25.5 
京 都 府  33.5 鹿 児 島 県  36.5 北 海 道  35.4 山 梨 県  27.5 石 川 県  24.3 佐 賀 県  27.2 
北 海 道  36.3 島 根 県  37.2 山 梨 県  36.7 秋 田 県  28.3 秋 田 県  29.1 秋 田 県  27.2 
山 梨 県  37.0 山 梨 県  40.9 静 岡 県  37.7 群 馬 県  28.8 北 海 道  30.6 山 梨 県  27.2 
栃 木 県  44.0 埼 玉 県  41.0 島 根 県  40.1 千 葉 県  32.2 栃 木 県  31.2 千 葉 県  27.7 
埼 玉 県  44.5 栃 木 県  41.4 栃 木 県  42.5 和 歌 山 県  32.2 和 歌 山 県  32.3 北 海 道  30.0 

和 歌 山 県  51.1 和 歌 山 県  52.3 和 歌 山 県  49.8 栃 木 県  34.5 千 葉 県  33.9 和 歌 山 県  35.3 

下 線 は 精 度 管 理 優 良 県 10%、 及 び、精 度 管 理 不 良 県 30%の 境 界 を 示
す  
許容 値 20%以下 、目 標値 5%以下  

下 線 は 精 度 管 理 優 良 県 10%、 及 び、精 度 管 理 不 良 県 30%の 境 界 を 示 す  
許容 値 10%以下 、許 容値 5%以下  



H17 要 精 検 率  H18 要 精 検 率  H19 要 精 検 率  H20 要 精 検 率  H21 要 精 検 率  H22 要 精 検 率  

滋 賀 県  0.36 滋 賀 県  0.25 滋 賀 県  0.27 滋 賀 県  0.22 滋 賀 県  0.30 宮 崎 県  0.44 
鹿 児 島 県  0.99 群 馬 県  0.93 鹿 児 島 県  0.82 愛 媛 県  0.68 宮 崎 県  0.63 愛 媛 県  0.54 
群 馬 県  1.00 鹿 児 島 県  1.07 石 川 県  1.16 宮 崎 県  0.68 愛 媛 県  0.65 鹿 児 島 県  0.72 
宮 崎 県  1.03 宮 崎 県  1.07 宮 崎 県  1.17 鹿 児 島 県  0.72 鹿 児 島 県  0.75 香 川 県  1.03 
大 分 県  1.16 石 川 県  1.18 群 馬 県  1.37 石 川 県  1.12 群 馬 県  1.17 群 馬 県  1.19 
京 都 府  1.17 京 都 府  1.42 高 知 県  1.44 香 川 県  1.15 香 川 県  1.22 石 川 県  1.27 
石 川 県  1.49 千 葉 県  1.47 佐 賀 県  1.50 青 森 県  1.42 石 川 県  1.27 大 阪 府  1.28 
千 葉 県  1.51 高 知 県  1.49 千 葉 県  1.53 群 馬 県  1.54 青 森 県  1.54 高 知 県  1.62 
高 知 県  1.65 佐 賀 県  1.72 京 都 府  1.53 山 口 県  1.58 大 阪 府  1.62 青 森 県  1.67 
岡 山 県  1.68 大 分 県  1.75 茨 城 県  1.69 佐 賀 県  1.73 佐 賀 県  1.76 千 葉 県  1.72 
青 森 県  1.69 岡 山 県  1.79 香 川 県  1.73 富 山 県  1.74 栃 木 県  1.83 徳 島 県  1.72 
香 川 県  1.77 静 岡 県  1.81 青 森 県  1.75 宮 城 県  1.85 富 山 県  1.87 佐 賀 県  1.76 
山 口 県  1.81 山 口 県  1.83 富 山 県  1.85 高 知 県  1.87 高 知 県  1.90 宮 城 県  1.86 
宮 城 県  1.89 青 森 県  1.86 宮 城 県  1.86 静 岡 県  1.91 山 口 県  2.01 栃 木 県  1.90 
静 岡 県  1.95 茨 城 県  1.86 山 口 県  1.93 栃 木 県  1.99 岩 手 県  2.02 大 分 県  1.90 
茨 城 県  2.08 宮 城 県  1.93 岡 山 県  1.96 千 葉 県  2.07 宮 城 県  2.03 富 山 県  2.02 
栃 木 県  2.10 香 川 県  1.94 大 分 県  2.00 茨 城 県  2.29 茨 城 県  2.09 東 京 都  2.08 
徳 島 県  2.12 富 山 県  2.05 徳 島 県  2.03 京 都 府  2.33 東 京 都  2.11 和 歌 山 県  2.09 
富 山 県  2.15 山 梨 県  2.21 静 岡 県  2.04 徳 島 県  2.38 千 葉 県  2.12 岐 阜 県  2.15 
山 梨 県  2.15 岐 阜 県  2.28 岐 阜 県  2.04 東 京 都  2.40 静 岡 県  2.15 静 岡 県  2.16 
長 崎 県  2.28 和 歌 山 県  2.42 和 歌 山 県  2.11 山 梨 県  2.47 岐 阜 県  2.40 茨 城 県  2.21 
山 形 県  2.29 大 阪 府  2.52 栃 木 県  2.25 和 歌 山 県  2.48 山 梨 県  2.46 山 梨 県  2.22 
和 歌 山 県  2.35 山 形 県  2.59 愛 知 県  2.34 岐 阜 県  2.53 和 歌 山 県  2.49 京 都 府  2.28 
佐 賀 県  2.40 栃 木 県  2.62 山 形 県  2.35 岡 山 県  2.57 岡 山 県  2.51 長 崎 県  2.38 
大 阪 府  2.44 愛 知 県  2.63 山 梨 県  2.41 埼 玉 県  2.62 埼 玉 県  2.57 岩 手 県  2.44 
岐 阜 県  2.44 秋 田 県  2.81 埼 玉 県  2.47 愛 知 県  2.65 京 都 府  2.60 岡 山 県  2.46 
愛 知 県  2.49 福 岡 県  2.87 沖 縄 県  2.59 長 野 県  2.73 一 重 県  2.72 兵 庫 県  2.59 
埼 玉 県  2.69 北 海 道  2.91 福 岡 県  2.67 一 重 県  2.75 北 海 道  2.79 一 重 県  2.69 
岩 手 県  2.78 埼 玉 県  2.95 大 阪 府  2.82 大 阪 府  2.78 長 野 県  2.85 埼 玉 県  2.89 
東 京 都  2.78 沖 縄 県  2.99 北 海 道  2.84 奈 良 県  2.87 長 崎 県  2.87 北 海 道  2.89 
福 岡 県  2.88 岩 手 県  3.03 長 野 県  2.87 秋 田 県  2.87 山 形 県  2.88 愛 知 県  2.90 
鳥 取 県  2.95 東 京 都  3.09 兵 庫 県  2.92 大 分 県  2.94 秋 田 県  2.90 秋 田 県  2.91 
新 潟 県  2.97 新 潟 県  3.17 岩 手 県  2.96 岩 手 県  3.01 兵 庫 県  2.92 熊 本 県  2.91 
沖 縄 県  3.02 神 奈 川 県  3.20 熊 本 県  3.00 福 岡 県  3.01 愛 知 県  3.13 長 野 県  2.91 
熊 本 県  3.06 一 重 県  3.37 一 重 県  3.02 島 根 県  3.03 大 分 県  3.18 山 口 県  2.97 
長 野 県  3.09 鳥 取 県  3.38 秋 田 県  3.13 北 海 道  3.08 島 根 県  3.28 奈 良 県  2.99 
神 奈 川 県  3.11 福 島 県  3.38 東 京 都  3.16 兵 庫 県  3.16 新 潟 県  3.30 山 形 県  3.04 
北 海 道  3.17 兵 庫 県  3.39 島 根 県  3.19 沖 縄 県  3.17 奈 良 県  3.36 沖 縄 県  3.08 
一 重 県  3.21 熊 本 県  3.40 神 奈 川 県  3.22 山 形 県  3.18 神 奈 川 県  3.36 新 潟 県  3.08 
福 島 県  3.24 長 野 県  3.41 新 潟 県  3.24 神 奈 川 県  3.28 福 岡 県  3.54 滋 賀 県  3.08 
島 根 県  3.29 徳 島 県  3.46 福 島 県  3.36 新 潟 県  3.43 熊 本 県  3.57 福 岡 県  3.43 
兵 庫 県  3.35 島 根 県  3.48 長 崎 県  3.44 熊 本 県  3.54 徳 島 県  3.59 神 奈 川 県  3.52 
秋 田 県  3.49 奈 良 県  3.70 鳥 取 県  3.50 長 崎 県  3.58 沖 縄 県  3.60 福 島 県  3.58 
愛 媛 県  3.52 広 島 県  4.03 奈 良 県  3.71 福 島 県  3.65 広 島 県  3.68 島 根 県  3.93 
広 島 県  3.93 長 崎 県  4.09 広 島 県  3.92 鳥 取 県  4.12 福 島 県  3.75 広 島 県  4.03 
奈 良 県  4.30 愛 媛 県  4.48 愛 媛 県  4.20 広 島 県  4.15 鳥 取 県  4.12 鳥 取 県  4.09 
福 井 県  5.36 福 井 県  4.52 福 井 県  4.82 福 井 県  4.76 福 井 県  5.38 福 井 県  5.39 
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肺 が ん検 診 精 度 管 理 指 標 値 (40""74 歳 )    赤字:許 容 値を クリアし て いな い
県  

肺がん：要精検率 
 

 
肺 が ん検 診 精 度 管 理 指 標 値 (40""74 歳 )    赤字:許 容 値を クリアし て いな い
県  

肺がん：発⾒率 

H17 発 見 率  H18 発 見 率  H19 発 見 率  H20 発 見 率  H21 発 見 率  H22 発 見 率  

富 山 県  0.072 山 口 県  0.072 山 口 県  0.075 広 島 県  0.083 石 川 県  0.082 鳥 取 県  0.105 
広 島 県  0.062 鳥 取 県  0.066 香 川 県  0.072 山 口 県  0.080 長 崎 県  0.074 山 口 県  0.097 
石 川 県  0.056 石 川 県  0.058 福 井 県  0.064 石 川 県  0.073 福 井 県  0.072 石 川 県  0.082 
奈 良 県  0.053 富 山 県  0.053 石 川 県  0.062 大 阪 府  0.071 山 口 県  0.062 富 山 県  0.067 
徳 島 県  0.053 岩 手 県  0.051 滋 賀 県  0.061 長 崎 県  0.069 鳥 取 県  0.062 北 海 道  0.066 
秋 田 県  0.049 香 川 県  0.047 広 島 県  0.059 鳥 取 県  0.068 神 奈 川 県  0.060 岩 手 県  0.064 
大 阪 府  0.049 長 崎 県  0.044 富 山 県  0.052 北 海 道  0.067 北 海 道  0.056 大 阪 府  0.061 
一 重 県  0.048 宮 城 県  0.044 北 海 道  0.050 島 根 県  0.067 富 山 県  0.056 広 島 県  0.060 
山 口 県  0.047 福 島 県  0.043 鳥 取 県  0.050 徳 島 県  0.063 兵 庫 県  0.056 愛 知 県  0.055 
鳥 取 県  0.047 兵 庫 県  0.043 岩 手 県  0.048 岐 阜 県  0.061 広 島 県  0.055 一 重 県  0.054 
福 井 県  0.047 山 形 県  0.042 大 阪 府  0.044 福 島 県  0.057 岩 手 県  0.053 福 井 県  0.054 
福 島 県  0.045 埼 玉 県  0.042 京 都 府  0.043 山 形 県  0.051 高 知 県  0.053 福 島 県  0.053 
兵 庫 県  0.045 愛 知 県  0.042 宮 城 県  0.042 富 山 県  0.051 奈 良 県  0.052 茨 城 県  0.050 
福 岡 県  0.044 広 島 県  0.041 愛 知 県  0.040 和 歌 山 県  0.051 長 野 県  0.051 長 崎 県  0.050 
長 崎 県  0.043 長 野 県  0.041 青 森 県  0.039 兵 庫 県  0.050 山 形 県  0.050 神 奈 川 県  0.049 
山 形 県  0.042 熊 本 県  0.039 群 馬 県  0.039 高 知 県  0.049 和 歌 山 県  0.050 徳 島 県  0.049 
沖 縄 県  0.042 群 馬 県  0.038 長 崎 県  0.037 香 川 県  0.049 茨 城 県  0.050 鹿 児 島 県  0.048 
北 海 道  0.042 沖 縄 県  0.037 新 潟 県  0.037 大 分 県  0.049 島 根 県  0.050 高 知 県  0.048 
愛 知 県  0.040 大 阪 府  0.036 大 分 県  0.036 福 井 県  0.049 福 島 県  0.050 佐 賀 県  0.048 

神 奈 川 県  0.040 一 重 県  0.036 高 知 県  0.036 長 野 県  0.049 愛 知 県  0.049 青 森 県  0.048 
岩 手 県  0.039 島 根 県  0.036 福 岡 県  0.036 宮 城 県  0.048 青 森 県  0.049 山 形 県  0.045 
京 都 府  0.039 新 潟 県  0.035 兵 庫 県  0.035 茨 城 県  0.047 宮 城 県  0.047 福 岡 県  0.045 
長 野 県  0.038 京 都 府  0.034 熊 本 県  0.034 群 馬 県  0.047 一 重 県  0.047 秋 田 県  0.045 
熊 本 県  0.038 北 海 道  0.033 沖 縄 県  0.033 静 岡 県  0.046 大 阪 府  0.047 兵 庫 県  0.044 
宮 城 県  0.038 愛 媛 県  0.032 徳 島 県  0.033 神 奈 川 県  0.045 群 馬 県  0.047 長 野 県  0.044 
岡 山 県  0.037 東 京 都  0.031 福 島 県  0.033 福 岡 県  0.041 福 岡 県  0.047 岐 阜 県  0.044 
青 森 県  0.036 和 歌 山 県  0.031 島 根 県  0.033 埼 玉 県  0.040 香 川 県  0.043 宮 城 県  0.042 
香 川 県  0.036 静 岡 県  0.030 長 野 県  0.032 新 潟 県  0.039 宮 崎 県  0.042 新 潟 県  0.041 
新 潟 県  0.035 福 井 県  0.030 宮 崎 県  0.032 栃 木 県  0.039 熊 本 県  0.040 香 川 県  0.041 
佐 賀 県  0.034 佐 賀 県  0.029 山 梨 県  0.032 秋 田 県  0.038 京 都 府  0.038 京 都 府  0.041 
高 知 県  0.033 山 梨 県  0.029 一 重 県  0.031 熊 本 県  0.038 大 分 県  0.037 沖 縄 県  0.041 
栃 木 県  0.032 神 奈 川 県  0.029 東 京 都  0.031 東 京 都  0.036 静 岡 県  0.037 島 根 県  0.040 
岐 阜 県  0.031 岡 山 県  0.028 神 奈 川 県  0.030 一 重 県  0.036 岡 山 県  0.034 大 分 県  0.040 

東 京 都  0.030 千 葉 県  0.027 愛 媛 県  0.028 愛 知 県  0.035 山 梨 県  0.034 奈 良 県  0.039 
和 歌 山 県  0.029 高 知 県  0.026 茨 城 県  0.027 岡 山 県  0.035 新 潟 県  0.033 宮 崎 県  0.039 

群 馬 県  0.028 宮 崎 県  0.026 山 形 県  0.027 岩 手 県  0.035 岐 阜 県  0.033 熊 本 県  0.038 
静 岡 県  0.027 岐 阜 県  0.026 静 岡 県  0.027 滋 賀 県  0.034 埼 玉 県  0.033 群 馬 県  0.038 
山 梨 県  0.024 茨 城 県  0.026 和 歌 山 県  0.026 奈 良 県  0.034 滋 賀 県  0.033 静 岡 県  0.037 
島 根 県  0.024 鹿 児 島 県  0.025 岐 阜 県  0.025 山 梨 県  0.033 鹿 児 島 県  0.033 滋 賀 県  0.037 
茨 城 県  0.022 青 森 県  0.025 鹿 児 島 県  0.023 京 都 府  0.032 東 京 都  0.032 埼 玉 県  0.036 

鹿 児 島 県  0.022 大 分 県  0.025 秋 田 県  0.023 佐 賀 県  0.032 沖 縄 県  0.031 東 京 都  0.035 
埼 玉 県  0.021 秋 田 県  0.024 埼 玉 県  0.021 千 葉 県  0.032 千 葉 県  0.030 岡 山 県  0.035 
千 葉 県  0.021 福 岡 県  0.024 栃 木 県  0.019 鹿 児 島 県  0.031 佐 賀 県  0.029 山 梨 県  0.031 
大 分 県  0.020 滋 賀 県  0.024 岡 山 県  0.018 沖 縄 県  0.031 秋 田 県  0.025 和 歌 山 県  0.030 
愛 媛 県  0.019 栃 木 県  0.021 千 葉 県  0.017 宮 崎 県  0.027 栃 木 県  0.023 千 葉 県  0.026 
滋 賀 県  0.012 奈 良 県  0.019 佐 賀 県  0.015 青 森 県  0.025 徳 島 県  0.020 栃 木 県  0.025 
宮 崎 県  0.004 徳 島 県  0.008 奈 良 県  0.012 愛 媛 県  0.011 愛 媛 県  0.017 愛 媛 県  0.013 

下 線 以 下 は 精 度 管 理 不 良 県 30% 
許容 値 3%以下  

下線 以 下は 精度 管 理不 良 県 30%  
許容値 0.03%以上  



H17 精 検 受 診 率  H18 精 検 受 診 率  H19 精 検 受 診 率  H20 精 検 受 診 率  H21 精 検 受 診 率  H22 精 検 受 診 率  

滋 賀 県  90.0 滋 賀 県  90.5 滋 賀 県  95.5 山 口 県  92.8 滋 賀 県  100.0 鹿 児 島 県  92.8 
山 口 県  88.3 香 川 県  89.8 高 知 県  92.4 滋 賀 県  92.3 山 口 県  91.2 山 口 県  91.9 
群 馬 県  87.9 富 山 県  89.2 山 口 県  90.7 香 川 県  92.0 香 川 県  90.8 新 潟 県  91.7 
新 潟 県  87.8 新 潟 県  88.5 新 潟 県  89.8 奈 良 県  90.8 宮 崎 県  90.7 香 川 県  91.5 
高 知 県  87.6 山 口 県  88.1 群 馬 県  88.9 富 山 県  89.2 新 潟 県  89.9 富 山 県  91.1 

奈 良 県  87.0 高 知 県  87.4 富 山 県  88.3 鹿 児 島 県  89.1 宮 城 県  89.8 高 知 県  89.7 
石 川 県  85.9 石 川 県  87.4 石 川 県  87.1 北 海 道  88.0 富 山 県  89.0 滋 賀 県  89.6 
富 山 県  85.7 群 馬 県  86.2 香 川 県  86.7 新 潟 県  87.7 鹿 児 島 県  89.0 岩 手 県  88.7 
京 都 府  85.2 宮 城 県  86.0 岐 阜 県  86.5 高 知 県  86.3 鳥 取 県  87.9 宮 崎 県  88.7 
北 海 道  82.9 青 森 県  84.6 鳥 取 県  84.7 徳 島 県  86.1 群 馬 県  87.9 石 川 県  88.1 

鹿 児 島 県  82.6 鳥 取 県  83.7 宮 城 県  84.7 鳥 取 県  85.4 石 川 県  87.7 福 岡 県  87.8 
香 川 県  82.3 岩 手 県  83.1 愛 媛 県  84.0 宮 崎 県  85.1 奈 良 県  87.2 青 森 県  87.7 
青 森 県  82.3 京 都 府  83.0 鹿 児 島 県  83.8 群 馬 県  85.1 北 海 道  86.3 奈 良 県  87.4 
宮 城 県  82.1 奈 良 県  82.7 島 根 県  83.6 石 川 県  84.6 岩 手 県  85.8 鳥 取 県  87.0 
岩 手 県  81.5 愛 媛 県  82.6 宮 崎 県  83.2 福 島 県  84.4 高 知 県  85.7 宮 城 県  86.8 
徳 島 県  81.5 宮 崎 県  82.6 佐 賀 県  82.9 宮 城 県  84.2 長 野 県  85.3 長 野 県  85.8 
鳥 取 県  81.3 徳 島 県  80.4 福 岡 県  82.1 福 岡 県  83.3 長 崎 県  83.9 徳 島 県  84.9 
福 島 県  80.4 北 海 道  80.0 岩 手 県  82.1 長 野 県  83.3 大 阪 府  83.1 群 馬 県  84.9 
愛 媛 県  80.2 岐 阜 県  79.4 徳 島 県  81.8 青 森 県  82.0 青 森 県  83.0 福 島 県  84.1 
宮 崎 県  80.0 福 岡 県  79.0 長 野 県  81.2 岐 阜 県  81.3 福 島 県  82.8 山 形 県  83.8 
福 岡 県  79.1 山 形 県  78.8 福 島 県  80.8 島 根 県  81.2 山 形 県  82.5 北 海 道  83.7 
沖 縄 県  78.7 福 島 県  78.4 奈 良 県  80.5 熊 本 県  81.1 岐 阜 県  82.3 長 崎 県  83.4 
岐 阜 県  78.6 島 根 県  77.9 北 海 道  79.7 山 形 県  80.6 島 根 県  82.1 茨 城 県  82.7 
熊 本 県  78.5 沖 縄 県  77.8 京 都 府  79.2 大 阪 府  80.5 熊 本 県  82.0 京 都 府  82.6 
山 形 県  77.7 長 野 県  77.7 青 森 県  78.5 山 梨 県  80.3 福 岡 県  81.7 佐 賀 県  82.1 
佐 賀 県  77.1 兵 庫 県  77.4 広 島 県  77.0 岩 手 県  79.9 茨 城 県  80.8 岐 阜 県  82.1 
長 野 県  76.4 佐 賀 県  76.0 山 梨 県  76.1 長 崎 県  79.1 千 葉 県  78.2 大 阪 府  81.8 
静 岡 県  75.0 愛 知 県  76.0 山 形 県  76.0 佐 賀 県  78.5 福 井 県  77.8 熊 本 県  81.8 
島 根 県  74.7 山 梨 県  74.2 長 崎 県  75.8 茨 城 県  78.2 佐 賀 県  77.6 島 根 県  81.7 
愛 知 県  74.2 広 島 県  73.5 茨 城 県  75.5 福 井 県  76.9 山 梨 県  77.6 大 分 県  80.2 
広 島 県  73.4 鹿 児 島 県  73.2 沖 縄 県  75.3 岡 山 県  76.6 愛 媛 県  77.5 栃 木 県  78.0 
兵 庫 県  73.2 長 崎 県  72.6 兵 庫 県  74.9 広 島 県  76.1 京 都 府  76.6 広 島 県  77.2 
福 井 県  72.4 熊 本 県  71.0 愛 知 県  74.3 千 葉 県  76.0 岡 山 県  75.3 山 梨 県  76.6 

大 分 県  72.0 福 井 県  70.7 福 井 県  71.6 愛 知 県  74.5 広 島 県  74.9 愛 媛 県  74.9 
和 歌 山 県  71.9 秋 田 県  68.8 熊 本 県  71.5 京 都 府  74.2 静 岡 県  72.7 愛 知 県  74.7 

山 梨 県  70.2 和 歌 山 県  68.6 岡 山 県  71.2 兵 庫 県  73.7 愛 知 県  72.4 千 葉 県  74.4 
茨 城 県  69.8 茨 城 県  67.7 和 歌 山 県  65.4 静 岡 県  70.4 秋 田 県  71.7 岡 山 県  73.8 
長 崎 県  69.2 千 葉 県  67.5 大 阪 府  64.4 神 奈 川 県  70.0 埼 玉 県  71.4 静 岡 県  73.6 
岡 山 県  68.5 大 分 県  67.3 静 岡 県  64.3 栃 木 県  67.1 徳 島 県  71.4 福 井 県  73.5 
大 阪 府  66.8 岡 山 県  66.1 大 分 県  64.3 秋 田 県  66.2 神 奈 川 県  70.4 秋 田 県  73.5 
栃 木 県  62.1 大 阪 府  65.6 秋 田 県  62.5 埼 玉 県  66.1 兵 庫 県  69.8 神 奈 川 県  72.3 
秋 田 県  62.0 静 岡 県  65.2 栃 木 県  61.7 和 歌 山 県  65.1 栃 木 県  69.6 兵 庫 県  71.0 
千 葉 県  61.9 栃 木 県  64.2 埼 玉 県  59.1 愛 媛 県  63.7 和 歌 山 県  62.9 埼 玉 県  68.1 

神 奈 川 県  59.4 埼 玉 県  61.8 神 奈 川 県  57.6 沖 縄 県  60.2 一 重 県  60.7 和 歌 山 県  64.2 
埼 玉 県  51.7 神 奈 川 県  60.2 千 葉 県  54.7 東 京 都  51.1 東 京 都  53.2 東 京 都  63.8 
一 重 県  47.2 東 京 都  43.7 東 京 都  40.0 一 重 県  51.0 大 分 県  49.4 一 重 県  60.6 
東 京 都  46.0 一 重 県  39.5 一 重 県  39.2 大 分 県  47.7 沖 縄 県  48.2 沖 縄 県  60.1 
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肺 が ん検 診 精 度 管 理 指 標 値 (40""74 歳 )    赤字:許 容 値を クリアし て いな い
県  

肺がん：PPV  
肺 が ん検 診 精 度 管 理 指 標 値 (40""74 歳 )  青 字:目標 値を クリアし た県   赤字:許容 値を クリアし て いな い
県  

肺がん：精検受診率 

H17
P 

PV H18
P 

PV H19PPV H20PPV H21PPV H22
P 

PV 

石 川 県  3.77 滋 賀 県  9.52 滋 賀 県  22.73 滋 賀 県  15.38 滋 賀 県  11.11 宮 崎 県  8.93 
富 山 県  3.33 石 川 県  4.90 石 川 県  5.37 石 川 県  6.49 宮 崎 県  6.64 鹿 児 島 県  6.71 
滋 賀 県  3.33 群 馬 県  4.13 香 川 県  4.19 山 口 県  5.08 石 川 県  6.47 石 川 県  6.41 
京 都 府  3.29 山 口 県  3.91 山 口 県  3.88 鹿 児 島 県  4.36 鹿 児 島 県  4.41 大 阪 府  4.72 
群 馬 県  2.75 富 山 県  2.57 群 馬 県  2.85 香 川 県  4.28 群 馬 県  4.01 香 川 県  3.97 
山 口 県  2.61 宮 崎 県  2.46 京 都 府  2.84 宮 崎 県  4.02 香 川 県  3.53 富 山 県  3.30 
徳 島 県  2.48 香 川 県  2.41 富 山 県  2.80 群 馬 県  3.05 青 森 県  3.17 山 口 県  3.25 
岡 山 県  2.23 京 都 府  2.38 鹿 児 島 県  2.78 富 山 県  2.96 山 口 県  3.10 群 馬 県  3.16 

鹿 児 島 県  2.19 鹿 児 島 県  2.36 宮 崎 県  2.73 徳 島 県  2.66 富 山 県  2.99 高 知 県  2.99 
青 森 県  2.15 宮 城 県  2.25 高 知 県  2.49 高 知 県  2.64 大 阪 府  2.92 青 森 県  2.87 
香 川 県  2.04 鳥 取 県  1.95 宮 城 県  2.26 宮 城 県  2.59 高 知 県  2.77 徳 島 県  2.82 
大 阪 府  2.01 千 葉 県  1.82 青 森 県  2.25 大 阪 府  2.57 岩 手 県  2.64 佐 賀 県  2.72 
高 知 県  2.00 高 知 県  1.78 大 分 県  1.80 静 岡 県  2.42 愛 媛 県  2.61 岩 手 県  2.62 
宮 城 県  2.00 岩 手 県  1.70 北 海 道  1.75 岐 阜 県  2.40 長 崎 県  2.58 鳥 取 県  2.56 
長 崎 県  1.88 佐 賀 県  1.69 愛 知 県  1.71 島 根 県  2.20 茨 城 県  2.39 愛 媛 県  2.35 
山 形 県  1.83 静 岡 県  1.67 徳 島 県  1.64 北 海 道  2.17 宮 城 県  2.34 宮 城 県  2.28 
大 分 県  1.71 山 形 県  1.64 岩 手 県  1.61 茨 城 県  2.06 北 海 道  2.02 茨 城 県  2.27 
愛 知 県  1.62 愛 知 県  1.61 茨 城 県  1.60 和 歌 山 県  2.05 和 歌 山 県  2.00 北 海 道  2.26 
広 島 県  1.59 岡 山 県  1.54 大 阪 府  1.54 広 島 県  2.01 兵 庫 県  1.90 長 崎 県  2.11 
鳥 取 県  1.58 大 阪 府  1.44 広 島 県  1.50 栃 木 県  1.94 神 奈 川 県  1.80 大 分 県  2.10 
福 岡 県  1.53 埼 玉 県  1.44 鳥 取 県  1.42 長 崎 県  1.94 長 野 県  1.79 岐 阜 県  2.05 
栃 木 県  1.53 大 分 県  1.41 福 岡 県  1.34 佐 賀 県  1.87 一 重 県  1.75 一 重 県  2.01 
一 重 県  1.50 茨 城 県  1.39 福 井 県  1.33 長 野 県  1.78 山 形 県  1.74 愛 知 県  1.91 
佐 賀 県  1.43 青 森 県  1.35 山 梨 県  1.32 青 森 県  1.76 静 岡 県  1.72 京 都 府  1.78 
秋 田 県  1.42 山 梨 県  1.29 静 岡 県  1.31 大 分 県  1.67 佐 賀 県  1.63 静 岡 県  1.73 
岩 手 県  1.41 福 島 県  1.28 沖 縄 県  1.29 鳥 取 県  1.64 愛 知 県  1.57 兵 庫 県  1.70 
千 葉 県  1.41 和 歌 山 県  1.26 和 歌 山 県  1.25 山 形 県  1.62 奈 良 県  1.56 東 京 都  1.66 
福 島 県  1.38 兵 庫 県  1.26 兵 庫 県  1.22 愛 媛 県  1.59 島 根 県  1.51 秋 田 県  1.54 
静 岡 県  1.38 沖 縄 県  1.23 岐 阜 県  1.21 福 島 県  1.57 鳥 取 県  1.51 千 葉 県  1.52 
沖 縄 県  1.38 長 野 県  1.21 山 形 県  1.14 兵 庫 県  1.57 東 京 都  1.51 長 野 県  1.51 
兵 庫 県  1.33 岐 阜 県  1.15 新 潟 県  1.13 千 葉 県  1.53 広 島 県  1.48 広 島 県  1.50 
北 海 道  1.31 熊 本 県  1.14 熊 本 県  1.12 埼 玉 県  1.53 京 都 府  1.45 山 形 県  1.49 

神 奈 川 県  1.29 北 海 道  1.13 長 野 県  1.12 東 京 都  1.49 千 葉 県  1.40 福 島 県  1.48 

岐 阜 県  1.29 新 潟 県  1.10 千 葉 県  1.10 京 都 府  1.38 岐 阜 県  1.39 和 歌 山 県  1.42 
和 歌 山 県  1.25 一 重 県  1.08 長 崎 県  1.07 福 岡 県  1.37 山 梨 県  1.38 山 梨 県  1.41 

熊 本 県  1.24 長 崎 県  1.07 一 重 県  1.04 神 奈 川 県  1.37 岡 山 県  1.37 岡 山 県  1.41 
長 野 県  1.23 島 根 県  1.03 島 根 県  1.02 岡 山 県  1.36 福 井 県  1.33 神 奈 川 県  1.38 
奈 良 県  1.23 広 島 県  1.03 福 島 県  0.99 秋 田 県  1.33 福 島 県  1.33 栃 木 県  1.34 
新 潟 県  1.18 東 京 都  1.00 佐 賀 県  0.98 山 梨 県  1.32 福 岡 県  1.32 新 潟 県  1.34 
山 梨 県  1.12 神 奈 川 県  0.89 東 京 都  0.97 愛 知 県  1.32 埼 玉 県  1.29 沖 縄 県  1.32 
東 京 都  1.09 秋 田 県  0.87 神 奈 川 県  0.93 一 重 県  1.30 栃 木 県  1.27 福 岡 県  1.32 
茨 城 県  1.08 福 岡 県  0.85 岡 山 県  0.90 奈 良 県  1.17 大 分 県  1.16 奈 良 県  1.31 
福 井 県  0.87 栃 木 県  0.79 埼 玉 県  0.85 岩 手 県  1.16 熊 本 県  1.13 熊 本 県  1.30 
埼 玉 県  0.79 愛 媛 県  0.71 栃 木 県  0.84 新 潟 県  1.14 新 潟 県  1.02 埼 玉 県  1.25 
島 根 県  0.72 福 井 県  0.66 秋 田 県  0.72 熊 本 県  1.07 沖 縄 県  0.87 滋 賀 県  1.19 
愛 媛 県  0.55 奈 良 県  0.51 愛 媛 県  0.66 福 井 県  1.03 秋 田 県  0.84 島 根 県  1.03 
宮 崎 県  0.41 徳 島 県  0.24 奈 良 県  0.33 沖 縄 県  0.97 徳 島 県  0.56 福 井 県  1.00 

下 線 以 下 は 精 度 管 理 不 良 県 30%  
許容値 1.3%以上  

下 線 は 精 度 管 理 優 良 県 10%、 及 び、精 度 管 理 不 良 県 30%の 境 界 を 示 す  
目標 値 90%以上、許容値 70%以 上  



H17 未 把 握 率  H18 未 把 握 率  H19 未 把 握 率  H20 未 把 握 率  H21 未 把 握 率  H22 未 把 握 率  

佐 賀 県  0.3 滋 賀 県  0.0 滋 賀 県  0.0 滋 賀 県  0.0 滋 賀 県  0.0 滋 賀 県  0.0 
富 山 県  0.6 佐 賀 県  0.0 佐 賀 県  0.1 香 川 県  0.4 石 川 県  0.3 石 川 県  0.4 
徳 島 県  0.7 徳 島 県  0.5 鳥 取 県  0.4 石 川 県  0.7 富 山 県  0.5 新 潟 県  0.7 
石 川 県  0.7 鹿 児 島 県  0.6 鹿 児 島 県  0.6 鹿 児 島 県  0.8 鹿 児 島 県  0.8 富 山 県  0.8 

和 歌 山 県  1.7 富 山 県  1.0 石 川 県  0.7 富 山 県  0.9 新 潟 県  0.8 宮 崎 県  1.8 

北 海 道  1.8 岩 手 県  1.4 徳 島 県  1.0 宮 崎 県  1.2 宮 城 県  1.1 香 川 県  2.2 
鹿 児 島 県  2.2 和 歌 山 県  1.6 岩 手 県  1.1 奈 良 県  1.4 宮 崎 県  1.3 鹿 児 島 県  2.3 

山 口 県  2.8 山 梨 県  2.4 和 歌 山 県  1.2 鳥 取 県  1.6 鳥 取 県  2.0 岩 手 県  2.7 
岩 手 県  3.0 宮 城 県  2.6 富 山 県  1.3 山 口 県  1.9 愛 媛 県  2.3 奈 良 県  2.8 
滋 賀 県  3.3 愛 媛 県  2.8 新 潟 県  1.6 徳 島 県  2.3 北 海 道  2.5 群 馬 県  2.9 
新 潟 県  3.7 新 潟 県  2.9 高 知 県  1.6 千 葉 県  2.5 群 馬 県  2.5 山 口 県  3.3 
高 知 県  3.8 栃 木 県  2.9 北 海 道  2.0 北 海 道  2.6 山 口 県  2.8 茨 城 県  3.4 
鳥 取 県  4.2 北 海 道  3.0 群 馬 県  2.0 岩 手 県  3.4 香 川 県  3.0 宮 城 県  3.4 
熊 本 県  4.3 石 川 県  3.5 香 川 県  2.2 佐 賀 県  3.4 佐 賀 県  3.0 秋 田 県  3.8 
福 島 県  4.4 山 口 県  3.7 島 根 県  2.4 長 野 県  3.8 京 都 府  3.0 長 野 県  3.8 
山 形 県  4.5 香 川 県  4.0 栃 木 県  2.6 宮 城 県  4.1 千 葉 県  3.3 佐 賀 県  3.9 
京 都 府  4.7 京 都 府  4.3 山 口 県  3.1 新 潟 県  4.5 長 野 県  3.6 北 海 道  4.5 
山 梨 県  4.7 宮 崎 県  4.7 京 都 府  3.6 山 梨 県  4.7 岩 手 県  3.7 徳 島 県  4.6 
栃 木 県  5.1 奈 良 県  4.8 山 梨 県  3.8 栃 木 県  5.1 茨 城 県  4.2 愛 媛 県  4.7 
愛 媛 県  5.8 鳥 取 県  4.8 宮 崎 県  4.4 群 馬 県  5.1 山 梨 県  4.2 鳥 取 県  4.9 
長 野 県  5.8 岐 阜 県  5.5 宮 城 県  4.8 和 歌 山 県  7.0 秋 田 県  4.4 京 都 府  5.4 
宮 城 県  5.9 高 知 県  5.5 秋 田 県  5.0 熊 本 県  7.5 栃 木 県  4.7 岐 阜 県  5.6 
奈 良 県  6.2 島 根 県  5.6 岐 阜 県  5.4 秋 田 県  7.5 福 井 県  4.7 島 根 県  5.8 
岐 阜 県  6.2 熊 本 県  5.6 山 形 県  5.5 福 井 県  7.5 奈 良 県  5.9 福 岡 県  6.1 
静 岡 県  6.9 山 形 県  6.3 熊 本 県  5.5 大 阪 府  7.5 岐 阜 県  6.7 大 分 県  7.0 
沖 縄 県  7.3 沖 縄 県  6.5 長 野 県  5.6 山 形 県  8.1 和 歌 山 県  7.1 山 形 県  7.2 
群 馬 県  7.3 福 岡 県  7.5 愛 媛 県  6.9 京 都 府  8.3 熊 本 県  7.5 福 井 県  7.3 
秋 田 県  8.7 青 森 県  7.7 福 岡 県  8.5 愛 媛 県  8.6 大 阪 府  8.3 山 梨 県  7.4 
福 岡 県  8.8 長 野 県  9.2 福 井 県  9.1 福 岡 県  8.6 高 知 県  8.7 高 知 県  7.4 
青 森 県  8.9 埼 玉 県  10.7 静 岡 県  9.8 茨 城 県  9.3 島 根 県  9.0 和 歌 山 県  8.3 
香 川 県  10.0 群 馬 県  10.9 沖 縄 県  10.2 岐 阜 県  10.0 福 岡 県  9.3 青 森 県  8.7 
宮 崎 県  11.8 広 島 県  11.2 広 島 県  10.6 青 森 県  11.9 長 崎 県  9.6 熊 本 県  9.4 
島 根 県  12.3 愛 知 県  11.3 奈 良 県  11.0 高 知 県  11.9 山 形 県  10.4 大 阪 府  9.7 

兵 庫 県  13.6 兵 庫 県  11.8 福 島 県  11.6 島 根 県  12.0 青 森 県  11.4 長 崎 県  10.7 
大 分 県  13.9 大 分 県  12.3 茨 城 県  13.2 福 島 県  12.7 福 島 県  15.1 栃 木 県  12.8 
大 阪 府  14.0 長 崎 県  12.3 長 崎 県  13.6 長 崎 県  13.1 埼 玉 県  15.5 福 島 県  14.3 
愛 知 県  14.7 秋 田 県  13.3 青 森 県  14.1 兵 庫 県  13.5 岡 山 県  16.2 広 島 県  16.9 
福 井 県  15.4 福 島 県  13.7 大 分 県  14.2 岡 山 県  15.2 広 島 県  18.8 千 葉 県  17.3 
広 島 県  15.5 茨 城 県  15.4 愛 知 県  14.5 広 島 県  17.2 兵 庫 県  21.4 神 奈 川 県  17.9 
茨 城 県  16.9 福 井 県  16.8 兵 庫 県  15.1 愛 知 県  19.3 静 岡 県  22.5 岡 山 県  18.4 
岡 山 県  19.6 千 葉 県  17.5 埼 玉 県  19.4 埼 玉 県  19.3 愛 知 県  22.5 愛 知 県  21.1 
長 崎 県  21.7 静 岡 県  17.8 岡 山 県  21.6 沖 縄 県  23.8 徳 島 県  22.8 静 岡 県  21.2 
埼 玉 県  25.1 岡 山 県  21.3 大 阪 府  23.9 静 岡 県  26.8 神 奈 川 県  25.0 埼 玉 県  22.2 
千 葉 県  28.8 大 阪 府  21.6 千 葉 県  29.2 神 奈 川 県  26.9 一 重 県  28.6 兵 庫 県  24.0 

神 奈 川 県  30.4 神 奈 川 県  29.5 神 奈 川 県  33.2 東 京 都  41.4 沖 縄 県  32.0 一 重 県  26.2 
一 重 県  38.5 一 重 県  46.1 一 重 県  47.2 一 重 県  44.8 東 京 都  40.4 東 京 都  28.4 
東 京 都  42.5 東 京 都  48.1 東 京 都  53.3 大 分 県  46.1 大 分 県  43.5 沖 縄 県  29.8 
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肺 が ん検 診 精 度 管 理 指 標 値 (40""74 歳 )  青字:目 標 値を クリアし た県   赤 字:許容 値を クリアし て いな い
県  

肺がん：未受診率  
肺 が ん検 診 精 度 管 理 指 標 値 (40""74 歳 )  青 字:目標 値を クリアし た県   赤字:許容 値を クリアし て いな い
県  

肺がん：未把握率 

H17 未 受 診 率  H18 未 受 診 率  H19 未 受 診 率  H20 未 受 診 率  H21 未 受 診 率  H22 未 受 診 率  

群 馬 県  4.8 群 馬 県  3.0 滋 賀 県  4.5 高 知 県  1.8 滋 賀 県  0.0 福 島 県  1.6 
滋 賀 県  6.7 香 川 県  6.2 高 知 県  6.1 静 岡 県  2.9 福 島 県  2.1 高 知 県  2.9 
奈 良 県  6.8 高 知 県  7.1 山 口 県  6.2 福 島 県  2.9 神 奈 川 県  4.6 青 森 県  3.7 
香 川 県  7.6 青 森 県  7.7 東 京 都  6.8 神 奈 川 県  3.1 静 岡 県  4.8 愛 知 県  4.1 
宮 崎 県  8.2 福 島 県  7.9 岡 山 県  7.1 一 重 県  4.2 愛 知 県  5.1 山 口 県  4.8 

新 潟 県  8.5 山 口 県  8.2 青 森 県  7.5 山 口 県  5.3 青 森 県  5.6 鹿 児 島 県  5.0 
高 知 県  8.6 東 京 都  8.2 福 島 県  7.6 青 森 県  6.2 高 知 県  5.7 兵 庫 県  5.0 
青 森 県  8.8 新 潟 県  8.6 岐 阜 県  8.1 愛 知 県  6.2 徳 島 県  5.9 静 岡 県  5.2 
山 口 県  8.8 石 川 県  9.1 奈 良 県  8.5 大 分 県  6.2 山 口 県  6.0 広 島 県  5.9 
長 崎 県  9.2 滋 賀 県  9.5 新 潟 県  8.6 広 島 県  6.7 香 川 県  6.2 長 崎 県  6.0 
千 葉 県  9.4 富 山 県  9.8 愛 媛 県  9.1 島 根 県  6.8 広 島 県  6.3 福 岡 県  6.2 
京 都 府  10.1 神 奈 川 県  10.3 群 馬 県  9.1 東 京 都  7.5 東 京 都  6.4 香 川 県  6.2 

神 奈 川 県  10.2 兵 庫 県  10.8 神 奈 川 県  9.2 香 川 県  7.6 長 崎 県  6.5 新 潟 県  7.5 
広 島 県  11.0 宮 城 県  11.4 福 岡 県  9.3 滋 賀 県  7.7 奈 良 県  6.9 岡 山 県  7.8 
愛 知 県  11.0 鳥 取 県  11.5 兵 庫 県  10.0 新 潟 県  7.7 大 分 県  7.1 東 京 都  7.9 
東 京 都  11.4 福 井 県  12.5 富 山 県  10.4 奈 良 県  7.7 山 形 県  7.1 鳥 取 県  8.2 
岡 山 県  11.8 奈 良 県  12.5 宮 城 県  10.5 長 崎 県  7.8 宮 崎 県  8.0 富 山 県  8.2 
宮 城 県  12.0 岡 山 県  12.6 長 崎 県  10.6 福 岡 県  8.1 岡 山 県  8.5 千 葉 県  8.3 
福 岡 県  12.1 京 都 府  12.7 香 川 県  11.0 岡 山 県  8.2 大 阪 府  8.6 大 阪 府  8.4 
福 井 県  12.1 愛 知 県  12.7 愛 知 県  11.3 岐 阜 県  8.7 兵 庫 県  8.9 岩 手 県  8.6 
島 根 県  13.0 宮 崎 県  12.8 茨 城 県  11.3 北 海 道  9.4 島 根 県  9.0 熊 本 県  8.8 
兵 庫 県  13.3 大 阪 府  12.8 大 阪 府  11.7 群 馬 県  9.8 福 岡 県  9.0 山 形 県  9.0 
茨 城 県  13.3 長 野 県  13.1 石 川 県  12.3 富 山 県  9.9 宮 城 県  9.1 栃 木 県  9.1 
石 川 県  13.4 福 岡 県  13.5 宮 崎 県  12.4 鹿 児 島 県  10.1 新 潟 県  9.3 宮 崎 県  9.5 
富 山 県  13.7 一 重 県  14.4 広 島 県  12.4 山 形 県  11.2 群 馬 県  9.5 宮 城 県  9.8 
沖 縄 県  14.0 愛 媛 県  14.6 長 野 県  13.2 熊 本 県  11.4 鳥 取 県  10.1 埼 玉 県  9.8 
愛 媛 県  14.0 山 形 県  15.0 一 重 県  13.6 徳 島 県  11.6 鹿 児 島 県  10.2 神 奈 川 県  9.8 
大 分 県  14.1 千 葉 県  15.0 島 根 県  14.1 宮 城 県  11.7 岩 手 県  10.5 奈 良 県  9.8 
一 重 県  14.3 長 崎 県  15.0 沖 縄 県  14.6 大 阪 府  11.9 熊 本 県  10.5 沖 縄 県  10.1 
鳥 取 県  14.5 岐 阜 県  15.1 鳥 取 県  14.9 茨 城 県  12.5 富 山 県  10.5 長 野 県  10.3 
福 島 県  15.1 広 島 県  15.3 鹿 児 島 県  15.6 兵 庫 県  12.8 一 重 県  10.7 滋 賀 県  10.4 
北 海 道  15.2 岩 手 県  15.5 千 葉 県  16.1 長 野 県  13.0 岐 阜 県  11.0 徳 島 県  10.5 
岐 阜 県  15.2 沖 縄 県  15.7 岩 手 県  16.9 鳥 取 県  13.0 長 野 県  11.1 石 川 県  11.5 

鹿 児 島 県  15.2 島 根 県  16.5 佐 賀 県  16.9 宮 崎 県  13.7 北 海 道  11.1 北 海 道  11.8 
岩 手 県  15.6 静 岡 県  17.0 京 都 府  17.2 埼 玉 県  14.6 石 川 県  11.9 京 都 府  12.0 
熊 本 県  17.2 茨 城 県  17.0 徳 島 県  17.2 石 川 県  14.7 埼 玉 県  13.1 群 馬 県  12.3 
山 形 県  17.8 北 海 道  17.0 北 海 道  18.3 山 梨 県  15.0 茨 城 県  15.1 岐 阜 県  12.3 
長 野 県  17.8 秋 田 県  17.9 山 形 県  18.5 福 井 県  15.6 福 井 県  17.5 島 根 県  12.6 
徳 島 県  17.9 徳 島 県  19.2 福 井 県  19.3 沖 縄 県  16.1 山 梨 県  18.2 大 分 県  12.8 
静 岡 県  18.2 大 分 県  20.4 山 梨 県  20.1 岩 手 県  16.7 千 葉 県  18.6 一 重 県  13.2 
大 阪 府  19.2 熊 本 県  23.4 大 分 県  21.5 京 都 府  17.5 佐 賀 県  19.4 茨 城 県  13.9 
佐 賀 県  22.6 山 梨 県  23.4 埼 玉 県  21.5 佐 賀 県  18.1 沖 縄 県  19.8 佐 賀 県  14.0 
埼 玉 県  23.2 佐 賀 県  24.0 熊 本 県  23.0 千 葉 県  21.5 愛 媛 県  20.2 山 梨 県  16.1 
山 梨 県  25.1 鹿 児 島 県  26.1 静 岡 県  25.9 秋 田 県  26.3 京 都 府  20.4 福 井 県  19.3 

和 歌 山 県  26.4 埼 玉 県  27.6 秋 田 県  32.4 愛 媛 県  27.7 秋 田 県  23.9 愛 媛 県  20.4 
秋 田 県  29.2 和 歌 山 県  29.8 和 歌 山 県  33.4 栃 木 県  27.8 栃 木 県  25.7 秋 田 県  22.8 
栃 木 県  32.8 栃 木 県  32.8 栃 木 県  35.7 和 歌 山 県  27.9 和 歌 山 県  30.0 和 歌 山 県  27.5 

下 線 は 精 度 管 理 優 良 県 10%、 及 び、精 度 管 理 不 良 県 30%の 境 界 を 示
す  
許容 値 20%以下 、目 標値 5%以下  

下 線 は 精 度 管 理 優 良 県 10%、 及 び、精 度 管 理 不 良 県 30%の 境 界 を 示 す  
許容 値 10%以下 、許 容値 5%以下  



H17 要 精 検 率  H18 要 精 検 率  H19 要 精 検 率  H20 要 精 検 率  H21 要 精 検 率  H22 要 精 検 率  

岩 手 県  5.51 福 島 県  5.47 茨 城 県  5.15 宮 崎 県  3.97 愛 媛 県  4.65 岩 手 県  3.75 
山 形 県  5.73 茨 城 県  5.68 一 重 県  5.28 岩 手 県  4.41 岩 手 県  4.83 宮 城 県  4.77 
茨 城 県  5.77 大 分 県  5.88 宮 崎 県  5.33 福 島 県  4.49 鹿 児 島 県  5.29 愛 媛 県  4.80 
群 馬 県  6.04 山 梨 県  5.92 山 梨 県  5.39 宮 城 県  5.41 福 島 県  5.32 宮 崎 県  5.23 

愛 媛 県  6.08 愛 媛 県  6.06 岩 手 県  5.47 茨 城 県  5.50 宮 城 県  5.34 鹿 児 島 県  5.61 
山 梨 県  6.22 山 形 県  6.15 栃 木 県  5.57 愛 媛 県  5.56 岡 山 県  6.27 福 島 県  5.88 
富 山 県  6.42 岩 手 県  6.28 宮 城 県  5.75 一 重 県  5.61 宮 崎 県  6.37 北 海 道  6.37 
宮 崎 県  6.58 宮 崎 県  6.28 岡 山 県  5.75 山 梨 県  5.92 高 知 県  6.63 山 梨 県  6.39 
栃 木 県  6.84 岡 山 県  6.63 大 分 県  5.77 鹿 児 島 県  5.95 山 梨 県  6.68 茨 城 県  6.57 
福 島 県  6.85 宮 城 県  6.75 愛 媛 県  5.80 山 形 県  6.26 北 海 道  6.80 栃 木 県  6.82 
青 森 県  7.27 富 山 県  6.80 福 島 県  5.98 栃 木 県  6.33 一 重 県  6.88 高 知 県  6.83 
宮 城 県  7.56 北 海 道  7.20 熊 本 県  6.10 高 知 県  6.36 茨 城 県  6.94 群 馬 県  6.91 
大 分 県  7.68 京 都 府  7.45 長 野 県  6.16 熊 本 県  6.78 群 馬 県  7.06 岡 山 県  7.01 
一 重 県  8.00 高 知 県  7.47 山 形 県  6.25 富 山 県  6.82 山 形 県  7.08 山 形 県  7.15 
埼 玉 県  8.07 鹿 児 島 県  7.65 京 都 府  6.51 北 海 道  6.87 栃 木 県  7.10 熊 本 県  7.24 
岡 山 県  8.09 熊 本 県  7.83 富 山 県  6.80 京 都 府  6.99 千 葉 県  7.29 一 重 県  7.28 
愛 知 県  8.26 一 重 県  7.87 高 知 県  6.87 群 馬 県  7.00 富 山 県  7.32 千 葉 県  7.31 
北 海 道  8.38 埼 玉 県  7.90 静 岡 県  7.15 千 葉 県  7.09 京 都 府  7.32 富 山 県  7.45 
熊 本 県  8.49 千 葉 県  8.14 埼 玉 県  7.26 岡 山 県  7.12 広 島 県  7.38 京 都 府  7.50 
千 葉 県  8.72 栃 木 県  8.19 佐 賀 県  7.53 大 分 県  7.28 熊 本 県  7.69 広 島 県  7.77 
静 岡 県  8.83 青 森 県  8.35 北 海 道  7.57 佐 賀 県  7.48 鳥 取 県  8.13 大 分 県  7.83 
京 都 府  8.86 愛 知 県  8.42 群 馬 県  7.81 鳥 取 県  7.60 佐 賀 県  8.41 鳥 取 県  8.20 
鹿 児 島 県  9.00 群 馬 県  8.45 愛 知 県  8.07 青 森 県  8.39 青 森 県  8.77 香 川 県  8.36 
長 野 県  9.02 長 野 県  8.66 千 葉 県  8.08 広 島 県  8.57 埼 玉 県  8.88 秋 田 県  8.57 
高 知 県  9.15 静 岡 県  8.80 鹿 児 島 県  8.15 長 野 県  8.65 岐 阜 県  8.94 埼 玉 県  8.63 
新 潟 県  9.22 香 川 県  9.09 神 奈 川 県  8.60 埼 玉 県  8.93 大 分 県  9.05 神 奈 川 県  8.68 
岐 阜 県  9.37 徳 島 県  9.42 徳 島 県  8.69 秋 田 県  9.09 香 川 県  9.08 大 阪 府  8.73 
徳 島 県  9.65 広 島 県  9.45 青 森 県  8.71 和 歌 山 県  9.15 長 野 県  9.23 青 森 県  8.73 
香 川 県  9.98 岐 阜 県  9.48 広 島 県  8.71 愛 知 県  9.29 大 阪 府  9.26 佐 賀 県  8.75 
福 岡 県  10.41 佐 賀 県  9.77 福 岡 県  9.08 静 岡 県  9.57 徳 島 県  9.32 新 潟 県  8.94 
長 崎 県  10.59 和 歌 山 県  9.99 秋 田 県  9.14 新 潟 県  9.57 神 奈 川 県  9.38 静 岡 県  8.99 
東 京 都  10.83 兵 庫 県  10.43 岐 阜 県  9.14 香 川 県  9.58 静 岡 県  9.54 岐 阜 県  9.13 
大 阪 府  11.31 神 奈 川 県  10.49 奈 良 県  9.33 神 奈 川 県  9.71 新 潟 県  9.72 和 歌 山 県  9.44 
兵 庫 県  11.31 福 岡 県  10.62 香 川 県  9.42 徳 島 県  9.72 和 歌 山 県  9.97 長 野 県  9.62 
佐 賀 県  11.38 新 潟 県  11.16 長 崎 県  9.56 石 川 県  9.72 福 岡 県  9.98 山 口 県  9.75 
秋 田 県  11.40 東 京 都  11.26 大 阪 府  9.67 岐 阜 県  9.84 愛 知 県  10.14 兵 庫 県  9.79 
島 根 県  11.62 長 崎 県  11.40 鳥 取 県  9.69 兵 庫 県  9.86 石 川 県  10.21 徳 島 県  9.84 
広 島 県  11.67 奈 良 県  11.53 東 京 都  9.87 大 阪 府  9.95 東 京 都  10.21 島 根 県  9.94 
和 歌 山 県  12.07 大 阪 府  11.63 和 歌 山 県  9.94 東 京 都  10.11 島 根 県  10.28 東 京 都  9.95 

神 奈 川 県  12.58 鳥 取 県  11.84 兵 庫 県  10.03 長 崎 県  10.53 長 崎 県  10.29 奈 良 県  10.31 
滋 賀 県  12.61 山 口 県  11.96 新 潟 県  10.12 福 岡 県  10.91 福 井 県  10.33 愛 知 県  10.31 
奈 良 県  13.56 秋 田 県  12.63 沖 縄 県  10.91 福 井 県  11.41 山 口 県  10.39 福 岡 県  10.32 
福 井 県  13.56 滋 賀 県  13.31 島 根 県  10.98 奈 良 県  11.53 秋 田 県  10.42 長 崎 県  10.78 
石 川 県  13.75 福 井 県  14.03 山 口 県  11.57 山 口 県  11.55 兵 庫 県  10.43 福 井 県  11.10 
沖 縄 県  14.01 石 川 県  14.33 滋 賀 県  13.57 沖 縄 県  11.59 奈 良 県  10.77 滋 賀 県  12.25 

山 口 県  14.44 島 根 県  14.49 石 川 県  13.67 島 根 県  11.74 沖 縄 県  11.90 石 川 県  12.43 
鳥 取 県  14.45 沖 縄 県  17.99 福 井 県  13.69 滋 賀 県  12.85 滋 賀 県  14.55 沖 縄 県  12.49 

 

別
添

資
料

4 
 

乳 が ん検 診 精 度 管 理 指 標 値 (40""74 歳 )    赤字:許 容 値を クリアし て いな い
県  

乳がん：要精検率  
乳 が ん検 診 精 度 管 理 指 標 値 (40""74 歳 )    赤字:許 容 値を クリアし て いな い
県  

乳がん：発⾒率 

H17 発 見 率  H18 発 見 率  H19 発 見 率  H20 発 見 率  H21 発 見 率  H22 発 見 率  

山 口 県  0.543 山 口 県  0.643 広 島 県  0.610 山 口 県  0.552 山 口 県  0.460 福 井 県  0.544 
香 川 県  0.418 福 井 県  0.544 山 口 県  0.509 香 川 県  0.470 福 井 県  0.423 山 口 県  0.474 
兵 庫 県  0.408 沖 縄 県  0.525 香 川 県  0.454 広 島 県  0.432 徳 島 県  0.405 香 川 県  0.453 
高 知 県  0.406 鳥 取 県  0.511 和 歌 山 県  0.427 大 阪 府  0.422 大 阪 府  0.372 大 阪 府  0.422 
北 海 道  0.406 北 海 道  0.435 鳥 取 県  0.404 北 海 道  0.404 香 川 県  0.366 島 根 県  0.407 
大 阪 府  0.401 島 根 県  0.419 徳 島 県  0.372 島 根 県  0.402 島 根 県  0.362 広 島 県  0.385 
滋 賀 県  0.389 大 阪 府  0.386 高 知 県  0.371 福 岡 県  0.389 北 海 道  0.348 鳥 取 県  0.384 
宮 崎 県  0.381 兵 庫 県  0.383 北 海 道  0.364 徳 島 県  0.385 群 馬 県  0.341 徳 島 県  0.380 
島 根 県  0.377 長 崎 県  0.362 福 岡 県  0.363 神 奈 川 県  0.380 京 都 府  0.339 長 崎 県  0.379 
福 岡 県  0.358 香 川 県  0.343 大 阪 府  0.346 兵 庫 県  0.356 長 崎 県  0.339 北 海 道  0.369 
広 島 県  0.351 群 馬 県  0.339 滋 賀 県  0.340 宮 崎 県  0.349 福 岡 県  0.336 福 岡 県  0.363 
福 井 県  0.334 宮 崎 県  0.329 兵 庫 県  0.334 滋 賀 県  0.346 愛 知 県  0.335 滋 賀 県  0.356 
徳 島 県  0.323 徳 島 県  0.322 島 根 県  0.328 和 歌 山 県  0.338 宮 城 県  0.333 青 森 県  0.355 
石 川 県  0.321 福 岡 県  0.321 長 崎 県  0.327 奈 良 県  0.330 兵 庫 県  0.330 奈 良 県  0.346 
沖 縄 県  0.319 長 野 県  0.319 宮 崎 県  0.304 長 崎 県  0.330 和 歌 山 県  0.319 和 歌 山 県  0.340 
京 都 府  0.314 広 島 県  0.317 愛 知 県  0.304 高 知 県  0.328 滋 賀 県  0.316 宮 崎 県  0.338 
岡 山 県  0.311 新 潟 県  0.305 奈 良 県  0.293 京 都 府  0.326 宮 崎 県  0.305 京 都 府  0.337 
愛 知 県  0.306 京 都 府  0.292 京 都 府  0.288 鳥 取 県  0.326 沖 縄 県  0.303 群 馬 県  0.334 
奈 良 県  0.297 岩 手 県  0.290 岩 手 県  0.286 東 京 都  0.322 愛 媛 県  0.301 愛 知 県  0.332 
長 崎 県  0.294 愛 知 県  0.282 新 潟 県  0.275 岩 手 県  0.313 青 森 県  0.298 新 潟 県  0.331 
鳥 取 県  0.289 滋 賀 県  0.277 石 川 県  0.272 福 井 県  0.305 石 川 県  0.297 沖 縄 県  0.324 
埼 玉 県  0.283 石 川 県  0.275 沖 縄 県  0.268 宮 城 県  0.303 神 奈 川 県  0.297 岐 阜 県  0.316 
熊 本 県  0.280 奈 良 県  0.273 群 馬 県  0.259 新 潟 県  0.298 岐 阜 県  0.291 神 奈 川 県  0.316 
群 馬 県  0.277 高 知 県  0.267 東 京 都  0.255 沖 縄 県  0.291 奈 良 県  0.288 東 京 都  0.315 
岩 手 県  0.268 東 京 都  0.265 岐 阜 県  0.255 群 馬 県  0.277 岩 手 県  0.287 富 山 県  0.313 
宮 城 県  0.267 佐 賀 県  0.259 長 野 県  0.252 熊 本 県  0.271 茨 城 県  0.284 高 知 県  0.311 
愛 媛 県  0.262 和 歌 山 県  0.244 富 山 県  0.239 愛 知 県  0.269 熊 本 県  0.268 兵 庫 県  0.309 
岐 阜 県  0.247 岐 阜 県  0.241 宮 城 県  0.228 福 島 県  0.266 鳥 取 県  0.265 愛 媛 県  0.301 
静 岡 県  0.246 埼 玉 県  0.239 青 森 県  0.204 栃 木 県  0.264 新 潟 県  0.263 宮 城 県  0.280 
新 潟 県  0.234 宮 城 県  0.239 佐 賀 県  0.200 石 川 県  0.254 東 京 都  0.263 岩 手 県  0.260 
佐 賀 県  0.233 秋 田 県  0.236 熊 本 県  0.197 岐 阜 県  0.239 富 山 県  0.260 静 岡 県  0.256 
秋 田 県  0.228 富 山 県  0.235 神 奈 川 県  0.196 埼 玉 県  0.236 広 島 県  0.258 石 川 県  0.245 
長 野 県  0.227 青 森 県  0.233 埼 玉 県  0.192 静 岡 県  0.229 佐 賀 県  0.257 大 分 県  0.241 

東 京 都  0.227 熊 本 県  0.223 栃 木 県  0.191 一 重 県  0.228 高 知 県  0.253 栃 木 県  0.238 
和 歌 山 県  0.222 大 分 県  0.223 福 島 県  0.189 富 山 県  0.227 岡 山 県  0.252 茨 城 県  0.237 
神 奈 川 県  0.208 一 重 県  0.219 茨 城 県  0.184 長 野 県  0.226 大 分 県  0.243 福 島 県  0.237 

大 分 県  0.204 神 奈 川 県  0.214 山 形 県  0.179 茨 城 県  0.226 秋 田 県  0.238 熊 本 県  0.236 
青 森 県  0.182 岡 山 県  0.193 大 分 県  0.176 岡 山 県  0.220 栃 木 県  0.237 千 葉 県  0.232 
茨 城 県  0.177 静 岡 県  0.190 山 梨 県  0.175 愛 媛 県  0.216 埼 玉 県  0.229 埼 玉 県  0.230 
一 重 県  0.175 福 島 県  0.181 岡 山 県  0.169 山 形 県  0.212 長 野 県  0.222 長 野 県  0.229 
千 葉 県  0.170 山 梨 県  0.179 静 岡 県  0.164 青 森 県  0.211 福 島 県  0.219 山 形 県  0.228 
山 形 県  0.165 山 形 県  0.179 福 井 県  0.164 千 葉 県  0.195 山 形 県  0.211 一 重 県  0.218 

鹿 児 島 県  0.163 愛 媛 県  0.177 千 葉 県  0.158 大 分 県  0.192 千 葉 県  0.211 岡 山 県  0.212 
山 梨 県  0.162 鹿 児 島 県  0.172 秋 田 県  0.158 佐 賀 県  0.178 静 岡 県  0.199 佐 賀 県  0.202 
福 島 県  0.161 千 葉 県  0.164 一 重 県  0.155 秋 田 県  0.160 鹿 児 島 県  0.197 鹿 児 島 県  0.199 
富 山 県  0.159 茨 城 県  0.143 愛 媛 県  0.144 山 梨 県  0.123 山 梨 県  0.191 秋 田 県  0.191 
栃 木 県  0.142 栃 木 県  0.135 鹿 児 島 県  0.112 鹿 児 島 県  0.121 一 重 県  0.185 山 梨 県  0.144 

下 線 以 下 は 精 度 管 理 不 良 県 30% 
許容 値 11%以下  

下線 以 下は 精度 管 理不 良 県 30%  
許容値 0.23%以上  



H17 精 検 受 診 率  H18 精 検 受 診 率  H19 精 検 受 診 率  H20 精 検 受 診 率  H21 精 検 受 診 率  H22 精 検 受 診 率  

高 知 県  95.6 高 知 県  95.6 徳 島 県  95.4 高 知 県  97.0 宮 城 県  97.1 宮 城 県  95.1 
新 潟 県  94.2 新 潟 県  95.3 高 知 県  94.7 香 川 県  97.0 鳥 取 県  93.4 香 川 県  95.0 
石 川 県  92.0 徳 島 県  93.4 鹿 児 島 県  93.9 宮 城 県  95.8 滋 賀 県  93.3 滋 賀 県  94.0 
山 口 県  91.0 群 馬 県  92.7 香 川 県  93.2 奈 良 県  95.0 高 知 県  93.3 鹿 児 島 県  93.8 
香 川 県  90.5 滋 賀 県  92.3 富 山 県  92.8 徳 島 県  94.3 香 川 県  93.1 高 知 県  93.7 

徳 島 県  90.2 奈 良 県  91.8 滋 賀 県  92.3 石 川 県  94.1 山 口 県  92.4 鳥 取 県  93.5 
群 馬 県  89.6 山 口 県  91.1 新 潟 県  92.2 滋 賀 県  94.0 徳 島 県  91.7 大 阪 府  92.7 
宮 城 県  89.5 富 山 県  91.0 鳥 取 県  91.8 岩 手 県  93.8 京 都 府  91.7 新 潟 県  92.6 
岩 手 県  89.3 香 川 県  91.0 京 都 府  91.4 新 潟 県  93.5 岩 手 県  91.2 山 口 県  91.7 
滋 賀 県  89.1 石 川 県  91.0 山 口 県  91.2 鳥 取 県  93.4 群 馬 県  91.0 富 山 県  91.7 
奈 良 県  88.8 福 井 県  89.5 岩 手 県  90.8 大 分 県  93.3 大 阪 府  90.9 福 井 県  91.3 

福 岡 県  88.7 鹿 児 島 県  89.0 石 川 県  90.2 大 阪 府  92.1 新 潟 県  90.5 徳 島 県  91.2 

福 井 県  88.2 沖 縄 県  88.9 群 馬 県  89.9 群 馬 県  92.0 大 分 県  90.1 石 川 県  91.2 

富 山 県  87.9 岩 手 県  88.6 岐 阜 県  87.4 京 都 府  91.4 富 山 県  89.8 京 都 府  90.9 
長 崎 県  87.3 宮 城 県  88.4 佐 賀 県  87.4 長 崎 県  90.9 岐 阜 県  89.7 愛 媛 県  90.5 
福 島 県  86.7 愛 媛 県  87.8 大 分 県  87.1 福 井 県  90.9 鹿 児 島 県  89.2 群 馬 県  90.1 
鳥 取 県  86.7 山 形 県  87.6 福 島 県  86.9 千 葉 県  90.6 福 島 県  88.7 大 分 県  89.7 
岐 阜 県  86.5 京 都 府  87.6 山 梨 県  86.8 広 島 県  90.6 福 井 県  88.6 岐 阜 県  89.6 
広 島 県  85.7 宮 崎 県  87.4 愛 媛 県  86.8 岐 阜 県  90.3 石 川 県  88.6 奈 良 県  89.6 

鹿 児 島 県  85.6 鳥 取 県  87.3 宮 崎 県  86.6 佐 賀 県  90.3 愛 媛 県  88.4 福 岡 県  89.2 
大 分 県  85.5 広 島 県  86.6 福 井 県  86.5 茨 城 県  90.1 長 崎 県  88.1 長 崎 県  89.2 
京 都 府  85.3 岐 阜 県  86.5 宮 城 県  86.4 青 森 県  90.1 奈 良 県  87.9 佐 賀 県  89.2 
沖 縄 県  84.2 大 分 県  86.4 島 根 県  86.2 長 野 県  89.9 熊 本 県  87.0 長 野 県  89.1 
青 森 県  83.7 福 岡 県  86.4 広 島 県  85.8 宮 崎 県  89.8 宮 崎 県  86.5 島 根 県  88.4 
熊 本 県  83.6 青 森 県  86.2 青 森 県  85.8 熊 本 県  89.8 山 形 県  86.3 福 島 県  87.8 
愛 媛 県  83.5 福 島 県  84.2 福 岡 県  85.3 兵 庫 県  89.6 福 岡 県  86.1 岩 手 県  87.7 
愛 知 県  83.3 佐 賀 県  84.0 山 形 県  84.9 福 島 県  89.5 島 根 県  86.0 山 形 県  87.6 
岡 山 県  83.0 長 崎 県  84.0 沖 縄 県  84.6 鹿 児 島 県  89.5 岡 山 県  86.0 熊 本 県  87.6 
長 野 県  82.7 長 野 県  83.8 長 崎 県  84.2 愛 媛 県  89.4 佐 賀 県  85.6 宮 崎 県  87.1 
佐 賀 県  82.2 岡 山 県  83.7 愛 知 県  84.1 富 山 県  88.3 千 葉 県  85.5 青 森 県  85.9 
山 形 県  81.1 山 梨 県  83.7 和 歌 山 県  83.7 山 梨 県  88.1 栃 木 県  84.8 山 梨 県  85.2 
山 梨 県  80.9 兵 庫 県  81.8 長 野 県  83.2 北 海 道  85.8 青 森 県  84.7 栃 木 県  84.4 

和 歌 山 県  80.8 熊 本 県  81.6 熊 本 県  82.7 和 歌 山 県  85.5 長 野 県  84.3 千 葉 県  84.3 

兵 庫 県  80.6 和 歌 山 県  81.1 岡 山 県  81.1 福 岡 県  85.3 愛 知 県  82.9 茨 城 県  83.5 
一 重 県  76.5 秋 田 県  80.9 奈 良 県  80.6 愛 知 県  84.0 山 梨 県  82.4 愛 知 県  82.1 
大 阪 府  76.1 愛 知 県  80.3 埼 玉 県  77.5 栃 木 県  83.7 神 奈 川 県  81.2 岡 山 県  81.7 
千 葉 県  75.5 大 阪 府  78.0 栃 木 県  77.2 山 口 県  83.4 埼 玉 県  79.6 北 海 道  81.0 
宮 崎 県  75.5 千 葉 県  75.0 秋 田 県  76.6 山 形 県  81.1 和 歌 山 県  79.3 神 奈 川 県  80.7 
島 根 県  75.5 埼 玉 県  74.4 千 葉 県  76.6 島 根 県  80.7 茨 城 県  78.9 埼 玉 県  80.6 
埼 玉 県  74.9 島 根 県  74.0 兵 庫 県  75.1 埼 玉 県  80.3 北 海 道  78.9 一 重 県  76.3 
秋 田 県  74.4 一 重 県  73.5 大 阪 府  73.2 岡 山 県  78.1 一 重 県  76.6 秋 田 県  76.3 
茨 城 県  74.0 栃 木 県  73.3 茨 城 県  70.4 一 重 県  77.8 沖 縄 県  74.5 和 歌 山 県  75.9 
北 海 道  73.9 茨 城 県  71.5 北 海 道  69.7 沖 縄 県  77.2 秋 田 県  74.5 東 京 都  75.0 
静 岡 県  69.1 北 海 道  70.8 静 岡 県  67.9 秋 田 県  77.0 兵 庫 県  72.6 静 岡 県  72.3 

神 奈 川 県  68.8 静 岡 県  69.7 一 重 県  63.1 神 奈 川 県  75.0 広 島 県  70.2 沖 縄 県  72.2 
栃 木 県  63.0 東 京 都  64.8 神 奈 川 県  62.4 東 京 都  73.1 東 京 都  70.0 広 島 県  71.9 
東 京 都  57.0 神 奈 川 県  61.5 東 京 都  60.7 静 岡 県  71.2 静 岡 県  69.7 兵 庫 県  71.5 

別
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乳 が ん検 診 精 度 管 理 指 標 値 (40""74 歳 )    赤字:許 容 値を クリアし て いな い
県  

乳がん：PPV  
乳 が ん検 診 精 度 管 理 指 標 値 (40""74 歳 )  青 字:目標 値を クリアし た県   赤字:許容 値を クリアし て いな い
県  

乳がん：精検受診率 

H17
P 

PV H18
P 

PV H19
P 

PV H20
P 

PV H21
P 

PV H22
P 

PV 

宮 崎 県  5.79 北 海 道  6.05 広 島 県  7.00 宮 崎 県  8.81 愛 媛 県  6.48 岩 手 県  6.92 
岩 手 県  4.87 山 口 県  5.38 宮 崎 県  5.71 岩 手 県  7.11 宮 城 県  6.24 宮 崎 県  6.46 
北 海 道  4.85 宮 崎 県  5.24 高 知 県  5.40 福 島 県  5.92 岩 手 県  5.94 愛 媛 県  6.27 
群 馬 県  4.59 岩 手 県  4.62 岩 手 県  5.23 北 海 道  5.88 北 海 道  5.11 宮 城 県  5.86 
高 知 県  4.44 鳥 取 県  4.31 香 川 県  4.82 宮 城 県  5.60 群 馬 県  4.83 北 海 道  5.79 
愛 媛 県  4.31 群 馬 県  4.02 北 海 道  4.81 高 知 県  5.16 宮 崎 県  4.79 香 川 県  5.41 
香 川 県  4.19 京 都 府  3.92 京 都 府  4.42 広 島 県  5.04 京 都 府  4.64 広 島 県  4.95 
岡 山 県  3.84 福 井 県  3.88 山 口 県  4.40 香 川 県  4.90 山 口 県  4.43 福 井 県  4.90 
山 口 県  3.76 大 分 県  3.80 和 歌 山 県  4.29 山 口 県  4.78 徳 島 県  4.35 山 口 県  4.86 
愛 知 県  3.70 香 川 県  3.77 徳 島 県  4.28 京 都 府  4.66 福 島 県  4.11 大 阪 府  4.83 
兵 庫 県  3.61 長 野 県  3.69 鳥 取 県  4.16 鳥 取 県  4.28 福 井 県  4.09 群 馬 県  4.83 
京 都 府  3.55 兵 庫 県  3.67 長 野 県  4.10 大 阪 府  4.24 茨 城 県  4.09 鳥 取 県  4.69 
大 阪 府  3.54 高 知 県  3.58 福 岡 県  4.00 栃 木 県  4.17 香 川 県  4.03 高 知 県  4.55 
宮 城 県  3.53 宮 城 県  3.54 宮 城 県  3.97 茨 城 県  4.11 大 阪 府  4.02 京 都 府  4.50 
埼 玉 県  3.51 富 山 県  3.45 愛 知 県  3.77 一 重 県  4.06 岡 山 県  4.02 富 山 県  4.20 
福 岡 県  3.44 徳 島 県  3.41 大 阪 府  3.57 熊 本 県  3.99 高 知 県  3.82 島 根 県  4.09 
徳 島 県  3.35 愛 知 県  3.35 茨 城 県  3.57 徳 島 県  3.96 鹿 児 島 県  3.73 青 森 県  4.07 
熊 本 県  3.30 広 島 県  3.35 富 山 県  3.51 群 馬 県  3.96 富 山 県  3.56 福 島 県  4.02 
島 根 県  3.25 大 阪 府  3.32 栃 木 県  3.42 神 奈 川 県  3.92 島 根 県  3.52 徳 島 県  3.86 
滋 賀 県  3.09 福 島 県  3.31 長 崎 県  3.42 愛 媛 県  3.89 広 島 県  3.50 新 潟 県  3.71 
茨 城 県  3.08 長 崎 県  3.17 兵 庫 県  3.33 和 歌 山 県  3.70 熊 本 県  3.49 神 奈 川 県  3.63 
広 島 県  3.01 埼 玉 県  3.03 群 馬 県  3.32 兵 庫 県  3.61 青 森 県  3.40 茨 城 県  3.61 
山 形 県  2.89 福 岡 県  3.03 山 梨 県  3.24 福 岡 県  3.57 福 岡 県  3.37 和 歌 山 県  3.60 
静 岡 県  2.79 山 梨 県  3.02 熊 本 県  3.23 島 根 県  3.42 栃 木 県  3.33 鹿 児 島 県  3.55 

長 崎 県  2.77 沖 縄 県  2.92 福 島 県  3.16 山 形 県  3.39 愛 知 県  3.30 長 崎 県  3.52 

大 分 県  2.66 愛 媛 県  2.92 奈 良 県  3.14 富 山 県  3.32 長 崎 県  3.29 福 岡 県  3.51 

岐 阜 県  2.63 山 形 県  2.91 大 分 県  3.05 東 京 都  3.19 鳥 取 県  3.26 栃 木 県  3.49 
山 梨 県  2.61 岡 山 県  2.91 島 根 県  2.99 長 崎 県  3.14 岐 阜 県  3.26 岐 阜 県  3.46 
新 潟 県  2.54 島 根 県  2.89 岡 山 県  2.94 新 潟 県  3.12 和 歌 山 県  3.20 奈 良 県  3.36 
長 野 県  2.52 熊 本 県  2.85 一 重 県  2.93 岡 山 県  3.10 兵 庫 県  3.16 熊 本 県  3.25 

青 森 県  2.50 青 森 県  2.79 山 形 県  2.86 愛 知 県  2.90 神 奈 川 県  3.16 愛 知 県  3.22 

富 山 県  2.48 一 重 県  2.78 岐 阜 県  2.79 奈 良 県  2.87 佐 賀 県  3.05 山 形 県  3.19 
福 井 県  2.46 新 潟 県  2.74 新 潟 県  2.72 千 葉 県  2.74 山 形 県  2.98 千 葉 県  3.17 

福 島 県  2.35 佐 賀 県  2.65 佐 賀 県  2.66 滋 賀 県  2.69 石 川 県  2.91 東 京 都  3.16 
石 川 県  2.34 岐 阜 県  2.54 埼 玉 県  2.64 福 井 県  2.68 千 葉 県  2.89 兵 庫 県  3.15 

沖 縄 県  2.27 茨 城 県  2.52 東 京 都  2.58 埼 玉 県  2.64 山 梨 県  2.85 大 分 県  3.07 
奈 良 県  2.19 和 歌 山 県  2.44 滋 賀 県  2.51 大 分 県  2.63 新 潟 県  2.71 岡 山 県  3.02 
一 重 県  2.18 奈 良 県  2.37 愛 媛 県  2.48 長 野 県  2.62 一 重 県  2.69 一 重 県  2.99 

東 京 都  2.10 東 京 都  2.35 沖 縄 県  2.45 石 川 県  2.62 大 分 県  2.68 滋 賀 県  2.91 

栃 木 県  2.07 鹿 児 島 県  2.25 青 森 県  2.35 青 森 県  2.52 奈 良 県  2.68 静 岡 県  2.85 
佐 賀 県  2.05 静 岡 県  2.16 静 岡 県  2.30 沖 縄 県  2.51 埼 玉 県  2.58 埼 玉 県  2.67 
秋 田 県  2.00 滋 賀 県  2.09 神 奈 川 県  2.28 岐 阜 県  2.43 東 京 都  2.58 沖 縄 県  2.59 

鳥 取 県  2.00 神 奈 川 県  2.04 石 川 県  1.99 静 岡 県  2.39 沖 縄 県  2.55 長 野 県  2.38 
千 葉 県  1.95 千 葉 県  2.01 千 葉 県  1.96 佐 賀 県  2.38 長 野 県  2.41 佐 賀 県  2.31 

和 歌 山 県  1.84 石 川 県  1.92 秋 田 県  1.73 山 梨 県  2.07 秋 田 県  2.29 山 梨 県  2.25 

鹿 児 島 県  1.81 秋 田 県  1.87 鹿 児 島 県  1.38 鹿 児 島 県  2.03 滋 賀 県  2.17 秋 田 県  2.23 

神 奈 川 県  1.66 栃 木 県  1.65 福 井 県  1.20 秋 田 県  1.76 静 岡 県  2.08 石 川 県  1.97 
下 線 以 下 は 精 度 管 理 不 良 県 30%  
許容値 2.5%以上  

下 線 は 精 度 管 理 優 良 県 10%、 及 び、精 度 管 理 不 良 県 30%の 境 界 を 示 す  
目標 値 90%以上、許容値 80%以 上  



H17 未 把 握 率  H18 未 把 握 率  H19 未 把 握 率  H20 未 把 握 率  H21 未 把 握 率  H22 未 把 握 率  

石 川 県  0.2 高 知 県  0.1 佐 賀 県  0.0 徳 島 県  0.4 石 川 県  0.6 富 山 県  0.4 
高 知 県  0.4 徳 島 県  0.2 徳 島 県  0.2 石 川 県  0.8 徳 島 県  0.9 石 川 県  0.5 

和 歌 山 県  0.7 石 川 県  0.4 富 山 県  0.5 香 川 県  0.9 富 山 県  1.2 佐 賀 県  1.2 

鳥 取 県  0.8 富 山 県  0.5 石 川 県  0.7 富 山 県  1.0 佐 賀 県  1.2 福 井 県  1.4 
佐 賀 県  1.2 鹿 児 島 県  0.6 滋 賀 県  0.9 岩 手 県  1.1 新 潟 県  1.4 山 口 県  1.6 

徳 島 県  1.4 和 歌 山 県  1.1 鹿 児 島 県  1.0 奈 良 県  1.3 鳥 取 県  1.7 鳥 取 県  1.6 
山 形 県  1.7 滋 賀 県  1.1 和 歌 山 県  1.0 佐 賀 県  1.4 岩 手 県  1.9 大 阪 府  1.8 
富 山 県  2.0 新 潟 県  1.1 山 形 県  1.4 京 都 府  1.4 宮 城 県  1.9 徳 島 県  1.9 

新 潟 県  2.1 山 形 県  1.2 岩 手 県  1.6 群 馬 県  1.5 群 馬 県  2.3 香 川 県  2.0 
鹿 児 島 県  2.1 佐 賀 県  1.2 群 馬 県  1.6 鳥 取 県  1.8 香 川 県  2.3 滋 賀 県  2.0 

北 海 道  2.2 宮 崎 県  1.7 大 分 県  1.7 宮 城 県  2.1 京 都 府  2.7 岐 阜 県  2.3 

京 都 府  2.3 岩 手 県  1.9 新 潟 県  1.9 大 阪 府  2.4 福 井 県  2.8 鹿 児 島 県  2.7 
岩 手 県  2.4 群 馬 県  2.1 北 海 道  2.0 福 井 県  2.5 山 口 県  3.1 京 都 府  2.8 
群 馬 県  2.5 山 梨 県  2.2 香 川 県  2.4 宮 崎 県  2.7 大 阪 府  3.2 岩 手 県  2.8 
福 島 県  2.8 京 都 府  2.3 鳥 取 県  2.6 新 潟 県  2.7 岐 阜 県  3.3 長 野 県  2.8 
滋 賀 県  3.3 北 海 道  2.4 山 梨 県  3.1 千 葉 県  2.7 滋 賀 県  3.5 茨 城 県  3.1 

栃 木 県  3.7 奈 良 県  3.0 山 口 県  3.3 滋 賀 県  2.9 北 海 道  3.6 山 梨 県  3.1 

沖 縄 県  3.9 愛 媛 県  3.6 京 都 府  3.5 茨 城 県  2.9 千 葉 県  4.3 新 潟 県  3.2 

奈 良 県  4.0 大 分 県  3.9 高 知 県  3.8 高 知 県  3.0 鹿 児 島 県  4.5 群 馬 県  3.5 

岐 阜 県  4.4 鳥 取 県  3.9 熊 本 県  4.6 大 分 県  3.9 宮 崎 県  4.6 宮 城 県  3.6 
大 分 県  4.4 山 口 県  3.9 栃 木 県  4.6 愛 媛 県  4.0 大 分 県  5.0 北 海 道  3.9 

岡 山 県  4.9 沖 縄 県  4.3 秋 田 県  5.4 岐 阜 県  4.2 愛 媛 県  5.3 愛 媛 県  4.1 
山 口 県  5.4 栃 木 県  4.4 岐 阜 県  5.8 福 岡 県  4.4 栃 木 県  5.5 高 知 県  4.9 
福 井 県  5.7 熊 本 県  4.5 福 島 県  6.3 山 梨 県  4.7 高 知 県  5.6 熊 本 県  5.8 
山 梨 県  5.9 岐 阜 県  5.5 島 根 県  6.6 栃 木 県  4.7 熊 本 県  5.8 大 分 県  5.8 
宮 崎 県  6.1 福 島 県  5.5 福 岡 県  7.5 長 野 県  4.9 茨 城 県  6.2 島 根 県  6.0 
愛 媛 県  6.9 福 井 県  5.6 愛 媛 県  7.7 鹿 児 島 県  5.0 山 形 県  7.6 福 岡 県  6.4 
香 川 県  7.2 青 森 県  6.0 青 森 県  8.1 青 森 県  5.5 奈 良 県  8.0 山 形 県  6.4 
埼 玉 県  7.3 香 川 県  6.2 福 井 県  8.1 秋 田 県  5.8 福 島 県  8.0 栃 木 県  6.9 
熊 本 県  7.3 秋 田 県  6.3 宮 崎 県  8.3 長 崎 県  6.2 長 野 県  8.0 千 葉 県  7.7 
秋 田 県  8.0 福 岡 県  6.4 沖 縄 県  8.3 和 歌 山 県  6.8 福 岡 県  8.3 長 崎 県  7.9 
広 島 県  8.2 岡 山 県  6.6 広 島 県  8.9 熊 本 県  6.8 長 崎 県  8.3 奈 良 県  8.0 
福 岡 県  8.3 広 島 県  6.7 愛 知 県  9.9 福 島 県  7.0 岡 山 県  8.6 神 奈 川 県  8.7 

長 崎 県  8.8 茨 城 県  8.2 長 野 県  10.1 広 島 県  7.1 和 歌 山 県  8.8 宮 崎 県  8.9 
愛 知 県  8.9 長 崎 県  9.3 長 崎 県  11.1 兵 庫 県  8.9 山 梨 県  9.0 秋 田 県  10.0 
宮 城 県  9.1 埼 玉 県  9.7 岡 山 県  11.4 北 海 道  9.5 島 根 県  9.2 福 島 県  10.1 
青 森 県  9.3 宮 城 県  10.0 静 岡 県  11.7 一 重 県  10.7 秋 田 県  10.3 岡 山 県  10.5 
長 野 県  10.6 長 野 県  10.1 宮 城 県  11.8 埼 玉 県  10.9 青 森 県  11.9 青 森 県  10.8 
一 重 県  13.4 大 阪 府  10.7 埼 玉 県  11.9 山 形 県  11.1 愛 知 県  12.5 和 歌 山 県  11.8 
静 岡 県  14.7 愛 知 県  13.2 茨 城 県  13.3 山 口 県  11.5 一 重 県  13.0 愛 知 県  13.8 
千 葉 県  14.7 兵 庫 県  15.8 大 阪 府  13.5 岡 山 県  12.5 埼 玉 県  14.1 埼 玉 県  13.9 

神 奈 川 県  15.4 静 岡 県  15.9 千 葉 県  13.5 愛 知 県  13.2 神 奈 川 県  15.3 一 重 県  14.3 
大 阪 府  16.1 一 重 県  16.1 奈 良 県  15.4 沖 縄 県  15.2 沖 縄 県  19.0 東 京 都  20.3 
兵 庫 県  16.1 千 葉 県  17.6 神 奈 川 県  20.8 島 根 県  16.1 兵 庫 県  25.0 静 岡 県  21.4 
島 根 県  18.1 神 奈 川 県  18.2 兵 庫 県  22.8 神 奈 川 県  18.3 東 京 都  25.1 沖 縄 県  21.5 

茨 城 県  18.1 島 根 県  20.9 一 重 県  29.1 東 京 都  20.4 静 岡 県  25.6 広 島 県  25.3 

東 京 都  37.0 東 京 都  29.5 東 京 都  33.5 静 岡 県  24.7 広 島 県  26.6 兵 庫 県  26.2 
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乳 が ん検 診 精 度 管 理 指 標 値 (40""74 歳 )  青字:目 標 値を クリアし た県   赤 字:許容 値を クリアし て いな い
県  

乳がん：未受診率  
乳 が ん検 診 精 度 管 理 指 標 値 (40""74 歳 )  青 字:目標 値を クリアし た県   赤字:許容 値を クリアし て いな い
県  

乳がん：未把握率 

H17 未 受 診 率  H18 未 受 診 率  H19 未 受 診 率  H20 未 受 診 率  H21 未 受 診 率  H22 未 受 診 率  

宮 城 県  1.4 宮 城 県  1.6 高 知 県  1.5 高 知 県  0.0 宮 城 県  0.9 宮 城 県  1.3 
香 川 県  2.2 兵 庫 県  2.4 宮 城 県  1.8 兵 庫 県  1.5 高 知 県  1.2 高 知 県  1.4 
福 岡 県  2.9 香 川 県  2.7 兵 庫 県  2.1 香 川 県  2.1 兵 庫 県  2.4 福 島 県  2.1 

兵 庫 県  3.3 新 潟 県  3.6 奈 良 県  4.0 宮 城 県  2.1 滋 賀 県  3.2 兵 庫 県  2.3 
山 口 県  3.6 高 知 県  4.3 香 川 県  4.3 広 島 県  2.3 広 島 県  3.2 奈 良 県  2.4 

新 潟 県  3.8 福 井 県  4.8 徳 島 県  4.4 愛 知 県  2.8 福 島 県  3.3 広 島 県  2.9 
高 知 県  3.9 山 口 県  5.0 長 崎 県  4.6 大 分 県  2.8 青 森 県  3.4 長 崎 県  2.9 

長 崎 県  4.0 島 根 県  5.1 宮 崎 県  5.1 長 崎 県  2.9 神 奈 川 県  3.5 香 川 県  3.1 

東 京 都  5.9 群 馬 県  5.2 鹿 児 島 県  5.1 滋 賀 県  3.2 長 崎 県  3.5 青 森 県  3.2 

福 井 県  6.0 奈 良 県  5.2 京 都 府  5.1 島 根 県  3.2 奈 良 県  4.1 鹿 児 島 県  3.5 

広 島 県  6.1 東 京 都  5.7 広 島 県  5.3 熊 本 県  3.4 山 口 県  4.5 宮 崎 県  4.1 
島 根 県  6.5 長 野 県  6.1 福 井 県  5.4 福 島 県  3.6 香 川 県  4.6 滋 賀 県  4.1 
長 野 県  6.6 徳 島 県  6.4 愛 媛 県  5.5 奈 良 県  3.7 愛 知 県  4.6 愛 知 県  4.1 
青 森 県  7.0 愛 知 県  6.5 山 口 県  5.5 新 潟 県  3.8 静 岡 県  4.7 新 潟 県  4.2 
奈 良 県  7.2 滋 賀 県  6.6 鳥 取 県  5.6 静 岡 県  4.1 東 京 都  4.8 福 岡 県  4.4 
滋 賀 県  7.6 広 島 県  6.7 東 京 都  5.9 青 森 県  4.4 島 根 県  4.9 大 分 県  4.5 
愛 知 県  7.8 長 崎 県  6.7 新 潟 県  5.9 鳥 取 県  4.8 鳥 取 県  4.9 東 京 都  4.7 
石 川 県  7.8 沖 縄 県  6.8 愛 知 県  6.0 北 海 道  4.8 大 分 県  4.9 鳥 取 県  4.9 
茨 城 県  7.8 福 岡 県  7.3 青 森 県  6.1 岩 手 県  5.1 岡 山 県  5.5 愛 媛 県  5.3 

大 阪 府  7.8 千 葉 県  7.4 富 山 県  6.7 石 川 県  5.1 京 都 府  5.6 大 阪 府  5.4 
群 馬 県  7.9 青 森 県  7.8 岐 阜 県  6.8 山 口 県  5.2 福 岡 県  5.6 埼 玉 県  5.4 
岩 手 県  8.3 岐 阜 県  8.1 長 野 県  6.8 長 野 県  5.2 大 阪 府  5.9 島 根 県  5.7 
徳 島 県  8.4 富 山 県  8.5 滋 賀 県  6.8 徳 島 県  5.4 山 形 県  6.2 山 形 県  6.0 
熊 本 県  9.1 愛 媛 県  8.6 福 島 県  6.8 岐 阜 県  5.4 鹿 児 島 県  6.2 京 都 府  6.3 
岐 阜 県  9.1 石 川 県  8.6 沖 縄 県  7.0 大 阪 府  5.4 埼 玉 県  6.3 静 岡 県  6.3 
愛 媛 県  9.6 鳥 取 県  8.8 福 岡 県  7.2 鹿 児 島 県  5.5 愛 媛 県  6.4 群 馬 県  6.3 
千 葉 県  9.8 岩 手 県  9.6 島 根 県  7.2 福 井 県  6.5 沖 縄 県  6.5 沖 縄 県  6.3 
大 分 県  10.1 岡 山 県  9.6 岡 山 県  7.4 群 馬 県  6.6 群 馬 県  6.7 熊 本 県  6.6 
富 山 県  10.1 大 分 県  9.7 岩 手 県  7.6 東 京 都  6.6 岩 手 県  6.8 山 口 県  6.7 
一 重 県  10.2 京 都 府  10.1 一 重 県  7.8 千 葉 県  6.6 岐 阜 県  7.0 徳 島 県  6.9 
福 島 県  10.5 福 島 県  10.2 群 馬 県  8.4 愛 媛 県  6.7 熊 本 県  7.2 福 井 県  7.3 
沖 縄 県  11.9 鹿 児 島 県  10.3 石 川 県  9.1 神 奈 川 県  6.7 徳 島 県  7.4 岡 山 県  7.7 
岡 山 県  12.1 一 重 県  10.4 千 葉 県  9.9 茨 城 県  7.0 長 野 県  7.7 千 葉 県  7.9 

鹿 児 島 県  12.3 宮 崎 県  11.0 山 梨 県  10.2 山 梨 県  7.1 新 潟 県  8.1 富 山 県  7.9 
京 都 府  12.4 山 形 県  11.2 埼 玉 県  10.6 京 都 府  7.2 福 井 県  8.6 岐 阜 県  8.1 
鳥 取 県  12.5 大 阪 府  11.3 大 分 県  11.2 宮 崎 県  7.5 山 梨 県  8.6 長 野 県  8.1 
山 梨 県  13.2 秋 田 県  12.8 佐 賀 県  12.6 沖 縄 県  7.7 宮 崎 県  8.9 石 川 県  8.4 

神 奈 川 県  15.8 熊 本 県  13.9 熊 本 県  12.8 和 歌 山 県  7.8 富 山 県  9.0 栃 木 県  8.8 
静 岡 県  16.3 山 梨 県  14.0 大 阪 府  13.3 山 形 県  7.9 栃 木 県  9.7 一 重 県  9.4 
佐 賀 県  16.6 静 岡 県  14.4 山 形 県  13.7 佐 賀 県  8.3 千 葉 県  10.1 岩 手 県  9.5 

山 形 県  17.2 佐 賀 県  14.8 和 歌 山 県  15.3 埼 玉 県  8.8 一 重 県  10.5 佐 賀 県  9.7 
秋 田 県  17.7 埼 玉 県  15.9 茨 城 県  16.3 岡 山 県  9.4 石 川 県  10.8 神 奈 川 県  10.6 
埼 玉 県  17.8 和 歌 山 県  17.9 神 奈 川 県  16.9 福 岡 県  10.3 和 歌 山 県  11.9 山 梨 県  11.7 
宮 崎 県  18.4 茨 城 県  20.3 秋 田 県  18.0 富 山 県  10.7 佐 賀 県  13.2 和 歌 山 県  12.4 

和 歌 山 県  18.5 神 奈 川 県  20.3 栃 木 県  18.1 一 重 県  11.5 茨 城 県  14.9 茨 城 県  13.5 

北 海 道  23.8 栃 木 県  22.3 静 岡 県  20.4 栃 木 県  11.5 秋 田 県  15.2 秋 田 県  13.7 
栃 木 県  33.3 北 海 道  26.8 北 海 道  28.3 秋 田 県  17.2 北 海 道  17.5 北 海 道  15.1 

下 線 は 精 度 管 理 優 良 県 10%、 及 び、精 度 管 理 不 良 県 30%の 境 界 を 示
す  
許容 値 10%以下 、目 標値 5%以下  

下 線 は 精 度 管 理 優 良 県 10%、 及 び、精 度 管 理 不 良 県 30%の 境 界 を 示 す  
許容 値 10%以下 、許 容値 5%以下  



H17 要 精 検 率  H18 要 精 検 率  H19 要 精 検 率  H20 要 精 検 率  H21 要 精 検 率  H22 要 精 検 率  

高 知 県  0.33 奈 良 県  0.38 高 知 県  0.26 高 知 県  0.22 高 知 県  0.39 鹿 児 島 県  0.59 
奈 良 県  0.34 鹿 児 島 県  0.40 鳥 取 県  0.38 愛 媛 県  0.33 鹿 児 島 県  0.51 福 島 県  0.80 
鹿 児 島 県  0.39 鳥 取 県  0.43 京 都 府  0.39 鳥 取 県  0.36 一 重 県  0.61 群 馬 県  0.91 
鳥 取 県  0.40 京 都 府  0.50 奈 良 県  0.39 鹿 児 島 県  0.41 愛 媛 県  0.71 富 山 県  0.91 
愛 媛 県  0.41 福 島 県  0.55 鹿 児 島 県  0.44 一 重 県  0.54 富 山 県  0.76 秋 田 県  0.92 
一 重 県  0.48 一 重 県  0.56 愛 媛 県  0.49 奈 良 県  0.55 鳥 取 県  0.76 愛 媛 県  0.92 
福 島 県  0.62 富 山 県  0.60 一 重 県  0.57 富 山 県  0.61 福 島 県  0.76 一 重 県  0.92 
京 都 府  0.64 愛 媛 県  0.62 岡 山 県  0.60 福 島 県  0.72 群 馬 県  0.82 奈 良 県  0.96 
千 葉 県  0.67 岡 山 県  0.68 福 島 県  0.61 宮 城 県  0.76 奈 良 県  0.93 高 知 県  0.96 
富 山 県  0.69 千 葉 県  0.72 富 山 県  0.66 群 馬 県  0.79 山 形 県  0.96 鳥 取 県  1.18 
岡 山 県  0.71 静 岡 県  0.79 千 葉 県  0.73 埼 玉 県  0.80 岡 山 県  1.01 宮 城 県  1.20 
埼 玉 県  0.84 山 梨 県  0.84 山 形 県  0.75 山 形 県  0.89 京 都 府  1.02 京 都 府  1.23 
島 根 県  0.84 高 知 県  0.87 埼 玉 県  0.76 岡 山 県  0.92 栃 木 県  1.06 岡 山 県  1.26 
静 岡 県  0.85 宮 城 県  0.89 静 岡 県  0.81 香 川 県  0.93 沖 縄 県  1.08 兵 庫 県  1.32 
新 潟 県  0.89 埼 玉 県  0.89 島 根 県  0.91 京 都 府  0.95 滋 賀 県  1.10 沖 縄 県  1.39 
山 梨 県  0.91 島 根 県  0.90 宮 城 県  0.91 滋 賀 県  0.96 兵 庫 県  1.16 山 形 県  1.39 
宮 城 県  0.93 香 川 県  0.93 山 梨 県  0.97 宮 崎 県  0.97 静 岡 県  1.17 静 岡 県  1.39 
徳 島 県  0.94 山 形 県  0.94 新 潟 県  0.99 兵 庫 県  0.97 秋 田 県  1.18 福 井 県  1.43 
山 形 県  0.98 滋 賀 県  0.94 沖 縄 県  1.01 熊 本 県  1.01 新 潟 県  1.25 香 川 県  1.49 
滋 賀 県  1.02 新 潟 県  0.96 香 川 県  1.01 千 葉 県  1.03 香 川 県  1.27 愛 知 県  1.59 
沖 縄 県  1.02 沖 縄 県  0.98 秋 田 県  1.04 新 潟 県  1.04 千 葉 県  1.29 埼 玉 県  1.60 
岐 阜 県  1.03 熊 本 県  1.02 栃 木 県  1.06 沖 縄 県  1.06 福 井 県  1.36 滋 賀 県  1.62 
広 島 県  1.06 群 馬 県  1.07 滋 賀 県  1.06 山 梨 県  1.08 埼 玉 県  1.37 大 阪 府  1.65 
山 口 県  1.08 青 森 県  1.10 群 馬 県  1.09 和 歌 山 県  1.09 和 歌 山 県  1.40 佐 賀 県  1.65 
香 川 県  1.09 徳 島 県  1.13 東 京 都  1.10 秋 田 県  1.10 岐 阜 県  1.41 栃 木 県  1.66 
和 歌 山 県  1.10 岐 阜 県  1.20 兵 庫 県  1.11 広 島 県  1.15 大 阪 府  1.54 山 梨 県  1.69 
群 馬 県  1.10 東 京 都  1.20 長 野 県  1.23 茨 城 県  1.24 長 野 県  1.55 茨 城 県  1.75 
兵 庫 県  1.18 秋 田 県  1.21 和 歌 山 県  1.24 長 野 県  1.27 神 奈 川 県  1.55 山 口 県  1.81 
青 森 県  1.19 兵 庫 県  1.26 徳 島 県  1.27 岐 阜 県  1.27 山 口 県  1.56 熊 本 県  1.81 
栃 木 県  1.21 和 歌 山 県  1.29 神 奈 川 県  1.31 静 岡 県  1.28 島 根 県  1.56 神 奈 川 県  1.83 
福 岡 県  1.25 栃 木 県  1.32 茨 城 県  1.31 徳 島 県  1.28 広 島 県  1.59 東 京 都  1.84 
東 京 都  1.35 茨 城 県  1.32 熊 本 県  1.33 福 井 県  1.37 茨 城 県  1.66 島 根 県  1.89 
佐 賀 県  1.40 長 野 県  1.34 広 島 県  1.40 神 奈 川 県  1.37 青 森 県  1.68 福 岡 県  1.90 
神 奈 川 県  1.44 宮 崎 県  1.36 青 森 県  1.41 東 京 都  1.37 岩 手 県  1.68 千 葉 県  1.93 
熊 本 県  1.47 福 岡 県  1.39 岐 阜 県  1.44 愛 知 県  1.50 山 梨 県  1.68 岩 手 県  1.99 
長 崎 県  1.50 神 奈 川 県  1.39 宮 崎 県  1.44 島 根 県  1.50 東 京 都  1.69 新 潟 県  2.07 
宮 崎 県  1.54 広 島 県  1.41 北 海 道  1.45 青 森 県  1.51 熊 本 県  1.70 青 森 県  2.08 
茨 城 県  1.57 山 口 県  1.50 福 井 県  1.46 山 口 県  1.51 佐 賀 県  1.78 長 野 県  2.08 
大 分 県  1.61 福 井 県  1.58 山 口 県  1.52 栃 木 県  1.52 福 岡 県  1.81 北 海 道  2.12 
愛 知 県  1.62 北 海 道  1.59 福 岡 県  1.58 大 阪 府  1.52 愛 知 県  1.82 長 崎 県  2.17 
北 海 道  1.70 愛 知 県  1.61 佐 賀 県  1.61 佐 賀 県  1.55 宮 崎 県  1.86 和 歌 山 県  2.21 
大 阪 府  1.78 佐 賀 県  1.64 愛 知 県  1.66 岩 手 県  1.64 長 崎 県  1.90 広 島 県  2.21 
福 井 県  1.93 大 分 県  1.68 岩 手 県  1.67 長 崎 県  1.78 宮 城 県  1.91 岐 阜 県  2.25 
岩 手 県  2.04 大 阪 府  1.90 大 分 県  1.71 北 海 道  1.87 大 分 県  2.08 大 分 県  2.29 
長 野 県  2.40 長 崎 県  1.93 長 崎 県  1.73 大 分 県  1.91 北 海 道  2.09 宮 崎 県  2.29 
秋 田 県  2.58 岩 手 県  2.30 大 阪 府  1.74 福 岡 県  2.01 徳 島 県  2.72 石 川 県  2.44 
石 川 県  3.64 石 川 県  2.45 石 川 県  2.58 石 川 県  2.27 石 川 県  2.77 徳 島 県  3.94 
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子 宮 頭 が ん検 診 精 度 管 理 指 標 値 (20""74 歳 )    赤字:許容 値を クリアし て いな い
県  

⼦宮頸がん：要精検率  
子 宮 頭 が ん検 診 精 度 管 理 指 標 値 (20""74 歳 )  青 字:目標 値を クリアし た県   赤字:許容 値を クリアし て いな い
県  

⼦宮頸がん：精検受診率 

H17 精 検 受 診 率  H18 精 検 受 診 率  H19 精 検 受 診 率  H20 精 検 受 診 率  H21 精 検 受 診 率  H22 精 検 受 診 率  

宮 城 県  93.8 宮 城 県  94.0 宮 城 県  95.7 宮 城 県  96.2 宮 城 県  92.4 宮 城 県  93.9 
長 野 県  91.2 秋 田 県  85.9 石 川 県  87.8 滋 賀 県  91.6 富 山 県  91.7 滋 賀 県  91.1 
福 島 県  87.9 岩 手 県  84.6 徳 島 県  85.6 鳥 取 県  91.3 鳥 取 県  90.5 富 山 県  90.2 
石 川 県  87.0 富 山 県  83.1 岩 手 県  83.0 茨 城 県  91.2 滋 賀 県  85.8 鹿 児 島 県  87.9 
滋 賀 県  86.6 石 川 県  82.9 鹿 児 島 県  81.9 岩 手 県  90.0 岩 手 県  85.6 青 森 県  86.3 

福 井 県  84.0 徳 島 県  80.4 鳥 取 県  81.4 宮 崎 県  86.8 石 川 県  84.5 茨 城 県  86.1 
鳥 取 県  83.5 福 島 県  80.4 富 山 県  81.3 香 川 県  86.6 茨 城 県  83.4 岩 手 県  85.4 
富 山 県  83.4 鳥 取 県  79.2 京 都 府  80.2 富 山 県  86.0 高 知 県  83.3 香 川 県  85.3 
岩 手 県  82.7 群 馬 県  79.0 群 馬 県  80.1 鹿 児 島 県  85.2 福 島 県  82.2 石 川 県  84.0 
群 馬 県  80.4 滋 賀 県  78.1 香 川 県  78.7 石 川 県  84.8 福 井 県  81.9 宮 崎 県  83.9 
高 知 県  78.3 沖 縄 県  76.9 福 島 県  77.1 徳 島 県  84.7 香 川 県  80.7 群 馬 県  83.7 

和 歌 山 県  78.3 岐 阜 県  76.6 秋 田 県  76.8 福 井 県  83.8 群 馬 県  79.8 佐 賀 県  81.9 
香 川 県  77.1 長 野 県  75.7 山 口 県  76.7 島 根 県  83.2 鹿 児 島 県  79.5 山 形 県  81.1 
青 森 県  75.3 佐 賀 県  75.1 青 森 県  76.3 高 知 県  81.5 青 森 県  79.4 秋 田 県  80.9 
岐 阜 県  75.1 福 井 県  75.0 長 野 県  76.0 青 森 県  81.1 大 阪 府  79.2 大 阪 府  80.7 
福 岡 県  75.0 香 川 県  75.0 沖 縄 県  72.9 大 分 県  80.8 山 口 県  78.5 岐 阜 県  80.5 
大 分 県  73.8 大 分 県  74.7 大 分 県  72.3 佐 賀 県  80.2 岐 阜 県  76.7 福 島 県  80.5 
愛 媛 県  72.7 岡 山 県  74.4 滋 賀 県  71.8 長 野 県  79.7 山 形 県  76.3 長 野 県  80.3 
京 都 府  72.5 青 森 県  73.8 広 島 県  71.6 広 島 県  78.0 佐 賀 県  75.8 愛 知 県  78.1 

鹿 児 島 県  72.5 京 都 府  72.6 福 岡 県  71.3 群 馬 県  77.5 大 分 県  74.0 長 崎 県  77.9 
山 口 県  72.2 福 岡 県  72.5 佐 賀 県  71.1 福 島 県  77.2 徳 島 県  73.2 新 潟 県  77.3 
山 形 県  71.7 山 口 県  72.1 岐 阜 県  70.3 岐 阜 県  76.5 栃 木 県  72.3 大 分 県  76.6 
沖 縄 県  71.5 広 島 県  69.9 和 歌 山 県  68.6 大 阪 府  76.4 秋 田 県  72.0 福 井 県  75.9 
熊 本 県  70.2 愛 知 県  67.9 山 形 県  67.7 長 崎 県  76.4 奈 良 県  72.0 山 口 県  74.3 
千 葉 県  68.6 兵 庫 県  66.2 愛 知 県  66.7 奈 良 県  75.7 長 崎 県  71.8 栃 木 県  73.4 
茨 城 県  68.3 熊 本 県  64.9 岡 山 県  66.6 秋 田 県  74.6 長 野 県  71.0 山 梨 県  71.8 
山 梨 県  67.5 鹿 児 島 県  64.8 茨 城 県  65.7 一 重 県  72.5 新 潟 県  70.6 福 岡 県  71.0 
岡 山 県  67.5 和 歌 山 県  64.8 福 井 県  64.7 山 口 県  71.7 福 岡 県  70.2 愛 媛 県  69.3 
秋 田 県  67.0 長 崎 県  64.0 千 葉 県  63.7 千 葉 県  71.1 岡 山 県  69.6 和 歌 山 県  67.2 
徳 島 県  65.4 茨 城 県  63.2 兵 庫 県  61.9 山 梨 県  70.0 千 葉 県  69.2 沖 縄 県  65.8 
新 潟 県  64.9 千 葉 県  62.9 長 崎 県  61.6 新 潟 県  70.0 宮 崎 県  68.8 岡 山 県  65.5 
静 岡 県  64.4 一 重 県  61.5 奈 良 県  60.4 山 形 県  69.6 愛 媛 県  68.8 高 知 県  63.0 
佐 賀 県  64.4 静 岡 県  60.8 新 潟 県  60.1 愛 媛 県  68.4 山 梨 県  67.8 一 重 県  62.0 

一 重 県  64.4 奈 良 県  60.2 高 知 県  59.0 福 岡 県  68.2 一 重 県  65.8 鳥 取 県  61.9 
広 島 県  62.3 宮 崎 県  58.1 愛 媛 県  58.1 岡 山 県  67.3 和 歌 山 県  62.3 奈 良 県  61.5 
長 崎 県  62.3 山 形 県  57.8 山 梨 県  57.8 兵 庫 県  65.6 兵 庫 県  60.4 神 奈 川 県  59.3 
愛 知 県  61.3 愛 媛 県  57.2 一 重 県  57.3 愛 知 県  64.2 沖 縄 県  60.2 東 京 都  58.4 
宮 崎 県  60.0 新 潟 県  55.2 静 岡 県  56.7 神 奈 川 県  62.0 熊 本 県  59.5 熊 本 県  57.7 
埼 玉 県  59.3 埼 玉 県  53.5 埼 玉 県  55.2 和 歌 山 県  60.0 愛 知 県  58.2 兵 庫 県  56.0 
兵 庫 県  58.0 東 京 都  49.9 宮 崎 県  48.9 沖 縄 県  59.6 広 島 県  57.9 京 都 府  54.9 
大 阪 府  50.2 高 知 県  49.1 大 阪 府  45.3 栃 木 県  57.4 神 奈 川 県  57.9 広 島 県  54.8 
東 京 都  43.7 大 阪 府  48.5 東 京 都  43.9 静 岡 県  54.5 京 都 府  53.1 静 岡 県  51.8 
奈 良 県  42.9 山 梨 県  44.6 熊 本 県  43.0 埼 玉 県  52.8 静 岡 県  50.8 島 根 県  51.1 
北 海 道  40.6 島 根 県  42.9 島 根 県  42.5 京 都 府  51.1 東 京 都  45.6 徳 島 県  49.0 
島 根 県  38.5 栃 木 県  40.9 北 海 道  39.1 東 京 都  49.6 島 根 県  44.2 埼 玉 県  46.0 
栃 木 県  36.6 神 奈 川 県  38.5 神 奈 川 県  35.4 熊 本 県  49.1 埼 玉 県  42.8 千 葉 県  44.3 

神 奈 川 県  35.1 北 海 道  37.8 栃 木 県  31.3 北 海 道  48.5 北 海 道  42.0 北 海 道  42.0 

下 線 以 下 は 精 度 管 理 不 良 県 30% 
許容値 1.4%以下  

下 線 は 精 度 管 理 優 良 県 10%、 及 び、精 度 管 理 不 良 県 30%の 境 界 を 示 す  
目標 値 90%以上、許容値 70%以 上  



H17 未 把 握 率  H18 未 把 握 率  H19 未 把 握 率  H20 未 把 握 率  H21 未 把 握 率  H22 未 把 握 率  

石 川 県  0.2 石 川 県  0.3 富 山 県  0.0 宮 城 県  0.0 宮 城 県  0.2 石 川 県  0.3 
佐 賀 県  0.9 富 山 県  0.5 佐 賀 県  0.2 茨 城 県  0.4 富 山 県  0.3 宮 城 県  0.4 
鳥 取 県  1.1 佐 賀 県  0.7 石 川 県  0.7 石 川 県  1.6 石 川 県  0.4 茨 城 県  0.9 
福 島 県  1.8 滋 賀 県  1.1 鹿 児 島 県  1.6 鳥 取 県  2.5 茨 城 県  0.8 富 山 県  1.5 
滋 賀 県  1.8 岩 手 県  1.7 滋 賀 県  2.1 香 川 県  2.8 鳥 取 県  3.2 滋 賀 県  2.7 

山 形 県  1.8 鹿 児 島 県  1.9 香 川 県  2.1 岩 手 県  3.0 北 海 道  3.9 長 野 県  3.4 
富 山 県  2.2 北 海 道  1.9 北 海 道  2.4 富 山 県  3.3 岩 手 県  4.3 大 阪 府  3.7 
北 海 道  2.8 和 歌 山 県  2.4 宮 城 県  2.7 宮 崎 県  3.5 福 井 県  5.1 岩 手 県  4.7 

和 歌 山 県  2.9 秋 田 県  2.6 秋 田 県  4.1 群 馬 県  4.3 大 阪 府  5.7 北 海 道  5.6 
鹿 児 島 県  3.1 高 知 県  2.8 岩 手 県  4.1 滋 賀 県  4.5 群 馬 県  6.1 岐 阜 県  5.8 

岩 手 県  3.1 宮 城 県  3.5 和 歌 山 県  4.3 大 阪 府  5.5 滋 賀 県  6.5 香 川 県  6.1 
長 野 県  3.3 福 島 県  3.9 栃 木 県  4.8 栃 木 県  5.9 熊 本 県  8.4 鹿 児 島 県  6.3 
宮 城 県  3.6 愛 媛 県  5.4 山 口 県  5.0 徳 島 県  6.2 千 葉 県  9.1 佐 賀 県  6.8 
熊 本 県  5.5 京 都 府  5.5 新 潟 県  5.9 佐 賀 県  7.1 鹿 児 島 県  10.1 群 馬 県  7.3 
群 馬 県  5.7 福 岡 県  5.6 京 都 府  6.1 高 知 県  7.4 香 川 県  10.1 熊 本 県  9.1 
青 森 県  5.9 山 口 県  7.0 大 分 県  6.9 千 葉 県  8.4 岐 阜 県  10.3 青 森 県  9.8 
秋 田 県  5.9 栃 木 県  7.7 徳 島 県  7.2 鹿 児 島 県  9.3 宮 崎 県  10.6 宮 崎 県  10.0 
栃 木 県  6.3 岐 阜 県  8.1 群 馬 県  7.8 熊 本 県  9.5 新 潟 県  11.0 山 形 県  10.2 
岐 阜 県  6.6 群 馬 県  8.2 熊 本 県  8.6 福 井 県  10.6 山 口 県  11.1 秋 田 県  12.4 
高 知 県  8.3 熊 本 県  9.7 静 岡 県  9.2 長 崎 県  10.7 佐 賀 県  11.6 新 潟 県  12.8 
愛 媛 県  9.9 大 分 県  10.3 鳥 取 県  9.3 秋 田 県  11.1 栃 木 県  12.0 和 歌 山 県  12.8 
大 分 県  10.0 鳥 取 県  10.4 長 野 県  9.9 長 野 県  11.3 青 森 県  12.6 栃 木 県  12.8 
福 井 県  11.6 徳 島 県  11.4 山 形 県  10.0 岐 阜 県  11.5 和 歌 山 県  12.8 山 梨 県  14.4 
大 阪 府  12.9 長 野 県  12.3 青 森 県  10.1 山 梨 県  12.3 高 知 県  14.1 愛 媛 県  14.7 
山 口 県  13.1 広 島 県  12.7 岐 阜 県  15.9 愛 媛 県  13.7 秋 田 県  14.9 京 都 府  15.2 

神 奈 川 県  14.5 大 阪 府  13.1 茨 城 県  16.1 神 奈 川 県  15.0 山 形 県  15.0 長 崎 県  15.9 
沖 縄 県  14.6 香 川 県  13.6 広 島 県  16.5 島 根 県  15.0 奈 良 県  16.2 福 井 県  15.9 
徳 島 県  14.7 沖 縄 県  15.1 福 島 県  16.7 大 分 県  15.4 福 島 県  17.0 島 根 県  16.1 
京 都 府  14.8 青 森 県  15.3 大 阪 府  17.1 青 森 県  16.9 大 分 県  17.0 愛 知 県  16.1 
香 川 県  16.8 山 形 県  15.8 沖 縄 県  17.2 広 島 県  17.1 徳 島 県  18.8 福 島 県  16.1 
埼 玉 県  18.2 福 井 県  18.3 埼 玉 県  17.2 奈 良 県  17.6 京 都 府  18.9 山 口 県  16.3 
山 梨 県  19.5 埼 玉 県  18.7 福 岡 県  17.5 新 潟 県  17.9 神 奈 川 県  19.1 鳥 取 県  16.5 
福 岡 県  20.6 長 崎 県  19.1 山 梨 県  18.0 京 都 府  18.0 長 野 県  20.2 大 分 県  16.6 

長 崎 県  20.9 千 葉 県  21.1 愛 媛 県  19.6 山 口 県  18.1 愛 媛 県  21.7 福 岡 県  17.5 
新 潟 県  22.4 愛 知 県  21.9 長 崎 県  22.0 一 重 県  19.1 島 根 県  21.8 神 奈 川 県  19.3 
静 岡 県  22.6 静 岡 県  22.2 千 葉 県  22.8 福 島 県  22.6 山 梨 県  21.9 一 重 県  26.8 
茨 城 県  22.6 茨 城 県  22.4 福 井 県  24.6 福 岡 県  22.7 一 重 県  22.4 岡 山 県  28.2 
千 葉 県  23.7 岡 山 県  22.5 愛 知 県  24.8 和 歌 山 県  24.6 長 崎 県  24.1 高 知 県  29.2 
愛 知 県  24.5 神 奈 川 県  24.9 神 奈 川 県  25.9 山 形 県  26.4 福 岡 県  24.2 兵 庫 県  29.4 
広 島 県  25.8 一 重 県  25.5 高 知 県  28.2 埼 玉 県  30.2 岡 山 県  24.4 奈 良 県  30.3 
岡 山 県  29.4 山 梨 県  28.8 岡 山 県  28.7 兵 庫 県  30.3 兵 庫 県  29.4 沖 縄 県  30.9 
宮 崎 県  30.5 新 潟 県  29.0 一 重 県  31.6 岡 山 県  30.8 埼 玉 県  33.2 東 京 都  37.6 
一 重 県  31.4 宮 崎 県  29.8 兵 庫 県  33.6 愛 知 県  32.0 愛 知 県  34.2 徳 島 県  37.8 
兵 庫 県  37.6 兵 庫 県  30.8 奈 良 県  34.4 静 岡 県  33.3 沖 縄 県  34.3 広 島 県  39.0 
島 根 県  40.2 奈 良 県  31.0 宮 崎 県  35.7 沖 縄 県  35.1 広 島 県  36.5 埼 玉 県  39.3 
東 京 都  43.9 東 京 都  37.1 島 根 県  47.1 北 海 道  39.8 静 岡 県  41.1 静 岡 県  41.0 
奈 良 県  48.0 島 根 県  48.0 東 京 都  47.6 東 京 都  44.2 東 京 都  50.5 千 葉 県  45.4 
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子 宮 頭 が ん検 診 精 度 管 理 指 標 値 (20""74 歳 )  青 字:目標 値を クリアし た県   赤字:許容 値を クリアし て いな い
県  

⼦宮頸がん：未受診率  
子 宮 頭 が ん検 診 精 度 管 理 指 標 値 (20""74 歳 )  青 字:目標 値を クリアし た県   赤字:許容 値を クリアし て いな い
県  

⼦宮頸がん：未把握率 

H17 未 受 診 率  H18 未 受 診 率  H19 未 受 診 率  H20 未 受 診 率  H21 未 受 診 率  H22 未 受 診 率  

宮 城 県  2.6 宮 城 県  2.5 宮 城 県  1.6 福 島 県  0.2 福 島 県  0.9 沖 縄 県  3.3 
岡 山 県  3.1 兵 庫 県  3.0 兵 庫 県  4.5 島 根 県  1.8 高 知 県  2.6 福 島 県  3.4 
一 重 県  4.3 岡 山 県  3.1 岡 山 県  4.7 岡 山 県  1.9 東 京 都  3.8 青 森 県  3.9 
兵 庫 県  4.4 福 井 県  6.7 奈 良 県  5.2 青 森 県  2.0 長 崎 県  4.1 東 京 都  4.1 
福 岡 県  4.4 沖 縄 県  8.0 福 島 県  6.3 宮 城 県  3.8 沖 縄 県  5.5 宮 城 県  5.7 

福 井 県  4.4 徳 島 県  8.2 徳 島 県  7.2 愛 知 県  3.8 広 島 県  5.6 鹿 児 島 県  5.8 
長 野 県  5.5 奈 良 県  8.8 東 京 都  8.4 滋 賀 県  3.8 福 岡 県  5.6 愛 知 県  5.9 
香 川 県  6.1 島 根 県  9.1 愛 知 県  8.5 大 分 県  3.8 岡 山 県  6.0 滋 賀 県  6.1 
千 葉 県  7.7 愛 知 県  10.2 鳥 取 県  9.3 山 形 県  4.0 鳥 取 県  6.3 宮 崎 県  6.2 
茨 城 県  9.1 鳥 取 県  10.4 沖 縄 県  9.9 兵 庫 県  4.2 宮 城 県  7.3 岡 山 県  6.2 
奈 良 県  9.2 青 森 県  10.9 島 根 県  10.3 広 島 県  4.9 愛 知 県  7.6 広 島 県  6.2 
宮 崎 県  9.5 香 川 県  11.4 福 井 県  10.8 沖 縄 県  5.3 滋 賀 県  7.7 長 崎 県  6.3 
福 島 県  10.3 秋 田 県  11.5 一 重 県  11.1 鹿 児 島 県  5.5 青 森 県  7.9 秋 田 県  6.7 
滋 賀 県  11.6 長 野 県  12.0 福 岡 県  11.2 福 井 県  5.6 富 山 県  8.0 大 分 県  6.8 
広 島 県  11.9 宮 崎 県  12.1 石 川 県  11.5 東 京 都  6.2 徳 島 県  8.0 静 岡 県  7.3 
東 京 都  12.4 群 馬 県  12.8 広 島 県  11.9 鳥 取 県  6.3 静 岡 県  8.0 高 知 県  7.8 
京 都 府  12.7 東 京 都  12.9 群 馬 県  12.1 奈 良 県  6.6 山 形 県  8.7 奈 良 県  8.2 
新 潟 県  12.7 一 重 県  13.0 高 知 県  12.8 岩 手 県  7.0 長 野 県  8.8 福 井 県  8.2 
石 川 県  12.8 岩 手 県  13.7 岩 手 県  12.9 一 重 県  8.4 大 分 県  9.0 富 山 県  8.2 
山 梨 県  13.0 茨 城 県  14.4 千 葉 県  13.5 茨 城 県  8.4 香 川 県  9.2 香 川 県  8.6 
静 岡 県  13.0 大 分 県  15.0 青 森 県  13.6 長 野 県  9.0 愛 媛 県  9.5 山 形 県  8.7 
高 知 県  13.3 岐 阜 県  15.3 京 都 府  13.7 徳 島 県  9.1 岩 手 県  10.1 群 馬 県  9.0 
群 馬 県  13.9 福 島 県  15.7 岐 阜 県  13.9 福 岡 県  9.1 兵 庫 県  10.2 山 口 県  9.4 
沖 縄 県  13.9 新 潟 県  15.8 長 野 県  14.1 宮 崎 県  9.7 山 梨 県  10.3 岩 手 県  9.9 
愛 知 県  14.1 千 葉 県  16.1 宮 崎 県  15.4 山 口 県  10.1 鹿 児 島 県  10.4 新 潟 県  10.0 
岩 手 県  14.3 富 山 県  16.4 長 崎 県  16.4 香 川 県  10.6 山 口 県  10.5 千 葉 県  10.3 
富 山 県  14.4 石 川 県  16.9 鹿 児 島 県  16.5 富 山 県  10.7 一 重 県  11.7 一 重 県  11.2 
山 口 県  14.6 長 崎 県  16.9 茨 城 県  18.2 高 知 県  11.1 奈 良 県  11.9 佐 賀 県  11.3 
鳥 取 県  15.4 静 岡 県  17.0 山 口 県  18.3 北 海 道  11.7 佐 賀 県  12.6 福 岡 県  11.5 
大 分 県  16.2 広 島 県  17.4 富 山 県  18.7 岐 阜 県  12.0 福 井 県  13.0 茨 城 県  13.0 
長 崎 県  16.8 山 口 県  20.8 秋 田 県  19.1 新 潟 県  12.1 岐 阜 県  13.0 徳 島 県  13.3 
愛 媛 県  17.4 滋 賀 県  20.8 香 川 県  19.1 静 岡 県  12.2 秋 田 県  13.1 岐 阜 県  13.7 
岐 阜 県  18.2 福 岡 県  21.8 大 分 県  20.8 佐 賀 県  12.7 群 馬 県  14.1 栃 木 県  13.8 

和 歌 山 県  18.8 京 都 府  21.9 山 形 県  22.3 長 崎 県  13.0 大 阪 府  15.2 山 梨 県  13.8 
青 森 県  18.8 佐 賀 県  24.3 愛 媛 県  22.3 石 川 県  13.6 石 川 県  15.2 兵 庫 県  14.5 
徳 島 県  19.9 熊 本 県  25.4 山 梨 県  24.3 秋 田 県  14.2 栃 木 県  15.7 埼 玉 県  14.7 
島 根 県  21.3 山 形 県  26.4 滋 賀 県  26.1 和 歌 山 県  15.4 茨 城 県  15.8 大 阪 府  15.6 
埼 玉 県  22.5 山 梨 県  26.6 和 歌 山 県  27.1 埼 玉 県  17.0 新 潟 県  18.4 石 川 県  15.7 
熊 本 県  24.2 埼 玉 県  27.7 埼 玉 県  27.6 山 梨 県  17.7 宮 崎 県  20.6 愛 媛 県  16.0 

鹿 児 島 県  24.4 和 歌 山 県  32.8 佐 賀 県  28.7 愛 媛 県  17.9 千 葉 県  21.7 長 野 県  16.4 
山 形 県  26.5 鹿 児 島 県  33.3 新 潟 県  34.0 大 阪 府  18.1 神 奈 川 県  23.0 和 歌 山 県  20.0 
秋 田 県  27.1 神 奈 川 県  36.6 静 岡 県  34.1 群 馬 県  18.2 埼 玉 県  24.0 神 奈 川 県  21.4 
佐 賀 県  34.8 愛 媛 県  37.3 大 阪 府  37.6 千 葉 県  20.5 和 歌 山 県  24.9 鳥 取 県  21.6 
大 阪 府  36.8 大 阪 府  38.4 神 奈 川 県  38.7 神 奈 川 県  23.1 京 都 府  28.0 京 都 府  29.9 

神 奈 川 県  50.4 高 知 県  48.1 熊 本 県  48.4 京 都 府  30.9 熊 本 県  32.1 島 根 県  32.8 
北 海 道  56.5 栃 木 県  51.5 北 海 道  58.5 栃 木 県  36.7 島 根 県  33.9 熊 本 県  33.2 
栃 木 県  57.2 北 海 道  60.3 栃 木 県  63.9 熊 本 県  41.4 北 海 道  54.0 北 海 道  52.5 

下 線 は 精 度 管 理 優 良 県 10%、 及 び、精 度 管 理 不 良 県 30%の 境 界 を 示
す  
許容 値 20%以下 、目 標値 5%以下  

下 線 は 精 度 管 理 優 良 県 10%、 及 び、精 度 管 理 不 良 県 30%の 境 界 を 示 す  
許容 値 10%以下 、許 容値 5%以下  



H17 発 見 率  H18 発 見 率  H19 発 見 率  H20 発 見 率  H21 発 見 率  H22 発 見 率  

富 山 県  0.145 和 歌 山 県  0.121 青 森 県  0.116 大 阪 府  0.144 青 森 県  0.143 滋 賀 県  0.164 
石 川 県  0.121 徳 島 県  0.104 山 口 県  0.106 滋 賀 県  0.136 大 阪 府  0.133 新 潟 県  0.153 

和 歌 山 県  0.117 岩 手 県  0.101 和 歌 山 県  0.105 島 根 県  0.134 新 潟 県  0.125 大 阪 府  0.142 
長 野 県  0.095 広 島 県  0.091 徳 島 県  0.104 青 森 県  0.116 石 川 県  0.115 和 歌 山 県  0.140 
愛 知 県  0.093 兵 庫 県  0.087 広 島 県  0.098 新 潟 県  0.113 岩 手 県  0.115 青 森 県  0.138 
香 川 県  0.088 群 馬 県  0.086 島 根 県  0.094 長 崎 県  0.110 長 崎 県  0.111 山 口 県  0.121 
群 馬 県  0.084 沖 縄 県  0.085 愛 知 県  0.092 岩 手 県  0.109 和 歌 山 県  0.109 長 崎 県  0.120 
滋 賀 県  0.082 福 井 県  0.084 富 山 県  0.090 山 口 県  0.106 秋 田 県  0.107 島 根 県  0.113 
京 都 府  0.077 京 都 府  0.083 岩 手 県  0.090 和 歌 山 県  0.104 滋 賀 県  0.104 宮 崎 県  0.113 
佐 賀 県  0.072 香 川 県  0.082 長 崎 県  0.085 広 島 県  0.102 山 口 県  0.101 富 山 県  0.112 
沖 縄 県  0.071 愛 知 県  0.079 愛 媛 県  0.076 香 川 県  0.099 富 山 県  0.095 徳 島 県  0.110 
福 井 県  0.070 佐 賀 県  0.075 香 川 県  0.076 富 山 県  0.094 広 島 県  0.093 石 川 県  0.109 
愛 媛 県  0.068 石 川 県  0.074 群 馬 県  0.075 北 海 道  0.090 徳 島 県  0.092 山 形 県  0.104 
茨 城 県  0.067 新 潟 県  0.073 滋 賀 県  0.073 石 川 県  0.082 北 海 道  0.090 広 島 県  0.098 
岩 手 県  0.067 高 知 県  0.073 京 都 府  0.071 福 岡 県  0.079 栃 木 県  0.090 香 川 県  0.097 
大 阪 府  0.065 北 海 道  0.071 兵 庫 県  0.070 愛 知 県  0.078 奈 良 県  0.088 高 知 県  0.096 
新 潟 県  0.065 富 山 県  0.070 山 形 県  0.068 鹿 児 島 県  0.078 愛 媛 県  0.082 福 島 県  0.095 
兵 庫 県  0.065 岐 阜 県  0.069 岐 阜 県  0.068 神 奈 川 県  0.078 福 井 県  0.082 栃 木 県  0.092 
岐 阜 県  0.063 長 崎 県  0.068 鹿 児 島 県  0.067 京 都 府  0.075 愛 知 県  0.079 岩 手 県  0.089 
山 梨 県  0.062 栃 木 県  0.067 福 岡 県  0.064 宮 崎 県  0.074 全    国  0.076 東 京 都  0.085 
長 崎 県  0.059 大 分 県  0.065 長 野 県  0.061 群 馬 県  0.073 東 京 都  0.076 岐 阜 県  0.083 
北 海 道  0.058 山 梨 県  0.065 秋 田 県  0.058 全    国  0.069 福 岡 県  0.076 大 分 県  0.082 
全    国  0.056 山口 県  0.063 奈 良 県  0.057 徳 島 県  0.068 福 島 県  0.075 全    国  0.081 
島 根 県  0.055 鳥 取 県  0.063 福 井 県  0.057 佐 賀 県  0.067 香 川 県  0.075 愛 媛 県  0.081 
福 岡 県  0.055 大 阪 府  0.060 北 海 道  0.056 高 知 県  0.066 岡 山 県  0.074 北 海 道  0.080 
山口 県  0.055 鹿児 島 県  0.059 全    国  0.054 奈良 県  0.065 一重 県  0.074 福岡 県  0.079 
大 分 県  0.054 全    国  0.057 新 潟 県  0.054 長 野 県  0.064 山 形 県  0.074 茨 城 県  0.078 
栃 木 県  0.049 島 根 県  0.057 石 川 県  0.052 山 梨 県  0.062 鹿 児 島 県  0.074 愛 知 県  0.077 
一 重 県  0.048 福 岡 県  0.056 山 梨 県  0.052 東 京 都  0.058 熊 本 県  0.074 沖 縄 県  0.077 
広 島 県  0.048 愛 媛 県  0.056 大 阪 府  0.052 熊 本 県  0.057 宮 崎 県  0.073 奈 良 県  0.076 
山 形 県  0.048 茨 城 県  0.055 沖 縄 県  0.050 兵 庫 県  0.056 群 馬 県  0.069 鳥 取 県  0.076 
熊 本 県  0.047 岡 山 県  0.054 神 奈 川 県  0.047 茨 城 県  0.055 大 分 県  0.068 鹿 児 島 県  0.073 
東 京 都  0.047 長 野 県  0.052 埼 玉 県  0.046 福 島 県  0.055 沖 縄 県  0.068 熊 本 県  0.073 

埼 玉 県  0.045 埼 玉 県  0.049 静 岡 県  0.045 山 形 県  0.054 長 野 県  0.067 兵 庫 県  0.072 
宮 崎 県  0.044 神 奈 川 県  0.047 熊 本 県  0.044 岐 阜 県  0.052 兵 庫 県  0.067 秋 田 県  0.071 
青 森 県  0.044 滋 賀 県  0.046 東 京 都  0.042 栃 木 県  0.051 山 梨 県  0.066 長 野 県  0.070 
鳥 取 県  0.044 東 京 都  0.045 大 分 県  0.042 大 分 県  0.051 佐 賀 県  0.065 群 馬 県  0.066 
高 知 県  0.043 青 森 県  0.045 岡 山 県  0.040 愛 媛 県  0.049 宮 城 県  0.064 佐 賀 県  0.066 

鹿 児 島 県  0.043 熊 本 県  0.045 茨 城 県  0.038 岡 山 県  0.047 高 知 県  0.060 岡 山 県  0.064 
静 岡 県  0.043 秋 田 県  0.044 佐 賀 県  0.034 鳥 取 県  0.045 神 奈 川 県  0.058 山 梨 県  0.064 
徳 島 県  0.042 福 島 県  0.040 宮 崎 県  0.031 福 井 県  0.044 鳥 取 県  0.056 一 重 県  0.061 
宮 城 県  0.039 山 形 県  0.039 一 重 県  0.029 一 重 県  0.043 茨 城 県  0.054 宮 城 県  0.060 

神 奈 川 県  0.039 千 葉 県  0.037 栃 木 県  0.028 静 岡 県  0.042 京 都 府  0.053 京 都 府  0.057 
千 葉 県  0.038 一 重 県  0.036 高 知 県  0.027 宮 城 県  0.036 島 根 県  0.047 神 奈 川 県  0.055 
秋 田 県  0.038 宮 崎 県  0.034 福 島 県  0.025 千 葉 県  0.034 埼 玉 県  0.046 福 井 県  0.051 
岡 山 県  0.036 静 岡 県  0.033 千 葉 県  0.024 埼 玉 県  0.033 岐 阜 県  0.044 埼 玉 県  0.050 
福 島 県  0.033 宮 城 県  0.028 宮 城 県  0.022 秋 田 県  0.027 静 岡 県  0.041 千 葉 県  0.044 
奈 良 県  0.031 奈 良 県  0.024 鳥 取 県  0.013 沖 縄 県  0.022 千 葉 県  0.039 静 岡 県  0.040 
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子 宮 頭 が ん検 診 精 度 管 理 指 標 値 (20""74 歳 )    赤字:許容 値を クリアし て いな い
県  

⼦宮頸がん：発⾒率  
子 宮 頭 が ん検 診 精 度 管 理 指 標 値 (20""74 歳 )    赤字:許容 値を クリアし て いな い
県  

子宮頸がん：PPV 

H17PPV H18PPV H19PPV H20PPV H21PPV H22PPV 

富 山 県  20.99 京 都 府  16.46 京 都 府  18.27 高 知 県  29.63 高 知 県  15.38 鹿 児 島 県  12.50 
愛 媛 県  16.53 鹿 児 島 県  14.61 愛 媛 県  15.54 鹿 児 島 県  19.24 鹿 児 島 県  14.39 富 山 県  12.34 
高 知 県  13.33 鳥 取 県  14.58 鹿 児 島 県  15.16 富 山 県  15.42 富 山 県  12.62 福 島 県  11.82 
京 都 府  12.04 富 山 県  11.64 奈 良 県  14.58 愛 媛 県  14.74 一 重 県  12.24 滋 賀 県  10.14 

鹿 児 島 県  11.07 和 歌 山 県  9.41 富 山 県  13.48 滋 賀 県  14.29 愛 媛 県  11.53 高 知 県  10.05 
鳥 取 県  10.99 徳 島 県  9.24 島 根 県  10.34 鳥 取 県  12.50 新 潟 県  9.95 愛 媛 県  8.80 

和 歌 山 県  10.68 愛 媛 県  9.04 高 知 県  10.26 奈 良 県  11.76 福 島 県  9.87 大 阪 府  8.60 
一 重 県  10.11 香 川 県  8.77 山 形 県  9.09 新 潟 県  10.82 滋 賀 県  9.46 奈 良 県  7.93 
奈 良 県  9.18 沖 縄 県  8.65 和 歌 山 県  8.45 香 川 県  10.63 奈 良 県  9.45 秋 田 県  7.72 
滋 賀 県  8.10 高 知 県  8.33 青 森 県  8.24 和 歌 山 県  9.57 秋 田 県  9.09 山 形 県  7.46 
香 川 県  8.08 群 馬 県  8.02 徳 島 県  8.17 大 阪 府  9.41 大 阪 府  8.63 新 潟 県  7.41 
群 馬 県  7.60 岡 山 県  7.89 香 川 県  7.45 群 馬 県  9.27 青 森 県  8.54 群 馬 県  7.27 
新 潟 県  7.29 山 梨 県  7.75 広 島 県  6.95 島 根 県  8.93 栃 木 県  8.49 山 口 県  6.67 
沖 縄 県  6.94 新 潟 県  7.62 山 口 県  6.93 広 島 県  8.85 群 馬 県  8.45 一 重 県  6.66 
山 梨 県  6.82 福 島 県  7.25 群 馬 県  6.88 一 重 県  7.97 和 歌 山 県  7.79 青 森 県  6.64 
島 根 県  6.51 兵 庫 県  6.92 滋 賀 県  6.87 京 都 府  7.89 山 形 県  7.68 香 川 県  6.50 
岐 阜 県  6.08 一 重 県  6.49 岡 山 県  6.62 青 森 県  7.69 岡 山 県  7.37 鳥 取 県  6.45 
愛 知 県  5.70 広 島 県  6.48 兵 庫 県  6.35 宮 崎 県  7.64 鳥 取 県  7.37 和 歌 山 県  6.34 
千 葉 県  5.61 島 根 県  6.29 埼 玉 県  5.98 福 島 県  7.60 岩 手 県  6.85 島 根 県  5.96 
兵 庫 県  5.48 奈 良 県  6.19 秋 田 県  5.59 山 口 県  7.00 山 口 県  6.52 栃 木 県  5.55 
埼 玉 県  5.32 岐 阜 県  5.74 愛 知 県  5.53 岩 手 県  6.61 沖 縄 県  6.27 長 崎 県  5.53 
福 島 県  5.28 埼 玉 県  5.53 新 潟 県  5.50 長 崎 県  6.16 福 井 県  6.04 沖 縄 県  5.52 
佐 賀 県  5.17 福 井 県  5.29 静 岡 県  5.48 山 形 県  6.04 香 川 県  5.94 兵 庫 県  5.44 
岡 山 県  5.12 栃 木 県  5.06 山 梨 県  5.39 兵 庫 県  5.80 長 崎 県  5.88 岡 山 県  5.08 
山 口 県  5.07 千 葉 県  5.04 岩 手 県  5.35 山 梨 県  5.71 広 島 県  5.84 宮 城 県  4.99 
静 岡 県  5.00 滋 賀 県  4.95 一 重 県  5.14 神 奈 川 県  5.68 兵 庫 県  5.81 宮 崎 県  4.92 
山 形 県  4.87 愛 知 県  4.89 長 野 県  4.94 熊 本 県  5.62 京 都 府  5.23 愛 知 県  4.85 
広 島 県  4.57 佐 賀 県  4.54 沖 縄 県  4.93 徳 島 県  5.26 東 京 都  4.49 京 都 府  4.63 
徳 島 県  4.49 北 海 道  4.50 長 崎 県  4.91 愛 知 県  5.23 長 野 県  4.34 東 京 都  4.60 
福 岡 県  4.37 熊 本 県  4.41 岐 阜 県  4.74 岡 山 県  5.13 熊 本 県  4.34 茨 城 県  4.48 
茨 城 県  4.29 岩 手 県  4.39 福 島 県  4.17 長 野 県  5.03 愛 知 県  4.32 石 川 県  4.46 
宮 城 県  4.14 山 口 県  4.23 福 岡 県  4.02 北 海 道  4.80 北 海 道  4.32 岩 手 県  4.46 
栃 木 県  4.03 静 岡 県  4.21 福 井 県  3.88 宮 城 県  4.68 石 川 県  4.17 広 島 県  4.42 

長 野 県  3.96 茨 城 県  4.17 北 海 道  3.84 茨 城 県  4.39 福 岡 県  4.16 福 岡 県  4.17 
長 崎 県  3.93 青 森 県  4.15 東 京 都  3.82 佐 賀 県  4.30 山 梨 県  3.94 熊 本 県  4.02 
青 森 県  3.72 山 形 県  4.14 神 奈 川 県  3.57 東 京 都  4.21 宮 崎 県  3.91 佐 賀 県  3.97 
大 阪 府  3.67 福 岡 県  4.04 鳥 取 県  3.49 埼 玉 県  4.14 神 奈 川 県  3.75 山 梨 県  3.77 
福 井 県  3.60 大 分 県  3.90 熊 本 県  3.28 岐 阜 県  4.10 佐 賀 県  3.65 北 海 道  3.74 
東 京 都  3.46 長 野 県  3.86 千 葉 県  3.28 福 岡 県  3.95 静 岡 県  3.45 岐 阜 県  3.68 
北 海 道  3.43 東 京 都  3.78 大 阪 府  2.98 石 川 県  3.62 埼 玉 県  3.39 福 井 県  3.56 
大 分 県  3.34 秋 田 県  3.66 茨 城 県  2.86 栃 木 県  3.37 徳 島 県  3.39 大 分 県  3.56 
石 川 県  3.32 長 崎 県  3.54 栃 木 県  2.61 千 葉 県  3.32 宮 城 県  3.33 長 野 県  3.38 
岩 手 県  3.26 神 奈 川 県  3.37 大 分 県  2.45 静 岡 県  3.31 大 分 県  3.27 埼 玉 県  3.10 
熊 本 県  3.19 大 阪 府  3.16 宮 城 県  2.36 福 井 県  3.24 茨 城 県  3.26 神 奈 川 県  3.02 
宮 崎 県  2.87 宮 城 県  3.09 佐 賀 県  2.13 大 分 県  2.66 岐 阜 県  3.09 静 岡 県  2.89 

神 奈 川 県  2.69 石 川 県  3.04 宮 崎 県  2.13 秋 田 県  2.48 島 根 県  3.03 徳 島 県  2.80 
秋 田 県  1.46 宮 崎 県  2.48 石 川 県  2.03 沖 縄 県  2.02 千 葉 県  2.99 千 葉 県  2.27 

 
下 線 以 下 は 精 度 管 理 不 良 県 30% 
許容値 0.05%以上  

下線 以 下は 精度 管 理不 良 県 30%  
許容値 4.0%以上  
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確 定 版  
 

平成 26 年 1 月 10 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 25 年度「市区町村におけるがん検診チェックリストの使用に関する実態調査」 

結果報告（概要） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

独立行政法人 国立がん研究センター が
ん予防・検診研究センター 検診研究部 
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1.調査の背景 

平成 19 年 4 月にがん対策基本法が施行され、同年 6 月にがん対策推進基本計画が閣議決 
定されました。この基本計画では、がんの早期発見のために取り組むべき施策の個別目標と 
して「すべての市町村における精度管理・事業評価の実施 」が掲げられました。また具体的 
な事業評価手法として、「がん予防重点 健康教育 及びがん検診実施のための指針（ 厚生労働 
省健康局長通知平成 20 年 3 月）」では、「事業評価のためのチェックリスト」注 1）により検 診  
実施体制を把握するよう記載されています。 

国立がん研究センター検診研究部及び、厚生労働省研究班 は平成 20 年度からチェックリ 
スト実施状況調査を行って、全国のがん検診実施体制を把握してきました。まず初年度（平 
成 20 年度）の調査ではチェックリストの不備（項目の表現が曖昧、回答者の判断基準が未 
統一）により標準化した回答が得られないことが分かりましたので、チェックリスト全項目 
の回答基準を明確にした調査票を作成しました。平成 21 年度よりその調査票を用いて全国 
調査を開始し、今回は 5 度目の調査にあたります。 

 
注  1）がん検診に携わる検診機関・市区町村・都道府県が実施するべき最低限の項目が纏められたリスト。 厚
生労働省がん検診検討会にて項目内容が検討され、厚労省報告書「今後の我が国におけるがん検診の事業評価 の
在り方について」（平成 20 年 3 月）に掲載されました。 

 
 
 

2.本調査の目的 

平成 25 年度の全国市区町村のがん検診実施体制を把握するため、「事業評価のためのチェ 
ックリスト」項目の実施状況を調査しました。 

 

 
 
 
3.調査対象 地域保健・健康増進事業に基づく集団検診（胃がん・大腸がん・肺がん・乳が
ん・子宮頸 がん）を、がん検診指針注 2）に基づいた検査方法で行っている市区町村を対象と
しました。 

 

注  2）厚生労働省健康局長通知「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」 
 
 
 

4.調査方法 

4-1 調査票 
「事業評価のためのチェックリスト（市 区町村用 ）」について、各項目の実施率を調査し 

ました。調査票（アンケート）は国立がん研究センターが独自に作成したもの（回答基準を 
明確に記載したもの）を用い、各々2 択（○：実施している、×：実施していない ）の回答 
を得ました。また、昨年度までの紙媒体による調査票に代わり、今年度から電子ファイルに 
よる調査票を用いました。 

 
 
 

4-2 調査票の送付、回収、調査期間 

調 査 票 の 送 付 や 回収 は 全 て、国 立 が ん研 究 セ ン ター の     web   サ イ ト「 自 治 体の た め の が ん検  
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診 精 度 管 理 支 援 のペ ー ジ 」※を 通 じ て 行い ま し た 。調 査 期 間 は 平 成  25 年  7 月  26 日 ～12 月  13 

日までとしました。 
※http://nxc.jp/nccscr-commu/ 

 
 

4-3 集計方法 
チェックリストの各項目につき、全国の実施率（％） 注 3）を集計しました。 
注 3）実施 している （○と回答し た） 市区町村数   /  回答した 全市 区町村数   ×100 

 
 
 

5.調査結果（概要） 

5-1 回収率 
調査対象 1704 市区町村（事前に調査協力を了承した 46 都道府県内の全市区町村数）のう 

ち、1429 市区町村から回答を回収しました（回収率 83.9％）。部位毎の対象市区町村数等の 
詳細は別添 1 のとおりです。 

 
5-2 各項目の実施率 

各項目の部位別実施率一覧は別添 2 のとおりです。 
以下、主な項目の実施率をまとめます。なお実施率は部位により若干異なりますが、概ね 

同様の傾向でした。 

[受診率を上げる体制について（別添 2：Q1-1～Q1-3） ] 

・ 88～89％の市区町村が網羅的な対象者名簿を住民台帳に基づいて作成して おり、 
50～51％の市区町村が個別受診勧奨を行っていました。 

・  7～8％の市区町村が個人毎に再勧奨を行っていました。 
 

[データの記録管理体制 について （別添 2：Q2-2、Q2-3、Q5-2） ] 

・ 92～93％の市区町村が、個人別の受診台帳を作成していました。 
・  92～93％の市区町村が、過去 3 年間の受診歴を記録していました。 
・  82～83％の市区町村が、過去 3 年間の精密検査結果を記録していました。 

 
[精検受診率を上げる体制について （別添  2：Q4-3） ] 

・  84～85％の市区町村が、精検未受診者に受診勧奨を行っていました。 
 
 

[各精度指標の集計について（別添  2：Q2-2-1～Q2-2-3、Q3-1-1～Q3-1-3、Q4-1-1～Q4-1-3、     Q6-1-
1～Q6-1-3、Q8-1-1～ Q8-1-3） ] 

・  受 診 者数 につい ては、「性 ・年齢 階級別 」「 検診機関 別」に 集計 してい る市区 町 村 
は    94～96％ 、「 受 診 歴 別」 に 集 計 し てい る 市 区 町村 は    78～80％ で し た 。  

・  要 精 検率 につい ては、「性 ・年齢 階級別 」「 検診機関 別」に 集計 してい る市区 町 村 
は    75～80％ 、「 受 診 歴 別」 に 集 計 し てい る 市 区 町村 は    55～56％ で し た 。  

・  精 検 受診 率 について は、「 性・年 齢階 級別」「検診機 関別」 に集 計して いる市 区 町 
村 は    70～75％ 、「 受 診 歴別 」 に 集 計 して い る 市 区町 村 は    53～54％ で し た 。  
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・  発 見 率 について は、「 性・年 齢階 級別」「検 診機関別 」に集 計し ている 市区町 村 は 
64～67％ 、「 受 診 歴別 」 に 集 計し て い る 市 区町 村は       49～50％ で し た 。  

・  陽 性 反応 適中 度 については 、「 性・年 齢別」「検 診機 関別」 に集計 して いる市 区町 
村 は     46～49％ 、「 過 去 の受 診 歴 別 」 に集 計 し て いる 市 区 町 村 は     36～38％ でし た 。  

 
[検診機関の質を担保する体制について （別添 2：Q10-1～Q10-1-1） ] 

・ 委 託 検 診 機 関 の 選定 時 に         57～59％ の市 区 町 村 が 仕様 書 を 取 り 交 わ して い ま し た が、 
そ の 仕 様 書 に 必 要最 低 限 の 精 度管 理 項 目 注      4）が 記載 さ れ て い る 市 区町 村 は      42～44％  
でした。 

注 4）前述の、厚労省報告書「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」別添 8 に 
記載があります。 
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都道府県別 市 区町村チェ ッ クリスト調 査  回収状況  
 

 
都道府県 

コード 

 

都道府県名 
 

市区町村数 
 

回答数 
 

回収率(%) 集団検診実施の市区町村数 注）
 

胃がん 大腸がん 肺がん 乳がん 子宮頸がん 

00 全国 1704 1429 83.9 1382 1309 1332 1320 1199 
01 北海道 179 137 76.5 135 135 135 129 130 
02 青森県 40 36 90.0 36 36 36 36 36 
03 岩手県 33 25 75.8 25 25 25 25 25 
04 宮城県 35 32 91.4 32 30 32 26 18 
05 秋田県 25 20 80.0 20 20 20 20 19 
06 山形県 35 27 77.1 27 27 27 26 26 
07 福島県 59 41 69.5 41 39 41 36 38 
08 茨城県 44 39 88.6 39 38 39 39 37 
09 栃木県 26 23 88.5 23 23 23 23 23 
10 群馬県 35 35 100 35 34 27 35 35 
11 埼玉県 63 52 82.5 45 32 44 49 26 
12 千葉県 54 51 94.4 50 41 47 46 46 
13 東 京 都 * 61 45 73.8 38 22 32 23 10 
14 神奈川県 - - - - - - - - 
15 新潟県 30 30 100 30 29 30 30 28 
16 富山県 15 11 73.3 11 10 11 11 11 
17 石川県 19 17 89.5 17 17 17 17 17 
18 福井県 17 15 88.2 15 15 15 15 15 
19 山梨県 27 27 100 27 27 27 27 13 
20 長野県 77 64 83.1 59 59 42 58 54 
21 岐阜県 42 36 85.7 35 30 32 34 22 
22 静岡県 35 29 82.9 27 24 26 25 21 
23 愛知県 54 51 94.4 43 40 44 44 42 
24 三重県 29 22 75.9 21 20 22 22 22 
25 滋賀県 19 19 100 19 15 14 16 15 
26 京都府 26 19 73.1 18 14 19 15 9 
27 大阪府 43 34 79.1 32 30 32 32 24 
28 兵庫県 41 36 87.8 34 35 35 29 24 
29 奈良県 39 30 76.9 30 28 30 26 24 
30 和歌山県 30 30 100 30 30 30 30 18 
31 鳥取県 19 17 89.5 17 16 17 16 14 
32 島根県 19 19 100 19 17 18 19 19 
33 岡山県 27 20 74.1 19 20 20 20 20 
34 広島県 23 23 100 23 23 23 23 23 
35 山口県 19 19 100 19 18 19 15 14 
36 徳島県 24 19 79.2 19 18 19 17 11 
37 香川県 17 11 64.7 10 9 11 11 11 
38 愛媛県 20 15 75.0 14 15 15 15 15 
39 高 知 県 ** 30 26 86.7 26 26 26 25 25 
40 福岡県 60 47 78.3 47 46 42 47 46 
41 佐賀県 20 18 90.0 18 18 18 17 17 
42 長崎県 21 21 100 21 20 21 20 20 
43 熊本県 45 40 88.9 39 39 39 39 39 
44 大分県 18 17 94.4 17 17 17 17 17 
45 宮崎県 26 20 76.9 19 20 10 19 19 
46 鹿児島県 43 39 90.7 39 38 39 37 39 
47 沖縄県 41 25 61.0 22 24 24 19 22 

注）        がん検診指針に基づいた検査方法で集団検診を実施している市区町村 
*  市区町村数からは大島町を除いています。 
**         奈 半利 町 ・ 田 野 町 ・ 安 田 町・ 北 川 村 ・ 馬 路 村 は 1 町 村 （ 中 芸 広 域 連合 ） と し て カ ウ ン トし て い ま す 。 
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チ ェ ッ ク リ ス ト 項 目  胃 が ん  大 腸 が ん  肺 が ん  乳 が ん  子 宮 頚 が ん  

1.  検診対象者  
 

 
88.3 

 

 
88.3 

 

 
88.1 

 

 
88.5 

 

 
88.7 

Q1-1 対象者の網羅的な名簿を住⺠台帳などに基づいて作成 

Q1-2 対象者に均等に受診勧奨を⾏っているか 49.5 51.1 50.1 49.6 50.7 

* Q1-3 未受診者に対し再度の受診勧奨を個別に⾏っているか 7.4 7.6 8.0 7.0 6.9 

2.  受診者の情報 管理 
 

 
95.1 

 

 
94.8 

 

 
94.7 

 

 
95.3 

 

 
95.2 Q2-1 対象者数(推計含む)を把握しているか 

Q2-2 個人別の受診(記録)台帳またはデータベースを作成し 92.5 91.7 91.9 92.4 91.8 

Q2-2-1 受診者数を性別・年齢 5 歳階級別に集計しているか 95.1 94.7 94.9 94.9 94.7 

Q2-2-2 受診者数を検診機関別に集計しているか 95.4 95.3 95.6 94.0 93.6 

Q2-2-3 受診者数を過去の受診歴別に集計しているか 78.8 78.4 78.9 79.5 79.3 

Q2-3 過去 3 年間の受診歴を記録しているか 92.9 92.4 92.5 92.8 92.4 

3.  要精検率の把 握 
 

 
91.6 

 

 
91.5 

 

 
91.7 

 

 
91.0 

 

 
90.2 Q3-1 要精検率を把握しているか 

Q3-1-1 要精検率を性別・年齢 5 歳階級別に集計しているか 77.7 77.7 77.9 77.7 76.6 

Q3-1-2 要精検率を検診機関別に集計しているか 79.7 78.3 79.8 76.4 74.8 

Q3-1-3 要精検率を過去の受診歴別に集計しているか 55.4 56.2 56.4 55.5 56.0 

4.  精検受診の有無の把握と受診 勧奨 
 

 
89.2 

 

 
89.3 

 

 
89.1 

 

 
89.1 

 

 
88.0 Q4-1 精検受診率を把握しているか 

Q4-1-1 精検受診率を性別・年齢 5 歳階級別に集計しているか 74.2 74.3 74.2 74.1 73.1 

Q4-1-2 精検受診率を検診機関別に集計しているか 74.8 73.8 74.7 71.0 70.0 

Q4-1-3 精検受診率を過去の受診歴別に集計しているか 53.5 54.0 54.2 53.6 53.4 

Q4-2 精検未受診率を把握しているか 69.5 70.1 70.1 69.0 69.1 

Q4-3 精検未受診者に精検の受診勧奨を⾏っているか 84.7 84.0 85.1 84.9 85.3 

5.  精密検査結果 の把握 
 

 
92.2 

 

 
92.0 

 

 
92.1 

 

 
91.4 

 

 
91.6 

Q5-1 精密検査結果及び治療の結果報告を精密検査実施機関 

Q5-2 過去 3 年間の精密検査結果を記録しているか 82.9 81.8 82.5 82.7 82.1 

Q5-3 精密検査の検査方法を把握しているか 83.7 83.4 82.7 81.7 82.2 

Q6-1 がん発⾒率を把握しているか 79.5 79.8 79.4 80.0 79.6 

Q6-1-1 がん発⾒率を性別・年齢 5 歳階級別に集計しているか 64.8 65.0 64.7 65.4 65.5 

Q6-1-2 がん発⾒率を検診機関別に集計しているか 66.7 65.7 66.1 64.5 63.6 

Q6-1-3 がん発⾒率を受診歴別に集計しているか 48.8 49.2 49.0 48.8 49.5 

Q6-1-4 がん発⾒率を検診⽅法別（マンモグラフィ・視触診） - - - 65.2 - 

 

 
 
 

チェッ クリ スト各 項目の 実施 率(部 位別） 
 

実 施率 (%)＝ 実 施 して い る（○と 回 答 し た） 市 区町 村 数 ／ 全 市区 町 村数 ×100 
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チ ェ ッ ク リ ス ト 項 目  胃 が ん  大 腸 が ん  肺 が ん  乳 が ん  子 宮 頚 が ん  

Q7-1 早期がん割合（発⾒がん数に対する早期がん数） を 56.3 55.9 53.4 53.1 - 

Q7-1-1 早期がん割合を性別・年齢 5 歳階級別に集計している 52.2 52.2 49.7 49.5 - 

Q7-1-2 早期がん割合を検診機関別に集計しているか 50.2 49.1 47.7 46.4 - 

Q7-1-3 早期がん割合を受診歴別に集計しているか 42.8 43.5 41.4 41.0 - 

Q7-1-4 早期がん割合を検診方法別（マンモグラフィ・視触 - - - 46.3 - 

Q7-2 （胃・大腸がん）粘膜内がん、（乳がん）非浸潤がん 54.1 53.9 - 53.0 - 

Q7-1 上⽪内がん割合（発⾒がん数に対する上⽪内がん数） - - - - 53.5 

Q7-1-1 上⽪内がん割合を年齢 5 歳階級別に集計しているか - - - - 49.0 

Q7-1-2 上皮内がん割合を検診機関別に集計しているか - - - - 46.5 

Q7-1-3 上皮内がん割合を受診歴別に集計しているか - - - - 41.5 

Q7-2 微⼩浸潤がん割合（発⾒がん数に対する微⼩浸潤がん - - - - 44.5 

Q7-2-1 微⼩浸潤がん割合を年齢 5 歳階級別に集計をしている - - - - 41.7 

Q7-2-2 微小浸潤がん割合を検診機関別に集計しているか - - - - 39.7 

Q7-2-3 微小浸潤がん割合を受診歴別に集計しているか - - - - 36.2 

Q8-1 陽性反応適中度を把握しているか 56.4 56.1 55.9 55.8 55.0 

Q8-1-1 陽性反応適中度を性別・年齢 5 歳階級別に集計をして 46.7 46.7 46.4 45.8 46.2 

Q8-1-2 陽性反応適中度を検診機関別に集計しているか 49.0 47.7 48.3 46.2 45.5 

Q8-1-3 陽性反応適中度を受診歴別に集計しているか 37.4 37.5 37.5 36.2 36.9 

Q8-1-4 陽性反応適中度を検診⽅法（マンモグラフィ・視触 - - - 47.5 - 

Q9-1 がん検診の集計の最終報告を都道府県に⾏っているか 99.9 99.8 99.8 99.8 99.9 

6.  検診機関の委 託 
 

 
59.2 

 

 
56.5 

 

 
58.3 

 

 
57.6 

 

 
57.6 

Q10-1 委託検診機関の選定に際し、仕様書を作成・提出させ 

Q10-1-1 仕様書に必須の精度管理項⽬を明記させているか 43.9 42.2 43.6 42.6 43.7 

Q3-2 検診機関における便潜⾎検査キット名を把握している - 68.9 - - - 

総合** 70.4 70.1 70.5 68.2 66.9 
* この調査独自の質問項目です。 
** 総合には Q1-3 の回答は含まれません。 
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H24  年 度       生 活 習 慣 病 検 診 等 管 理 指 導 協 議 会（ 胃 が ん 部 会 、大 腸 が ん 部 会 、肺 が ん 部 会 ）の  

活 動 状況 の調 査結 果  

 調 査 の目 的  
 

が ん 検 診 を効 果 的 に行 う に は適 切 な 精度 管 理 がき わめ て 重 要 です 。ま た 自 治体 の が ん検 診 に おい て は 、各 都 道  
府 県 の 生 活習 慣 病 検診 等 管 理指 導 協 議会（ 以下 、協議 会 ）が精 度 管 理の 主 導 的立 場 と なる こ と が求 め られ て い ま  
す 。そ こで 、各 都 道 府県 の 協 議会 が ど のよ う に 精度管 理 を さ れて い る かを 把 握 する た め、都 道 府県 チ ェッ ク リ ス  
トの遵守状況や、各がん部会の開催状況等について調査を行いました※。 

 
 

※ この 調査 は    H23   年 度に 引き続 き     2   回 目に あた りま す。調 査票の作 成及 び調 査結 果の 分析 等に つい ては、厚生 労働 科学 研究 費

補 助 金「 がん 死亡 率減 少に 資す るが ん検 診精 度管 理に 関す る研究」班 （研 究代 表者                斎藤 博） の協 力を 受け てい ます 。  
 
 

 調 査 方法 
 

H24   年度の協議会の活動状況について、各都道府県のがん検診担当課宛にアンケートを実施しました。調査期 間
は H25 年 1 月～3 月（年度をまたいで部会を開催された県は 8 月末日まで延長）としました。調査対象は、胃 が
ん部会、大腸がん部会、肺がん部会としました。 

 

調査 項 目 
調査 1.都道府県チェックリストの遵守状況 
厚生労働省が公表している「がん検診のためのチェックリスト（都道府県用）」※の遵守状況を調査しまし 
た。 

※このチェックリストは厚生労働省の「がん検診に関する検討会」および「がん検診事業の評価に関する委員会」にお 

いて、都道府県が遵守すべき精度管理の要点がまとめられたものです。 
 
 

調査 2．協議会（各がん部会）の活動状況    ―  がん部会の開催状況、検討結果の公表状況 がん部会が開催
されたかどうか、及び、都道府県のホームページ上で以下 7 項目の情報が公表されたかど うかを調査しま
した。 

・市区町村のチェックリスト遵守状況（市区町村名入りが必須） 
・検診機関のチェックリスト遵守状況（検診機関名入りが必須） 
・市区町村のがん検診精度指標（市区町村名入りが必須） 
・チェックリスト遵守状況が要改善の市区町村名と、改善指導（改善指導を行ったかどうかの情報） 

・チェックリスト遵守状況が要改善の検診機関名と、改善指導（改善指導を行ったかどうかの情報） 

・精検受診率が要改善の市区町村名と、改善指導 （改善指導を行ったかどうかの情報） 

・都道府県のチェックリスト遵守状況 
 

 

 調 査 結果 
H25 年 9 月 6 日時点で全 47 都道府県 から回答を得ました。 

都道府県別に集計後、下記の方法により A～E の 5 段階評価を行いました。なお、2 つの調査が共に「C」 評 



別 添 資 料 6  

B 4ェ 

ッ 

 

価以下だった都道府県には、改善に向けて努力して頂くようお願いしました。 
 

評価 方 法 
調査 1.都道府県チェックリストの遵守状況 
チェックリスト 64～65 項目のうち、×の項目数により以下のように評価しました。 

A：0 

B：1-20 

C：21-40 

D：41 以上 
E：無回答 

 

 
 
 

調査 2．がん部会の活動状況 ７項目のうち×の項目数により
以下のように評価しました。 

公 表準 備中 の県 につきましては、今回 は評 価保 留 とします 。  
A：0 B：1-
2 C：3-4 

D：5 以上、公表未実施  
E：無回答、がん部会未開催（開催の予定が無い）、がん部会に相当する組織が存在しない 

 
 
 
 
 

結果 一 覧 
＜胃がん＞ 

調 査 2     が ん 部 会 開 催 / 公 表 状
況  が ん 部 会 開 催 済  

公 表 状 況  
 

A B C D 

 

 
 
 
 

公表準備中 
(H25 年 9 月時 点 ）  

 
 
 

が ん 部 会 未 開 催  合 

(H25 年 9 月 時点 ） 計 
E 

 
 

調 A 0 0 0 0 0 0 0 
査  
1 

 
チ 栃木 ・ 新潟  

福 井 ・ 石 川  0 3 
 

ク 
リ 

宮城 ・ 和歌 山  
鳥取 6 

神奈 川 ・長 野 滋
賀・ 愛 媛  2 
福岡 ・ 鹿児 島  

 
秋 田 ・ 山 梨  
愛 知 ・ 奈 良  

 
大 阪 ・ 山 口  0 15 

 
 

北海 道 ・岩 手 
福島 ・ 埼玉  ス C 1    岡山  1 宮崎  2 茨城 ・ 高知   10  

ト 
遵  
守  
状  

広 島 ・ 徳 島  
香 川 ・ 大 分  
長 崎 ・ 沖 縄  

2 山 形 ・ 熊 本  8 千 葉 ・ 富 山  24 
岐阜 ・ 兵庫  

 
 

青森 ・ 東京  

況 D 0 0 0 2 群 馬 ・ 京 都  0  6 静 岡 ・ 三 重  8 
島根 ・ 佐賀  

合計  5 1 5 18 4 14 47 
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＜大腸がん＞ 
 

調 査 2     が ん 部 会 開 催 / 公 表 状
況  
が ん 部 会 開 催 済  公 表 状

況  
 

A B C D 

 
 
 
 

公表準備中 
(H25 年 9 月時 点 ）  

 
 
 

が ん 部 会 未 開 催  合 

(H25 年 9 月 時点 ） 計 
E 

 
 

調 A 0 0 0 0 0 0 0 

査  
1 

神奈 川 ・長 野  
栃木 ・ 新潟  

チ 石 川 ・ 福 井  0 3 
宮城 ・ 茨城  
鳥取 5 

滋 賀 ・ 愛 媛  
福岡 1 大阪 1 和歌 山  14 

 
 

ク 
リ 
ス C 1    岡山  1 宮崎  1 高知   12  
ト 
遵  
守  
状  

秋 田 ・ 福 島  
山 梨 ・ 愛 知  
奈 良 ・ 広 島  
徳 島 ・ 香 川  
大 分 ・ 長 崎  
鹿児 島 沖
縄  

 
 
 

3 山 形 ・ 山 口  
熊本  

 
 

北海 道 ・岩 手 
埼玉 ・ 千葉  

7 富 山 ・ 岐 阜  25 
兵 庫  

 
 

青森 ・ 東京  
況 D 0 0 0 2 群 馬 ・ 京 都  0  6 静 岡 ・ 三 重  8 

島根 ・ 佐賀  

合計  5 1 4 19 4 14 47 
 
 
 
 
 
 
＜肺がん＞ 

 

調 査 2     が ん 部 会 開 催 / 公 表 状
況  
が ん 部 会 開 催 済  公 表 状

況  
 

A B C D 

 
 
 
 

公表準備中 
(H25 年 9 月時 点 ）  

 
 
 

が ん 部 会 未 開 催  合 

(H25 年 9 月 時点 ） 計 
E 

 
 

A 0 0 0 0 0 0 0 
調  
査  
1 神奈 川 ・長 野  

栃木 ・ 石川  
福井  0 4 

チ 

宮城 ・ 茨城  
和 歌 山 ・ 鳥 取  6 

滋 賀 ・ 香 川  
愛 媛 ・ 福 岡  2 山 形 ・ 山 口  0 15 

 
 

ク 
リ 
ス C 2    新 潟 ・ 岡 山  2 高 知 ・ 宮 崎  0  13  
ト 
遵  
守  
状  

秋田 ・ 福島  
群馬 ・ 山梨  
愛知 ・ 奈良  
広島 ・ 徳島  
長崎 ・ 熊本  
大分 ・ 鹿児 島 
沖縄  

 
 
 

1 大阪  7 

 
 

北海 道 ・岩 手 埼 玉 ・
千葉  富 山 ・岐 阜  25 
兵庫  

 
 

青森 ・ 東京  

況 D 0 0 0 1 京 都  0  6 静 岡 ・ 三 重  7 
島根 ・ 佐賀  

合計  5 2 4 20 3 13 47 



参考：都道府県別の結果一覧    ＜胃がん

注   1）指導対象の地域がなかったため「―」無回
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県名 

調 査 1  都道 府県 用チェ ッ ク リス ト の遵守 状況  調 査 2  胃がん 部会の開催状況、および 評価結果の公表状況 
 

×の項目数 
（65 項目中） 評価 

 
胃がん 部会の 

開催 

 
評価結果公表 

公 表 内 容   
評価 市区町 村  検診機 関   改善指 導  改善指 導  改善指 導  都道府 県 チ

ェ ッ ク リス ト  チ ェ ッ ク リス ト  市 区町村 の  （市区 町村  （検診 機関  （精検受診率  チェッ ク リスト 
遵守状 況  遵守状 況  精度指 標  チ ェ ッ ク リス ト  チ ェ ッ ク リス ト  70%未満）  遵守状 況  

が要改善） が要改善） 
北海道 36 Ｃ × - - Ｅ 
青森県 46 Ｄ × - - Ｅ 
岩手県 22 Ｃ × - - Ｅ 
宮城県 13 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ Ｃ 
秋田県 38 Ｃ ○ × - Ｄ 
山形県 28 Ｃ ○ 公表準備中 - 公表準備中 
福島県 29 Ｃ × - - Ｅ 
茨城県 22 Ｃ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ Ｃ 
栃木県 17 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ａ 
群馬県 42 Ｄ ○ ○ × × × × × × × Ｄ 
埼玉県 31 Ｃ × - - Ｅ 
千葉県 36 Ｃ × - - Ｅ 
東京都 43 Ｄ × - - Ｅ 

神奈川県 7 Ｂ ○ ○ × × ○ × × × ○ Ｄ 
新潟県 15 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○ -  注 1） -  注 1） -  注 1） ○ Ａ 
富山県 36 Ｃ × - - Ｅ 
石川県 15 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ａ 
福井県 14 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ａ 
山梨県 23 Ｃ ○ × - Ｄ 
長野県 19 Ｂ ○ ○ ○ × ○ × × × × Ｄ 
岐阜県 28 Ｃ × - - Ｅ 
静岡県 52 Ｄ × - - Ｅ 
愛知県 37 Ｃ ○ ○ × × ○ × × × × Ｄ 
三重県 44 Ｄ × - - Ｅ 
滋賀県 14 Ｂ ○ × - Ｄ 
京都府 44 Ｄ ○ × - Ｄ 
大阪府 18 Ｂ ○ 公表準備中 - 公表準備中 
兵庫県 29 Ｃ × - - Ｅ 
奈良県 37 Ｃ ○ ○ ○ ○ × × × × × Ｄ 

和歌山県 15 Ｂ ○ ○ ○ × ○ × × × ○ Ｃ 
鳥取県 19 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × Ｃ 
島根県 50 Ｄ × - - Ｅ 
岡山県 32 Ｃ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ａ 
広島県 37 Ｃ ○ ○ ○ × ○ × × × × Ｄ 
山口県 20 Ｂ ○ 公表準備中 - 公表準備中 
徳島県 35 Ｃ ○ × - Ｄ 
香川県 31 Ｃ ○ × - Ｄ 
愛媛県 15 Ｂ ○ × - Ｄ 
高知県 26 Ｃ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ Ｃ 
福岡県 18 Ｂ ○ ○ × × × × × × × Ｄ 
佐賀県 52 Ｄ × - - Ｅ 
長崎県 26 Ｃ ○ × - Ｄ 
熊本県 34 Ｃ ○ 公表準備中 - 公表準備中 
大分県 31 Ｃ ○ × - Ｄ 
宮崎県 23 Ｃ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ Ｂ 

鹿児島県 18 Ｂ ○ × - Ｄ 
沖縄県 36 Ｃ ○ ○ ○ × ○ × × × × Ｄ 



注   1）指導対象の地域がなかったため「―」無回

参考：都道府県別の結果一覧    ＜大腸がん 
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県名 

調 査 1     都道府県用チェッ ク リストの遵守状況 調 査 2      大 腸が ん 部 会の 開催状 況 、および 評価結 果 の公表 状況  
 

×の項目数 
（65 項目中） 評価 

 
大腸がん 部会の 

開催 

 
評価結果公表 

公表内 容   
評価 市区町村 検診機関  改善指導 改善指導 改善指導 都道府県 チ

ェッ ク リスト   チェッ ク リスト   市区町村の （市区町村 （検診機関 （精検受診率    チェ ッ ク リス
ト  遵守状況 遵守状況 精度指標 チェッ ク リス ト   チェッ ク リス ト   70%未満） 遵守状況 

が要改善） が要改善） 
北海道 36 Ｃ × - - Ｅ 
青森県 47 Ｄ × - - Ｅ 
岩手県 22 Ｃ × - - Ｅ 
宮城県 13 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ Ｃ 
秋田県 39 Ｃ ○ × - Ｄ 
山形県 28 Ｃ ○ 公表準備中 - 公表準備中 
福島県 29 Ｃ ○ ○ × × × × × × × Ｄ 
茨城県 18 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ Ｃ 
栃木県 18 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ａ 
群馬県 41 Ｄ ○ ○ × × × × × × × Ｄ 
埼玉県 30 Ｃ × - - Ｅ 
千葉県 36 Ｃ × - - Ｅ 
東京都 43 Ｄ × - - Ｅ 

神奈川県 7 Ｂ ○ ○ × × ○ × × × ○ Ｄ 
新潟県 15 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○ -  注 1） -  注 1） -  注 1） ○ Ａ 
富山県 36 Ｃ × - - Ｅ 
石川県 12 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ａ 
福井県 14 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ａ 
山梨県 23 Ｃ ○ × - Ｄ 
長野県 18 Ｂ ○ ○ ○ × ○ × × × × Ｄ 
岐阜県 29 Ｃ × - - Ｅ 
静岡県 52 Ｄ × - - Ｅ 
愛知県 37 Ｃ ○ ○ × × ○ × × × × Ｄ 
三重県 44 Ｄ × - - Ｅ 
滋賀県 14 Ｂ ○ × - Ｄ 
京都府 44 Ｄ ○ × - Ｄ 
大阪府 18 Ｂ ○ 公表準備中 - 公表準備中 
兵庫県 30 Ｃ × - - Ｅ 
奈良県 38 Ｃ ○ ○ ○ ○ × × × × × Ｄ 

和歌山県 17 Ｂ × - - Ｅ 
鳥取県 20 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × Ｃ 
島根県 50 Ｄ × - - Ｅ 
岡山県 32 Ｃ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ａ 
広島県 36 Ｃ ○ ○ ○ × ○ × × × × Ｄ 
山口県 22 Ｃ ○ 公表準備中 - 公表準備中 
徳島県 35 Ｃ ○ × - Ｄ 
香川県 31 Ｃ ○ × - Ｄ 
愛媛県 15 Ｂ ○ × - Ｄ 
高知県 27 Ｃ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ Ｃ 
福岡県 18 Ｂ ○ ○ × × × × × × × Ｄ 
佐賀県 53 Ｄ × - - Ｅ 
長崎県 26 Ｃ ○ × - Ｄ 
熊本県 34 Ｃ ○ 公表準備中 - 公表準備中 
大分県 31 Ｃ ○ × - Ｄ 
宮崎県 23 Ｃ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ Ｂ 

鹿児島県 33 Ｃ ○ × - Ｄ 
沖縄県 36 Ｃ ○ ○ ○ × ○ × × × × Ｄ 



注   1）指導対象の地域がなかったため「―」無回

参考：都道府県別の結果一覧    ＜肺がん 
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県名 

調 査 1  都道府 県 用チェ ッ ク リス ト の遵守 状況  調 査 2  肺がん 部会の開催状況、および 評価結果の公表状況 
 

×の項目数 
（64 項目中） 評価 

 
肺がん 部会の 

開催 

 
評価結果公表 

公 表 内 容   
評価 市区町 村  検診機 関   改善指 導  改善指 導  改善指 導  都道府 県 チ

ェ ッ ク リス ト  チ ェ ッ ク リス ト  市 区町村 の  （市区 町村  （検診 機関  （精検受診率  チェッ ク リス
ト  遵守状 況  遵守状 況  精度指 標  チ ェ ッ ク リス ト  チ ェ ッ ク リス ト  70%未満）  遵守状 況  

が要改善） が要改善） 
北海道 36 Ｃ × - - Ｅ 
青森県 49 Ｄ × - - Ｅ 
岩手県 22 Ｃ × - - Ｅ 
宮城県 13 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ Ｃ 
秋田県 38 Ｃ ○ ○ × × × × × × × Ｄ 
山形県 13 Ｂ ○ 公表準備中 - 公表準備中 
福島県 28 Ｃ ○ ○ × × × × × × × Ｄ 
茨城県 19 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ Ｃ 
栃木県 10 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ａ 
群馬県 40 Ｃ ○ ○ × × × × × × × Ｄ 
埼玉県 32 Ｃ × - - Ｅ 
千葉県 35 Ｃ × - - Ｅ 
東京都 42 Ｄ × - - Ｅ 

神奈川県 7 Ｂ ○ ○ × × ○ × × × ○ Ｄ 
新潟県 25 Ｃ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -  注 1） -  注 1） ○ Ａ 
富山県 36 Ｃ × - - Ｅ 
石川県 16 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ａ 
福井県 14 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ａ 
山梨県 22 Ｃ ○ × - Ｄ 
長野県 18 Ｂ ○ ○ ○ × ○ × × × × Ｄ 
岐阜県 26 Ｃ × - - Ｅ 
静岡県 54 Ｄ × - - Ｅ 
愛知県 36 Ｃ ○ ○ × × ○ × × × × Ｄ 
三重県 44 Ｄ × - - Ｅ 
滋賀県 14 Ｂ ○ × - Ｄ 
京都府 44 Ｄ ○ × - Ｄ 
大阪府 23 Ｃ ○ 公表準備中 - 公表準備中 
兵庫県 30 Ｃ × - - Ｅ 
奈良県 34 Ｃ ○ ○ ○ ○ × × × × × Ｄ 

和歌山県 19 Ｂ ○ ○ ○ × ○ × × × ○ Ｃ 
鳥取県 15 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × Ｃ 
島根県 50 Ｄ × - - Ｅ 
岡山県 30 Ｃ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ａ 
広島県 35 Ｃ ○ ○ ○ × ○ × × × × Ｄ 
山口県 19 Ｂ ○ 公表準備中 - 公表準備中 
徳島県 32 Ｃ ○ × - Ｄ 
香川県 20 Ｂ ○ × - Ｄ 
愛媛県 15 Ｂ ○ × - Ｄ 
高知県 26 Ｃ ○ ○ ○ ○ ○ × - 注 1）  × ○ Ｂ 
福岡県 17 Ｂ ○ ○ × × × × × × × Ｄ 
佐賀県 51 Ｄ × - - Ｅ 
長崎県 26 Ｃ ○ × - Ｄ 
熊本県 34 Ｃ ○ ○ ○ × ○ × × × × Ｄ 
大分県 30 Ｃ ○ × - Ｄ 
宮崎県 23 Ｃ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ Ｂ 

鹿児島県 23 Ｃ ○ × - Ｄ 
沖縄県 37 Ｃ ○ ○ ○ × ○ × × × × Ｄ 



別 添 資 料 6  

 

 

参考：都道府県チェックリストの項目別遵守状況＜胃がん＞ 
 

1 ．        生 活 習 慣 病 検 診 等 管 理 指 導 協 議 会 の 組 織 ・ 運 営  実 施 県 /4 7 県  
(1)       胃 が ん 部 会 は 、 保健 所 、 医 師 会、 日 本消 化 器 が ん 検 診 学 会に所 属 す る学 識 経 験者 、 臨 床 検 査技 師 等胃 が ん 検 診 に係 わる専 門 家によっ て 構 成され て いるか  37 
(2)   胃 が ん 部会 は 、 市 町村 が 策 定 した検 診 結果 について 検診 が 円 滑に実 施され るよう、 広域 的 見 地 から 医 師 会、 検 診 実 施 機関 、 精密 検 査 機 関 等 と調 整 を行っ て いるか  32 
(3)  年 に 1 回 以 上 、 定 期 的に胃 が ん 部 会 を開 催して いるか  34 
(4)     年 に 1 回以 上 、 定 期的 に生 活習 慣 病 検 診等 従 事 者 講 習会 を開 催して いるか  35 
2 ． 受 診 者 の 把 握   
(1)   対象 者数 （推計 を含む ）を把握 して いるか 47 
(2)  受 診 者 数 を把 握して いるか  47 
(2-a)    受診 者数（ 率） を性別・ 年齢 階級 別に集計 して いるか 43 
(2-b)     受診者 数（ 率 ）を市町 村別に集計 して いるか 46 
(2-c)     受診 者 数 を検 診 実施 機 関 別に集 計 して いるか  20 
(2-d)     受 診 者 数 を過 去 の検 診 受 診 歴 別に集 計して いるか  23 
3 ．  要 精 検 率 の 把 握   
(1)  要 精 検 率 を把 握して いるか  47 
(1-a)  要 精 検率 を性 別 ・ 年齢 階 級 別 に集 計 して いるか  42 
(1-b)   要 精 検 率 を市 町 村別 に集 計して いるか  45 
(1-c)     要精 検 率 を検 診 実施 機 関 別に集 計 して いるか  21 
(1-d)     要 精 検 率 を過 去 の検 診 受 診 歴 別に集 計して いるか  15 
4 ． 精 検 受 診 率 の 把 握   
(1)  精 検受 診 率 を把 握 して いるか  47 
(1-a)  精 検 受 診 率 を性 別 ・年 齢 階 級 別に集 計して いるか  41 
(1-b)   精 検受 診 率 を市 町村 別 に集計 して いるか  45 
(1-c)     精 検 受 診率 を検 診実 施 機 関 別に集 計して いるか  21 
(1-d)     精 検受 診 率 を過 去の 検 診 受 診 歴別 に集 計 して いるか  17 
(2)  精検 未 把 握 率 を把 握して いるか  32 
5 ． 精 密 検 査 結 果 の 把 握   
(1)  が ん 発 見 率 を把 握 して いるか  45 
(1-a)  が ん 発 見 率 を性 別 ・年 齢 階 級 別に集 計して いるか  39 
(1-b)   が ん 発 見 率 を市 町村 別 に集計 して いるか  44 
(1-c)     が ん 発 見 率 を検 診実 施 機 関 別に集 計して いるか  20 
(1-d)   が ん 発 見率 を受 診歴 別 に集計 して いるか  17 
(2) 早 期 が ん 割合 （ 発 見 が ん 数 に対 す る早 期 が ん 数） を把 握して いるか  35 
(2-a)   粘 膜 内が ん を区 別して いるか  23 
(2-b)  早 期 が ん 割 合 を性 別・ 年 齢 階 級 別に集 計して いるか  30 
(2-c)    早 期が ん 割 合 を市 町 村 別に集 計して いるか  33 
(2-d)    早 期 が ん 割 合 を検 診 実 施機 関 別 に集 計して いるか  18 
(2-e)    早 期 が ん 割 合 を受 診 歴 別に集 計して いるか  15 
(3)  陽 性反 応 適 中 度 を把 握して いるか  42 
(3-a)   陽性 反 応 適 中 度 を性 別 ・年 齢 階 級 別に集 計 して いるか  36 
(3-b)    陽 性 反 応適 中 度 を市 町 村別 に集 計して いるか  41 
(3-c)     陽 性 反応 適 中 度 を検 診 実施 機 関 別に集 計して いるか  19 
(3-d)    陽 性反 応 適 中 度 を受 診 歴別 に検 討して いるか  15 
(4)   発 見胃 が ん について 追 跡 調査 を実 施 して いるか  15 
(4-a)   発 見 胃 が ん の 追 跡所 見 ・ 病 理 所見 について 把 握して いるか  13 
(4-b)       発 見胃 が ん の 予後調 査（ 生存率 ・死 亡率の 分析 など ）を実 施して いるか 4 
6 ． 偽 陰 性 例 （ が ん  ） の 把 握   
(1)    受 診 者 の 追 跡調 査 や地 域 が ん 登 録 等 により 、 検診 受 診 後 の 胃 が ん を把 握して いるか  10 
(2) 検 診 受 診後 1 年 未 満に発 見され た胃 が ん （ 偽 陰性 例 ） を把 握して いるか  3 
(3)  検 診 受 診後 1 年 以 上経 過 して から 発 見され た胃 が ん を把 握して いるか  1 
7 ． が ん  登 録 へ の 参 加 （ 実 施 地 域 の み ）   
(1)  地 域 が ん 登 録 を実 施して いるか  44 
(2) 地 域 が ん 登 録 に対 して 、 症 例 を提 供して いるか  28 
(3)   偽 陰 性 例の 把 握 の ため に、 地域 が ん 登 録の デ ー タを活用 して いるか  2 
(4)  予 後 の 追跡 の ため に、 地 域が ん 登 録 の デ ー タを活 用して いるか  7 
8 ． 不 利 益 の 調 査   
(1)     検 診受 診後 6 ヶ月（1 年） 以内 の死亡 者を把握 して いるか 3 
(2)  精密 検 査 による偶 発 症 を把 握して いるか  9 
(2-a)   消化 管 穿 孔 例 を把 握して いるか  3 
(2-b) その 他 の 重 要 な 偶 発症 （ 輸 血 や 手術 を要 す る消 化 管出 血 等 ）を把 握して いるか  4 
9 ． 事 業 評 価 に 関 す  る 検 討   
(1)      チ ェ ッ ク リ スト に基 づく検 討 を実 施 して いるか 35 
(1-a)    個 々の市 町村 の チェ ッ ク リス ト について 把握 ・検討 して いるか 34 
(1-b)     個々の 検診 実 施機関 のチェ ッ ク リス ト について 把 握・ 検討 して いるか 24 
(2) 要 精 検率 等 のプ ロセス 指 標 に基 づく検 討 を実 施して いるか  37 
(2-a)   プ ロセス 指 標 について 、 全 国 数値 との 比較 や 、 各 市 町村 間 、検 診 実 施 機 関間 で のば ら つきの 確 認 等 の検 証 を実 施 して いるか  31 
(2-b) プ ロセ ス 指 標において 問 題 が 認 め ら れ た市町 村 か ら 、 聞 き取 り 調 査等 を実 施 して いるか  27 
(2-c)  プ ロセ ス 指 標において 問 題 が 認 め ら れ た検診 実 施 機 関 か ら 、 聞 き取 り 調 査 等 を実 施して いるか  15 
(3)        チ ェ ッ ク リス ト やプ ロセス 指標において 問題 が認め ら れた検診実 施機 関に対して 、実地による調 査・ 指 導等 を実 施 して いるか 13 
(4)    実地 調 査 等により 不適 正 な 検 診 実施 機 関が 認 め ら れ た場 合には 、 市 町村 に対して 委 託 先 の 変 更 を助 言 す るな ど 、 適 切に対 応して いるか  12 
1 0 ．   事 業 評 価 の 結 果 に 基 づ く 指 導 ・ 助 言   
(1) 事 業 評価 の 結 果に基 づき、 指導 ・ 助 言 等 を実 施 して いるか  30 
(1-a)    事業 評 価 の 結 果 を報 告 書に取 りま とめ 、 市 町 村 や 検診 実 施 機関 に配 布して いるか  26 
(1-b)     事 業評 価 の 結 果について 、 市 町村 や 検 診実 施 機 関に対 す る説 明 会 を開 催 して いるか  20 
(1-c)    事 業 評価 の 結 果に基 づき、 市 町 村や 検 診実 施 機 関に対 して 個 別の 指 導 ・ 助 言を実 施して いるか  22 
(2)    事業 評 価 の 結 果 を、 個 別 の市 町 村 や 検 診実 施 機 関 の 状況 も 含 め て 、 ホー ム ペー ジ 等 で 公 表して いるか  21 



別 添 資 料 6  

 

 

参考：都道府県チェックリストの項目別遵守状況＜大腸がん＞ 
 

1 ． 生 活 習 慣 病 検 診 等 管 理 指 導 協 議 会 の 組 織 ・ 運 営  実 施 県 /4 7 県  
(1)     大 腸 が ん 部会 は 、 保健 所 、 医 師 会、 日 本消 化 器 が ん 検 診 学 会に所 属 す る学 識 経 験者 、 臨 床 検 査技 師 等、 大 腸 が ん 検 診 に係 わ る専 門 家 によっ て 構 成 されて いるか  37 
(2)   大 腸 が ん 部 会 は 、 市町 村 が 策 定 した検 診結 果 について 検 診 が 円滑 に実 施され るよう、 広 域 的見 地 か ら 医 師 会、 検 診 実 施 機関 、 精密 検 査 機 関 等 と調 整 を行っ て いるか  31 
(3)  年に 1 回 以 上、 定 期的 に大 腸が ん 部 会 を開 催して いるか  33 
(4)     年に 1 回 以 上、 定 期的 に生 活習 慣 病 検 診等 従 事 者 講 習会 を開 催して いるか  29 
2 ． 受 診 者 の 把 握   
(1)   対象 者数（ 推計 を含む ）を把握 して いるか 47 
(2)  受診 者 数 を把 握 して いるか  47 
(2-a)    受診 者数（ 率） を性別・ 年齢 階級 別に集計 して いるか 43 
(2-b)    受診 者数 （率 ） を市町村 別に集 計 して いるか 45 
(2-c)     受診 者 数 を検 診 実施 機 関 別に集 計 して いるか  19 
(2-d)     受 診 者 数 を過 去 の検 診 受 診 歴 別に集 計して いるか  21 
3 ． 要 精 検 率 の 把 握   
(1)  要精 検 率 を把 握 して いるか  47 
(1-a)  要 精 検率 を性 別 ・ 年齢 階 級 別 に集 計 して いるか  41 
(1-b)   要精 検 率 を市 町 村別 に集 計して いるか  45 
(1-c)     要精 検 率 を検 診 実施 機 関 別に集 計 して いるか  19 
(1-d)     要 精 検 率 を過 去 の検 診 受 診 歴 別に集 計して いるか  16 
4 ． 精 検 受 診 率 の 把 握   
(1)  精 検 受診 率 を把 握 して いるか  47 
(1-a)  精 検 受 診 率 を性 別 ・年 齢 階 級 別に集 計して いるか  42 
(1-b)   精 検 受診 率 を市 町村 別 に集計 して いるか  45 
(1-c)     精 検 受 診率 を検 診実 施 機 関 別に集 計して いるか  20 
(1-d)     精 検受 診 率 を過 去の 検 診 受 診 歴別 に集 計 して いるか  18 
(2)  精 検未 把 握 率 を把 握して いるか  32 
5 ． 精 密 検 査 結 果 の 把 握   
(1)  が ん 発 見 率 を把 握 して いるか  45 
(1-a)  が ん 発 見 率 を性 別 ・年 齢 階 級 別に集 計して いるか  39 
(1-b)   が ん 発 見 率 を市 町村 別 に集計 して いるか  44 
(1-c)     が ん 発 見 率 を検 診実 施 機 関 別に集 計して いるか  20 
(1-d)   が ん 発 見 率 を受 診歴 別 に集計 して いるか  17 
(2) 早 期 が ん 割 合（ 発 見 が ん 数 に対 す る早 期 が ん 数） を把 握して いるか  36 
(2-a)   粘 膜 内が ん を区 別して いるか  23 
(2-b)  早 期 が ん 割 合 を性 別・ 年 齢 階 級 別に集 計して いるか  30 
(2-c)    早 期が ん 割 合 を市 町 村 別に集 計して いるか  34 
(2-d)    早 期 が ん 割 合 を検 診 実 施機 関 別 に集 計して いるか  19 
(2-e)    早 期 が ん 割 合 を受 診 歴 別に集 計して いるか  18 
(3)  陽 性 反応 適 中 度 を把 握して いるか  42 
(3-a)   陽性 反 応 適 中 度 を性 別 ・年 齢 階 級 別に集 計 して いるか  36 
(3-b)    陽 性 反 応適 中 度 を市 町 村別 に集 計して いるか  41 
(3-c)     陽 性 反応 適 中 度 を検 診 実施 機 関 別に集 計して いるか  19 
(3-d)    陽 性反 応 適 中 度 を受 診 歴別 に検 討して いるか  14 
(4)   発 見大 腸 が ん について 追跡 調 査 を実 施 して いるか  16 
(4-a)   発 見大 腸 が ん の 追跡 所 見 ・ 病 理所 見について 把 握して いるか  14 
(4-b)        発見 大腸 がん の予後 調査 （生存 率・ 死亡率 の分 析な ど ）を実施 して いるか 4 
6 ． 偽 陰 性 例 （ が ん ） の 把 握   
(1)    受診 者 の 追 跡 調 査 や地 域 が ん 登 録 等 により 、 検診 受 診 後 の 大 腸が ん を把 握して いるか  12 
(2) 検診 受 診 後 1 年 未 満に発 見され た大 腸 が ん （ 偽 陰性 例 ） を把 握して いるか  3 
(3)   検 診受 診 後 1 年 以 上経 過 して から 発 見され た大 腸 が ん を把 握して いるか  1 
7 ． が ん  登 録 へ の 参 加 （ 実 施 地 域 の み ）   
(1)  地域 が ん 登 録 を実 施して いるか  44 
(2) 地 域 が ん 登 録に対 して 、 症 例 を提 供して いるか  27 
(3)   偽 陰 性 例 の把 握 の ため に、 地域 が ん 登 録の デ ー タを活用 して いるか  2 
(4)  予 後の 追 跡 の ため に、 地 域 が ん 登 録の デ ー タを活 用して いるか  6 
8 ． 不 利 益 の 調 査   
(1)       検 診受 診後 6 ヶ月（1 年） 以内 の死亡 者を把握 して いるか 3 
(2)  精 密 検査 による偶 発 症 を把 握して いるか  9 
(2-a)   腸 管穿 孔 例 を把 握して いるか  3 
(2-b) その 他 の 重要 な 偶 発症 （ 輸 血 や 手術 を要 す る腸 管 出血 等 ）を把 握して いるか  4 
9 ． 事 業 評 価 に 関 す  る 検 討   
(1)     チ ェ ッ ク リ ス ト に基 づく検 討 を実 施 して いるか 36 
(1-a)    個々 の市 町村 の チェ ッ ク リス ト について 把握 ・検討 して いるか 35 
(1-b)     個々の 検診 実 施機関 のチェ ッ ク リス ト について 把 握・ 検討 して いるか 23 
(2) 要 精 検 率 等の プ ロセス 指 標 に基 づく検 討 を実 施して いるか  37 
(2-a)   プ ロセ ス 指 標 について 、 全 国 数値 との 比較 や 、 各 市 町村 間 、検 診 実 施 機 関間 で のば ら つきの 確 認 等 の検 証 を実 施 して いるか  31 
(2-b) プ ロセ ス 指 標において 問 題 が 認 め ら れ た市町 村 か ら 、 聞 き取 り 調 査等 を実 施 して いるか  26 
(2-c)  プ ロセ ス 指 標において 問 題 が 認 め ら れ た検診 実 施 機 関 か ら 、 聞 き取 り 調 査 等 を実 施して いるか  13 
(3)        チェ ッ ク リ ス ト やプ ロセス 指標において 問題 が認め ら れた検診実 施機 関に対して 、実地による調 査・ 指 導等 を実 施 して いるか 12 
(4)   実 地 調 査 等により 不適 正 な 検 診 実施 機 関が 認 め ら れ た場 合には 、 市 町村 に対して 委 託 先 の 変 更 を助 言 す るな ど 、 適 切に対 応して いるか  11 
1 0 ． 事 業 評 価 の 結 果 に 基 づ く 指 導 ・ 助 言   
(1) 事業 評 価 の 結果 に基 づき、 指導 ・ 助 言 等 を実 施 して いるか  29 
(1-a)    事業 評 価 の 結 果 を報 告 書に取 りま とめ 、 市 町 村 や 検診 実 施 機関 に配 布して いるか  24 
(1-b)     事 業評 価 の 結 果について 、 市 町村 や 検 診実 施 機 関に対 す る説 明 会 を開 催 して いるか  18 
(1-c)   事 業 評 価の 結 果に基 づき、 市 町 村や 検 診実 施 機 関に対 して 個 別の 指 導 ・ 助 言を実 施して いるか  21 
(2)    事 業 評 価 の 結果 を、 個 別 の市 町 村 や 検 診実 施 機 関 の 状況 も 含 め て 、 ホー ム ペー ジ 等 で 公 表して いるか  20 



別 添 資 料 6  

 

 

参考：都道府県チェックリストの項目別遵守状況＜肺がん＞ 
 

1 ． 生 活 習 慣 病 検 診 等 管 理 指 導 協 議 会 の 組 織 ・ 運 営  実 施 県 /4 7 県  
(1)  肺 が ん 部会 は 、 保 健 所、 医 師 会 、 肺が ん 検 診に関 連 す る学 会に所 属 す る学識 経 験 者、 臨 床 検 査 技師 等 肺が ん 検 診 に係わ る専 門 家によっ て 構 成 され て いるか  37 
(2)                 肺が ん 部 会は、 市町 村が策 定 した検診 結果について 検 診が円 滑に実 施 されるよう、 広域 的見 地から 医師会 、検 診実施 機関 、精密 検査 機関等 と調 整を行っ て いるか 32 
(3) 年 に 1 回 以 上 、 定 期 的に肺 が ん 部 会 を開 催して いるか  34 
(4)    年 に 1 回 以 上 、 定 期的 に生 活習 慣 病 検 診等 従 事 者 講 習会 を開 催して いるか  33 

2 ． 受 診 者 の 把 握   
(1)  対象 者 数(推 計 を含む )を把 握して いるか  47 
(2) 胸 部 Ｘ 線 受 診 者 数 ・ 喀痰 細 胞 診 受 診者 数 を把 握して いるか  47 
(2-a)       胸 部Ｘ 線受診 者数(率 ）・ 喀痰 細胞診 受診者 数(率 ）を性 別・ 年齢階 級別に集計 して いるか 43 
(2-b)       胸部Ｘ 線受 診 者数(率 ）・ 喀痰 細胞診 受診者 数(率 ）を市 町村 別に集計 して いるか 46 
(2-c)   胸 部Ｘ 線 受 診 者 数・ 喀 痰 細 胞 診受 診 者数 を検 診 実 施 機 関 別に集 計して いるか  23 
(2-d)   胸 部 Ｘ 線 受 診 者 数・ 喀 痰 細 胞 診受 診 者数 を過 去 の 検 診 受 診歴 別 に集計 して いるか  23 
3 ． 要 精 検 率 の 把 握   
(1) 胸 部 Ｘ 線受 診 者 ・ 喀 痰細 胞 診 受 診 者の 要 精検 率 を把 握 して いるか  47 
(1-a) 胸 部 Ｘ 線 受 診 者 ・ 喀痰 細 胞 診 受 診者 の 要精 検 率 を性 別 ・ 年 齢階 級 別 に集計 して いるか  42 
(1-b)  胸部 Ｘ 線 受 診者 ・ 喀痰 細 胞 診 受 診者 の 要精 検 率 を市 町 村 別に集 計して いるか  45 
(1-c)   胸 部 Ｘ 線受 診 者 ・喀 痰 細 胞 診 受診 者 の要 精 検 率 を検 診 実 施機 関 別 に集 計 して いるか  21 
(1-d)   胸 部 Ｘ 線 受診 者 ・喀 痰 細 胞 診 受診 者 の要 精 検 率 を過 去 の 検診 受 診 歴 別に集 計して いるか  15 
4 ． 精 検 受 診 率 の 把 握   
(1)  胸 部 Ｘ 線 受 診 者 ・ 喀 痰細 胞 診 受 診 者の 精 検受 診 率 を把 握 して いるか  47 
(1-a)  胸 部Ｘ 線 受 診 者 ・ 喀痰 細 胞 診 受 診者 の 精検 受 診 率 を性 別 ・ 年齢 階 級 別 に集 計 して いるか  42 
(1-b)   胸 部 Ｘ 線 受診 者 ・喀 痰 細 胞 診 受診 者 の精 検 受 診 率 を市 町 村別 に集 計して いるか  45 
(1-c)    胸 部 Ｘ 線 受 診 者 ・喀 痰 細 胞 診 受診 者 の精 検 受 診 率 を検 診 実施 機 関 別に集 計 して いるか  21 
(1-d)    胸 部 Ｘ 線 受 診 者 ・喀 痰 細 胞 診 受診 者 の精 検 受 診 率 を過 去 の検 診 受 診 歴 別に集 計して いるか  17 
(2)  胸 部Ｘ 線 受 診 者・ 喀 痰細 胞 診 受 診 者の 精 検未 把 握 率 を把 握して いるか  31 
5 ． 精 密 検 査 結 果 の 把 握   
(1) 胸 部 Ｘ 線 受 診 者 ・ 喀 痰細 胞 診 受 診 者の が ん 発 見率 を把 握 して いるか  45 
(1-a) 胸部 Ｘ 線 受 診者 ・ 喀痰 細 胞 診 受 診者 の が ん 発見 率 を性 別 ・ 年齢 階 級 別 に集 計 して いるか  41 
(1-b)  胸 部 Ｘ 線受 診 者 ・ 喀痰 細 胞 診 受 診者 の が ん 発見 率 を市 町 村 別に集 計して いるか  43 
(1-c)   胸 部Ｘ 線 受 診 者 ・喀 痰 細 胞 診 受診 者 のが ん 発 見 率 を検 診 実施 機 関 別に集 計 して いるか  21 
(1-d)    胸 部 Ｘ 線 受診 者 ・喀 痰 細 胞 診 受診 者 のが ん 発 見 率 を受 診 歴別 に集 計して いるか  16 
(2)       胸 部Ｘ 線 受診 者 ・喀痰 細胞 診受診 者の 臨床病 期 Ｉ期 がん 割合 （発見 がん 数に対 す る臨床病 期Ｉ期 がん 数） を把握 して いるか 36 
(2-a)          胸部Ｘ 線受 診者・ 喀痰 細胞診 受診 者の臨 床病 期 Ｉ期が ん 割合 を性 別・ 年齢階 級 別に集計 して いるか 30 
(2-b)          胸部 Ｘ 線 受 診者・ 喀痰 細胞診 受診 者の臨 床病 期 Ｉ期が ん 割合 を市 町村 別に集計 して いるか 31 
(2-c) 胸部 Ｘ 線 受 診者 ・ 喀痰 細 胞 診 受 診者 の 臨床 病 期 Ｉ期 が ん 割 合 を検 診実 施 機 関 別に集 計して いるか  19 
(2-d)          胸部 Ｘ 線受 診者・ 喀痰 細胞診 受診 者の臨 床病 期 Ｉ期が ん 割合 を受 診歴 別に集計 して いるか 15 
(3)  胸 部 Ｘ 線受 診 者 ・ 喀 痰細 胞 診 受 診 者の 陽 性反 応 適 中 度 を把 握して いるか  40 
(3-a)  胸 部 Ｘ 線 受診 者 ・ 喀痰 細 胞 診 受 診者 数 の陽 性 反 応 適 中度 を性 別 ・ 年齢 階 級 別 に集 計して いるか  36 
(3-b)   胸 部 Ｘ 線 受 診 者 ・喀 痰 細 胞 診 受診 者 数の 陽 性 反 応 適中 度 を市 町 村別 に集 計して いるか  40 
(3-c)    胸 部Ｘ 線 受 診 者 ・喀 痰 細 胞 診 受診 者 数の 陽 性 反 応 適中 度 を検 診 実施 機 関 別に集 計して いるか  21 
(3-d)   胸 部Ｘ 線 受 診 者 ・喀 痰 細 胞 診 受診 者 数の 陽 性 反 応 適中 度 を検 診 歴別 に集 計して いるか  15 
(4) 胸 部 Ｘ 線受 診 者 ・ 喀 痰細 胞 診 受 診 者の 発 見肺 が ん について 追 跡 調査 を実 施 して いるか 。  16 
(4-a)  胸 部 Ｘ 線 受診 者 ・ 喀痰 細 胞 診 受 診者 の 発見 肺 が ん の 追 跡 所 見・ 病 理 所 見について 把 握 して いるか  14 
(4-b)          胸部Ｘ 線受 診者・ 喀痰 細胞診 受診 者の発 見肺 がん の予 後 調査（ 生存 率・死 亡率 の分析 等） を実施 して いるか 8 
6 ． 偽 陰 性 例 （ が ん   ） の 把 握   
(1)  受 診 者の 追 跡 調 査 や地 域 が ん 登 録 等 により 、 検診 受 診 後 の 肺 が ん を把 握して いるか  13 
(2)     検 診受診 後 １年 未満に発 見 され た肺 が ん （ 偽陰性 例）を把握 して いるか 4 
(3)       検診 受診 後 １年 以上経 過 して から 発見 され た肺 が ん を把 握して いるか 3 
7 ． が ん  登 録 へ の 参 加 （ 実 施 地 域 の み ）   
(1) 地 域 が ん 登 録 を実 施して いるか  44 
(2)     地域が ん 登録に対して 、 症例 を提 供 して いるか 26 
(3)  偽 陰 性 例 の把 握 の ため に、 地 域 が ん 登 録 の デ ー タを活 用して いるか  2 
(4) 予 後の 追 跡 の ため に、 地 域 が ん 登 録 の デ ー タを活 用して いるか  7 
8 ． 不 利 益 の 調 査   
(1)   検診受 診 後 6 ヶ月 （1   年）以 内の 死亡 者 を把 握 して いるか 2 
(2) 精 密 検 査による偶 発 症 を把 握して いるか  10 
(2-a)   精 密検 査 に伴 う気 胸や 感 染 症 を把 握して いるか  5 
(2-b)  その 他 の 重 要な 偶 発症 を把 握 して いるか  5 
9 ． 事 業 評 価 に 関 す  る 検 討   
(1)    チ ェ ッ ク リ ス ト に基 づく検 討 を実 施 して いるか 36 
(1-a)   個々 の市 町村の チェ ッ ク リス ト について 把握 ・検討 して いるか 35 
(1-b)    個々 の検 診実施 機関の チェ ッ ク リ ス ト について 把 握・検 討して いるか 28 
(2)要 精検 率 等 のプ ロセス 指 標 に基 づく検 討 を実 施して いるか  37 
(2-a) プ ロセ ス 指標 について 、 全国 数 値 との 比 較や 、 各 市 町 村間 、 検診 実 施 機 関 間で の ばら つきの 確認 等 の 検証 を実 施 して いるか  32 
(2-b)          プ ロセス 指 標において 問 題が 認め ら れた市 町村 から 、 聞 き取 り調査 等 を実 施 して いるか 25 
(2-c)          プ ロセス 指 標において 問 題が 認め ら れた検 診実 施機 関か ら 、聞 き取 り調査 等 を実施 して いるか 12 
(3)      チェ ッ ク リス ト やプ ロセス 指標において 問題 が認め ら れた検 診実施 機関に対して 、 実地による調査 ・指 導 等を実施 して いるか 12 
(4) 実 地調 査 等により 不 適正 な 検 診 実 施機 関 が認 め ら れ た場 合 には 、 市 町 村に対して 委 託先 の 変 更 を助 言 す るな ど 、 適 切 に対 応して いるか  11 
1 0 ． 事 業 評 価 の 結 果 に 基 づ く 指 導 ・ 助 言   
(1)      事 業評 価の 結果 に基づき、 指導 ・助言 等を実施 して いるか 29 
(1-a)  事 業 評価 の 結 果 を報 告 書に取 りま とめ 、 市町 村 や 検 診 実施 機 関に配 布して いるか  24 
(1-b)   事 業 評 価 の結 果について 、 市 町 村や 検 診実 施 機 関に対 す る説 明 会 を開 催 して いるか  18 
(1-c)  事 業評 価 の 結 果 に基 づき、 市 町 村 や検 診 実施 機 関 に対 して 個 別 の指 導 ・ 助 言を実 施して いるか  21 
(2)  事 業 評 価の 結 果 を、 個 別 の市 町 村 や 検 診実 施 機 関 の 状況 も 含 め て 、 ホー ム ペー ジ 等 で 公 表して いるか  20 
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精度管理の実施上予想される課題、およびその解決策（参考となる自治体の好事例） 
 精度管理実施上予想される課題 解決策（参考事例：自治体へのヒアリングで把握した取り組み事例） 自治体人口 

（概数） 

対象者 名簿 住民検診対象者の全数を正確に把握できない、検 税情報と住民アンケート（職域がん検診の受診機会の有無を聞くアンケー 10 万 

の作成 診対象者個々人の網羅的な名簿が作成できない ト）により、職域がん検診対象者を特定し、対象者名簿から除いている 

受診勧 奨の 住民が多く全員への受診勧奨は難しい ①受診歴別のがん検診受診者数を検討し、重点的に勧奨すべき対象者を絞 ①70 万 

実施 り込んでいる ②70 万 

②無作為抽出した住民へのアンケートから、がん検診を最も受けている年 

代をあらかじめ特定し、その年代に絞って受診勧奨を行っている 

受診勧奨の際、どんな情報を伝えればいいのか分 勧奨の際、罹患率、早期発見の重要性、検査方法の説明、受診の流れを纏 ①7 万 

からない めたリーフレットを配布している。未受診者には再度、受診の流れ、早期 ②70 万 

発見の重要性、検査方法の説明を纏めたリーフレットを配布している 

①人口が少ない自治体では勧奨・再勧奨共に、全員にリーフレット配布 

②人口が多い自治体では再勧奨のみ、未受診者全員にリーフレット配布 

受診勧奨のための予算が限られている ① 再勧奨にはハガキを利用する ①7 万 

② コストの低い大腸がん検診に限定して受診勧奨を行う ②50 万 

検診デ ータ 国から検診機関別に要精検率を集計するよう求 大腸がん検診の要精検率が検診機関によって大幅にバラツキがあること 50 万 

の検診 機関 められているが、その活用方法が分からない（用 が分かった。バラツキを解消するために、原因を分析し、検査キットの統 

別集計 途が分からないため集計の為の体制が整わない） 一や医療機関への個別指導を開始した 

精検結 果の 精検結果の把握率が低い ①精検結果回収時の事務負担を減らすため、精検結果報告書を統一した ①50 万 

把握 ②医師会と連携して、精検結果返却率の低い医療機関に改善依頼を出す体 ②50 万 

制を構築した ③18 万 

③精検を受診したかどうか不明な住民に一斉アンケートを行っている 

精検結果をタイムリーに把握できない 従来、精密検査結果は医師会を介して自治体に返送されていたが、医師会 

と協議し、先に自治体に返送される仕組みへ変更した 

25 万 
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 精度管理実施上予想される課題 解決策（参考事例：自治体へのヒアリングで把握した取り組み事例） 自治体人口 

（概数） 

精検結 果の 医療機関によって返却される精検結果の情報に 国から求められている情報が網羅できるような精検結果報告書を作成し、 10 万 

把握 バラつきがあり、自治体としての報告がまとめら 全ての機関がその報告書を利用している 

れない 

精検の 効果的な精検受診率勧奨の方法が分からない ①精検受診率を年齢階級別に集計し、最も精検受診率が低い世代に重点的 ①43 万 

受診勧奨 に精検受診勧奨を行っている ②50 万 

②市が認定した精密検査機関のリストを渡すことで、要精検者が医療機関 

を探す手間を省いている。また、医師が直接精検受診勧奨をしており、受 

診者の安心感につながっている 

委託先 検診 検診は医師会や県を介して検診機関へ委託して 市、市医師会、保健所からなる精度管理委員会を設け、各検診機関の精 40 万 

機関の 質の おり、検診機関の質（最低限の検診体制が整って 度管理状況を確認し、問題があれば、医師会が検診機関に直接指導を行う 

把握 いるか）を直接把握できない 

生活習慣病検診等管理指導協議会（県）が承認し 各検診機関の精度管理状況は生活習慣病検診等管理指導協議会で協議さ 300 万 

た検診機関しか契約できない仕組みであり、市は れている 

それらの検診機関の質（最低限の検診体制が整っ 問題があれば県医師会が検診機関に指導を行っている 

ているか）は直接把握していない 

現行の仕様書には国が示した精度管理項目が入 市と市医師会が定期的に協議するための会議体（協議体）を設け、検診機 70 万 

っていないため改訂したいが、関係機関との調整 関と医師会が行うべき精度管理内容について認識を共有し、仕様書項目を 

が難しい 新設した 
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